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○ 大学の概要

（１） 現況
① 大学名 ： 国立大学法人鳥取大学

② 所在地 ： 鳥取県鳥取市湖山町

③ 役員の状況
学長名 ： 道 上 正 ?（平成16年４月１日～平成17年３月31日）

能 勢 隆 之（平成17年４月１日～平成21年３月31日）
理事数 ： ４名
監事数 ： ２名

④ 学部等の構成
○学 部：地域学部，医学部，工学部，農学部

（ ）， ， ，○研 究 科：地域学研究科 教育学研究科 医学系研究科 工学研究科
農学研究科，連合農学研究科

○附属図書館
○附属学校：附属小学校，附属中学校，附属特別支援学校，附属幼稚園
○学部附属の教育研究施設

地域学部 ： 附属芸術文化センター
医 学 部 ： 附属病院，附属脳幹性疾患研究施設
工 学 部 ： ものづくり教育実践センター
農 学 部 ： 附属フィールドサイエンスセンター，附属菌類きのこ遺

伝資源研究センター，附属動物病院，附属鳥由来人獣共
通感染症疫学研究センター

○全国共同利用施設：乾燥地研究センター※
「※は，全国共同の機能を有する附置研究所等を示す 」。

○学内共同教育研究施設
総合メディア基盤センター，入学センター，大学教育総合センター，
国際交流センター，生命機能研究支援センター，鳥取地区放射性同位
元素等共同利用施設，生涯教育総合センター，産学・地域連携推進機
構

○保健管理センター

⑤ 学生数及び教員数（平成19年5月1日現在）
○学生総数 ： ６，３７９人（１６５人）
（学部学生総数） ： ５，２８１人（ ２６人）

地域学部 ８１６人（ ８人）
教育地域科学部 ３９人（ －人）
医学部 １，１７２人（ １人）
工学部 ２，１２６人（ １４人）
農学部 １，１２８人（ ３人）

（大学院生総数） ： １，０９８人（１３９人）
地域学研究科 ３０人（ ９人）
教育学研究科 ３４人（ １１人）
医学系研究科 ３１８人（ １４人）
工学研究科 ４２７人（ １５人）
農学研究科 １４２人（ １９人）
連合農学研究科 １４７人（ ７１人）

※（ ）は，研究生及び聴講・研究学生を除く留学生数で，内数。

○児童・生徒・園児数：附属小学校 ４４３人
附属中学校 ４６４人
附属特別支援学校 ６０人
附属幼稚園 １０６人

○教 員 数 ： ７８９人
教 授 ２２１人，准教授 １８７人，講 師 ９６人，助 教 ２０５人
助 手 ６人，教 諭 ７４人

○職 員 数 ： ９９０人
事務系職員 ２７５人，技術技能系職員 ９７人，医療系職員 ６１７人
教務系職員 ０人，その他 １人

（２） 大学の基本的な目標等
○中期目標の前文
大学の基本的な目標
２１世紀を迎えて本学は教育，研究，社会貢献，診療等の面で大学が発揮すべ

き機能を十全に伸展させることを宣言する。
本学は，理念として「知と実践の融合」を掲げ，以下の３つを教育研究の目標

とする。
１）社会の中核となりうる教養豊かな人材の養成
２）地球的・人類的・社会的課題解決への先端的研究
３）地域社会の産業と文化等への寄与

大学は非常に多数の学生を収容することとなり，一方社会は大きな構学部教育：
造変革期にある。その中で第１期の学部教育として以下の点を重視していく。①
教養教育の再構築を目指す。②大学教育に課せられる社会的ニーズの変化に対応
できるよう，教員の研修への参加機会を増やす。③基礎学力の向上を図るため，
カリキュラムの構成，到達度等を明確にし，カリキュラムの内容に関しても精査
できるシステムの構築を図る。また，④社会へ参画するステップとしても，イン
ターンシップ制度を活発に活用できる方途を社会と開発していく努力を継続する
必要がある。⑤学生，教員相互の授業評価の結果等を活用して，教授方法に関し
ても改善が図れるよう，教員の教育業績に関し評価するシステムを構築する。こ
れらのことが，十分機能できるよう教育施設・設備の充実を図る。

本学の大学院は教育研究の特色を反映すべく，複数の形態を取って大学院教育：
おり，これらの充実を図る。更に，以下の点も重視する。①大学院大学とは異な
る，学部４年と大学院２年を合わせた６年一貫教育コースという道も探っていき
たい。②研究者養成とともに高度な専門性を有する技術者の養成という面も重視
し，社会倫理も含めた高い内容の教育活動も行うシステムとすることを目標とす
る。

研究は基本的には個人の能力と努力によるところが大きい領域である。研 究：
しかしまた，いろいろな分野の研究者がチームを組んで成果を上げる機会も増え
てきた。そこで，チームをコーディネートする力も必要となってきた。①大学と
してはアイデアとコーディネート能力のある研究者の確保が緊要の課題である。
②外部資金導入可能なプロジェクトの養成，プロジェクト研究活動の支援等で大
学としての研究能力の向上を図る方向を目指す。③２１世紀COEプログラムに採
択された乾燥地研究センター（全国共同利用施設）を中心とする「乾燥地科学プ
ログラム」は，５年後に世界的水準のレベルに達するよう大学として支援する。
④いくつかの２１世紀COEプログラム該当プロジェクトが組まれることを支援す
る体制の構築を目指す。
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①地域共同研究センター，ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー及び社会貢献：
地域貢献推進室を中心に産官学連携による社会貢献，地域住民との連携による社
会貢献を促進する。②生涯教育，ブラッシュアップのための機会提供を拡げる。
③出前講義，理科教育への関心を高める各種事業の開催，参画，各種研修の開催
を行う。④公開講座の開催を拡大する。
以上の活動の活性化を図るため，ニーズの掘り起こしなど地道な努力を継続さ

せる。

①地域における中核医療機関として位置づける。②最重症患者あるいは診 療：
遺伝性疾患を含む難治性疾患患者の診療に責任を負えるよう，人材の確保と設備
の充実を図る。③地域の住民に信頼され，地域の住民の保健と福祉の増進に指導
的役割を発揮しつづける。④診療を通して疾病の本態の解明，診断，治療，予防
法の開発に努め，医療の進歩に貢献する。⑤診療支援活動として地域における医
療従事者の再教育及び一般社会人に対する医療に関する社会教育の中心的機関と
して充分応えられる整備を図る。

設置目的に合った活動を義務づ全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設：
け，評価を行い，改善について担当の理事又は副学長は勧告を行うなど，学内外
の教育研究等の支援が活発に行われる施設となることを目指す。

， ， ， ， ，特に 教育研究 教務事務 大学管理運営事務の情報化 能率化に対応すべく
附属図書館及び総合メディア基盤センターの充実を図る。

学長のリーダーシップの下，Plan・Do・Check・Action（PDCA）がう大学運営：
まく機能するシステムを内蔵させ，タイムリーな企画立案，迅速的確な判断が可
能となる効率の良い事務運営組織を作り，上記に示した大学の４つの機能がライ
ンとして有効に働くようなスタッフとしての能力を高めることを目指す。そのた
， 。めに 専門性が必要な部署への配属者の能力を高めるための研修の機会を増やす

また，各種インセンティブを付与するシステムの導入も図る。
以上のような大学機能の活性化のために全てに亘って１個人の能力に期待する

のではなく，各人の役割を明確にし，大学全体として機能の向上を図る。そのた
めに，多様な人材の確保，多様な職種の設定，多様な勤務形態がとれるよう弾力
的な人事制度の活用を図る。
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学 校 教 育 専 攻

監　　　事 総 務 部 総 務 課 企 画 調 整 課 人 事 企 画 課 （修士課程） 障 害 児 教 育 専 攻

事 務 局
学 生 部 教 育 支 援 課 生 活 支 援 課 教 科 教 育 専 攻

教 育 学 研 究 科

入 試 課

保 健 学 専 攻

人 事 管 理 課

施 設 環 境 部 企 画 環 境 課 施 設 課 （博士課程） 医 学 専 攻
医 学 系 研 究 科

大 学 院
契 約 課 （修士課程）

機 械 工 学 専 攻

研究・国際協力部 研 究 協 力 課 社会貢献推進課 国 際 交 流 課 生 命 科 学 専 攻

（博士前･後期課程）
学 術 情 報 部 情報企画推進課 機 能 再 生 医 科 学 専 攻

医 学 部

地 域 政 策 学 科 知 能 情 報 工 学 専 攻

地 域 教 育 学 科 事 務 部 電 気 電 子 工 学 専 攻
地 域 学 部

物 質 工 学 専 攻

社会開発ｼｽﾃﾑ工学専攻
附 属 学 校 部 工学研究科

地 域 文 化 学 科

土 木 工 学 専 攻附 属 病 院

生 物 応 用 工 学 専 攻

（博士前期課程）
附 属 図 書 館

地 域 環 境 学 科

医 学 科

附属脳幹性疾患研究施設

生 命 科 学 科 施設環境課 応 用 数 理 工 学 専 攻

附 属 小 学 校
保 健 学 科 学務・研究課 情 報 生 産 工 学 専 攻

物 質 生 産 工 学 専 攻

附属養護学校
機 械 工 学 科 社 会 開 発 工 学 専 攻

附 属 中 学 校
ものづくり教育実践センター 医療ｻｰﾋﾞｽ課 （博士後期課程）

附 属 幼 稚 園
知能情報工学科 生 物 生 産 科 学 専 攻

学 部
電気電子工学科 農学研究科 （修士課程） 農 林 環 境 科 学 専 攻

（博士課程） 農業経営情報科学専攻

工 学 部
生物応用工学科 乾燥地研究 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 生 物 生 産 科 学 専 攻

全国共同教育研究施設
物 質 工 学 科 事 務 部 連合農学研究科

地域共同研究 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
土 木 工 学 科 生 物 環 境 科 学 専 攻

生命機能研究支援ｾﾝﾀｰ
社会開発ｼｽﾃﾑ工学科 生 物 資 源 科 学 専 攻

応用数理工学科

附属菌類きのこ遺伝資源研究ｾﾝﾀｰ

研 究 協 力 課

鳥取地区放射性同位元素等共同利用施設
学内共同教育研究施設附属ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ

ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

情報企画推進課

獣 医 学 科
入 試 課

知 的 財 産 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

生物資源環境学科

事 務 部
総合ﾒﾃ ﾞ ｨ ｱ基盤ｾ ﾝ ﾀ ｰ

附 属 動 物 病 院

ｱ ﾄ ﾞ ﾐ ｯ ｼ ｮ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

教 育 支 援 課

産官学連携推進機構 研 究 協 力 課

農 学 部

副学長
(広報担当)

生 涯 教 育 総合 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 社会貢献推進課

理     事
(総務・財務・施設環境担

当)

国 際 交 流 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 国 際 交 流 課

保健管理ｾﾝﾀｰ 生 活 支 援 課
大 学 教 育 総合 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究ｾﾝﾀｰ

附属芸術文化センター

学 長 補 佐

理    事･副学長
(教育担当)

理    事･副学長
(研究･国際交流担当)

理    事
(社会貢献担当)

理    事･副学長
（医療担当)

副学長
(附属図書館担当)

副学長
(企画･評価・IT担当)

組織図（平成18年度）

就職 支 援 課

総 務 課

経理・調達課
事 務 部

鳥 取 大 学 長

財 務 部 財 務 課

内 部 監 査 課

図書館情報課



研 究 協 力 課

国 際 交 流 課

入 学 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

大 学 教 育 総合 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

生 涯 教 育 総合 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

鳥取地区放射性同位元素等共同利用施設

国 際 交 流 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

入 試 課

社 会 開 発 工 学 専 攻

生命機能研究支援ｾﾝﾀｰ

（修士課程）

生 物 生 産 科 学 専 攻

農 林 環 境 科 学 専 攻

農業経営情報科学専攻（博士課程）

生 物 生 産 科 学 専 攻

生 物 環 境 科 学 専 攻

生 物 資 源 科 学 専 攻

土 木 工 学 専 攻

社会開発ｼｽﾃﾑ工学専攻

応 用 数 理 工 学 専 攻

（博士後期課程）

情 報 生 産 工 学 専 攻

物 質 生 産 工 学 専 攻

学 長 補 佐
（就職支援担当）

医 学 専 攻

生 命 科 学 専 攻

機 能 再 生 医 科 学 専 攻

機 械 工 学 専 攻

知 能 情 報 工 学 専 攻

電 気 電 子 工 学 専 攻

（博士前期課程）
物 質 工 学 専 攻

生 物 応 用 工 学 専 攻

理     事
(総務・財務・施設環境担当)

副学長
(入試担当)

副学長
(医療・米子地区教育担当)

施 設 環 境 部

学 生 部

経理・調達課

社会貢献推進課 国 際 交 流 課

学 術 情 報 部 情報企画推進課

地 域 学 部

研究・国際協力部 研 究 協 力 課

事 務 部

組織図（平成19年度）

総 務 課

経営企画課
事 務 部

鳥 取 大 学 長
経 理 部 経 理 課

内 部 監 査 課

図書館情報課

附属芸術文化センター

･･･変更部分（Ｈ18→Ｈ19）

学 長 補 佐
（教育要請・FD担当）

理    事･副学長
(教育担当・環境担当)

理    事･副学長
(研究･国際交流担当)

理    事
(地域連携担当)

副学長
(広報・附属図書館担当)

副学長
(教育改革担当)

副学長
(企画･評価・ＩＴ担当)

地 域 教 育 学 科

保健管理ｾﾝﾀｰ 生 活 支 援 課

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究ｾﾝﾀｰ

入 試 課

農 学 部

学 部

医 学 科

附属脳幹性疾患研究施設

医 学 部

地 域 政 策 学 科

応用数理工学科

附属菌類きのこ遺伝資源研究ｾﾝﾀｰ

地 域 文 化 学 科

附 属 病 院

地 域 環 境 学 科

知能情報工学科

獣 医 学 科

生物資源環境学科

事 務 部
附 属 動 物 病 院

事 務 部

電気電子工学科

人 事 管 理 課

企 画 環 境 課

教 育 支 援 課 生 活 支 援 課 就 職 支 援 課

附 属 学 校 部

学内共同教育研究施設

附属特別支援学校

附 属 幼 稚 園

地 域 創 造 専 攻

地 域 学 研 究 科 （修士課程）

機 械 工 学 科 医療ｻｰﾋﾞｽ課

生 命 科 学 科

施設環境課保 健 学 科

学務・研究課
附 属 中 学 校

地 域 教 育 専 攻

保 健 学 専 攻

大 学 院

（修士課程）

（博士課程）
医 学 系 研 究 科

（博士前･後期課程）

契 約 課

施 設 課

工 学 部
生物応用工学科

物 質 工 学 科

連合農学研究科

乾燥地研究 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

全国共同教育研究施設

工学研究科

産学・地域連携推進機構

監　　　事

総 務 部 総 務 課 人 事 企 画 課

財 務 企 画 課経 営 企 画 部 企 画 課

事 務 局

附 属 図 書 館

情報企画推進課

教 育 支 援 課

副学長
(教育組織担当)

附属ものづくり教育実践センター

総合ﾒﾃ ﾞ ｨ ｱ基盤ｾ ﾝ ﾀ ｰ

農学研究科

附属ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ

土 木 工 学 科

社会開発ｼｽﾃﾑ工学科

附 属 小 学 校
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鳥取大学

○ 全体的な状況

【中期計画の全体的な進捗状況】 【各項目別の状況のポイント】
， 「 」 ， ，本学は 理念として 知と実践の融合 を掲げ その下に教育研究目標として

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況１）社会の中核となりうる教養豊かな人材の養成，２）地球的・人類的・社会的
（１）業務運営の改善及び効率化課題解決への先端的研究，３）地域社会の産業と文化等への寄与，の３つを掲げ
① 運営体制の改善に関する目標ている。この大学の理念及び教育研究目標に沿って，中期目標・中期計画及び年

度計画に従い活動を展開した。 学長のリーダーシップの下，大学運営の重要な分野ごとに理事及び副学長を
重点的に取り組んだのは，学長のリーダーシップに基づく教育改革，グローバ 配置して業務推進にあたってきており，重点的に取り組むテーマに応じて組織

， 。 ，ルＣＯＥプログラムに代表される本学の特色を活かした研究活動，並びに研究成 を変更し 弾力的な業務運営体制としている 平成19年４月には教育改革担当
果を活用した社会との連携及び国際交流活動である。 入試担当，米子地区教育担当の副学長を設け，また，10月から教育組織担当の
教育改革に関しては，教育重視の基本方針に沿って策定した「教育グランドデ 副学長を設けて，理事との連携を強化しながら執行体制を強化した。また，こ
ザイン」よって 「人間力」を根底に置いた教養豊かな人材の育成を目指して教 れまでに内部監査課，就職支援課，業務改善室，医学部施設環境課の設置等，，
育改善に取り組んだ。例えば，全学共通科目に，実践力，コミュニケーション力 事務組織の再編を行い，業務運営の改善と効率化に努めたきたが，平成19年度
等の養成を目的とした 新製品開発プロジェクト 地域再考プロジェクト 名 には経営戦略を策定する中枢部署として，経営企画部を新たに設置して，全学「 」，「 」，「
作戯曲の独創的読解」の授業を新たに開設した。また，平成19年６月にアドミッ 的な観点から経営戦略の企画・調整を行った。
ションセンターを入学センターへ改組し，さらに，平成20年４月には大学教育総

② 教育研究組織の見直しに関する目標合センターを教育センターへ改組するとともに，教育関係のセンターを一つの機
構として位置づけ 入学時早期から卒業後の将来を見据えての学修を支援する 大 平成19年度の本学の学士課程及び大学院課程の収容人員は，全学的にいずれ， 「
学教育支援機構」を設置することとした。 も定員を充足し，高等教育機関として人材養成に対する社会的要請に応えた。
特色ある実践教育の取組みとして，文部科学省戦略的国際連携支援事業「持続 社会のニーズや新たな学問分野の発展に適切に対応するため，地域学部，大

性ある生存環境に向けての国際人養成－沙漠化防止海外実践カリキュラム－」で 学院医学系研究科保健学専攻（修士課程）の設置や，農学部附属鳥由来人獣共
は，メキシコ合衆国の海外教育・研究拠点に，学生20名を３ヶ月間派遣して海外 通感染症疫学研究センター及び菌類きのこ遺伝資源研究センターを設置し，本
実践教育を実施し，平成20年１月及び２月には成果報告会を開催した。また，平 学の特色を活かした教育研究を進めてきた。平成19年度は，新たに大学院地域
成19年度には，広島大学，島根大学と共同申請した文部科学省がんプロフェッシ 学研究科（修士課程）を設置したほか，平成20年度に大学院医学系研究科保健
ョナル養成プランに 「銀の道で結ぶがん医療人養成コンソーシアム」が採択さ 学専攻（博士後期課程）を設置することが認可された。このほかの大学院等に，
れ，医師やコメディカルの教育を充実させ，地域全体でがん専門職の養成する取 ついても社会のニーズ等を踏まえて，改組等を検討している。
組みを開始した。

③ 人事の適正化に関する目標本学の特色を活かした研究活動に関しては，平成18年度に「鳥取大学の研究グ
ランドデザイン」及び「鳥取大学における学術研究推進戦略」によって定めた， 教員定員の全学的な活用を行うため，学長管理定員を確保し，学内共同教育
目指すべき研究の方向性，研究マインド等に沿って研究活動を進めた。平成19年 研究施設等の充実のために教員配置を行った。平成16年度から事務系・技術系
度には文部科学省グローバルＣＯＥプログラム「乾燥地科学拠点の世界展開」が 職員を対象に実施している人事評価の制度運用を進め，昇給・業績手当に反映
採択され，国内共同研究ネットワークと世界の学術ネットワークをリンクさせ， させた。また，事務系職員を対象に，平成18年度に早期退職制度や選考採用に
世界の乾燥地研究をリードする中核的教育研究拠点を目指して，乾燥地研究を推 関する取扱いを定め，多様な人事制度を構築した。これに基づき，平成20年４
進した。加えて，継続中の21世紀ＣＯＥプログラム「染色体工学技術開発の拠点 月には医療事務職員等を選考採用することとした。また，平成17年度に優秀な
形成 ，菌類きのこ遺伝資源に関する研究，文部科学省「新興・再興感染症研究 医療業務従事者を確保するため，特定任期付職員制度を設け，看護師等の採用」
拠点プログラム 「持続的過疎社会形成研究プロジェクト」等のプロジェクト研 を引き続き行った。」，
究を推進した。また，研究成果を広く社会へ還元するため，学内外での研究成果

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標発表会を積極的に実施した。
社会との連携に関しては，産官学連携を中心とする地域連携業務を迅速かつ機 総務担当理事の下にワーキンググループを設け，安定した大学経営を支える

動的に展開し，研究成果を社会へ還元するため，産官学連携推進機構を改組し， 事務組織の在り方について検討し，その結果を企画調整会議で審議し 「事務組，
「産学・地域連携推進機構」を設置して，地域貢献支援事業，日南町と連携した 織について（中間報告 」として取り纏め，それに沿って，平成19年度も経営企）
地域活性化教育研究事業など，地域との連携事業を一層推進した。 画部，医学部経営企画課の設置等の事務組織の再編等を行い，事務等の効率化
国際交流活動に関しては，平成17年度から開始した文部科学省「大学国際戦略 ・合理化を行った。さらに，次期中期目標期間を見据えて，事務組織の再編等
本部強化事業」を基点に，戦略的国際連携支援事業等のプロジェクト事業を実施 の検討を企画調整会議等において行っている。また，事務協議会のワーキング
した。また，平成16年度に実施した地域学に関する国際会議の成果を生かし，継 グループにおいて，業務量調査を行い，平成18年度には36項目の業務改善を行
続して北東アジア圏との研究交流を図るため，平成19年10月に韓国，中国，ロシ った。
ア，モンゴル，日本（鳥取県）の参加大学による「北東アジア地域大学教授協議
会」を結成し活動を開始した。
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鳥取大学
（２）財務内容の改善 （４）その他業務運営に関する重要事項
① 外部研究資金その他自己収入の増額に関する目標 ① 施設設備の整備等に関する目標

外部競争的資金の増加策では，科学研究費補助金の申請予定者への助言支援 平成18年度に策定した施設整備マスタープラン（鳥取キャンパス）により，
制度を平成19年度に導入し，採択件数の増加に繋がった。また，産学・地域連 今後の施設整備の基本方針と方向性を明確にした。施設マネジメント重視のね
携推進機構の教員及び産官学連携コーディネーターによる各教員への面談を行 らいに沿って，平成17年度より引き続き「施設維持管理費」を戦略的経費とし

， ， ，い，研究やシーズ等の情報を収集し，共同研究等とのマッチングに活用するな て中央経費により一元化し 施設整備の計画的な遂行を目指し 有効活用調査
ど共同研究・受託研究の増加に注力した。 施設パトロール等を基に，緊急度，改善効果等を数値化し，整備の優先度を定
自己収入の増加策では，平成19年度には鳥取及び米子地区における駐車場の め，教育・学習関係施設の施設改善を実施した。

有料化を開始し，収入増（年間21,889千円）を図った。また，自動販売機設置 校舎等の耐震改修を順次進めるとともに，共有スペースの確保，アメニティ
業者との直接契約による自動販売機を新たに８台設置し，収入増（年間5,939 環境の向上を図った。また，附属病院の冷熱源機器の更新計画では，ＥＳＣＯ
千円）を図った。さらに，国債や大口定期などを利用した運用に積極的に取り 事業による実施について検討し，手続きを開始した。
組み33,655千円（対前年度17,134千円の増）を確保した。 省エネルギーについては，環境委員会の省エネルギー部会で，エネルギー管

理規則に基づいた使用状況の把握と改善等の検討を行うとともに，省エネパト
ロール等で適正な温度管理，及び節電等について指導を行った。設備機器の更② 経費の抑制に関する目標

経費の抑制策では，鳥取地区事業場及び附属学校園事業場を対象に，お盆の 新・新設に際しては，省エネルギータイプを使用し，改修工事に伴う空調機器
時期に３日間一斉休業を引き続き実施し光熱水料の節減，電力の長期契約を見 の設置には，ＧＨＰ機器を選定し，CO 削減に努めた。2

直し，これまでの３年（割引率３％）契約を５年（割引率５％）に切り替えに 平成17年度より発行が義務化された環境報告書については 「鳥取大学環境報，
よる経費の節約 平成20年３月に島根大学と 物品等の共同調達に関する協定 告書2006」として，平成19年７月に作成し，公表した。， 「 」
を締結し，平成20年度から再生紙等を共同調達することとした。

② 安全管理に関する目標また，大学経費削減に向けた具体的方策を検討するため，タスク・フォース
（教員を含め40名で構成）を編成し，また，学生・教職員にアンケート調査を 「鳥取大学リスク管理に関する規則」及び「リスク管理ガイドライン」に基
行い その分析結果を基に 大学経費削減等推進員制度の導入などを実施した づき，平成19年度は新たに次の規則，マニュアルを作成し，危機管理体制の強， ， 。

化を図った。①生物災害等防止安全管理規則，②総合メディア基盤センター災
害発生時及び事件・事故発生時における非常時マニュアル，③工事に係るクレ③ 資産の運営管理の改善に関する目標

「鳥取大学における設備整備に関するマスタープラン」に基づき，大型設備 ーム処理，事故対応の危機管理マニュアル（緊急連絡網 。）
等の整備については，原則として，全国共同利用施設及び学内共同利用施設に また，ハラスメント防止体制を整備するため，ハラスメントの防止に関する
設置して有効活用するとともに，生命機能研究支援センターが中心となり，学 規程を改正し，常設の委員会として「ハラスメント防止委員会」を設置すると
内の現有大型機器の集中化と利用システムの合理化，効率化を進めた。平成19 ともに，監督者やハラスメント相談員の任務等を明確化した。
年度は，農学部の質量分析器，医学部のバイオ・イメージングアナライザー及

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況び医学部附属病院の超遠心機を同センターに移管し，学内共同利用体制を整え
（１）教育に関する目標た。
① 教育の成果に関する目標

平成15年度から全学部にグレート・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）制度を（３）自己点検・評価及び情報提供
導入し，引き続き，そのＧＰＡ制度の基準を「全学共通科目履修案内（平成19① 評価の充実に関する目標

平成18年度業務実績に係る国立大学法人評価委員会が行う評価では，課題と 年度 」に掲載し公表した。）
して指摘された事項はなかった 大学機関別認証評価では 平成20年３月に 大 シラバスに教育内容や授業計画の記載に加えて，平成17年度から成績評価方。 ， 「
学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている 」との評価結果 法及び基準を掲載し，Ｗｅｂ上で閲覧できるようにした。シラバスに記載する。
を受けた。 評価基準の妥当性については，大学教育総合センター研究開発部で検討を進め
また，乾燥地研究センターでは 「乾燥地研究センター研究推進戦略」の実 ており，平成20年度開講の授業において部分検証を行う予定である。，

行に反映させるため，国内外の乾燥地研究等に関連のある有識者７名による共
② 教育内容等に関する目標同利用・共同研究等に関する国際外部評価を実施し，平成19年12月には評価結

果を報告書に取りまとめた。 教育研究理念「知と実践の融合」を具現化するため，大学の知を社会で生か
総合メディア基盤センターでは，同センターの活動，学内ネットワーク，計 すための実践的教育プログラムとして，平成19年度に次のような取組みを行っ

算機システム等について，平成20年１月に５名の外部評価委員で構成される外 た。
部評価委員会を開催し外部評価を受け，評価結果を取りまとめた。 ①平成19年９月に「教養特別講義：仕事と人間」を開講した。外部講師（金

， ， ） ， ，融 ベンチャー企業 公的機関 を招聘し シンポジウム形式なども取り入れ
インタラクティブな授業を展開し，仕事に携わる上での倫理観を醸成する教育② 情報公開等の推進に関する目標

平成19年度は，戦略的経費として新たに「広報戦略経費」を確保し，ホーム を行った。②全学生を対象として「ものづくり」を早期から意識させるため，
ページのリニューアル，大学紹介ＤＶＤの作成，広報誌「風紋」の増刷等，積 低年次生を対象とする「新製品開発プロジェクト」及び鳥取地域の住民との濃
極的に広報，情報発信を行った。また，地域社会に本学をアピールすることを 密な相互関係のなかで協同する「地域再考プロジェクト」を実施した。
目的に，シンボルマーク及びイメージキャラクターを選定し，平成20年度から

， ， 。ホームページ 各種出版物などに使用し 広く広報活動に活用することとした
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鳥取大学

本学の特性を生かした異分野間の共同研究，先端的研究及び地域の社会的ニ③ 教育の実施体制等に関する目標
平成19年６月にアドミッションセンターを入学センターへ改組し，さらに， ーズに即した研究等を積極的に推進するため「鳥取大学における教育・研究プ

平成20年４月には大学教育総合センターを教育センターへ改組するとともに， ロジェクトに関する取扱要項」を定めており，平成19年度は新たに５つの研究
教育関係のセンターを１つの機構として位置づけ，入学時早期から卒業後の将 会が立ち上がるとともに，学長経費から36件22,000千円を支援した。
来を見据えての学修を支援する「大学教育支援機構」を設置することとした。 また，全国共同利用施設である乾燥地研究センターの整備充実として，平成

19年度から保健・医学部門を新設，助教２名の配置，研究支援専門職１名の増
員を行った。学内共同教育研究施設の整備としては，例えば，平成19年４月に④ 学生への支援に関する目標

平成18年度から学業優秀者授業料全額免除を実施しており，平成19年度の実 産官学連携推進機構を改組し，産学・地域連携推進機構の設置，平成20年４月
績は各期93名であった。また，大学院入学者のうち，学業優秀者20名の入学料 から放射線，実験動物等を使用する施設を一元管理するため，鳥取地区放射性
半額免除を実施した さらに 平成18年度から大学院博士課程 博士後期課程 同位元素等共同利用施設，農学部動物実験施設の生命機能研究支援センターへ。 ， （ ）
に新たに入学・進学する特に優秀な学生に対する奨学金制度「鳥取大学大学院 の統合などを実施した。
エンカレッジファンド」を創設して，50万円を最長２年間給付しており，平成

（３）その他の目標19年度は，１年次８名，２年次10名に各50万円を給付した。
① 社会との連携，国際交流等に関する目標課外活動に関しては 部室の充実を図るためサークル棟を増設するとともに， ，
【地域貢献】大学会館の耐震改修に併せてベーカリーカフェ，オープンデッキの設置などの

整備を図った。また，体育館及び武道場を改修し，照明器具，トイレ，温水シ 平成19年4月から地域連携担当理事を配置するとともに，産官学連携推進機構
ャワー等の設備を充実した。特に，武道場は多目的に使用できるトレーニング を改組し，ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー，知的財産センター，地域共
ルームを設置し，課外活動施設の機能の充実を図った。 同研究センターを統合した組織として産学・地域連携推進機構を立ち上げ，地

域貢献部門及び米子地区地域連携部門を設置し，地域貢献の組織的・総合的な
取組みを強化した。（２）研究に関する目標
鳥取県や県内４市と本学との連絡協議会等を開催し，地元行政との連携強化① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

平成19年度には，文部科学省グローバルＣＯＥプログラム「乾燥地科学拠点 に努めるとともに，自治体と連携した地域貢献支援事業や公開講座，サイエン
の世界展開」が採択され，国内共同研究ネットワークと世界の学術ネットワー スアカデミーなど全学的な取組みを展開した。
クをリンクさせ，世界の乾燥地研究をリードする中核的教育研究拠点を目指し

【産官学連携】て，乾燥地研究を推進した。加えて，継続中の21世紀ＣＯＥプログラム「染色
体工学技術開発の拠点形成 ，菌類きのこ遺伝資源に関する研究，文部科学省 平成19年度には，産学・地域連携推進機構スタッフが各教員と面談し，研究」
「新興・再興感染症研究拠点プログラム 「持続的過疎社会形成研究プロジェ 者の研究内容やシーズ情報等を収集しており，今後シーズ情報等をとりまとめ」，
クト」等のプロジェクト研究を推進した。また，研究成果を広く社会へ還元す た上，これらの情報を研究者総覧等で積極的に公開することとした。

， ， ， ，（ ）るため，学内外での研究成果発表会を積極的に実施した。さらに，平成20年度 また 研究・技術シーズを発表し 共同研究等の推進を図るため 鳥取県 財
グローバルＣＯＥプログラムに 「持続性社会構築に向けた菌類きのこ資源活 鳥取県産業振興機構等と連携し 「鳥取大学ビジネス交流会」や 「鳥取大学・， ， ，
用」を申請した。 イブニングセミナー（鳥インフルエンザは怖くない 」を開催したほか 「ＣＩ！） ，
その他主なものを挙げると以下の通りである。 Ｃ新技術説明会 「ＪＳＴ新技術説明会（鳥取・島根発新技術説明会 「イノ」， ）」，
①都市エリア産学官連携促進事業（文部科学省 「染色体工学技術等による ベーション・ジャパン2007・大学見本市」等において，技術説明を行った。）
生活習慣病予防食品評価システムの構築と食品等の開発（米子・境港エリ 産学官連携に積極的に関わる人の交流を活発化し，鳥取地域の発展に寄与す
ア （平成18～20年度 」 る数多くの新たな活動が生み出されることを目的に，平成16年度に「とっとり） ）

②地域新生コンソーシアム研究開発事業（経済産業省） ネットワークシステム （ＴＮＳ）が設立され，現在15の研究会が組織されてい」
○ＭＥＭＳ技術を用いたモバイル用小型２軸ジャイロセンサの開発（平成 る。教員がその一員として参画し，約550名の参加者とともに活動を行った。
18～19年度）

【国際交流】○光硬化型キトサン誘導体を基材とした生体接着製剤の開発 平成19年度（ ）
③地域資源活用型研究開発事業（経済産業省） 平成19年度は，学術交流協定を外国の大学・研究機関等との間で大学間協定
○因州和紙を用いた環境応答型抗菌性壁紙，梨の抗菌性包装紙の開発（平 として２件，部局間協定として３件締結するとともに，複数の大学等との協定

。 ， ， ，成19～20年度） を更新した 学術交流協定締結機関との間で 研究者相互派遣 学生相互派遣
国際会議の開催等の活動を積極的に行い 韓国・韓国釜慶大学からはＤＤＰ 複， （
数学位取得）学生を受け入れた。② 研究実施体制等の整備に関する目標

平成18年度に定めた「鳥取大学における学術研究推進戦略」による目指すべ また，平成16年度に実施した地域学に関する国際会議の成果を生かし，継続
き研究の方向性，研究マインド等に沿って研究活動を進めた 「鳥取大学にお して北東アジア圏との研究交流を図るため，平成19年10月に韓国，中国，ロシ。
ける設備整備に関するマスタープラン」に基づき，大型設備等の整備について ア，モンゴル，日本（鳥取県）の参加大学による「北東アジア地域大学教授協
は，原則として，全国共同利用施設及び学内共同利用施設に設置して有効活用 議会」を結成し，平成19年10月に第１回協議会を鳥取で開催するなど活動を開
するとともに，生命機能研究支援センターが中心となり，学内の現有大型機器 始した。
の集中化と利用システムの合理化，効率化を進めた。
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【全国共同利用施設】
本学唯一の全国共同利用施設である乾燥地研究センターは，国内外における
乾燥地科学研究の拠点であり 「乾燥地の砂漠化防止及び開発利用に関する基，
礎的研究」を継続し，国内外の研究者の多数の参加を得て，平成19年度は59課
題の共同研究を実施した。また，平成19年度にはグローバルCOEプログラムに
「乾燥地科学拠点の世界展開」が採択され，国内共同研究ネットワークと世界
の学術ネットワークをリンクさせ，世界の乾燥地研究をリードする中核的教育
研究拠点を目指している。

② 附属病院に関する目標
医学部附属病院の理念「健康の喜びの共有」に基づき，医療の実践，医学の

， 。教育・研究推進 地域の人々の健康を基本方針に掲げて積極的な取組を行った
地域医療の拠点施設としての役割を発揮する目的に沿って 「がんセンター」，
を設置し，平成20年２月８日付で厚生労働省から「都道府県がん診療連携拠点
病院」としての指定を受けた。さらに，最新放射線治療装置を平成20年度に導
入することを決定し，機能の充実を図っている。
また，良質な医療・看護を提供するため，看護師配置基準７対１を実現する

とともに，手術件数の増，平均在院日数の短縮等を実施し，病院経営改善を図
った。このことにより，平成19年度総利益約１億円を実現し，安定経営を図っ
た。

③ 附属学校に関する目標
教育地域科学部附属から大学附属になり，附属学校部としての体制を整えな

がら，関係各方面への連携も活発化した。その結果，各学校園の教育の充実並
びに地域教育の向上等に大きく寄与することとなった。大学・学部との連携に
ついては，各学校園それぞれが授業・学習内容に応じて大学教員による指導助
言を得て成果をあげており，本学学生に対しては，教育実習における臨床現場
の提供を通して卒論等への協力を行うなど，重要な役割を果たしてきている。
さらに，学級数や定員等の見直しを行い，附属養護学校（現附属特別支援学

校）高等部に国立大学法人で初の専攻科を設置するなど，特別支援教育の更な
る発展を目指している。
また，地域教育の向上を目指して公立学校教員を研修生として受け入れ，本

学における研究成果の提供及び指導を行うとともに，本学教員についても各種
研修会等へ積極的に参加し，資質の向上を図ることができる体制を構築してい
る。

※以下Ⅲ～Ⅶの事項は，各事項の「実績」欄に記載のとおり。
Ⅲ 予算（人件費見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）

Ⅳ 短期借入金の限度額

Ⅴ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

Ⅵ 余剰金の使途

Ⅶ その他
１ 施設・設備に関する計画

２ 人事に関する計画
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

１）学長の強いリーダーシップと経営手腕の下，学内コンセンサスを踏まえて，効率的・機動的な大学運営を可能とするとともに教員が教育・研究に専念で
きるように運営体制を整備する。中

２）学内資源配分では教育環境の整備に特に配慮する。期
３）組織，資金の弾力的活用を図る体制を作る。目

標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 平成16年４月に 学長 理事 副学長 平成20・21年度においても， ， ， ，

【1】 Ⅳ 事務の各部長で構成する 企画調整会議 引き続き，企画調整会議で重「 」
１）学長，理事，副学長及び事務の代 を設置し，教育研究組織の改廃及び事務 要な事項について企画立案・
表者で組織する企画調整会議を設 組織の在り方，人事（インセンティブ付 調整し，役員会等に提案を行
け，全学的観点から経営戦略を立 与等 ，財務（予算編成方針・戦略的経 う。特に，次期中期目標・中）
て，健全な経営を図る。 費，概算要求事項，収入増加・コスト削 期計画案を，各常置委員会等

減策，剰余金の取扱等 ，教育・学生サ と連携して策定し，役員会等）
ービス（教育環境整備，教育改革等 ， へ提案する。）
研究推進戦略・国際戦略など，重要・横 平成20・21年度においても
断的な事項について全学的観点から経営 引き続き学長のリーダーシッ
戦略を立て，健全な経営を図るための方 プのもと，中央経費として学
策について検討を行い，重要・緊急なも 修環境・教育環境整備費，学
のから実行した。 長経費，地域貢献支援事業費

等を確保し戦略的な運営を行
う。

（平成19年度の実施状況）○全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 【1-1】

【1-1】 Ⅳ １）平成19年４月から，教育改革担当，
１）効率的・機動的な大学運営を行う 入試担当，米子地区教育担当の副学長
ため，教育改革担当，入試担当，米 を設け，また，10月から教育組織担当
子地区教育担当の副学長を設けるな の副学長を設けて，理事との連携を強
ど執行体制を強化し，学長，理事４ 化しながら学長を補佐し，執行体制を
名，副学長５名の体制とする。 強化した。さらに，学長の特命事項を

調査・企画するため，教員養成担当，
ＦＤ担当と就職支援 担当の学長補佐
（非常勤）を配置した。
このように，重点的に取り組むテー

マごとに理事，副学長等を配置して，
常に効率的・機動的に大学運営を行っ

鳥取大学
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た。

（平成19年度の実施状況）【1-2】
２）学長，理事，副学長及び幹部事務 Ⅳ 【1-2】
職員で組織する企画調整会議におい ２）企画調整会議を10回開催し，次期中
て大学の健全な経営を図るため，全 期目標・中期計画の策定着手，予算編
学的観点に立った経営戦略を引き続 成方針，概算要求事項，国際戦略，競
き検討する。 争的資金の獲得，広報等の充実，教育

研究組織及び事務組織の改組，学内教
育研究施設の整備等の事項について，
常置委員会等と連携しながら，全学的
な観点に立って経営戦略を検討した。
理事，副学長，事務の代表者が全学的
見地で検討したこれらの事項は，必要
の都度，役員会，教育研究評議会，経
営協議会に提案・報告して，重要・緊
急なものから実行し，健全な大学経営
を行った。

（平成19年度の実施状況）【1-3】
４）学長は，役員会，経営協議会，教 Ⅳ 【1-3】
育研究評議会，企画調整会議等を活 ４）年度計画【1-2】の『平成19年度の
用しながら，経営戦略の円滑な推進 実施状況』欄を参照。
を図る。

（平成19年度の実施状況）【1-4】
５）学長のリーダーシップのもと，学 Ⅳ 【1-4】
部の枠を超えた中央経費として学修 ５-1）平成19年度予算編成方針で決定し
環境・教育環境整備費，学長経費， た，大学として戦略的に取り組む経費
地域貢献支援事業費を確保し戦略的 として，学習環境，教育研究環境整備

， ，な運営を行う。 のための施設維持管理費等 学長経費
地域貢献支援事業費などを確保し，積
極的に事業を展開した。

５-2）学長経費の他，学長がリーダーシ
ップを発揮出来るよう資金運用で獲得
した運用益等を活用し，｢トップマネ
ージメント推進事業(61,697千円 」を）
実施した。

５-3）特別教育研究経費（教育研究活動
活性化経費）の学内配分について，科
学研究費の申請・採択状況を勘案した
制度を導入した。

５-4）管理的経費を前年度予算比２％の
シーリングにより削減し，事業費
（28,000千円）を確保した。

５-5）文部科学省の「戦略的国際連携支
援事業（持続性ある生存環境社会の構
築に向けての国際人養成 」が平成19）
年度で終了することから，今後もこの
事業を継続して実施するため，独自に
戦略的経費（国際戦略経費：25,000千
円）を確保することを決定し，平成20

鳥取大学
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年度予算編成方針に盛り込んだ。

このように，全学的な視点で戦略的
経費を確保し，学長のリーダーシップ
のもとに，大学が目指す教育研究の目
標を実現するための大学経営を行っ
た。

（平成19年度の実施状況）【1-5】
６）総合的な経営戦略を策定する中枢 Ⅲ 【1-5】
部署として新たに経営企画部を設置 ６）平成19年４月に経営戦略を策定する
し，大学の経営戦略体制の強化を図 中枢部署として，企画課及び財務企画
る。 課で構成する経営企画部を新たに設置

。 ，した 全学的観点から経営戦略を立て
健全な経営を図るための方策を企画立
案・調整する企画調整会議を担当し，
同会議で検討する経営戦略の企画及び
調整を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【2】
２）学長管理定員を確保し，組織の弾 Ⅲ 教員定員の全学的な活用を行うため， 平成20・21年度においても
力的活用を図る。 学長管理定員を確保し，学内共同教育研 引き続き，学長管理定員を確

究施設等に配置した。平成19年度以降の 保して，全学的な観点から適
学長管理定員の運用 配置等については 正に配置し，組織を弾力的に， ，
組織の改廃，定員・人件費削減と併せて 活用することにより，教育研
検討する必要があるため，平成19年４月 究の活性化を図る。
に予定している学内共同教育研究施設等
の組織改編後に検討することとした。

（平成19年度の実施状況）
【2-1】 【2-1】

） ，３）学長管理定員については，組織の Ⅲ ３ 教員定員の全学的な活用を行うため
改廃，定員・人件費削減と併せて検 学長管理定員として27名を確保し，学
討の上，教員及び事務系職員の学長 長決定のもとに，そのうち19名を学内
管理定員を確保するとともに，定員 共同教育研究施設等に配置して，全学
配置等について人事委員会等で検討 的な教育研究活動の一層の活性化を図
し，逐次実施する。 った。

（平成16～18年度の実施状況概略）○運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 Ⅲ 平成17年度に総務担当理事の下にＷＧ 各常置委員会等において，
【3】 を設置し，平成18年４月から学長直属の 人材活用，財政運営，組織再
１）人材活用，財政運営，組織再編な 内部監査課，学生部就職支援課の設置， 編などを全学的視点で行う方

，どを全学的視点で行う。 総務部企画調整課と評価監査課の統合及 法等について継続して検討し
び業務改善室の設置，医学部施設環境課 逐次実施する。
の設置等を行った。
平成16年度に，人事に関する基本方針

の策定，職員の配置計画を審議する人事
委員会を設置し，学長管理定員の拡充，
事務系職員に係る定員の再配分について
検討した。
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（平成19年度の実施状況）○運営組織の効果的・機動的な運営に

関する具体的方策 【3-1】
【3-1】 Ⅲ １-1）事務組織について，企画調整会議
１）各常置委員会等において，人材活 等において検討し，平成19年４月から
用，財政運営，組織再編などを全学 経営戦略の体制充実のため，事務局に
的視点で行う方法等について継続し 経営企画部を，医学部に経営企画課を
て検討し，逐次実施する。 設置した。

また，平成20年４月から人事関係業
務の効率化を図るため，人事企画課と
人事管理課を人事課に，研究協力課と
社会貢献推進課を研究・地域連携課に
統合することとした。

１-2）総人件費改革への対応として，平
成22年度までの定員削減計画を人事委
員会，役員会で審議し決定した。
また，附属学校教員の定員削減につ

いては，定員削減がクラス数に影響す
， ，るものであることから この計画では

附属学校の在り方についての検討結果
を踏まえて，検討することとした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【4】
２）役員会，経営協議会及び教育研究 Ⅲ 役員会等の重要会議については，学内 平成20・21年度においても
評議会の権限と責任を明確にした上 規則において審議事項等の役割を定めた 引き続き，法令，学内規則等
で，密接な連携を図る。 ほか 円滑かつ効率的な会議を行うため による権限と責任に基づき，， ，

平成18年12月に「重要な会議の効率的な 効率的・機動的な会議運営を
開催について（申し合せ 」を定めた。 行う。）
また，役員会規則第３条第６号の規定に
より 「その他役員会が定める事項に係，
る審議事項」についての申し合わせを作
成し，役員会等の権限と責任を明確にす
るとともに，議題の精選，資料の事前配
付を徹底し，効率的な会議の運営を行っ
た。
また，平成19年１月から定例報告事項

はホームページでの公表に代えることと
した。

（平成19年度の実施状況）【4-1】
２）役員会，経営協議会及び教育研究 Ⅲ 【4-1】
評議会の権限と責任を明確にし，議 ２）役員会等の重要会議については，平
題を精選するとともに相互間の連携 成18年度に定めた「重要な会議の効率
体制を緊密にする。また，会議資料 的な開催について（申し合わせ 」及）
の事前配布を徹底し，効率的な会議 び「役員会規則第３条第６号その他役
の進行に努める。 員会が定める事項に係る審議事項につ

いて（申し合わせ 」に沿って，議題）
の精選，資料の事前配付等を徹底し，
役員会，経営協議会及び教育研究評議
会等の権限と責任を明確にし，効率的
な会議の進行を行った。
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（平成19年度の実施状況）【4-2】

５）効率的・機動的な意思決定システ 【4-2】
ムとして執行体制，部局の意見・意 Ⅲ ５）役員及び副学長間の共通した認識と
向等を役員会等に反映させるため設 理解を深めるため設置した役員連絡会
置した組織（役員連絡会，学長・理 （月１回）や学長・理事懇談会（月１
事懇談会）を引き続き運営する。 回）を，平成19年度も昨年度に引き続

き開催し，大学経営，教育研究，産学
・地域連携の状況，常置委員会での検
討状況等の事項について，協議・連絡
を行った。
役員連絡会では，常置委員会での審

議・検討状況を報告し，学長・理事懇
談会においては，大学が抱える重要課
題について討議するなど，各事業・業
務や各部局等における諸課題等を，役
員等が常に共通理解を行うことによ
り，役員会等へ反映させた大学運営を
行うとともに，役員会等の効率的な運
営を図った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【5】
３）部局長会議を設置し，学内の意見 Ⅲ 部局長会議を毎月１回開催し，学長の 組織運営の効率化を図るた
の集約を行うとともに，学長の運営 運営方針を部局長等を通じて，各部局の め，部局長会議の機能を教育
方針を各部局構成員に周知する。 構成員へ周知するとともに，各部局の諸 研究評議会等に移行するとと

課題について検討することで情報の共有 もに，部局長会議の廃止を検
化を進めた。 討する。

， 「 」また 部局長会議の事項に 還流事項
を設けることで，学長の運営方針に対す
る各部局からの意見集約を効果的に行っ
た。

（平成19年度の実施状況）【5-1】
３）部局長会議で，学長の運営方針を Ⅲ 【5-1】
各部局構成員に周知徹底するととも ３）部局長会議を11回開催し，学長の運
に，学内の意見の集約を行う。 営方針を各部局構成員に周知徹底する

とともに，各部局の諸課題について検
， 。討を行い 学内の意見の集約を行った

（平成16～18年度の実施状況概略）【6】
４）学内委員会を整理統合し，審議内 Ⅲ 学内委員会については，平成16年度の 平成20・21年度においても
容，構成員等の見直しを行う。 法人化に伴い11の常置委員会に集約し 引き続き，平成16年度の法人

た。法人化に伴って発生した諸問題に対 化に合わせて設置された常置
応する委員会の設置などと併せて，委員 委員会について，運営体制，
会の統廃合について，企画調整会議で検 審議事項等が，所期の目的を
討した。 達成しているか検証するとと
また，医学部では，平成16年度の法人 もに，委員会の再編成を検討

化に伴い発生した諸問題に対応して，委 する。
員会の設置・統廃合を検討し，医学部防
疫委員会，医学部行政改革具体化方策検
討委員会及び視聴覚教育システム運営委
員会を廃止した。
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（平成19年度の実施状況）【6-1】
４）平成16年度の法人化に合わせて設 Ⅲ 【6-1】
置された常置委員会について，運営 ４）平成19年４月に産官学連携推進機構
体制，審議事項等が，所期の目的を を産学・地域連携推機構へ改組し，そ
達成しているか検証するとともに， れに伴い常置委員会の研究支援委員会
委員会の再編成を検討する。 と社会貢献委員会を研究・社会貢献委

員会に統合した。
また，医学部では，平成19年４月か

ら，同和教育委員会，国際学術交流委
員会，技術部管理委員会，ホームペー
ジ委員会，医学部・附属病院駐車場委
員会及び教育業績評価委員会を統合し
医学部総務委員会として毎月１回開催
し，医学部の円滑かつ効率的な管理運

， 。営を図り 迅速な意志決定を実現した

（平成16～18年度の実施状況概略）○学部長等を中心とした機動的・戦略
的な学部等運営に関する具体的方策 各学部に，平成16年度から学部長を補 平成20・21年度においても
【7】 Ⅳ 佐する総務担当 教務担当の副学部長を 引き続き，学部長等と学部長， ，
１）副学部長等の補佐役を設け，学部 さらに平成18年11月から新たに評価担当 等を補佐する副学部長等を中
長等の補佐体制を充実し，学部長等 の副学部長を配置して，機動的な学部運 心とした学部等の運営を機動
を中心としたダイナミックな学部等 営体制とした。また，ベンチャー・ビジ 的・効率的に行う。
運営体制を確立する。 ネス・ラボラトリーに副ラボラトリー長 また，地域学部では，学部

を，乾燥地研究センター及び生命機能研 を構成する職員への周知，ペ
究支援センターに副センター長を配置 ーパーレス化を図るために，
し，機動的・戦略的運営を行った。 教授会議事録，学部規則等を
各学部では，学部長及び３名の副学部 いつでも閲覧できるシステム

長等による機動的な学部運営として，例 を構築する。乾燥地研究セン
えば以下のような取組を行った。 ターでは，引き続き戦略企画
地域学部では，毎週月曜日に学部長， 会議において運営上の重要事
副学部長，事務長等の会議を定期的に開 項を検討しセンター長を補佐
催した。毎月１回の学部運営会議は，学 する。
部長，副学部長，事務長に加えて，学科
長，部会長,係長が出席して，学部全体
の課題と方針を検討した。
医学部では，医学部と附属病院の将来

像を検討する場として「グランドデザイ
ンの会」を開催し，医学部長のリーダー
シップを発揮できる管理運営体制の強化
を図った。
農学部では，学部長，副学部長による

学部長補佐会議を毎週開催し，学部運営
体制の充実を図った。また，平成17年度
から農学部として当面する重要課題への
取り組みを具体的に決めた「農学部基本
計画（経営戦略 」を毎年度策定した。）

（平成19年度の実施状況）○学部長等を中心とした機動的・戦略
的な学部等運営に関する具体的方策 【7-1】

） ， ，【7-1】 Ⅲ １ 各学部では 平成18年度に引き続き
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， ，１）学部長のリーダーシップを発揮す 学部長を補佐する総務担当 教務担当

るため，昨年度に引き続き副学部長 評価担当の副学部長を配置し，機動的
を３人体制のもと，機動的な学部等 な学部運営を図った。平成19年度にお
の運営を行う。 いては，新たに以下のような取組を行

った。
①農学部では，学部の主要な委員会全
てに副学部長を委員として配置し，
各種委員会の情報が副学部長を通し
て学部長に伝わるよう改善した。
②乾燥地研究センターでは，教授５名
で組織する戦略企画会議を設置し，
運営上の重要事項について検討する
などセンター長の補佐体制を充実さ
せた。

（平成16～18年度の実施状況概略）【8】
２）教授会の審議事項を精選するとと Ⅳ 平成16年度から鳥取大学教授会通則 平成20・21年度においても
もに，一般的な事項については，代 で，各学部等の教授会での審議事項，代 引き続き，教授会の審議事項
議員制の導入により教授会の審議を 議員会制度について定め，各学部等では を精選し，一般的な事項は代
経ず執行を行うことも考え，機動的 代議員会を設置し，教授会の審議事項を 議員会で審議する等，機動的

。・戦略的な学部等運営を行う。 精選して，一般的な事項は代議員会で審 ・戦略的な学部等運営を行う
議する等により，教授会の開催時間が短

， 。縮され 機動的な学部等の運営を図った
また，各学部においては，例えば，医

学部では，代議員会の設置に伴い，学科
長等懇談会で教授会の審議事項を精選
し，また，各種委員会報告をメールで事
前報告したこと等により，議論のための
時間を確保するなどの取組を行った。

（平成19年度の実施状況）【8-1】
２）教授会の審議事項等を精選すると Ⅲ 【8-1】

） ， ，ともに，代議員会の導入等により， ２ 各学部では 平成18年度に引き続き
機動的・戦略的な学部等運営を行う 教授会の審議事項を精選して，一般的。

な事項は代議員会で審議する等，機動
的な学部等の運営を行った。
また，農学部では，平成20年度に向

けて代議員会の構成員並びに選出方法
について検討を行い，学部内の意見の
汲み上げ並びに情報の環流が可能とな
るような見直しを行った。

○教員・事務職員等による一体的な運 平成20・21年度においても（平成16～18年度の実施状況概略）
営に関する具体的方策 Ⅲ 常置委員会，企画調整会議，その他の 引き続き，常置委員会，企画
【9】 委員会にも部長，課長等の事務職員が委 調整会議等に事務職員が委員
１）学内委員へ事務職員等を積極的に 員として参画し，教員と一体となって大 として参画し，教員と一体と

。 ，登用し，教員・事務職員等が協力し 学運営を行った。特に，企画調整会議に なって大学運営を行う また
，て大学運営の企画立案に参画する。 は，役員，副学長，事務の部長が構成員 各部局等においても引き続き

となり，経営戦略，健全経営を図るため 各種委員会等に事務職員が参
の方策の企画立案・調整を行った。 画し，教員と一体となって学
また，各部局等においても，例えば， 部運営を行う。
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地域学部では，毎週の学部長・副学部長
会議や学部運営会議へ事務長，係長が参
画し，教員と一体となって学部運営に参
画した。農学部では，学部長補佐会議に
事務長，学生支援室長が参加するほか，
学部の評価委員会，広報委員会，情報管
理委員会，放射線安全委員会，ネットワ
ーク運営委員会及び附属フィールドサイ
エンスセンター運営委員会には，事務長
をはじめとして事務・技術職員が委員と
して参画し，一体となって学部運営を行
った。

（平成19年度の実施状況）○教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 Ⅲ 【9-1】

【9-1】 １）10の常置委員会，企画調整会議，そ
１）教員及び事務職員等で構成される の他の委員会にも事務職員が委員とし
常置委員会等において，全職員が一 て参画し，教員と一体となって大学運
体となって大学運営の企画立案を行 営を行った。
う。 また，広報委員会では，学生部長を

委員として新たに加え，学生支援等の
観点から広報戦略の企画・立案等に積
極的に参画した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【10】
２）役員，学部長等を，より密接，効 Ⅳ 平成17年度に総務担当理事の下にＷＧ 企画調整会議において，事
果的に支える事務組織の在り方を検 を設置し，事務組織の在り方等について 務組織について（中間報告）
討し，事務組織の再編，人員の配置 検討し 「事務組織の在り方及び業務の を踏まえ，平成21年度及び次，
についての見直しを行う。 縮減並びに事務職員の適性配置に関する 期中期計画に向けた事務組織

基本的な考え方 事務組織について 中 の再編を検討し，簡素で効率」，「 （
間報告 」として取りまとめた。 的な事務組織，教育・社会貢）
この中間報告に沿って，平成18年４月 献・医療等の事業を重視した

から学長直属の内部監査課を設置して中 事務体制，外部資金の獲得に
立的な監査機能の充実，学生部に就職支 重点をおいた事務組織等の構
援課を設置して学生の就職相談，就職活 築を行う。
動等の支援の充実，総務部企画調整課と
評価監査課の統合，総務部に業務改善室
を設置，施設環境部の施設環境課を医学
部に移行するなど役員，部長等を効果的
に支える事務組織に再編した。

（平成19年度の実施状況）【10-1】
２）教育研究組織の再編を視野に入れ Ⅲ 【10-1】
つつ，事務組織の見直し，事務の合 ２）平成18年３月にとりまとめた「事務
理化を継続的に検討・実施する。 組織について（中間報告 」を踏まえ）

つつ，平成20・21年度及び次期中期計
画に向けた事務組織再編について，企
画調整会議において検討した。
平成19年度の具体的な事務組織再編

については，年度計画【1-5】及び【3
-1】の『平成19年度の実施状況』欄を
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参照。
このように，決定した中間報告に沿

って，教育研究等の支援を重視した事
務組織の再編を進めた。

（平成16～18年度の実施状況概略）○全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 平成16年度学内予算配分は，従来の配 平成20・21年度においても
【11】 Ⅳ 分方法に準じて，教育基盤経費，研究基 引き続き，予算編成方針を策
１）新たな算定ルールに基づき配分す 盤経費，管理運営費，部局長裁量経費を 定し，学長のリーダーシップ
るが，大学の戦略的経費はあらかじ 柱とする基本的な考え方に基づき配分し もと，戦略的な大学運営を実
め配分基本方針に入れ，重点的に配 た。平成17年度からは，施設維持管理費 施する。
分する。 の一括管理，学内競争的資金（学長裁量 また，予算編成方針を踏ま

経費）を確保することを明確にした新た え，予算配分基準を定め，メ
な予算編成方針により編成した。 リハリのついた予算編成と編
平成18年度学内予算編成方針では教育 成課程の透明性を確保し，戦

の重視，附属病院運営の自主性・自立性 略的に取り組む施策に重点的
の確立，戦略的に取り組む経費の確保を に予算配分を行う。
基本方針とし，新たに学術図書資料費，
地域貢献支援事業費，学内共同利用設備
の修理費等を一括管理とした。
平成16年度は管理的経費（光熱水量）

３％削減，平成17，18年度については，
管理的経費の前年度予算比２％のシーリ

， 。ングにより削減し 事業財源を確保した
平成17年度の経営状況については，決

算報告書をより理解され易い平成17年度
財務報告書(ANNUAL REPORT 2006）とし

， ， 。てまとめ 学生 教職員などに提供した
， ，平成19年度の予算編成方針では 特に

若手研究者の育成が重要な課題であるこ
とから研究経費の確保に配慮することと
した。

（平成19年度の実施状況）○全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 Ⅳ 【11-1】

【11-1】 １）平成19年度予算編成方針には，メリ
１ 平成19年度予算編成方針に基づき ハリのついた予算編成と編成過程の透） ，
戦略的に取り組む施策に必要な経費 明化が求められており，次の方針によ
を，予算編成に盛り込み，重点的に り分かりやすい予算編成を行った。
配分する。 ①教育に重点を置いた予算編成配分

を行い，質の高い教育を実施，②附属
病院の自主性・自立性を確立するた
め，人件費を含めた予算を病院長の下
で一元管理，③人的資源の有効活用に
よる人件費を削減した。
また，戦略的経費として，①学習環

境・教育研究環境整備費（施設維持管
理費，学術図書資料費，広報戦略経費
【新規】等 ，②学長経費，③地域貢）
献支援事業費を引き続き確保して，積
極的に事業を実施した。
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さらに，若手研究者育成のための研

究費に配慮した予算編成を行った。
21世紀ＣＯＥ支援経費，特別教育研

究経費等の競争的資金を確保できた事
業については，インセンティブを付与
し，学内予算を重点的に配分した。
資金運用で獲得した資金運用益等を

学長がリーダーシップを発揮できるト
ップマネジメント推進事業（61,697千
円 に活用し がんプロ事業の支援 5,） ， （
318千円 ，教育環境改善事業（15,000）
千円 ，センター試験対応緊急整備事）
業（13,000千円）等を実施した。
このように，全学的な視点で戦略的
経費を確保し，学長のリーダーシップ
のもとに，重点的に配分した。

（平成19年度の実施状況）【11-2】
２ 平成19年度予算編成方針において Ⅳ 【11-2】） ，
学部の枠を超えた中央経費として新 ２）全学的観点からの大学広報として，
たに広報経費を設け，広報担当副学 大学の認知度アップと信頼性確保等，
長を中心に全学的な観点からの大学 積極的な情報発信のため，大学として
広報を戦略的に行う。 戦略的に取り組む施策に必要な経費

（戦略的経費）に，広報戦略経費（２
千万円）を予算化し，以下の取組みを
行った。
①大学ホームページをアカデミックで
親しみやすいものにリニューアルし
た。
②大学紹介ＤＶＤを作成し，高校等へ
配布するとともに，ホームページで
も閲覧できるようにした。
③大学の情報を広く在学生の保護者等
に周知するため，広報誌「風紋」の
配布部数を4,000部から11,000部に
増刷した。
「 」 ，④ 鳥取大学 の認知度アップのため
新聞紙面において，本学の取り組み
等を紹介した企画記事を４回掲載し
た。また，そのうちの１回は，学長
と知事の対談として，ケーブルＴＶ
を利用して映像等により広く鳥取県
内に放送した。
⑤大学の特色ある教育・研究の取組み
内容を進学情報誌に掲載した。
⑥鳥取県内の民放テレビ局の番組にお

， 「 」いて 番組内企画として 大学紹介
を２回放送した。

⑦関西エリアへの本学の認知度アップ
のため，読売新聞大阪本社版に学生
募集広告を掲載した。
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， ，このように 多様な媒体を活用して

積極的に情報発信を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）○学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 Ⅲ 経営協議会を各年度４～５回開催し， 平成20・21年度においても
【12】 大学の運営に関する様々な意見等を頂 引き続き，経営協議会を開催
１）経営協議会等に外部有識者を登用 き，審議の上，運営改善などに活用して し，外部有識者の意見を反映
し，大学運営に社会の意見を積極的 いる。 させた大学運営を行う。
に反映させるシステムを構築する。 コスト削減や増収策について意見があ 経営協議会が活性化する方

り，コスト削減に取り組むとともに，収 策として，引き続き，経営協
益事業の導入について検討した。資金運 議会資料を事前に配付し，外
用など可能なものから実施した。 部委員等へ事案説明を行う。
鳥取県の医師，看護師不足及び地域医 引き続き本学の財務状況を

療の質の向上への意見については 「が 分析し，大学経営の方向性等，
んプロフェショナル養成プラン 「がん について経営協議会委員から」，
センター構想 「地域枠の設定 「臨床 の意見等を基に検証・審議す」， 」，
心理士の養成」など地域と一体となり医 る。
師・看護師をその養成に取り組むなど医
療体制を充実した。
理工系離れが進んでいるが工学部８学

科が維持できるのかとの意見を受け，学
生や社会のニーズや学術研究の方向性な
どを反映した工学部大学院部局化を計画
し，改組することとした。

（平成19年度の実施状況）○学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 Ⅲ 【12-1】

【12-1】 １）平成18年度に引き続き経営協議会を
１）経営協議会等に外部有識者を十分 ５回開催した。経営協議会が活性化す
活用し，大学経営に社会の意見を積 る方策として，経営協議会資料を外部
極的に反映させる。 委員等に事前配付するとともに，事案

説明を行った。
経営協議会外部委員から①国際交流

を教育の核として一層充実させるこ
と，②保育所整備は必要だが費用対効
果はどのように考えているのか，③地
域の人々が理解しやすい研究を推進す
ること，④大学においてもコスト削減
とサービスの質向上が求められている
こと，⑤経費削減はもちろんのことだ
が資金調達に係る基金の設置ついても
検討する必要があること，⑥他にない
ユニークなカリキュラムで学生募集を
行うこと，⑦即戦力のある人材の養成
が求められていること等，大学経営に
係る建設的な意見や提案等を頂いた。
経営協議会外部委員の意見を踏ま

え，平成19年度で期間満了する文部科
学省からの補助事業（大学改革推進等
補助金;(大学教育の国際化推進プログ
ラム；平成17年～19年)）を発展的に
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推進するために必要な財源を平成20年
度予算編成方針で国際戦略経費として
確保し，国際性豊かな人材育成事業と
して実施し，国際化を推進することと
した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【13】
２）労務，情報など高い専門性を担当 Ⅲ 人事管理課に，労働安全衛生担当の労 平成20・21年度においても
する部署を新たに設置する。 務安全室及び労務安全係を設置し，所属 引き続き，担当部署に第１種

職員に第１種衛生管理者，衛生工学衛生 衛生管理者資格などの資格取
管理者資格を取得させた。また，医学部 得者の配置充実を図る。
職員係長に衛生工学衛生管理者資格を取
得させた。
学術情報部に情報企画推進課を設置

し，情報の専門知識を有する技術職員を
１名配置した。

（平成19年度の実施状況）【13-1】
２）専門知識・技術が必要とされる部 Ⅲ 【13-1】
署・専門分野等について引き続き検 ２）人事管理課労務安全係に，安全衛生
討し，必要に応じて適材を登用して 担当の事務職員１人を新たに配置する
いく。 とともに，同係事務職員２名が第１種

衛生管理者資格を取得した。
情報企画推進課に情報の専門知識を

有する者を，平成19年４月に新たに１
名増員した。
また，医療事務，施設，系統解剖の

専門知識・技術を有する者を平成20年
４月に採用することとし，募集を行っ
た 年度計画の 14-1 22-1 の 平。（ 【 ， 】 「
成19年度の実施状況」欄を参照 ）。

（平成16～18年度の実施状況概略）【14】
３）専門知識・技術を有する者を積極 Ⅳ 専門知識，技術を有する者の選考採用 高い専門知識・技術が必要
的に採用したり，あるいは専門的な が可能となるよう，基準を設けるととも とされる専門分野等について
研修を受けさせるなどの明確な人事 に，選考採用に関する取扱いを定めた。 引き続き検討し，必要に応じ
方針を確立する。 既存の定員の枠にとらわれず，優秀な て事務系職員の選考採用の基

医療技術者の安定的確保を図るため，医 準に基づき選考採用を行うと
学部附属病院において特定任期付職員制 ともに，適材を登用する。
度を設けた。
研修については，研修ごとに目的を明

確に設定して計画を立案し実施してい
る。

（平成19年度の実施状況）【14-1，22-1】
３）平成18年度に定めた事務系職員の Ⅳ 【14-1，22-1】
選考採用の基準に基づき 専門知識 ３）平成18年度に定めた事務系職員の選， ，
技術を有する者の採用を検討する。 考採用の基準に基づき，専門知識等を

必要とする業務に従事する者を次の通
り雇用することとした。
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医学部医療サービス課に医療事務の

資格を有する者を，施設課に施設・電
気の技術を有する者を，医学部技術部
に系統解剖の技術を有する者を平成20
年４月にそれぞれ１名選考採用するこ
ととし，募集及び選考を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）○内部監査機能の充実に関する具体的
方策 Ⅳ 平成16年度の国立大学法人移行時に 平成20・21年度においても

【15】 は，総務部評価監査課に内部監査室を設 引き続き，内部統制に重点を
１）学長直属の内部監査室を設置し， 置し，内部監査を行った。平成18年４月 置いた運営体制の整備に係る
会計，安全，業務等の内部監査を徹 から新たに学長直属の内部監査課を設置 監査を継続し，監事，会計監
底する。 して，内部組織からの影響を受けない体 査人との定期的な連携を継続

制を整備し，会計，安全，業務等大学の する。さらに，リスク管理の
諸活動の監査を実施した。 評価を実施する。
内部監査は，毎年監査計画に基づき実

施し，問題点については当該部局に改善
を求め，学長，部局長会議，事務協議会
に報告するとともに，監査結果が適切に
大学運営に反映されたか改善状況の確認
を行った。
監事監査・内部監査を的確に実施し，

広範に渡る指摘事項への対処を適時に実
施し，財務管理をはじめとする大学運営
をより計画的・効率的に遂行した。

（平成19年度の実施状況）○内部監査機能の充実に関する具体的
方策 Ⅲ 【15-1】

【15-1】 １）これまでの監査業務に加え，内部統
１）学長直属の内部監査課において， 制の重要性を省みて，体系的に規則等
監事や会計監査人との連携を強化し が制定されているか，また，規則等間
ながら，監査計画に基づき，会計， の連携に不符号はないか等を重点的に
安全，業務等大学の諸活動の監査を 確認をした。
実施する。 さらに，これまでの監事，会計監査

人，内部監査課から指摘のあった事項
に対するフォローアップを行い，改善
済みの事項を確認するとともに，未改
善事項については，今後の改善予定を
確認した。

（平成16～18年度の実施状況概略）○国立大学間の自主的な連携・協力体
制に関する具体的方策 Ⅲ 国立大学協会中国・四国地区構成大 平成20・21年度においても

【16】 学，山陰地区国立大学法人等の間で実施 引き続き，国立大学協会中国
１）積極的に協力する。 する各種研修 係長研修 技術職員研修 ・四国支部の構成大学間にお（ ， ，

会計事務研修など）について，持ち回り いて連携を図り，国立大学法
により企画実施するとともに，積極的に 人職員の採用試験・研修等の
職員を参加させた。 企画・運営に積極的に協力す
国立大学法人職員の採用試験につい る。

て，第１次試験地として平成16年度の制
度導入当初から協力した。平成17年４月
から７月までの４ヶ月間，事務職員を職
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員採用試験事務室（広島大学）に派遣し
た。
平成18年５月に導入した人事給与統合

システムのユーザー校で構成する連絡会
に参加し，情報交換を積極的に行った。

（平成19年度の実施状況）○国立大学間の自主的な連携・協力体
制に関する具体的方策 【16-1】

【16-1】 Ⅲ １-1）中国・四国地区国立大学法人等職
１）国立大学法人職員の採用試験につ 員採用試験の企画段階から参画し，第
いて，引き続き積極的に協力する。 １次試験地として引き続き協力した。

また，広島大学に設置されている同
試験の「職員採用試験事務室」へ本学
職員１名を平成20年４月から出向させ
ることとした。

１-2）国立大学協会中国・四国支部の構
成大学間において，当該支部の支援の
下で，合同で企画実施する研修や，中
国・四国地区国立大学等で共同で実施
する研修に職員を積極的に参加させ
た （係長研修，技術職員研修，会計。
事務研修など）

１-3）平成18年５月に導入した人事給与
統合システムのユーザー校で構成する
連絡会に加入し，システムの円滑な運
用・利活用に資するため，情報交換を
積極的に行った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

１）教育研究の伸展や社会的要請に応じ，適切な評価に基づき，教育研究組織の弾力的な設計と改組転換を進める。
中
期
目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○教育研究組織の編成・見直しのシス
，テムに関する具体的方策 Ⅳ 本学が実施する自己点検・評価（平成 平成20・21年度においても

【17】 16・17年度：教育，平成18・19年度：研 社会のニーズや新たな学問分
１）本学における教育研究組織の設置 究活動）の結果や，国立大学法人評価委 野の発展に適切に対応するた
改廃については 学部長等は学長へ 員会が実施する業務実績評価の結果等を め，教育研究組織の見直しを， ，
又は学長自ら提案し，教育研究評議 踏まえ，また，社会のニーズや新たな学 行う。
会で審議し役員会で決定する。 問分野の発展に適切に対応するため，教 教育研究組織の見直しを審

育研究組織の見直しを行った。 議するに当たっては，教育研
教育研究組織の見直しを審議するに当 究評議会で審議し，役員会で

たっては，教育研究評議会で審議し，役 決定する。
員会で決定した （中期計画【19】及び （中期計画【19】及び【20】。
【20】の『平成16～18年度の実施状況概 の『平成20～21年度の実施予
略』欄を参照 ） 定』欄を参照 ）。 。

（平成19年度の実施状況）○教育研究組織の編成・見直しのシス
テムに関する具体的方策 Ⅳ 【17-1】

【17-1】 １）平成18年度に行った研究活動状況の
１）教育研究について自己点検・自己 調査・分析結果を基に，平成19年度に
評価を実施する。 自己点検・評価を行い，報告書「研究

活動の現状と課題」をまとめた。
また，大学評価・学位授与機構が実

施する大学機関別認証評価を受審する
に当たって，教育研究活動について自
己点検・評価を行った。

（平成19年度の実施状況）【17-2】
２）その結果を経営協議会，教育研究 Ⅳ 【17-2】
評議会の審議に付し，その結果を踏 ２）平成18年度業務実績に係る国立大学
まえ，教育研究組織の編成・見直し 法人評価委員会が行う評価，大学機関
等を行う。 別認証評価，本学が行う自己点検・評

価の評価結果は，速やかに役員，部局
長等に報告するとともに，役員会，教
育研究評議会，経営協議会においても
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報告した。また，評価結果で指摘され
た事項については，当該部局等で具体
的な対応策を検討し，改善への取組み
を行った （年度計画【47-1】の『平。
成19年度の実施状況』欄を参照 ）。

（平成19年度の実施状況）【17-3】
３）教育研究組織の設置改廃について Ⅳ 【17-3】
は，学部長等は学長へ又は学長自ら ３）教育研究組織の設置・改廃について
提案し，教育研究評議会で審議し， は，学部の教授会等や常置委員会，企
役員会の議を経て決定するとともに 画調整会議等で審議した後，教育研究，
その決定に基づき，設置審査を受け 評議会の審議を経て，役員会で決定し
るもの，届出をする必要があるもの た。
については 文部科学省と調整する 役員会で決定した主な教育研究組織， 。

としては，平成19年６月にアドミッシ
ョンセンターを入学センターに改組，
平成19年９月に医学部医学科に寄附講
座（地域医療学講座）を設置，平成20
年４月に大学教育総合センターを教育
センターに改組及び大学教育支援機構
の設置，イノベーション科学センター
の設置，生命機能研究支援センターの
整備充実，工学部附属電子ディスプレ
イ研究センター（寄附研究部門）の設
置であった。
また，文部科学省と調整を行ったも

のとしては，設置審査を受けるものと
して，医学系研究科臨床心理学専攻の
設置，届出をする必要のあるものとし
て，大学院工学研究科の改組，大学院
農学研究科の改組，大学院連合農学研
究科の改組について調整を行った。
さらに，医学系研究科保健学専攻博
士後期課程の設置計画書を文部科学省
に提出し，設置認可された。

（平成16～18年度の実施状況概略）○教育研究組織の見直しの方向性
【18】 学務支援システムを導入して，学生用 平成20・21年度においても
１）教育サービスに関する機能の拡充 Ⅲ 機能，教員用機能，事務用機能の充実を 引き続き，教育支援委員会に
を図る。 図るとともに，平成18年度から冷暖房設 おいて，教育サービスについ

備，トイレ改修等教育設備の整備を図っ て検討を行うとともに，大学
た。 教育支援機構を円滑に運営す

る。

（平成19年度の実施状況）○教育研究組織の見直しの方向性
【18-1】 Ⅲ 【18-1】
１）教育支援委員会で教育サービスに １）教育支援委員会，企画調整会議，教
関する機能の拡充を図る方法を継続 育研究評議会等において，教育支援に
して検討する。 係る機能の充実について検討し，平成

20年４月から，大学教育総合センター
をより機能的なセンターとするため，
教育センターへ改組し，キャリア支援
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と学生生活支援に関する部門を設け，
キャリア教育等の充実を図り，また，
教育支援に係る入学センター，教育セ
ンター等を大学教育支援機構として一
つの機構に位置づけることにより，入
学時早期から卒業後の将来を見据えて
の学修を支援する機能的な教育支援体
制とすることとした。
また，共通教育の教育内容の充実と

機能的な実施体制を図るため，教育セ
ンター長の下に，共通教育推進委員会
を設けることとした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【19】
，２）社会的ニーズの変動に伴う組織の Ⅳ 社会のニーズや新たな学問分野の発展 平成20・21年度においても

見直しを行う。 に適切に対応するため，教育研究組織の 社会のニーズや新たな学問分
見直しを行った。 野の発展に適切に対応するた
主なものとしては，教員需要の縮小に め，教育研究組織の見直しを

応じて，教員の計画養成を見直し，平成 行う （中期計画【20】の『平。
16年度にそれまでの教育地域科学部を地 成20から21年度の実施予定』
域学部に改組した。 欄を参照 ）。
地元や全国からの強い要請に応えて，

農学部に鳥由来人獣共通感染症疫学研究
センター，菌類きのこ遺伝資源研究セン
ターを設置した。
また，研究支援体制を充実するととも

に，産官学連携を中心とした地域連携を
より機動的かつ弾力的に展開するため，
産官学連携推進機構を産学・地域連携推
進機構に改組した。

（平成19年度の実施状況）関連する年度計画
【20-1，20-4，20-6，20-7，20-13】 Ⅳ 【20-1，20-4，20-6，20-7，20-13】

年度計画【20-1，20-4，20-6，20-7，
20-13】の『平成19年度の実施状況』欄
を参照。

（平成16～18年度の実施状況概略）【20】
，３）組織の改編計画は，以下のとおり Ⅳ 社会のニーズや新たな学問分野の発展 平成20・21年度においても

である。 に適切に対応するため，教育研究組織の 教育研究の進展の動向や社会
①地域学の教育研究の充実を図る。 見直しを行った。主なものは，以下のと のニーズ等に対応した教育研
ⅰ）地域学部の充実を図る。 おりである。 究組織の整備充実に努める。
ⅱ 大学院教育学研究科を見直し ①平成16年４月に地域学部を設置した。 大学院連合農学研究科に，） ，
再編の検討を行う。 ②大学院地域学研究科の平成19年４月設 平成20年度から単位制（課程

②医学・医療・生命科学・保健学の 置の認可を受けた。 制）の導入を図り，平成21年
教育研究の充実を図る。 ③大学院医学系研究科に，平成16年４月 度改組に向けて検討する。
ⅰ）大学院医学系研究科の充実・ に保健学専攻 修士課程 を設置した 染色体工学の教育研究拠点（ ） 。
発展を図る。 ④医学部に，学部教育支援室，地域医療 形成を目指し 「遺伝子・染，
ⅱ）医工連携を継続するとともに 教育支援室，大学院教育支援室，卒後 色体工学センター（仮称 」）
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医農連携を検討する。 臨床研修センターで構成する総合医学 の設置を検討する。
ⅲ）医学部附属施設の研究部門を 教育センターを設置し，一貫した卒前 平成21年４月に大学院医学
見直し，再編の検討を行う。 ・卒後教育の支援体制を整備した。 系研究科臨床心理学専攻の平

③工学の教育研究の充実を図る。 ⑤健康をキーワードにした「食品開発と 成21年４月設置に向けて検討
ⅰ）工学部及び大学院工学研究科 健康に関する研究会」を立ち上げ，地 する。
を見直し，再編の検討を行う。 域，医，工，農学部の教員が連携し学
ⅱ）ものづくりを重視した教育の 内共同研究を推進した。
充実を図る。 ⑥平成16年４月に，ものづくり実践教育

④農学・獣医学の教育研究の充実を センターを設置した。
図る。 ⑦平成17年４月から農学部生物資源環境
ⅰ）農学部獣医学科及び生物資源 学科では，国際乾燥地科学コース，植
環境学科を見直し，再編の検討 物菌類資源科学コース等の教育コース
を行う。 を新設した。獣医学科では，平成17年
ⅱ）農学部附属施設の統合を検討 度に獣医生化学など平成18年度に獣医
する。 画像診断学の教育研究分野を設けた。
ⅲ）大学院農学研究科を見直し， ⑧農学部附属施設として，鳥由来人獣共
再編の検討を行う。 通感染症疫学研究センター及び菌類き

⑤全国共同利用施設及びその他の教 のこ遺伝資源研究センターを，また，
育研究施設は，教育研究の進展の 附属農場及び附属演習林を統合しフィ
動向や社会のニーズ等を見ながら ールドサイエンスセンターをそれぞれ
充実を図る。 平成17年４月に設置した。
ⅰ）乾燥地研究センターの整備拡 ⑨乾燥地研究センターは，21世紀ＣＯＥ
充を図る。 プログラム「乾燥地科学プログラム」
ⅱ）教育地域科学部附属教育実践 により構築した乾燥地保健・医学につ
総合センターを大学附属の生涯 いて，組織的に取り組むため，新たに
教育総合センターに転換する。 保健・医学部門を設置することを検討

ⅲ 教育地域科学部附属の小学校 した。） ，
中学校，養護学校，幼稚園を大 ⑩教育地域科学部附属教育実践総合セン
学附属に転換し，教育の充実を ターを学内共同教育研究施設としての
図る。 生涯教育総合センターへ平成16年４月

， 。ⅳ）大学の情報化関係施設の統合 に改組し ２部門を３部門体制とした
を図る。 ⑪小学校，中学校，養護学校（現特別支
ⅴ）知的財産本部（仮称）の設置 援学校 ，幼稚園を大学附属とし，新）
の検討を行う。 たに附属学校部を設置し，養護学校に
ⅵ）大学教育総合センターの充実 高等部専攻科を設置した。
を図る。 ⑫平成16年６月に知的財産センターを設

置した。さらに，平成19年４月には，
学科・専攻等の設置に伴い，変更等 地域共同研究センター等と統合し，産

となる学位の種類及び分野 学・地域連携推進機構を設置した。

（平成19年度の実施状況）【20-１】
２）大学院医学系研究科保健学専攻博 Ⅳ 【20-１】事 項 現 行 変 更 後
士後期課程の平成20年度設置を検討 ２）大学院医学系研究科保健学専攻博士
する。 後期課程設置計画書を文部科学省に提変更 教育地域科学部 地域学部

出し，設置認可された。学士(教育学) 学士 地域学（ ）
〃 (教養学)
〃 (地域政策学)
〃（地域科学）

（平成19年度の実施状況）【20-2】
３）医学部附属脳幹性疾患研究施設と Ⅲ 【20-2】新規 医学系研究科
医学系研究科との連携を密にする。 ３）脳幹性疾患研究施設が得意とする修士 保健学（ ）

脳 と 現代の社会的疾患である 抑「 」 ， 「
うつ」を結びつける「脳とこころ」の
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カリキュラムを設け，大学院医学系研
究科との連携を密にした。また，脳幹
性疾患研究施設の講座化について検討
に着手した。

（平成19年度の実施状況）【20-3】
４ 医学部技術部の一層の充実を図る Ⅲ 【20-3】） 。

４）医学部技術部では，地域貢献の一環
として，平成17年度から毎年「夏休み
子供塾」(35人)を開催し，身近な動植
物の生態観察を通して，子供達の理科
離れ防止の一端を担った。
また，全学を業務対象とした「安全

」 ，キャビネット 検査の充実を図るため
平成19年度新たに１名が検査資格を取
得し，資格取得者２名となった。

（平成19年度の実施状況）【20-4】
５）総合医学教育センターにおいて， Ⅳ 【20-4】
良質な医療人育成のため，一貫した ５）平成19年度に採択された「全人的医
卒前，卒後教育の支援を行う。 療人養成プログラム」を基に，学部教

育支援室，地域医療教育支援室，大学
院教育支援室，卒後臨床研修センター
から構成される総合医学教育センター
において，良質な医療人育成のため，
一貫した卒前，卒後教育の支援を行っ
た。

（平成19年度の実施状況）【20-5】
６ 医学科基礎系分野の改組について Ⅲ 【20-5】） ，
更に検討を進める。 ６）平成18年度に設置した感染制御学講

座において，准教授が教育を担当しつ
つ，医学部附属病院の感染制御部部長
として，業務を遂行した。

（平成19年度の実施状況）【20-6】
７）医学部医学科への寄附講座（兵庫 Ⅳ 【20-6】
県による地域医療学講座）設置を検 ７）平成19年９月に医学部医学科へ，兵
討する。 庫県の要請に基づき，地域医療に関す

る寄附講座（地域医療学講座）を設置
， ， 。し 准教授１名 助教１名を配置した

（平成19年度の実施状況）【20-7】
８）医学系研究科保健学専攻への「臨 Ⅳ 【20-7】
床心理学コース」設置について検討 ８）鳥取県からの要請を受け，医学系研
する。 究科保健学専攻に臨床心理士養成コー

スの開設に着手し，５名の教員採用を
行った。カリキュラムを策定するとと
もに，臨床心理相談センターを設け，

「 」平成20年４月から 臨床心理学コース



- 26 -

鳥取大学
を設置することとし，平成20年度入試
で11名の合格者を決定した。

（平成19年度の実施状況）【20-8】
９）大学院教育改革として医学系研究 Ⅲ 【20-8】
科へ，専攻や分野の枠を超えた７つ ９）大学院教育改革として，大学院医学
の教育コース（①医学研究基礎コー 系研究科に，専攻や分野の枠を超えた
ス，②遺伝子・再生・染色体工学コ ７つのカリキュラム教育コース（①医
ース，③臨床腫瘍医学コース，④感 学研究基礎コース，②遺伝子・再生・
染・免疫・アレルギーコース，⑤生 染色体工学コース，③ 臨床腫瘍医学
活習慣病コース，⑥脳と心の医学研 コース，④感染・免疫・アレルギーコ
究コース，⑦救急・急性期医療学コ ース，⑤生活習慣病コース，⑥脳と心
ース）設置について検討する。 の医学研究コース，⑦救急・急性期医

療学コース）を設置した。この取組に
より，平成20年度の医学専攻博士課程
の充足率が向上した。

（平成19年度の実施状況）【20-9】
10）工学部及び大学院工学研究科の見 Ⅲ 【20-9】
直し，再編等を検討する。 10）工学部及び大学院工学研究科の再編

について検討を行い，第１段階として
大学院工学研究科について，高度な専
門知識に加えて広範な基礎学力を身に
付けさせる教育組織にする目的で，平
成20年４月に博士前期課程８専攻を４
専攻へ，博士後期課程３専攻を４専攻
へ改組することとした。

（平成19年度の実施状況）【20-10】
11 「ものづくり教育実践センター」を Ⅲ 【20-10】）
更に充実させ，ものづくり教育の拠 11）ものづくりに係る教育を「問題発見
点とする。 ・解決型の産学連携教育」として充実

させるとともに，地域の小中学生を対
象としたものづくり教育を実施するな
ど，ものづくり教育に関する広報活動
を行った。
平成19年度は，平成18年度に開設し

た「学生自主ものづくり工房」を利用
して体験型（レーシングキットカー製
作）及び公募型（鳥大ロボコン，鳥人
間プロジェクト）の課外活動の支援等
を行った。

（平成19年度の実施状況）【20-11】
12）農学研究科修士課程の改組・再編 Ⅲ 【20-11】

） ，について検討する。 12 大学院農学研究科の改組については
平成21年４月の改組を目途に，時代に
対応し独創的で魅力ある教育を行う組
織に再編整備する目的で，研究科長，
専攻長，副学部長，乾燥地研究センタ
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ー長等からなるワーキングを設置し
て，獣医学科教員も参画し，改組計画
（案）の骨格を作成し文部科学省との
事前協議を進めた。

（平成19年度の実施状況）【20-12】
13）連合農学研究科は，組織再編及び Ⅲ 【20-12】
課程制の導入を検討する。 13）大学院連合農学研究科では，体系的

な教育課程を編成し，厳格な成績評価
と適切な研究指導体制を実施すること
により，修業年限内に学位を取得でき

， ，る体制の整備を図る目的で 研究科長
， ，副研究科長 代議委員等で検討を重ね

平成20年度から単位制（課程制）を導
入することとした。

， ，また 平成21年４月の改組を目途に
乾燥地科学に関する教育研究体制の強
化を図り，高度で実践的な研究者と技
術者を育成する目的で，研究科長，副

， （ ）研究科長 代議委員等で改組計画 案
の骨格を作成し文部科学省との事前協
議を進めた。

（平成19年度の実施状況）【20-13】
14）乾燥地研究センター及びその他の Ⅳ 【20-13】
教育研究施設は，教育研究の進展の 14-1）乾燥地研究センターでは，保健・
動向や社会のニーズ等に対応し，研 医学部門を新設するとともに，助教２
究組織の再編等について検討する。 名の配置，研究支援専門職１名の増員

により組織整備を行った。
14-2）全学的視点でイノベーションに関
する教育とその実現による社会貢献を
推進する拠点として，イノベーション
科学センターを平成20年４月に設置す
ることを決定した。

14-3）21世紀ＣＯＥプログラム「染色体
工学技術開発の拠点形成」の研究を継
続するとともに，更なる進展を図るた
め「遺伝子・染色体工学センター（仮
称 」の設置について検討を進めた。）

14-4）全学的に動物実験等を適正に実施
するため，農学部動物実験施設を学内
共同教育研究施設である生命機能研究
支援センターに統合した。
また，同センターでは，分野ごとに

外部評価委員による活動状況の評価を
行い，その結果を各分野の今後の運営
ならびに将来構想に反映することとし
た。

このように，全国共同利用施設や学内
共同教育研究施設の整備充実を積極的に
行い，これら施設設備を有効に活用し，
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教育研究，共同利用を推進した。

（平成19年度の実施状況）【20-14】
15）生涯教育総合センターの共同研究 Ⅲ 【20-14】
体制を構築する。 15）生涯教育総合センター生涯学習部門

と教職教育部門の共同研究として 地，「
域生涯学習総合支援に向けた調査」を
実施し，両部門の専任教員による会議
を実施した。
また，平成19年度から教員養成を全

学的に推進するため改組を行った。

（平成19年度の実施状況）【20-15】
16）継続して附属学校園の在り方や体 Ⅲ 【20-15】
制を見直し，教育の充実を図る。 16）附属学校部の校園長会において，教

育理念，教育目標や幼小連携，小中一
貫教育の方法を含めた将来構想を検討
し，平成20年３月に「附属学校の在り
方」として報告書にまとめた。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

１ 「行政改革の重要方針 （平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取り組みを行う。） 」
２）定員並びに弾力的な人員配置については，人事委員会で原案を作成し，経営協議会・教育研究評議会において検討の上，役員会で決定する。中
３）職員の専門性の向上を図るため，研修を充実する。

期

目

標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○人事評価システムの整備・活用に関
する具体的方策 Ⅳ 事務・技術職員の人事評価は，平成16 平成20・21年度においても
【21】 年度の試行結果を踏まえ，平成17年７月 引き続き，事務・技術職員の
１）それぞれの職種においてインセン から「鳥取大学事務・技術職員人事評価 人事評価を職員の能力開発，
ティブ付与を基本とする人事評価シ 実施要領」を定め，職員個々の能力育成 適正な配置に利用するととも
ステムを構築し，職員の能力開発及 ・活用を目的に，自己目標の設定，自己 に，インセンティブ付与の資

，び適正な配置に活用する。 評価，職員面談とフィードバック，評価 料として有効に活用するため
者研修を取り入れた，新たな人事評価制 評価時期の妥当性等について
度を導入し，業績手当支給，昇給の際の 検討を行う。
資料として活用した。 附属学校園教員の人事評価
附属学校教員についても，当該年度の 制度については，人材育成へ

目標設定と自己評価，管理職との面談を の活用の観点から正式導入に
試行した。 向けてさらに検討を行う。

（平成19年度の実施状況）○人事評価システムの整備・活用に関
する具体的方策 Ⅳ 【21-1】

【21-1】 １）インセンティブ付与の前提となる，
１）事務・技術職員の人事評価につい 評価の統一性を図るため，評価者を対
て，インセンティブ付与が的確に活 象に，評価の基本的考え方・ルール，
用できるよう，評価の時期，体制， 人事評価面談の仕方等について評価者
運用等について検討を行う。また， 研修を平成19年６月に鳥取地区及び米
附属学校園教員の人事評価制度につ 子地区において実施した。
いても検討を行う。 附属学校園教員の人事評価について

は，目標設定と自己評価，管理職との
面談を取り入れた制度を試行導入して
いるが，これまでの自己目標設定の実
態を踏まえ，校園長及び副校園長によ
る教員との面談の中で，より具体的な
目標を設定するよう指導を行った。



- 30 -

鳥取大学
（平成19年度の実施状況）【21-2】

２）事務・技術職員の人事評価結果に Ⅲ 【21-2】
基づき，業績手当の成績等には反映 ２）人事評価・業績評価の結果を参考に
させているが，引き続き給与へのイ して，平成18年度から業績手当，昇給
ンセンティブ付与の方法について検 においてインセンティブ付与を実施し
討を進める。 ているが，評価実施期間（年度評価）

と業績手当（６月期，12月期 ，昇給）
（１月昇給）の勤務成績判定期間が異
なることから，より適切にインセンテ
ィブ付与に反映できる方策を検討し
た。

（平成16～18年度の実施状況概略）○柔軟で多様な人事制度の構築に関す
る具体的方策 Ⅳ 専門知識，技術を有する者の選考採用 平成18年度に定めた事務系
【22】 が可能となるよう 平成18年度に基準 鳥 職員の選考採用の基準に基づ， 「

， ， ，１）専門性の高い職種については，独 取大学職員の採用に係る選考に関する要 き 必要に応じて 専門知識
自に採用する方法を明文化する。 項」を設けるとともに，選考採用に関す 技術を有する者の採用を推進

る取扱い「事務系職員の選考採用に関す する。平成20年度は，語学能
る取扱」を定め，本学が独自に採用する 力を有する者を選考採用する
選考採用制度を明文化した。 予定である。
また，優秀な医療技術職員，看護職員

等の医療業務従事者を確保するため 医，「
学部附属病院における特定任期付職員」
の制度を導入した。

（平成19年度の実施状況）○柔軟で多様な人事制度の構築に関す
る具体的方策 Ⅳ 【14-1，22-1】

【14-1，22-1】 １）年度計画【14-1】の『平成19年度の
１）平成18年度に定めた事務系職員の 実施状況』欄を参照。

， ，選考採用の基準に基づき 専門知識
技術を有する者の採用を検討する。

（平成16～18年度の実施状況概略）【23】
２）大学の方針に基づき兼職・兼業の Ⅲ 許可済の役員兼業について，期間終了 平成20・21年度においても
弾力的な運用を行う。 後，継続する場合については，審査委員 引き続き，兼業許可において

会での審議を省略することとした。 弾力的な運用を行う。
また，教員が国・地方自治体等の審査

会委員，学校医などの社会的貢献度の高
い兼業に従事する場合，教育・研究に大
きな支障の生じない限り承認することと
し，弾力的な運用を行った。

（平成19年度の実施状況）【23-1】
２）社会的貢献度の高い兼業について Ⅲ 【23-1】
は，職務専念義務の免除等で対応で ２）教員が社会的貢献度の高い兼業に従
きるよう，運用について検討する。 事する場合，教育・研究に大きな支障

が生じない限り承認することとし，弾
力的な運用を行った。
また，平成16年度に導入した鳥取地

区事業場に加えて，米子地区事業場に
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も，教授研究の業務に従事する者で主
として研究に従事する教員を対象に，
専門業務型裁量労働制を導入し，柔軟
に兼業に従事できるようにしたため，
兼業について職務専念義務免除で対応
する必要がなくなった。

（平成16～18年度の実施状況概略）【24】
３）多様な勤務形態を導入する。 Ⅳ 業務遂行の効率化を図るため 看護師 人材の有効活用と組織の活， ，

放射線技師等の変形労働時間制を導入し 性化のため，引き続き柔軟な
た。 勤務形態について検討する。
また，年次有給休暇の計画的付与制度 仕事と家庭生活の両立の観

を設け，お盆に３日間の一斉休業を行う 点から働きやすい労働環境の
とともに，従来の夏季休暇（３日）をリ 整備について次世代育成支援
フレッシュ休暇（３日）とし，取得でき 行動計画に基づき実施する。
る期間を夏季の３か月間限定から年間を
通した期間に変更して，時間単位で取得
できることとした。
さらに，ノー残業デーの導入，年次有

給休暇の取得促進等の所定外労働の縮減
に努めるとともに，育児を行う職員に係
る短時間勤務制度の検討に着手した。
職員の円滑な世代交代及び生活設計の

多様化に対応するため，事務系職員を対
象とした早期退職制度を導入した。

（平成19年度の実施状況）【24-1】
３）人材の有効活用と組織の活性化の Ⅳ 【24-1】
ため，引き続き柔軟な勤務形態につ ３-1）医学部附属病院看護部の安全な医
いて検討する。 療提供体制の整備及び就労環境の改善

を図るため，３交替制勤務を２交替制
勤務とすることについて検討し，平成
19年８月からの試行導入を経て，12月
30日から本格導入した。

３-2）附属学校園事業場において，１か
月単位の変形労働時間制の対象に，附
属小学校，附属中学校及び附属幼稚園
の職員を追加し，学校行事等に柔軟に
対応できる勤務体制を整えた。

３-3）変形労働制に関する労使協定書第
３条第３項の規定に基づき，５時限授
業に対応するため，教務関係事務職員
の勤務時間の繰り下げを行った。

このように，多様な業務に従事する本
学職員の業務の特殊性に対応した多様な
勤務形態を可能とした。

（平成19年度の実施状況）【24-2】
４）職員が仕事と子育てを両立できる Ⅳ 【24-2】
働きやすい労働環境の整備について ４）職員の就業と育児の両立を推進する
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引き続き検討を行う。 ための環境整備として，平成19年10月

「 」に医学部附属病院に すぎのこ保育所
を設置した。看護師等の交替制勤務者
の利用にも対応するため，週３日は24
時間保育とし，24時間保育を行う日に
看護師等の夜勤等を割り振るよう配慮
している。
また，育児のための短時間勤務制度

について検討を行い，平成20年度から
導入することとした。
このように，子育てを支援する制度

を導入し，優秀な人材を確保した。

（平成16～18年度の実施状況概略）○任期制・公募制の導入など教員の流
動性向上に関する具体的方策 Ⅲ 教員の流動性確保のため，任期を付し 平成20・21年度においても
【25】 て雇用する教員の職等の範囲を農学部附 引き続き，教員の流動性を確
１ 「鳥取大学における教員の任期に 属菌類きのこ遺伝資源研究センターや医 保するため 「鳥取大学にお） ，

」関する規則」及び「鳥取大学教員選 学部生命科学科の一分野で拡充した。 ける教員の任期に関する規則
考に関する基本方針」の積極的な運 また，教員の採用については 「鳥取 に基づき，任期付教員を採用，
用を行う。 大学教員選考に関する基本方針 により するとともに 「鳥取大学教」 ， ，

原則，公募によることとしており，選考 員選考に関する基本方針」に
委員会等で厳正に選考し，教授会に諮る 基づき，適正な教員選考を行
とともに，その選考経過は，学長に報告 う。
し，公明性・透明性を確保した。

（平成19年度の実施状況）○任期制・公募制の導入など教員の流
動性向上に関する具体的方策 Ⅲ 【25-1】

【25-1】 １）医学部医学科（地域医療学講座）の
１）教員の流動性を確保するため，引 准教授及び助教並びに医学部附属病院
き続き任期付教員を採用するととも がんセンター（がんプロフェッショナ
に 「鳥取大学教員選考に関する基本 ル養成プラン）の助教について，任期，
方針」に基づき，適正な教員選考を を付して雇用する教員の範囲を拡充し
行う。 た。教員の選考に当たっては，原則と

して公募によることとしており，部局
においては，選考委員会等で厳正に選
考し，教授会に諮るとともに，その選
考経過は，学長に報告した。
また，医学部附属病院では，特定任

期付職員として，新たに教授及び講師
を各１名配置し，助教についても10名
増員した。

（平成16～18年度の実施状況概略）○外国人・女性等の教員採用の促進に
関する具体的方策 Ⅲ 外国人 女性等の教員採用については 平成20・21年度においても， ，
【26】 「鳥取大学教員選考に関する基本方針」 引き続き 「鳥取大学教員選，
１）国際化，国際貢献，男女平等の見 に基づき，採用を促進するよう周知を行 考に関する基本方針」に基づ
地から外国人・女性教員の積極的な った。平成16年度外国人教員５名，女性 き，外国人・女性教員の採用
登用を行う。 教員83名が，平成19年度それぞれ７名， を行う。

（ ）。97名と増加した 各年度５月１日現在
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（平成19年度の実施状況）○外国人・女性等の教員採用の促進に
関する具体的方策 Ⅲ 【26-1】

【26-1】 １）外国人・女性教員の選考にあたって
１）外国人・女性教員の採用にあたっ は 「鳥取大学教員選考に関する基本，
ては 「鳥取大学教員選考に関する基 方針」に基づき実施しており，平成19，
本方針」に基づき，選考の公明性及 年度は女性教員６名を新たに採用し
び透明性を図り 積極的に登用する た。， 。

（平成16～18年度の実施状況概略）○事務職員等の採用・養成・人事交流
，に関する具体的方策 Ⅲ スタッフ・ディベロップメント（SD） 平成20・21年度も引き続き

【27】 の強化として，毎年度４月に新採用職員 スタッフ・ディベロップメン
１）職員の専門性の向上を図るため， 研修を実施し，平成17年度からは10月に ト強化策として，職員の専門
生涯教育総合センターを窓口とし 新採用職員フォローアップ研修，平成18 性の向上を図るため 「新採，
て，スタッフ・ディベロップメント 年度には９月に新採用職員実務研修を実 用職員研修 「教職員のため」，
（SD）の強化及び学外研修への派遣 施した。さらに，平成18年11月にはマナ の英語能力向上研修」など，
を促進する。 ー研修を実施した。 ＳＤ研修の実施及び学外研修

また，専門性の高い職務に携わる職員 への参加を促進する。
， ，を養成するため 衛生管理者等を対象に

「労働衛生講習会 「有機溶剤中毒の防」，
止のための労働衛生管理講習会 「粉じ」，
ん障害防止対策に関する説明会」等に参
加させたり，生涯教育総合センター主催
による「パソコン研修」を実施した。

（平成19年度の実施状況）○事務職員等の採用・養成・人事交流
に関する具体的方策 【27-1】

【27-1】 Ⅲ １-1 スタッフ・ディベロップメント Ｓ） （
１）スタッフ・ディベロップメントの Ｄ）の強化策として，平成19年４月採
強化策として 新採用職員を対象に 用者を対象に，４月から３か月余りの， ，
組織人として仕事を進める上でのル 期間に亘る「新採用職員研修」を実施
ールを修得することを目的とした３ し，その研修に民間研修を取り入れ，
ヶ月間の研修を実施する。 企業活動の現場を実体験させることに

より，民間の効率的な業務運営やコス
ト意識，顧客に対するサービス意識な
どを習得させた。また，11月に採用後
の半年間を振り返り，抱えている疑問
点・課題等を確認するため 「フォロ，
ーアップ研修」を実施した。
平成20年度の新採用職員研修では，

民間研修を１か月に延長し，接遇やサ
ービス意識といったＣＳ（顧客満足）
マインド等に関する内容を充実するこ
ととした。

１-2）平成19年度新たに，生涯教育総合
センターが主催する「教職担当者学習
会」を５月から12月にかけて全10回開
催し，各学部教務係の教職担当者と本
センター教職教育部門スタッフの計11
名が参加した。

１-3）英語能力を日常会話が可能なレベ
ルまで向上することを目的に，大学教



- 34 -

鳥取大学
育総合センターが中心となって「教職
員のための英語能力向上研修」を８～
９月に実施した。

（平成19年度の実施状況）【27-2】
２）専門性の高い職務に携わる職員を Ⅲ 【27-2】
養成する方策について検討を進める ２-1）医療系技術職員，看護職員の専門。

性を高めるため 薬剤部職員研修 ５，「 」（
月 「診療放射線技術者研修 （５～）， 」
），「 」（ ），６月 臨床検査技術者研修 ６月

看護師ネットワーク研修などの学外研
修に参加させた。

２-2）本学の国際戦略に基づく国際活動
を支える語学能力・国際業務能力の向
上を図るため，事務・技術職員を対象
に 「国際戦略企画推進本部人材育成，
のための語学研修」を，４月～平成20
年２月の間実施し，英語及び中国語・
韓国語・スペイン語の語学研修を行っ
た。

２-3）会計職員の資質向上を図るため，
外部の公認会計士を講師に，簿記・仕
訳の基本を含めた「国立大学法人会計
基準に関する研修会」を６～７月に10
回実施し，約70名が受講した。

２-4）附属図書館では，平成18年度に引
き続き，鳥取県立図書館との相互派遣
による実務研修（各館１名，５日間）
を実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【28】
２）職員の能力の向上及び組織の活性 Ⅳ 職員の能力の向上及び組織の活性化を 平成20・21年度においても
化等のため，他大学等との人事交流 図るため，他大学，民間等との人事交流 引き続き，職員の能力，資質
を推進する。 を積極的に実施した。また，人事交流者 の向上及び組織の活性化が図

等と幹部職員との懇談会を実施し，円滑 れるよう，他大学，地方自治
， 。な人事交流の推進に活かした。 体 民間等と人事交流を行う

障害者の雇用について，各部局へ障害 障害者雇用については，法
者雇用率達成のための周知・要請を行う 定雇用率以上の雇用を維持で
とともに，障害者が就業可能な業務の開 きるように，障害者雇用の方

。拓と，その条件に合った障害者の確保等 策について引き続き検討する
について，検討を行った。障害者雇用者
数は，平成16年度10名に対し，平成18年
度24名と増加した。

（平成19年度の実施状況）【28-1】
３）人事交流により職員の能力の向上 Ⅳ 【28-1】
及び組織の活性化が図れるよう引き ３-1）文部科学省，米子工業高等専門学
続き他大学，地方自治体，民間等と 校，鳥取県，鳥取銀行，地方自治体，
積極的に人事交流を行う。 民間等との人事交流を推進し，出向者

及び受入者併せて22名の人事交流を行
った。このうち，平成19年度は新たに
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琴浦町及び日南町から人事交流者各１
名を受け入れた。高等教育機関，教育
関係機関のほか，銀行や地元自治体と
の人事交流を積極的に行い，組織の活
性化するとともに，地域との交流を活
発に行った。

３-2）中国四国地区図書・学術情報系職
員人事交流／キャリアアップ・ポリシ
ーに基づき，図書・学術情報系専門員
資格認定制度の資料を，地区内のキャ
リアアップと人事交流に活用し，人事
交流の推進を図った。

（平成19年度の実施状況）【26-2,28-2】
４）障害者雇用については，法定雇用 Ⅳ 【26-2,28-2】
率（２．１％）の達成に努める。 ４）平成19年度に新たに６名の障害者雇

用の確認を行い，法定雇用率を達成し
。（ ）た 平成19年度末現在の雇用率2.1％
また，更なる障害者雇用に取り組む

ため，附属特別支援学校生徒の雇用を
視野に入れた体験実習の受入れについ
て，附属学校部と意見交換を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）○中長期的な観点に立った適切な人員
，（人件費）管理に関する具体的方策 Ⅳ 平成18年度から22年度までの５年間で 平成20・21年度についても

【29】 人件費５％の削減に取り組むこととし， 総人件費改革への対応のため
１ 総人件費改革の実行計画を踏まえ 人件費削減目標案を策定した。平成17年 の定員削減計画に基づき，職） ，
職員配置の適正化等により，平成 度の人件費予算相当額に対する，平成18 員配置の適正化，採用抑制等
２１年度までに概ね４％の人件費の 年度の人件費削減率は6.2％であり，目 を実施することにより，引き
削減を図る。 標を上回る削減となった。 続き平成17年度人件費予算相

当額の概ね１％の人件費抑制
を行う。

（平成19年度の実施状況）○中長期的な観点に立った適切な人員
（人件費）管理に関する具体的方策 Ⅳ 【29-1】

【29-1】 １）総人件費改革への対応として，平成
１ 総人件費改革の実行計画を踏まえ 22年度までの定員削減計画（５年間で） ，
職員配置の適正化・採用抑制等によ 人件費５％削減）を人事委員会，役員
り，引き続き平成17年度人件費予算 会で審議し決定した。また，附属学校
相当額の概ね１％の人件費抑制に努 教員の定員削減については，定員削減
める。 がクラス数に影響するものであること

から，この計画では，附属学校の在り
方についての検討結果を踏まえ，検討
することとした。
この計画に沿って，人件費抑制に努

めた結果，平成17年度の人件費予算相
当額に対する，平成19年度の人件費削
減率は7.6％となり削減目標を上回っ
た。
なお，これらの人件費削減率等を記

載した本学の役職員の報酬・給与等に
ついては 「国立大学法人等及び職員，
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の給与の水準の公表方法について（ガ
イドライン 」に基づき，平成20年6月）
末にホームページにおいて公表する。

（平成19年度の実施状況）【29-2】
２）事務系職員の採用について，総人 Ⅳ 【29-2】
件費改革の実行計画を踏まえ，常勤 ２）平成19年度における事務系職員の採
職員の採用抑制を図る。 用については，総人件費改革への対応

に基づく削減計画により７名の採用抑
制を実施した （年度計画【29-1】の。
『 』 。）平成19年度の実施状況 欄を参照

（平成16～18年度の実施状況概略）【30】
２）業務内容の洗い出しを行い，合理 Ⅲ 総務担当理事の下に，事務組織検討Ｗ 企画調整会議，事務協議会
化計画を立て，人件費に関して適切 Ｇを設置し，事務組織の在り方等につい 等において 「事務組織につ，
な対応をする。 て検討し，平成18年３月に「事務組織に いて（中間報告 」を踏まえ）

ついて（中間報告 」をまとめ，この報 ながら，さらに業務内容の見）
告に沿って組織再編を行った。また，事 直し，簡素で効率的な事務組
務協議会のＷＧにおいて，業務量調査を 織について検討し，平成20・
実施し，その結果を参考に，36項目の業 21年度に事務組織の再編・見
務改善を行った。 直しを実施し，人員の適正配
組織再編と業務改善等を併せた適正な 置を行う。

人員配置による人件費削減を行った。

（平成19年度の実施状況）【30-1】
３）事務組織の再編，人員の適正配置 Ⅲ 【30-1】
等について検討を行い，限られた人 ３）人事関係業務において，職制ごとの
材の有効活用を図る。 役割や各係所掌業務の見直しを検討

， ，し 平成20年度からの課の統合に併せ
効率的な人員配置・業務分担を検討
し，主任以下の職員を対象にグループ
制を導入した。
また，経理関係業務において，予算

係と決算係を決算・監査係に，収入係
・支出係を出納係に統合して業務の効
率化と人材養成の体制強化を図った。
決算業務をルーティン化することによ
り，人材の有効活用を図る観点から，
決算業務マニュアルを作成し，決算業
務の合理化を図った。

，【 】事務組織の再編については 10-1
『 』 。の 平成19年度の実施状況 欄を参照

（平成16～18年度の実施状況概略）○職員の倫理保持，ハラスメントの防
止の方策 Ⅲ 「鳥取大学における内部通報に関する 平成20・21年度においても
【31】 規程」を制定し，本学の社会的信頼の維 引き続き 「鳥取大学役員及，
１）就業規則に規定するとともに，倫 持及び業務運営の公正性の確保を強化す び職員倫理規程」及び「鳥取
理規程 「鳥取大学におけるハラス るため，内部通報窓口（総務部人事管理 大学におけるハラスメントの，
メントの防止等に関する規程」を活 課）及び相談窓口（総務部総務課）を設 防止等に関する規程」等に基
用し，倫理保持及びハラスメントの 置し，ホームページにも掲載した 「鳥 づき，倫理保持及びハラスメ。
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防止に努める。 取大学におけるハラスメントの防止等に ントの防止に努める。

関する規程」を制定し，ハラスメント相 また，競争的資金等の適正
談に速やかに対応し，厳正な措置を取っ な管理運営を行うため，不正
た。また，平成17年度にハラスメント相 防止計画推進室と内部監査課
談員（医学部教員）を１名増員し，体制 が連携して実態の把握及び検
の充実を図った。さらに，学外講師によ 証を行う。
る教職員を対象としたハラスメント講演
会を実施した。部局においても講演会を

， 。実施するなど 職員の意識啓発に努めた
「鳥取大学役員及び職員倫理規程」を

制定するとともに，新採用職員研修で説
明したり，ホームページに掲載し周知徹
底を図った。
職員の倫理，ハラスメントの防止に関

する措置については，就業規則に規定し
た。

（平成19年度の実施状況）○職員の倫理保持，ハラスメントの防
止の方策 Ⅲ 【31-1】

【31-1】 １）ハラスメントに関する相談者，事実
１）内部通報窓口及び相談窓口を設置 関係確認の協力者等に対する不利益取
するとともに 通報者の保護を行い り扱いの禁止を 「ハラスメントの防， ， ，
不正行為の早期発見を図る。 止等に関する規程」に明確に定め，相

談申出の整備を図った。
また，内部通報に関しては，平成18

年度に「内部通報に関する規程」を制
定し，通報窓口，相談窓口の設置とと
もに，不利益取り扱いの禁止を同規程
において措置しており，引き続き適正
に運用した。

（平成19年度の実施状況）【31-2】
２）ハラスメントの防止を目的とした Ⅲ 【31-2】
職員の意識啓発を行う。 ２）ハラスメント防止体制の整備につい

て人事委員会で検討し，ハラスメント
の防止に関し，基本的方策，相談員に
対する研修・支援策等を審議するた
め，常設の委員会として「ハラスメン
ト防止委員会」を設置するとともに，
監督者の責務，学長の責務，不利益取
扱いの禁止等について明確化するた
め 「ハラスメントの防止等に関する，
規程」を改正した。
また，部局長会議等において，改正

後の規程の趣旨・内容等を周知徹底す
るとともに，ハラスメント防止に関す
る講演会，ハラスメント相談員に対す
る研修を実施した。
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（平成19年度の実施状況）【31-3】

３）職員を対象とした，セクハラ講習 Ⅲ 【31-3】
会を実施する。 ３）教職員にハラスメントの防止及び具

体事例，対処策等を認識させるため，
平成20年３月に学外講師による「ハラ

」 。 ，スメント講演会 を実施した 併せて
ハラスメント相談員に対しても，講師
の指導を受けながら，各相談員の体験
等をもとに適切な応談のあり方，対処
策等を検討し習得するため 「ハラス，
メント相談員研修会」を実施した。
農学部では，ハラスメント 相談員

の企画による第４回ハラスメント講演
会「アカデミック・ハラスメント問題
を考える－よりよい関係の構築のため
に－」を平成19年10月に開催した。

（平成19年度の実施状況）【31-4】
４ 「公的研究費の管理・監査のガイド Ⅳ 【31-4】）
ライン（実施基準 」に沿った対応を ４-1 「公的研究費の管理・監査ガイド） ）
継続して検討し，研究費の不正使用 ライン（実施基準)」を基に，本学に
防止のための体制・ルール等につい おける競争的資金等の適正な管理・運
て整備する。 営の在り方について検討し 「鳥取大，

学における競争的資金等の管理運営に
関する規則」を制定するとともに，学

。 ，内の管理・運営体制を整備した また
物品購入等に係る納品検収の徹底を図
るため，納品検収センターを平成19年
12月に米子地区に設置し，平成20年４
月には鳥取地区にも設置することと
し，事務職員による納品確認を徹底し
た。さらに，有期契約職員の雇用及び
出張の事実確認について，事務による
検証を行うよう対策を講じることとし
た。

４-2）内部監査においては，競争的資金
の書面監査に加え，研究者，関連業者
及び学生への面談を実施し，競争的資
金の執行における現状把握と同時に，
更なる不正防止への対応を行った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

１）事務の効率化，合理化を進めるため，業務に応じた職種を新設するとともに，業務組織の再編を行う。
２）外部委託等を積極的に活用する。中

期
目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○事務組織の機能・編成の見直しに関
】， 】， 【 】，【 】，【 】する具体的方策 Ⅳ 中期計画【10 【29 【30】の『平成 中期計画 10 29 30

【32】 16～18年度の実施状況』欄を参照。 の『平成20～21年度の実施予
１）事務組織の編成，人員配置につい 定』欄を参照
て適正かどうかを常に見直す。

（平成19年度の実施状況）○事務組織の機能・編成の見直しに関
する具体的方策 Ⅳ 【32-1,33-1】

） 【 】，【 】，【 】，【32-1,33-1】 １ 年度計画 10-1 29-1 29-2
１）Ⅰ-(1)-③（Ⅱ-3）の「中長期的な 【30-1】の『平成19年度の実施状況』
観点に立った適切な人員（人件費） 欄を参照。
管理に関する具体的方策」に記載し
たとおり，事務組織の編成，人員配
置について継続して検討する。

（平成16～18年度の実施状況概略）【33】
２）全学の情報システムを統括し，全 Ⅳ 平成16年４月に，情報企画推進課と図 平成20・21年度においても
学的見地から情報システムを企画立 書館情報課で構成する学術情報部を設置 引き続き，学術情報部は総合
案・運用する機能を持った部門を設 した。学術情報部は，全学の学術情報に メディア基盤センター及び附
置する。 関わる総合メディア基盤センター及び附 属図書館や常置委員会である

属図書館や常置委員会である情報委員会 情報委員会等と連携して，全
等と連携して，全学的な情報システムの 学的な情報システムの企画立
企画立案及び運用を行った。 案及び運用を行う。さらに，

次期中期目標期間に向けた情
報部門の在り方について検討
する。（平成19年度の実施状況）

平成19年度も引き続き，学術情報部
は総合メディア基盤センター及び附属
図書館や常置委員会の情報委員会等と
連携して，全学的な情報システムの企
画立案及び運用を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）○業務のアウトソーシング等に関する
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具体的方策 Ⅲ 平成16年度から旅費計算業務，平成17 業務の効率化，適正な人員
【34】 年度から公用自動車（バス）運転業務， 配置による経費節減の観点か
１）業務のスピード化，効率化，効果 平成18年度から非常勤講師宿泊施設の使 ら，アウトソーシングの導入
的な人員配置の観点から検討を行 用料金の収納及び領収書の発行を行う管 及び高年齢継続雇用者への業
い，アウトソーシングの導入を促進 理業務をアウトソーシングし，業務の効 務移行について引き続き検討
する。 率化等を図った。 し，できるものから順次移行

していくこととしている。
授業料債権管理システム及

○業務のアウトソーシング等に関する び科学研究費補助金システム（平成19年度の実施状況）
具体的方策 Ⅲ 【34-1】 の平成21年度本稼働に向けた

【34-1】 １）旅費関係業務の更なる効率化の観点 更新を図り，業務の効率化・
１）業務のスピード化，効率化，適正 から，教員を含めた旅費システムの検 合理化を促進する。

， ， ，な人員配置及び経費節減の観点から 討ＷＧを設置し その検討結果踏まえ
業務へのアウトソーシングの導入に 平成19年４月から，全ての旅行に係る
ついて引き続き検討する。 旅費計算，旅行者への「旅費」の振り

込み業務について，旅行会社へアウト
ソーシングし，業務の省力化，効率化
を図った。
また，平成19年４月から職員駐車場

を有料化し，その管理をアウトソーシ
ングした。
さらに，平成20年度から，宿舎の管

理業務及び購入物品の納品確認業務な
どを高齢者継続雇用者に業務を移行，
集中化し，業務の効率化を図ることと
した。

（平成19年度の実施状況）【34-2】
２）物品請求システム，旅費システム Ⅲ 【34-2】
等を利用しやすくなるよう改善に努 ２）物品請求システムについて，教員を
め，業務の効率化・合理化を促進す 含めたＷＧを設置し，その検討結果を
る。 踏まえ，利便性向上のためカスタマイ

ズを実施し，入力業務の省力化及び業
務の効率化を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

を進め，給与に対するインセンティブ付与を開始した。職員の円滑な世代交代１．特記事項
及び生活設計の多様化に対応するため，事務系職員を対象にした早期退職制度
を平成19年２月に設けた。【平成16～18事業年度】
また，優秀な医療技術職員，看護師等の医療業務従事者を確保するため，医

学部附属病院における特定任期付職員制度を導入した。① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織， ， ， ，
人事等の面での特色ある取組

② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に
◇「運営体制の改善に関する目標」に関する事項 進めるための様々な工夫

◇「事務等の効率化・合理化に関する目標」に関する事項法人化を契機に，学長のリーダーシップの下，大学運営の重要な活動分野ご
とに理事及び副学長を配置して業務運営にあたってきており，重点的な課題へ
の対応状況を考慮しながら組織を変更し 弾力的な業務運営体制を採っている 総務担当理事の下に，事務組織検討ＷＧを設置し，事務組織の在り方等につ， 。
法人化後においては 広報担当の副学長の配置 学長直属の内部監査課の新設 いて検討し，平成18年３月に「事務組織について（中間報告 」をまとめ，この， ， ， ）
各部局には，大学評価活動に対応するため評価担当副学部長の配置などを実施 報告に沿って組織再編を行った。また，事務協議会のＷＧにおいて，業務量調
した。事務組織は，学生部就職支援課の設置，総務部企画調整課と評価監査課 査を実施し，その結果を参考に36項目の業務改善を行った。これらの組織再編
の統合，医学部施設環境課の設置等の組織再編を行い，業務運営の改善と効率 と業務改善等を併せた適正な人員配置による人件費削減を行った。
化に努めた。また，大学の戦略的な事業活動を支援する目的で，大学全体予算 業務改善の具体例として，非常勤講師宿泊施設の宿泊予約申し込み及び宿泊
で「戦略的に取り組む経費 （戦略的経費）を確保し，学習・教育研究環境整備 予約承認業務を，事務情報ネットワークシステムを利用して実施するように改」
費（施設維持管理費，学術図書資料費，情報関連経費等 ，学長経費，地域貢献 善し，使用料金の徴収と領収書の発行業務をアウトソーシングし，業務効率化）
支援事業費に充当して，重点的な活動支援を行った。 と利用者への利便性の向上を図った。

◇「教育研究組織の見直しに関する目標」に関する事項 ③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ
るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合

教育研究の見直しについては，社会のニーズや新たな学問分野の発展等に適
切に対応するため，自己点検・評価等の結果を踏まえながら，学部の教授会等 本学では，このような状況は生じていない。
や常置委員会，企画調整会議等で随時検討を行い，教育研究評議会，役員会の

（ ）審議を経て整備充実を行っている。これまでに次のような教育研究組織の見直 ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある
場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）しを行った。 。

①地域学部の設置（平成16年４月 ，②大学院医学系研究科に保健学専攻（修）
士課程）を設置（平成16年４月 ，③医学部に，学部教育支援室，地域医療教育 本学では，このような状況は生じていない。）
支援室，大学院教育支援室，卒後臨床研修センターで構成する総合医学教育セ
ンターを設置，④工学部附属の，ものづくり教育実践センターを設置（平成16 】【平成19事業年度
年４月 ，⑤農学部附属の鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター，菌類きのこ）

， ， ， ，遺伝資源研究センター フィールドサイエンスセンターを設置 平成17年４月， （ ）， ① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織
人事等の面での特色ある取組⑥小学校，中学校，養護学校（現特別支援学校 ，幼稚園を大学附属とし，新た）

に附属学校部を設置し，養護学校高等部に国立大学法人で初の専攻科を設置し
◇「運営体制の改善に関する目標」に関する事項た。

平成19年４月に教育改革担当，入試担当，米子地区教育担当の副学長を，10◇「人事の適正化に関する目標」に関する事項
月には教育組織担当の副学長を設け，また，学長の特命事項を調査・企画する

学長のリーダーシップの下に，各学部からの教員定員拠出の協力を得て学長 非常勤の学長補佐を（教員養成担当，ＦＤ担当と就職支援担当）配置し執行体
管理定員を確保し，共同教育研究施設等の充実のために教員配置を行った。教 制を強化した。
職員の採用抑制等により人件費抑制に努力して，平成18年度からの５年間で人 また，平成19年４月に経営戦略を策定する部署として，企画課及び財務企画
件費５％の削減に取り組むこととし，部局別人員削減目標を作成した。 課で構成する経営企画部を新たに設置し，企画調整会議を運営しながら健全な
本学では，法人化を契機に教職員の個人業績評価制度を本格的に導入した。 経営を図るための方策に関する企画立案・調整を行った。

平成16年度から事務系・技術系職員を対象に実施している人事評価の制度運用
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◇「教育研究組織の見直しに関する目標」に関する事項

また，経理関係業務において，予算係と決算係を決算・監査係に，収入係・
教育研究の進展の動向や社会のニーズ等に適切に対応するため，教育研究組 支出係を出納係に統合して業務の効率化を図るとともに，決算業務マニュアル

。 ，織の見直しを学部の教授会等や常置委員会，企画調整会議等において検討し， を作成し決算業務の合理化を図った 旅費関係業務の更なる効率化の観点から
教育研究評議会，役員会の審議を経て整備充実を図った。平成19年度に教育研 平成19年４月から全ての旅行に係る旅費計算，旅行者への旅費の振り込み業務
究組織の見直しを行った 又は 決定した主なものとしては以下の通りである を，旅行会社へアウトソーシングし業務の省力化，効率化を図った。さらに，， ， 。
①大学院地域学研究科（修士課程）の設置（平成19年４月） 職員駐車場を平成19年４月から有料化し，その管理をアウトソーシングした。
②産官学連携推進機構を産学・地域連携推進機構に改組（平成19年４月）

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ③アドミッションセンターを入学センターに改組（平成19年６月）
るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合④医学部医学科に寄附講座（地域医療学講座）を設置（平成19年９月）

⑤大学教育総合センターを教育センターに改組及び大学教育支援機構の設置
（平成20年４月） 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。

⑥イノベーション科学センターの設置（平成20年４月）
（ ）⑦生命機能研究支援センターの整備充実（平成20年４月） ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある

場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）⑧工学部附属電子ディスプレイ研究センター（寄附研究部門）の設置（平成 。
20年４月）

⑨大学院医学系研究科保健学専攻（博士後期課程）の設置（平成20年４月） 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。
⑩大学院工学研究科の改組（平成20年４月）

２．共通事項に係る取組状況その他に，大学院医学系研究科臨床心理学専攻の設置，大学院農学研究科及
び大学院連合農学研究科の改組を平成21年４月実施に向けて検討した。

○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。また，全国共同利用施設である乾燥地研究センターや，教育研究支援を行う
学内共同教育研究施設の整備充実も行い，本学の教育研究の理念である「知と

【平成16～18事業年度】実践の融合」に沿って，教育研究活動を推進した。

法人化後の鳥取大学は，学長のリーダーシップの下に，学内コンセンサスを◇「人事の適正化に関する目標」に関する事項
踏まえた効率的な大学運営を確立することを中期目標に掲げて活動を行ってい

総人件費改革への対応として，平成22年度までの定員削減計画（５年間で人 る。組織に関しては，学長の下に大学運営の主要な分野ごとに理事及び副学長
件費５％削減）を決定し，この計画に沿って，人件費抑制に努めた結果，平成 を配置し，その直轄下に事務組織を置く新しい体制を構築した。
17年度の人件費予算相当額に対する，平成19年度の人件費削減率は7.6％となっ 理事及び副学長の役割と配置は，大学が重点的に取り組むテーマに応じて年
た。 度ごとに逐次修正を加えており，弾力的な組織編成を行って効果的な運営に努
障害者雇用については 平成19年度に新たに６名の障害者雇用の確認を行い めている。， ，

法定雇用率（2.1％）を達成した。 平成16年度から学長，理事，副学長及び事務代表の部長を構成員とする「企
また，①医学部附属病院看護部の安全な医療提供体制の整備及び就労環境の 画調整会議」を月例で開催するようにし，健全経営に向けた戦略的方策の企画

改善を図るため ３交替制勤務を２交替制勤務の試行を経て12月から本格導入 立案や調整にあたっており，人事（インセンティブの付与等 ，財務（奨学寄附， ， ）
②５時限授業に対応するため，教務関係事務職員の勤務時間の繰り下げ実施， 金のオーバーヘッドの使途，学術図書資料費中央化，予算編成方針，収入増加
③職員の就業と育児の両立を推進するため，平成19年10月に医学部附属病院に 策とコスト削減策，剰余金の取扱，概算要求事項等 ，教育・学生サービス（留）
「すぎのこ保育所」を設置，④育児のための短時間勤務制度の平成20年度から 学生・研究生の宿舎確保，大山共同研修所の利用，社会人対象の短期研修等 ，）
の導入決定など，多様な勤務形態に対応するとともに，優秀な人材の確保に積 附属学校・学内共同教育研究施設の在り方及び広報等について，全学的観点に
極的に取り組んだ。 立った経営戦略を審議し，必要な事項は役員会，常置委員会等に対して提案・
人事交流においては，文部科学省，鳥取県，鳥取銀行，民間等との人事交流 報告した。

を推進し，平成19年度は新たに琴浦町及び日南町から人事交流者各１名を受け
入れた。 】【平成19事業年度

教員定員の全学的な活用を行うため，学長管理定員として27名を確保し，学② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に
長決定のもとに，そのうち19名を学内共同教育研究施設等に配置して，全学的進めるための様々な工夫
な教育研究活動の一層の活性化を図った。

， 【 】「 」◇「事務等の効率化・合理化に関する目標」に関する事項 また 上記 平成19事業年度 ◇運営体制の改善に関する目標に関する事項
欄に記したように，新たに教育に関係する副学長を配置し，法人化移行時の理

事務組織について，大学経営や病院経営の円滑な推進を図るため，事務局に 事５名，副学長２名から平成19年度には４理事，６副学長体制へと執行体制を
経営企画部を，医学部に経営企画課を平成19年４月に設置した。また，平成20 強化し，また，経営企画部を設置して経営戦略の企画立案・調整を行った。
年４月から事務の効率化を図るため人事企画課と人事管理課を人事課に，研究
協力課と社会貢献推進課を研究・地域連携課に統合することとした。
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。 ， ，○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われている 達成状況や予算の執行状況等を点検した また 監事監査を定期的に実施して
会計監査並びに大学経営に係る提言を受けた。か。
決算については，財務部（平成19年度以降は経理部）が作業を担当して決算
を行い，６月に財務諸表を作成して，教育研究評議会，経営協議会，役員会の【平成16～18事業年度】
了承を得た。

本学は，学長の意向を反映させて，国立大学法人の使命である教育に重点を 一連の会議において提案される意見や提言については，次年度以降の財務運
置いた予算編成を行っており，教育研究の維持・充実を図るために必要な経費 営に反映させるようにし，その執行状況について内部監査等によって点検し，
を「戦略的経費」とし，各部局の運営に必要な経費を「基盤的経費」として所 着実な改善を行うようにしている。
要の予算を配分した。 なお，本学指定の監査法人には，期中監査と期末監査の計２回を依頼し，財
「戦略的経費」には，①学生のサービス向上，教育・研究の基盤である建物 務運営に関する報告と大学経営に関する提言を受けており，提言に対する対応

の維持・修繕を計画的に推進するための「施設維持管理費 ，②学生のための図 状況を内部監査等を通じて点検するなどの方法で，監査法人による活動結果を」
書資料や教育・研究に必要な電子ジャーナルの購入，文献データベース整備の 業務や経営の改善に反映させている。
ための「学術図書資料費 ，③全学的な情報システムの計画的整備を行うための また，年度期間中の予算執行状況等を考慮しながら補正予算を組み，円滑な」
「情報関連経費 ，④学内共同教育研究施設の保守管理のための「学内共同利用 予算執行と業務運営に努めた。」
設備の修理費 ，⑤学長のリーダーシップの下で，教育・研究活動及びプロジェ」
クト研究等を推進するための，学内競争的資金としての「学長経費」を含んで 】【平成19事業年度
いる。その他に 「基盤的経費」として人件費，教育経費，研究経費，診療経費，

， 【 】及び管理経費の予算を配分した。 本学の資源配分に関しては 平成18年度と同様に上記 平成16～18事業年度
「法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じて

】 資源配分の修正が行われているか 」欄に期した方法によりＰＤＣＡサイクルに【平成19事業年度 。
基づく効率的な活動に努め，健全な財務運営を行った。

平成19年度予算編成方針で決定した大学として戦略的に取り組む経費として 平成19年度予算については前年度１月に原案を確定し，その執行状況につい，
学習環境，教育研究環境整備のための施設維持管理費等，学長経費，地域貢献 ては，役員会に月次決算報告を行って点検し，内部監査の計画的な実施，平成
支援事業費などを確保し，積極的に事業を展開した。平成19年度に新たに行っ 19年度の業務実績（中間報告）に係るヒアリングの実施（12月実施）等を通じ

， ， 。た取組みとして，次のようなものが挙げられる。 て 中期目標・中期計画 年度計画の達成状況や予算の執行状況等を点検した
学長経費のほかに学長がリーダーシップを発揮できるよう資金運用で獲得し 決算については，平成20年６月に財務諸表を作成して，教育研究評議会，経営

た運用益等を活用し，｢トップマネージメント推進事業」(61,697千円）を実施 協議会，役員会の了承を得た。
した。 また，年度期間中の予算執行状況等を考慮しながら，平成19年度は４回の補
特別教育研究経費（教育研究活動活性化経費）の学内配分では，科学研究費 正予算を組み，円滑な予算執行と業務運営に努めた。

補助金の申請・採択状況を勘案した配分を実施した。
○業務運営の効率化を図っているか。管理的経費を前年度予算比２％のシーリングにより削減し，事業財源２千８

百万円を確保して新たな事業に活用した。
【平成16～18事業年度】また，文部科学省の戦略的国際連携支援事業（持続性ある生存環境社会の構

築に向けての国際人養成）が平成19年度で終了することから，今後もこの事業
を継続して実施するため，本学独自に戦略的経費として国際戦略経費（25,000 学長直属の内部監査課，学生部就職支援課の設置，総務部企画調整課と評価
千円）を確保することを決定し，平成20年度予算編成方針に盛り込んだ。 監査課の統合及び業務改善室の設置，医学部施設環境課の設置等を行い，業務

運営の効率化に向けて事務組織の改革を行った。
業務運営の効率化に係る具体例を示すと，奨学寄附金に係る支払業務につい○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じ

て，鳥取キャンパスは財務部財務課，米子キャンパスは医学部経理・調達課にて資源配分の修正が行われているか。
おいて支払業務を行っていたが，平成18年9月より医学部キャンパスに係る支払
業務も事務局キャンパスの財務部財務課で行うこととして集約し，業務の効率【平成16～18事業年度】
化を図った。また，教員の発生源入力を伴う物品請求システム及び旅費システ

本学の資源配分に関しては，次のような方法によりＰＤＣＡサイクルに基づ ムについて，予算管理・執行の省力化・円滑化等の観点から検討して，ソフト
く効率的な活動に努め，健全な財務運営を行っている。 ウェアのカスタマイズやシステムの交換を実施することとした。
学内予算配分においては，財務部（平成19年度以降は新たに設置した経営企

画部）が作業を担当して予算編成方針案及び配分予算案を作成し，部局長会議 】【平成19事業年度
， ， ，及び教育研究評議会 経営協議会 役員会の審議等を経て学長が決定しており

当該年度の予算は，前年度１月に原案を確定した。 本学の産官学連携の活動を中心的に担ってきた産官学連携推進機構を産学・
年度期間中の中間評価については，役員会に対し月次決算報告を行って，予 地域連携推進機構に改組して機能を強化することとし，併せて，常置委員会の

算の執行状況を点検するとともに，内部監査の計画的な実施，業務実績（中間 研究支援委員会と社会貢献委員会を研究・社会貢献委員会に統合した。
報告）に係るヒアリングの実施等を通じて，中期目標・中期計画，年度計画の
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大学経営や病院経営の円滑な推進を図るため事務局に経営企画部を，医学部 法人化以降，経営協議会委員や役員に学外の有識者を積極的に登用して，大
に経営企画課を平成19年４月に設置し，また平成20年４月から人事企画課と人 学経営に社会の意見を反映させ，民間の経営手法を参考にするように努めてい
事管理課を人事課に，研究協力課と社会貢献推進課を研究・地域連携課に統合 る。理事，監事について元自治体幹部や銀行，企業の経営者を外部有職者とし
し，事務の効率化を図ることとした。 て迎え，大学の運営に協力を仰ぐとともに，経営協議会については，12人の委
業務の効率化に係る具体例としては，経理関係の係を統合するとともに，決 員のうちの半数が知事や鳥取県医師会会長，県商工会議所会頭等の外部有識者

算業務マニュアルを作成し決算業務の合理化を図った。また，旅費関係業務の であり，貴重な意見や提言を積極的に活用した。
更なる効率化のため，平成19年４月から旅行に係る業務の旅行会社へのアウト 部局別に見ると，乾燥地研究センターでは外部委員４名，工学部長，農学部
ソーシングを拡大して業務の省力化，効率化を図った。 長等からなる運営委員会を年２回開催し，研究の内容と方向性の点検，評価を

行った。
○収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。

】【平成19事業年度
【平成16～18事業年度】

平成19年度には，理事４人のうち１名を元自治体幹部，監事２名について銀
収容定員の充足率については，学士課程，修士課程，博士課程とも大学全体 行経営者及び企業経営者を外部有職者として迎え，大学の運営に協力を仰いで

としては収容定員を満たしている ただし 医学系研究科医学専攻 博士課程 いる。経営協議会については，12人の委員のうちの半数が知事や鳥取県医師会。 ， （ ）
においては，収容定員を下回る状況にあるため，定員確保に向けて次のような 会長，県商工会議所会頭等の外部有識者が占めており，幅広い視点から大学経
取組みや工夫を行った。 営に関する貴重な意見や提言をいただき積極的に活用した。
医学系研究科医学専攻が低い最大の理由は，医学科卒業後，鳥取大学医学部

○監査機能の充実が図られているか。各講座に残る卒業生（卒後臨床研修制度導入後，鳥取県内に残る卒業生）の数
が20人前後であることが最大の要因である。この対応として，平成17年度から

【平成16～18事業年度】①社会人入学の促進，②年間２回の入学試験の導入と10月入学制度の導入，③
論文博士の条件を難しくし大学院入学の促進，④外国人留学生の入学促進，⑤
他の大学院及び研究所からの派遣学生・特別聴講学生の受入制度を活用し，収 監事として常勤１名と非常勤１名の２名を配置しており，いずれも学外者の

。 ， ， ， ，容数の増加を図った。平成19年度からは，医学系研究科に専攻や分野の枠を超 登用である 監事は 定例化されている経営協議会 役員会 教育研究評議会
えた①医学研究基盤コース，②遺伝子・再生・染色体工学コース，③生活習慣 部局長会議，企画調整会議等の主要会議に出席し，任務である本学業務の監査
病コース，④感染・免疫・アレルギーコース，⑤脳と心の医学研究コース，⑥ から得られた結果に基づき，大学運営の改善について積極的に提言している。
救急・急性期医療学コース，⑦臨床腫瘍医学コースの新教育コースを導入し， 監査業務の実務に関しては，鳥取大学監事監査規則に従って，内部監査課と
収容数の増加を目指すこととした。 連携して全部局を対象に定期監査と臨時監査，さらに，財務部，医学部附属病

院を対象に四半期毎の月次監査を実施している。そして，その結果を監査結果
】 報告書に取りまとめて役員会へ報告するとともに，指摘・提案事項に対する執【平成19事業年度

行部の取組状況について，理事，副学長，学部長，事務局部長とのミィーティ
収容定員の充足率については，別表１（学部の学科，研究科の専攻等の定員 ングを実施するなど，年間を通じてフォローしている。その結果，監事を配置

未充足の状況について）に示すように，学士課程（収容定員：4,710人，収容数 した法人化以降，業務運営に関する多くの事項について改善が図られており，
：5,281人，定員充足率:112.1％ ，修士課程（収容定員：582人，収容数：711 平成18年度には月次会計報告や補正予算計上等の活動が定着化した。常勤監事）
人，定員充足率:122.2％ ，博士課程（収容定員：362人，収容数：387人，定 は，国立大学法人等監事協議会に設置された業務効率化タスクフォースチーム）
員充足率:106.9％）と大学全体としては収容定員を満たしている。 の一員として，同協議会の活動に積極的に参画している。
ただし，平成19年度に実施した大学機関別認証評価の結果において指摘を受 なお，会計監査人による監査については，文部科学大臣から選任された監査

けたように，大学院の一部の研究科においては，入学定員充足率が低い状態に 人と監査契約を締結して期中監査と期末監査を実施しており，事業報告書（会
あり，その対応策として，例えば，大学院工学研究科（博士後期課程）では， 計に関する部分に限る ，決算報告書について監査を実施し，監査人から得られ）
高度な専門性と広範な基礎学力を有する技術者等を養成するため，平成20年４ た意見や提言を大学経営の改善に役立てている。
月から博士前期課程８専攻を４専攻へ，博士後期課程３専攻を４専攻へ改組す
ることとしており，これを機に博士後期課程の入学定員充足に努めることとし 】【平成19事業年度
た。また，大学院医学系研究科（博士課程）では，学生のニーズに対応した
改善策（例えば，平成16年度から10月入学制度を実施，平成18年度には医学部 内部監査課は，学長直属の組織として，平成18年度に事務組織から独立して
内に総合医学教育センターを設け，その中に大学院教育支援室を設置など）を 設置し，本学における監査業務を担当している。平成19年度における内部監査
行ってきた結果，医学専攻博士課程の充足率は向上しつつある。 の重点事項は，内部統制の観点から，規則の整備状況，規則間の不符号の有無

及び規則と実態との整合性の検証等を行い，引き続き平成20年度においても実
施することとしている。また，文部科学省科学研究費補助金を含む競争的資金○外部有識者の積極的活用を行っているか。
全般について，無作為の研究課題等を抽出の上，研究代表者への面談により書

【平成16～18事業年度】



- 45 -

鳥取大学

面監査及び特別監査を実施し，さらに，研究協力者である学生及び業者への聞 体工学技術開発の拠点形成 菌類きのこ遺伝資源に関する研究 文部科学省 新」， ， 「
」，「 」き取り調査も実施した。 興・再興感染症研究拠点プログラム 持続的過疎社会形成研究プロジェクト

平成19年度における監事監査は，中期計画及び年度計画の進捗状況を中心に 等のプロジェクト研究を展開し，研究成果発表会を積極的に開催して研究成果
監査した。併せて，過去における指摘事項のフォローアップも実施した。 を社会へ還元した。
監事監査の結果に対しては 速やかに改善が行われ業務運営に活用された事項 また，本学の特性を生かした異分野間の共同研究，先端的研究及び地域の社， ，
あるいは現在引き続き努力している事項等併せて，学長が監事に対して改善状 会的ニーズに即した研究等を積極的に推進するため 「鳥取大学における教育・，
況の報告を行った。 研究プロジェクトに関する取扱要項」を定めており，平成19年度は新たに５つ

の研究会が立ち上がるとともに，学長経費から36件22,000千円を支援した。
さらに，平成20年度グローバルＣＯＥプログラムに「持続性社会構築に向け○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか。

た菌類きのこ資源活用」を申請した。
【平成16～18事業年度】

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
教育研究の見直しについては，社会のニーズや新たな学問分野の発展等に適

【平成16～18事業年度】切に対応するため 自己点検・評価等の結果も踏まえながら 教育研究評議会， ， ，
役員会の審議を経て整備充実を行っている。主な教育研究組織の見直しは，上
記 平成16～18事業年度 ◇教育研究組織の見直しに関する目標に関する事項 法人化を契機に実施されるようになった，各事業年度業務実績報告書に基づ【 】「 」
欄に記した通りである。 く外部評価に関しては，過去に改善を要する点として指摘を受けたすべての事

項について，重点的な対策を講じて改善を図ってきた。
】 平成17年度の業務実績報告書に関しては，①危機管理体制確立，②労務・情【平成19事業年度

報など高い専門性を要する部署の充実，③共同教育研究施設の整備充実につい
平成19年度は，上記【平成19事業年度 「教育研究組織の見直しに関する目標 て，取組みの遅れを指摘された。これらの３項目のうち「(1)業務運営の改善及】
に関する事項」欄に記したように，教育研究の進展の動向や社会のニーズ等に び情報提供」に係る②，③について次のような対策を講じて改善を行った。
対応し，教育研究組織の見直しを学部の教授会等や常置委員会，企画調整会議 ②「労務，情報など高い専門性を担当する部署の充実」に関しては，学術情
等において検討し，教育研究評議会，役員会の審議を経て整備充実を行った。 報部情報企画課に技術職員を１名配置するとともに，労務安全担当職員に衛生
これらの見直しでは，産学・地域連携推進機構のように，複数の機関を統合し 工学衛生管理者資格を取得させた。
て機能の充実を図るなど，機動的・弾力的な教育研究等の活動が可能となるよ ③「共同教育研究施設の整備充実」に関しては，全国共同利用施設の乾燥地
うに努めた。 研究センターでは，研究推進戦略を策定し，その推進のために平成19年度に助

教２名を配置することを決定した。学内共同教育研究施設としての総合メディ
ア基盤センターでは，情報活動の中枢機能を強化する目的で教授，技術職員を○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。
各１名増員した。

【平成16～18事業年度】
】【平成19事業年度

平成18年度に「鳥取大学の研究グランドデザイン」に沿って「鳥取大学にお
ける学術研究推進戦略」を作成するとともに 「鳥取大学おける設備整備に関す 平成18年度の業務実績報告書に関しては，特に課題として指摘された事項は，
るマスタープラン」を作成して，研究推進の基盤となる設備整備について，基 なかった。また，平成17年度の業務実績報告書に関して指摘された事項につい
本方針と方向性を明確にした。その中では，大型設備等の整備については原則 ては，平成18年度に行った改善策に加えて，平成19年度においても引き続き対
として，全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設に設置し，広く有効活用 策を講じた。
するとともに，生命機能研究支援センターが中心となり，学内の現有大型機器 ②「労務，情報など高い専門性を担当する部署の充実」に関しては，人事管
の集中化と利用システムの合理化を進めることとした。 理課労務安全係に，安全衛生担当の事務職員１人を新たに配置するとともに，
また，学長のリーダーシップを発揮し，各学部からの教員定員拠出の協力を 同係事務職員２名が第１種衛生管理者資格を取得した。また，情報企画推進課

得て，平成18年度では19名の学長管理定員を確保し，共同教育研究施設等の充 に情報の専門知識を有する者を，新たに１名増員した。
実のために14名の職員配置を行った。 ③「共同教育研究施設の整備充実」に関しては，全国共同利用施設である乾

燥地研究センターでは，保健・医学部門を新設するとともに，助教２名及び研
】 究支援専門職１名を増員した。学内共同教育研究施設である総合メディア基盤【平成19事業年度

， ， ，センターでは 教授及び技術職員を各１名増員し 大学教育総合センターでは
本学では 「鳥取大学における学術研究推進戦略」に沿って研究活動を進めて 准教授１名を増員した。その他，学内共同教育研究施設の見直しを行い，産学，

いる。平成19年度には文部科学省グローバルＣＯＥプログラム「乾燥地科学拠 ・地域連携推進機構の設置，アドミッションセンターの入学センターへの改組
点の世界展開」が採択され，乾燥地研究センターを中心として，国際乾燥地農 や，平成20年４月から大学教育センターの改組，イノベーション科学センター
業研究センター（シリア・アレッポ）及び砂漠研究所（アメリカ・ネバダ）と の設置などを決定した。
連携し，乾燥地研究を推進したほか，継続中の21世紀ＣＯＥプログラム「染色
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２）財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

１）各種研究助成金の獲得を図る。
２）共同研究，受託研究の獲得を図る。中

期
目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○科学研究費補助金，受託研究，奨学
寄附金等外部資金増加に関する具体 Ⅳ 採択率の向上に向けて，文部科学省， 平成20・21年度においても
的方策 日本学術振興会の担当者を講師に招いた 引き続き，科学研究費補助金

【35】 り 教員による説明会を開催した また の採択件数及び採択額の増加， 。 ，
１）科学研究費補助金の申請率を高め 研究協力課の職員が各学部等に出向き， を目指して，説明会，助言支
る。 電子申請等の説明を行った。 援制度などの各種支援策を行

各部局等においても説明会を開催し， う。
教員が申請書の記載方法の工夫等につい また，不採択者のうち，審
て体験談を披露するなどの工夫を行っ 査結果の評価の高かった申請
た。 課題については，学長経費等
農学部では，平成18年度から，科学研 により優先的に支援を行う。

究費補助金の申請を行わない教員には翌
年度の研究基盤経費を配分しないことと
して，申請率の向上を図った。

（平成19年度の実施状況）○科学研究費補助金，受託研究，奨学
寄附金等外部資金増加に関する具体 Ⅳ 【35-1】
的方策 １-1）科学研究費補助金の採択件数及び

【35-1】 採択額の増加を目指し，学術研究推進
１）科学研究費補助金の採択率を向上 専門委員会で支援方策について検討を
させるため，引き続き説明会等を開 行い，平成19年９月に全教職員を対象
催する。また，不採択の原因を分析 とする説明会を２回開催するととも
し，申請時の参考とする。 に，外部資金獲得支援室に助言支援者

を配置して，科学研究費補助金の申請
。 ，予定者に助言支援を行った その結果

平成18年度に比べて採択件数14件，採
択金額9,479千円の増が図られた。
また，説明会に出席できなかった研

究者への対応として，説明会資料を学
内ホームページに掲載し，併せて全教
員に配布するとともに，説明会の様子
をＷｅｂ版動画・音声配信するなど周
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知方法に工夫を図った。
さらに，不採択結果の内容を詳細に

把握するため，平成19年度から科学研
究費補助金申請者全員に文部科学省及
びＪＳＰＳに対し，結果の開示請求を
要請し，その結果を集計することによ
り，本学の研究振興方策に役立てるこ
ととした。

１-2）農学部では，平成18年度からの科
学研究費補助金の申請を行わない教員
への翌年度の研究基盤経費を配分しな
い方針に加え，平成19年度には，管理
運営業務の比重の高い副学長，学部長
は，その対象としないよう改善した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【36】
２）科学研究費補助金，共同研究，受 Ⅳ 科学技術相談案件は 鳥取県 鳥取市 オンライン相談システムを， ， ，
託研究，奨学寄附金等の情報収集体 地元金融機関等を入れた鳥取大学産官学 構築して，企業等からの技術
制を確立し，外部資金獲得の増加を 連携推進室連絡会のメンバーや，地元商 相談を積極的に受け入れ，共
図る。 工会議所が開催する「産・官・学・金」 同研究等の外部資金の増加を

の交流会の場等からも情報を得て，産官 図る。
学連携推進機構の教員，コーディネータ
ー等が積極的に対応し，共同研究に結び
つけた。

（平成19年度の実施状況）【36-1】
２）科学技術相談案件から可能性のあ Ⅳ 【36-1】
るものを受託研究等にコーディネー ２）産官学連携コーディネーターを６名
トし，外部資金の増加を図る。 からさらに２名増員し８名とし，コー

ディネート体制の強化を図った。その
結果として，外部資金（共同研究，受
託研究）が前年度に比して18,123千円
の増加が図られた。そのうち，68件が
科学技術相談案件から共同研究に結び
ついた。
共同研究，受託研究等については，

年度計画 146-1 及び 157-1 の 計【 】 【 】 『
画の進捗状況等』欄を参照。

（平成16～18年度の実施状況概略）【37】
３）各種研究助成金の公募情報収集体 Ⅳ 各種公募情報を全教員へメールで周知 外部資金獲得の増加を図る
制を整備し，積極的に申請させ，外 するとともに，個別にも関係分野の教員 ため，競争的研究助成金の公
部資金獲得の増加を図る。 に情報提供を行い，積極的に申請させ， 募情報の学内周知をデータベ

外部資金獲得に努めた。また，研究者総 ースを構築して行う。
覧を作成して関係機関に配布するととも また，平成19年度に，産学
に，ホームページに掲載して積極的なＰ ・地域連携推進機構のコーデ
Ｒを行った。 ィネーター等が教員と面談し

て収集した研究内容やシーズ
等の情報を，積極的に公開す

【37-1】 るとともに，外部資金，共同（平成19年度の実施状況）
３）産学官連携シーズ育成事業への応 Ⅳ 【37-1】 研究などとのマッチングに活
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募を促進し，次年度地域新生コンソ ３）経済産業省の地域新生コンソーシア 用する。
ーシアムへの提案を促すことにより ム研究開発事業，地域資源活用型研究，
外部資金の増収を図る。 開発事業にそれぞれ１件，地域イノベ

ーション創出総合支援事業「シーズ発
掘試験」に８件採択された。また，産
官学連携新産業創出研究会に３件採択
され，外部資金の増収を図った。

（平成19年度の実施状況）【37-2】
４）国あるいは公的機関の助成事業を Ⅳ 【37-2】
学内に紹介し，教員の応募を促し， ４-1）各種公募情報を全教員にメール配
外部資金の増加を図る。 信するとともに，個別にも関係分野の

。 ，教員に公募情報の提供を行った また
各種外部資金公募情報の学内周知につ
， 。いて データベース化の準備を進めた

４-2）中国総合通信局（10月 ，中国経）
済産業局（11月 ，科学技術振興機構）
（ＪＳＴ）イノベーションプラザ広島
（平成20年１月 ，から担当者を招い）
て，公募説明会を開催した。

（平成19年度の実施状況）【37-3】
５）受託研究，共同研究，奨学寄附金 Ⅳ 【37-3】
の件数を増やすため，ホームページ ５ 「研究者総覧」をホームページに引）
の研究者一覧等を充実させ，積極的 き続き掲載して，積極的に情報公開に
にPRを行う。 努めた。また，産学・地域連携推進機

構のスタッフが教員と面談し，研究や
シーズ等の情報を収集し，これら情報
の積極的な公開と外部資金，共同研究
などとのマッチングに活用することと
した。
学部においても，例えば，工学部で

は，工学部ホームページに教員のシー
ズ集を貼り付けて学外へ積極的にＰＲ
した。

（平成19年度の実施状況）【37-4】
６）各財団等が公募している研究助成 Ⅳ 【37-4】
金に積極的に応募する。 ６）年度計画【37－2】の『平成19年度

の実施状況』欄と同様に公募情報を全
教員あるいは関係教員に提供し，積極
的な応募を促進した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【38】
，４）企業等のニーズと大学の有するシ Ⅳ 産官学連携コーディネーターを中心 平成20・21年度においても

ーズのコーディネート活動を活発化 に，鳥取大学ビジネス交流会を開催する 産官学連携コーディネーター
させ，共同研究，受託研究の増加を などコーディネート活動を活発化すると を中心にコーディネート活動
図る。 ともに，東京リエゾンオフィス，大阪オ を活発に行うとともに，引き

フィスを開設し，大学シーズの広報活動 続き大学シーズと企業等のニ
や産官学連携事業を推進し，共同研究， ーズのマッチングを図る取組
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受託研究の増加を図った。 み（ビジネス交流会，新技術

説明会等）を行う。
また，継続して鳥取大学振

【38-1】 興協力会との萌芽的事項に関（平成19年度の実施状況）
７）企業等のニーズと大学の有するシ Ⅳ 【38-1】 する共同研究を実施する。
ーズのコーディネート活動を活発化 ７-1）鳥取大学ビジネス交流会（東京：
させ，共同研究，受託研究の増加を ２回 ，大阪：２回，名古屋：１回 ，） ）
図る。 産官学連携フェスティバル，鳥取大学

振興協力会参加企業との交流会（鳥取
県東部，中部，西部）を開催し，企業
と大学関係者の情報交換の場を積極的
に設けた。

７-2）鳥取大学振興協力会と本学との共
同支援による地元企業との萌芽的事項
に関する共同研究を12件実施した。

７-3）企業等と対応した情報のデータベ
ースシステムを構築して，企業に関す
る情報（企業の概要や本学の卒業生の
職員の有無など）について学内に広報
することにより，教員等が企業の情報
を事前把握できるように一元的管理を
実現した。

７-4）外部資金（共同研究，受託研究）
が平成18年度に比べて18,123千円の増
加が図られた。

７-5）工学部では，工学部西部地区出前
技術相談会を鳥取大学振興協力会と連
携して開催し，シーズとニーズのマッ
チングを活発化した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【39】
，５）外部資金の受入れについては，適 Ⅲ 受託研究30％，共同研究10％の間接経 平成20・21年度においても

切な間接経費を賦課する。 費を賦課して，教育研究等の支援経費に 引き続き国立大学法人の運営
活用した。 に資するため，適切な間接経

費を賦課する。

（平成19年度の実施状況）【39-1】
８ 国立大学法人の運営に資するため Ⅲ 【39-1】） ，
適切な間接経費を賦課する。 ８）受託研究30％，共同研究10％の間接

経費を賦課して，教育研究等の支援経
費に活用した。
また，農学部では，間接経費の取扱

いについて代議員会で検討を行い，改
修工事の終了する平成20年度から，そ
の間接経費を当該研究者50％，学部運
営費50％に配分することを決定した。

（平成16～18年度の実施状況概略）○収入を伴う事業の実施に関する具体
的方策 Ⅲ 企画調整会議において，収益性の高い 平成20・21年度においても
【40】 各種業務について検討を行い，自動販売 引き続き，余裕資金の効率的
１）収益性が考えられる各種業務につ 機の設置及び職員駐車場の有料化を決定 な運用による収入増を図ると
いて，事業化の可能性を検討し，可 した。 ともに，増収策を引き続き検
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能なものについては速やかに実施 討する。
し，収入の増加を図る。

（平成19年度の実施状況）○収入を伴う事業の実施に関する具体
的方策 【40-1】

【40-1】 Ⅲ １-1）鳥取地区・米子地区における駐車
１）職員駐車場の有料化，自動販売機 場の有料化を開始し，収入増（年間
設置により 収入増を図るとともに 21,889千円）を図った。また，自動販， ，
収益性が考えられる各種業務につい 売機設置業者との直接契約による自動
て，収入増の可能性を引き続き検討 販売機を学部校舎及び事務局庁舎等へ
する。 新たに８台設置し，収入増(年間5,939

千円）を図った。
１-2）国債や大口定期などを利用した運
用に積極的に取り組み 33,655千円 対， （
前年度17,134千円の増）を確保した。

１-3）大学経費削減に向けた具体的方策
を検討するタスク・フォースが行った
学生・教職員へのアンケート結果を基

， ，に検討し 大学経費削減等推進員制度
広告事業等を実施した。

１-4）広告事業については，広報委員会
， 「 」が中心となって検討し 広報誌 風紋

に広告を採用し，40千円の広告料収入
を新たに得た。

ウェイト小計



- 51 -

鳥取大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２）財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

１）管理業務を減らすとともに，効率的な施設運営を行うこと等により，固定的経費の節減を図る。
２）Ⅲ－３「人事の適正化に関する目標」に記載したとおり，人件費削減の取り組みを行う。中

期
目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○管理的経費の抑制に関する具体的方
，策 Ⅲ 役員，副学長，事務部の部長から構成 平成20・21年度においても

【41】 する 全学経費削減推進会議 を設置し 引き続き年次休暇の計画的付「 」 ，
１）業務の外部委託，調達方法の見直 その下に 「大学経費削減推進会議」及 与，学内職員による作業環境，
し，事務の効率化，光熱水量の節減 び「病院経費削減推進会議」を設けて， 測定，複数年契約，共同調達
等により，管理的経費の縮減に努め 経費削減について検討し 「経費削減に の推進などを実施する。，
る。 向けての取り組み状況について」として

まとめ，経費削減に取り組んだ。
主な取組みとして，①ノー残業デーの

実施，②お盆の時期の年次休暇の計画的
付与，③役務契約の複数年契約，④旅費
システムの導入，⑤電力契約の見直し，
⑥学術図書資料を電子ジャーナルへ切り

， ，替え ⑦電話回線をＩＰ電話に切り替え
⑧鳥取・米子間の情報回線を鳥取情報ハ
イウェイに切り替え，⑨放射線従事者健
康診断を学内で実施，⑩照明機器・電気
製品等の節電，⑪廊下・トイレ等の感知
式照明機器設置，⑫節水コマの設置など
を実施し，経費節減を図った。

， ，「 」また ＲＩ施設は 労働安全衛生法
に基づく作業環境測定を外注せず，生命
機能研究支援センター放射線応用化学分
野の教員が，鳥取大学全事業所の放射性
物質濃度を毎月測定・評価のうえ報告書
を作成した。

（平成19年度の実施状況）○管理的経費の抑制に関する具体的方
策 Ⅲ 【41-1】

【41-1】 １-1）鳥取地区事業場及び附属学校園事
１）業務の外部委託，調達方法の見直 業場を対象に，お盆の時期に３日間の
し，事務の効率化，光熱水料の節減 年次休暇の計画的付与による事業場の
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等により，管理的経費の縮減に努め 一斉休業を引き続き実施し，光熱水料
る。また，RI施設は，引き続き自前 の節減を図った。
で作業環境測定を実施する。 １-2）平成18年度から引き続き 「経費，

削減に向けての取り組み状況につい
」 ，て をWeb掲示板に掲示するとともに
経費削減ポスターを新たに掲示し，啓
発活動を実施した。

１-3）文部科学省「財務マネジメントに
関する調査研究プロジェクト」に参加
し，出納業務におけるコスト管理を行
った。活動基準原価計算；ＡＢＣ（Ac
tivity-Based Casting）を用いて現状
分析を行い，発見された結果及び問題
点を活動基準管理；ＡＢＭ（Activity
-Based Management）によって業務改
善を行った。

１-4）電力の長期契約を見直し，これま
での３年（割引率３％）契約で行って

（ ）いた電力供給契約を５年 割引率５％
に切り替え経費の節約を図った。

１-5）平成16年度から複写機の賃貸借及
び保守契約，電算機等のリース，研究
用機器等の複数年契約を実施してお
り，平成19年5月には「複数年契約を
実施する場合の基準」を定め，更なる
複数年契約の推進を図った。

１-6）平成20年3月に事務の効率化を図
るため，島根大学と「物品等の共同調
達」に関する協定」を締結し，平成20
年度から，再生紙等を共同調達するこ
ととした。

１-7）ＲＩ施設は，引き続き「労働安全
衛生法」に基づく作業環境測定を外注
せず，生命機能研究支援センター放射
線応用科学分野の教員が，鳥取大学全
事業所の放射性物質濃度を毎月測定・
評価のうえ報告書を作成した （外注。
委託の場合年間700万円必要となり，
大学で測定の場合負担は約70万円）

１-8）医学部では，契約事務処理の効率
化のため，フィルムバッチ測定の契約
を単年度から複数年契約とした。女子
トイレへの節水シールの貼付，共用自
動車１台の削減，新聞折込チラシ中止
によるゴミ削減等を実施した。

１-9）農学部では，平成18年度に引き続
き，光熱水料等の経費節減のため，原
則として午後10時から午前５時まで建
物を使用しないこととした。

１-10）農学部建物改修工事に伴い，教
員居室・廊下・トイレに感知式の照明
器具や空調機を導入するとともに，空
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調換気扇を設置して節減を図り，さら
に施設管理委員が建物内を随時巡回
し，経費削減に努めた。

（平成19年度の実施状況）【41-2】
２）財務諸表の解析を進め，その結果 Ⅲ 【41-2】
の活用を検討する。 ２-1）平成18年度決算に基づき，ステー

クホルダーに財政状況や損益構造に関
する財務状況を理解していただくこと
を目標に 「平成18年度財務報告書，
（ ）」 ，Financial Report 2007 を作成し
冊子の配布やホームページにアップし
た。

２-2）公表された各国立大学法人の財務
諸表及び財務指標等を参考に，本学の
財務分析並 びに他大学との比較分析
を行った。

（平成19年度の実施状況）【41-3】
３）大学経費削減推進会議，病院経費 Ⅲ 【41-3】

） ，削減推進会議において経費削減の施 ３-1 大学経費削減推進会議においては
策を計画し，実行する。 経費削減に向けた具体的方策を検討す

るため，タスク・フォース（教員を含
む40名で構成）を編成した。また，学
生・教職員にアンケートを実施し，そ
の分析結果を踏まえ，大学経費削減等
推進員制度を導入した。同制度では，
経費削減等推進員（教員14名，職員49
名，学生５名）を委嘱し，窓の開閉，
電気設備の消灯，温度管理の徹底など
の活動を実施した。
） ，３-2 病院経費削減推進会議においては
平成19年度の削減計画として，節水及
び節電，ゴミの分別・減量，会議資料
の電子化等の具体的方策を実行した。
（節水による節減額6,689千円，節電
による節減額345千円）
また，共用自動車１台を平成19年12

月に廃車して削減した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【42】
２）Ⅰ-(1)-③（Ⅱ－３ 「中長期的な Ⅳ 中期計画【29】の『平成20）
観点に立った適切な人員（人件費） 中期計画【29】の『平成16～18年度の ～21年度の実施予定』欄に記
管理に関する具体的方策」に記載し 実施状況概略』欄を参照。 載したとおり，定員削減計画
たとおり，人件費の削減を図る。 に基づき，職員配置の適正化

。等により人件費の削減を図る
（平成19年度の実施状況）【42-1】

４）Ⅰ-(1)-③（Ⅱ-3 「中長期的な観 Ⅳ 【42-1】）
点に立った適切な人員（人件費）管 ４ 年度計画 29-1 及び 29-2 の 平） 【 】 【 】 『
理に関する具体的方策」に記載した 成19年度の実施状況』欄を参照。
とおり，職員配置の適正化等により
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人件費の削減を図る。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２）財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

１）資産の運用管理の改善を図る。
中
期
目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○資産の効率的・効果的運用を図るた
めの具体的方策 Ⅲ 大学構内駐車場の未整備部分の舗装， 平成20・21年度においても
【43】 区画線引きによる利用台数の増加を図っ 引き続き利用状況の再点検を
１）土地： た。また，バリアフリーの観点から身体 行い，全学的視点に立った効

利用状況の再点検を行い，全学的 障害者用駐車場を整備した。キャンパス 果的・効率的な運用・管理に
視点に立った効果的・効率的な運用 アメニティの観点から駐輪場を増設し ついて検討する。
・管理に努める。 た。

これらの対策を講じ，全学的視点から
土地の有効利用を推進した。

（平成19年度の実施状況）○資産の効率的・効果的運用を図るた
めの具体的方策 Ⅲ 【43-1】

【43-1】 １）減損会計の導入を踏まえ，学内各施
（ ， ，１）土地：引き続き利用状況の再点検 設 大山研修所 学生の課外活動施設

を行い，全学的視点に立った効果的 寄宿舎等）の利用状況等の実態調査を
・効率的な運用・管理について検討 行い，資産の効率的・効果的な運用及
する。 び減損の兆候がないことを確認した。

また，職員駐車場について，有料化
を実施し，維持管理に係る通常経費は
受益者負担とするなど，全学的な視点
に立った運用・管理に努めた。

（平成16～18年度の実施状況概略）【44】
２）施設： Ⅲ Ⅰ-(４)-①「施設設備の整備等に関す

Ⅰ-(4)［ Ⅴ ］その他業務運営に る目標」に係る『平成16～18年度の実施（ ）
関する重要目標を達成するためにと 状況概略』欄を参照。
るべき措置の項に詳述

（平成19年度の実施状況）（詳述は，中期計画【51】～【56】に
係る年度計画を参照） Ⅲ Ⅰ-(４)-①「施設設備の整備等に関

する目標」に係る『平成19年度の実施
状況』欄を参照。
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（平成16～18年度の実施状況概略）【45】
３）設備： Ⅳ 「鳥取大学における設備整備に関する 平成20・21年度においても

学内に分散している各種計測・分 マスタープラン」を作成し，大型設備等 引き続き 「鳥取大学におけ，
析機器のうち，可能なものから集中 の整備については，原則として，全国共 る設備整備に関するマスター
管理を図るとともに，新規に導入す 同利用施設及び学内共同教育研究施設に プラン」に基づき大型設備等
る大型設備は，学内共同教育研究施 設置して有効活用するとともに，生命機 の整備については，原則とし
設に設置する等，効率的な運用に努 能研究支援センター機器分析分野が中心 て，全国共同利用施設及び学
める。 に，学長経費等により既存設備をリユー 内共同利用施設に設置して有

スし，機器の効率的な活用と管理運用に 効活用するとともに，各種計
努めた。 測・分析機器の集中化と共同

利用化を図る。

（平成19年度の実施状況）【45-1】
２）設備：各種計測・分析機器の集中 Ⅳ 【45-1】
管理を一層進めるとともに，大型設 ２-1 「鳥取大学における設備整備に関）
備についても，学内共同教育研究施 するマスタープラン」をもとに，各種
設に設置する等，効率的な運用に努 計測・分析機器の集中化を進めるとと
める。 もに，学長経費等により既存設備をリ

ユースし，機器の効率的な活用と管理
運用に努めた。

２-2）農学部の質量分析器を生命機能研
究支援センター機器分析分野に移管，
医学部のバイオイメージングアナライ
ザー及び医学部附属病院の超遠心機を
生命機能研究支援センター放射線応用
科学分野にそれぞれ移管し，学内共同
利用体制を整えた。さらに，共同利用
機器である遺伝子探索分野の共焦点レ
ーザー顕微鏡，リアルタイムＰＣＲ，
自動細胞分離解析装置や機器分析分野

， ，の核磁気共鳴装置 有機元素分析装置
動物資源開発分野の飼育ゲージなどを
リユースによるバージョンアップや改
善を行い，機器等の性能を改善し，利
用の効率化を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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（２）財務内容の改善に関する特記事項

等の整備については，原則として全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設１．特記事項
に設置して有効活用すると共に，生命機能研究支援センターが中心となり，現
有大型機器の集中化と利用システムの合理化，効率化を進めることとし，同セ【平成16～18事業年度】

。 ，ンターで既存設備のリユースを進めた 鳥取キャンパスの職員駐車場について
平成19年度から有料化することとし，そのための工事を実施した。① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織， ， ， ，

人事等の面での特色ある取組
② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に

◇「外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標」に関する事項 進めるための様々な工夫

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する活動に関しては，本学におけ 健全な財務運営を行うには，安定した収益の確保と経費の節減が基本的な要
る経営努力が大きく影響する事業として，産官学連携による外部研究資金，科 件である。安定した収益を確保するために，たとえば，本学の自己収入の中で
学研究費補助金，附属病院収益がある。 最も大きな比重を占める附属病院収益に対して，附属病院では施設整備を基盤
産官学連携による外部研究資金の獲得に関しては，産官学連携推進機構が総 にしながら手術件数の増加，病床稼働率の確保，平均在院日数の適正化等の改

合的な窓口になり，積極的な活動を展開した。具体的には，産官学連携コーデ 善措置を講じている。外部研究資金の増大については，先の【平成16～18事業
ィネータによる共同研究樹立の支援，東京・大阪・名古屋・鳥取での鳥取大学 年度 「外部研究資金その他の自己収入の増加目標に関する事項」欄で記したよ】
ビジネス交流会の開催，鳥取大学振興協力会交流会による県内活動，サイエン うな取組みを行っている。他方の経費削減に対しては，先の【平成16～18事業
ス・アカデミー開催による本学の研究成果等等の紹介，その他の多彩な活動を 年度 「経費の抑制目標」に記した諸対策を積極的に講じており，収入と支出の】
展開して産官学連携の充実に努めた。その結果，文部科学省・都市エリア産学 両面にわたる経営対策が，本学における健全経営を可能にしている。
官連携促進事業等の事業採択を受けた。さらに，ベンチャー・ビジネス・ラボ その基礎には，附属病院における外部経営コンサルタントを活用した戦略的
ラトリーに外部資金獲得支援室を設置し，上記の活動支援にあたったことによ 経営の実施に代表されるように，部局単位での経営改善努力がある。さらに，
り，共同研究等の外部資金獲得の増大に結びついた。 学長のリーダーシップの下に運営される役員会や経営協議会等の意向を反映さ
科学研究費補助金に関しては，採択率を全国の平均水準にまで高めることが せながら，財務部が各部局との連携を密にして財務運営にあたっている点が重

当面の課題であり，採択率を向上させるために研究・国際協力部研究協力課が 要である。その典型的な取組みは 「(1)業務運営の改善及び効率化」において，
中心になって支援活動を行った。同時に，申請率を高めるためにインセンティ 記した，大学の戦略的な事業活動を支援する目的で，大学全体予算で確保して
ブを付与することとし，学長経費による研究助成には科学研究費補助金への申 いる「戦略的に取り組む経費」による活動支援に現れている。
請があることを条件とした。

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ附属病院収益に関しては，収益の増加対策として，平成18年度には手術室３
るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合室（内視鏡専用・多目的・エキシマレーザー及び局所麻酔による小手術室）の

増設，病棟の改修工事によるICU病床の増床，がん検査用のPET-CTの設置等に取
り組んだ。 本学では，このような状況は生じていない。

（ ）◇「経費の抑制に関する目標」に関する事項 ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある
場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）。

本学の経費抑制の取組みは，財務担当理事を議長とし，その他理事及び副学
長，事務代表の部長を構成員とする全学経費削減推進会議，その下に大学経費 本学では，このような状況は生じていない。
削減推進会議と病院経費削減推進会議を設置して行っている。これらの会議で
設定した経費削減目標を反映させて，当該年度の予算編成を行っている。物品 】【平成19事業年度
等の調達方法の見直し，業務の効率化，光熱水料の節減に努め，平成18年度は

， ， ， ，管理的経費について対前年度比２％減の配分とした。さらに，新たに平成18年 ① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織
人事等の面での特色ある取組度から５ヶ年５％の人件費削減に年度計画に従って取り組むこととし，平成18

年度の人件費削減率は2.0％（平成17年度の「人件費予算相当額」に対する平成
◇「外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標」に関する事項18年度の人件費削減率は6.2％）となった。

科学研究費補助金の採択件数及び採択額の増加を目指し，学術研究推進専門◇「資産の運用管理の改善に関する目標」に関する事項
委員会で支援方策について検討を行い，外部資金獲得支援室に助言支援者を配

， 。 ，「鳥取大学における設備整備に関するマスタープラン」を作成し，大型設備 置して 科学研究費補助金の申請予定者に助言支援を行った その結果として
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② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に平成18年度に比べて採択件数14件，採択金額9,479千円増となった。また，科学
進めるための様々な工夫研究費補助金の説明会を開催するとともに，説明会資料を学内ホームページへ

の掲載，説明会の様子をＷｅｂ版動画・音声配信するなど周知方法に工夫を図
， ，った。さらに，不採択結果の内容を詳細に把握するため，平成19年度から科学 経営協議会の外部委員の大学経営に関する意見等を反映させながら 役員会

。 ， ，研究費補助金申請者全員に文部科学省及びＪＳＰＳに対し，結果の開示請求を 企画調整会議等での経営戦略に係る検討・審議を行っている また 内部監査
。 ，要請し，その結果を集計することにより，本学の研究振興方策に役立てること 監事監査等による指摘事項の改善による適正な財務運営に当たっている また

とした。 平成18年度までは総務部所管の企画・評価部門と財務部所管の財務企画部門を
産官学連携による外部競争的資金の獲得に関しては，産官学連携コーディネ 併せた経営企画部を平成19年度に設置し，より機能的，戦略的な大学経営を行

ーターを６名からさらに２名増員し８名とし，コーディネート体制の強化を図 った。
った。その結果として，外部資金（共同研究，受託研究）が平成18年度に比べ

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あて18,123千円の増加が図られた。そのうち，68件が科学技術相談案件から共同
るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合研究に結びついた。また，研究者のシーズと各種外部資金のマッチングを行う

ため，産学・地域連携推進機構スタッフが各教員と面談し，研究情報の収集を
行って研究者総覧に活用するとともに，メール配信している各種外部資金の公 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。
募情報の周知を，データーベースを構築して行うよう準備を進めた。

（ ）④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある
◇「経費の抑制に関する目標」に関する事項 場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）。

平成19年度も全学経費削減推進会議とその下に置いている大学経費削減推進 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。
会議及び病院経費削減推進会議を中心に経費削減に取り組んだ。具体的には，

２．共通事項に係る取組状況①昼休み時・不要時の消灯，②両面コピー，不要紙の裏紙利用⑤空 調の温度
と使用期間の設定，⑥毎週一定日をノー残業日とし，また盆の一斉休日を実施
して省エネルギー化の推進などを平成18年度に引き続き実施した。

○ 財務内容の改善・充実が図られているか。また，平成19年度は新たに，①これまで３年（割引率３％）契約で行ってい
た電力供給契約を５年（割引率５％）に切り替え経費を節約，②複写機の賃貸

【平成16～18事業年度】借及び保守契約，電算機等のリース，研究用機器等の複数年契約について，平
成19年5月に「複数年契約を実施する場合の基準」を定め既に行っている複数年
契約を更に推進，③島根大学と「物品等の共同調達に関する協定」を締結し， 本学の財務活動は，財務担当理事を統括者として財務部が業務的管理を担っ
平成20年度から，再生紙等の共同調達などを実施した。 ている。財務管理は，大学活動の全般を支える基盤であり，学長のリーダーシ
さらに，大学経費削減推進会議の下にタスク・フォースを教員を含む40名で ップの下に経営協議会や役員会，教育研究評議会等からの意見を反映させなが

構成し，また，学生及び教職員にアンケートを実施し，その結果を踏まえ大学 ら予算を確保し，運営にあたっている。予算，決算，期間中の予算執行等の財
経費削減等推進員制度を導入した。この制度による経費削減等推進員（教員14 務活動全般に係る監査は，内部監査課と監事が協力して実施するほか，学外の
名，職員49名，学生５名）により，窓の開閉，電気設備の消灯，温度管理の徹 監査人に依頼して期中，期末の監査を実施している。
底などの活動を実施した。病院経費削減推進会議においては，平成19年度の削 法人化後の運営費交付金算定ルールに基づく効率化係数１％，及び附属病院
減計画として，節水及び節電，ゴミの分別・減量，会議資料の電子化等の具体 の経営改善係数２％相当分の減額に加え，平成18年度から新たに５ヶ年・５％
的方策を実行した （節水による節減額6,689千円，節電による節減額345千円） の人件費削減に取り組むこととし，年度計画を着実に実施するために役員会や。
また，共用自動車１台を平成19年12月に廃車して削減した。 企画調整会議等で全学的視点から検討を行い，業務改善を軸に財務の健全化に

努めた。実際には，自己収入の増加について「外部研究資金その他の自己収入
の増加に関する目標 ，経費節減について「経費の抑制に関する目標」に記した◇「資産の運用管理の改善に関する目標」に関する事項 」
ような取組みを行った。

鳥取大学における設備整備に関するマスタープランの基に，各種計測・分析 その結果，運営費交付金収益が減少したものの，経営努力により附属病院収
機器の生命機能研究支援センターへの集中化を進め，平成19年度は，農学部の 益及び外部資金獲得の増大，業務の効率化と物件費抑制等により，安定した決
質量分析器を同センター機器分析分野へ，医学部のバイオイメージングアナラ 算を行うことができた。平成18年度について言うと，財務会計の総括的な結果
イザー及び医学部附属病院の超遠心機を同センター放射線応用科学分野へそれ 指標としては，当期総利益23.2億円，収益率107％を確保し，流動比率111％に
ぞれ移管し，学内共同利用体制を整えた。さらに，共同利用機器である同セン 示されるように安全性を確保して，法人化後の健全経営を継続することができ
ター遺伝子探索分野の共焦点レーザー顕微鏡，リアルタイムＰＣＲ，自動細胞 た。本学で安定した自己収入が確保できている要因として，附属病院収益の安
分離解析装置や機器分析分野の核磁気共鳴装置，有機元素分析装置，動物資源 定確保に拠るところが大きく，附属病院での経営改善への積極的な取組みが功
開発分野の飼育ゲージなどのバージョンアップや，機器等の性能を改善し，利 を奏している。学部や共同教育研究施設における経費節減の努力も着実な成果
用の効率化を図った。 に結びついている。
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】 国立大学法人評価委員会による事業年度業務実績報告書に基づく従来の外部【平成19事業年度
評価では，本学の財務活動に関する課題の指摘は受けていない。会計監査人に

運営費交付金が減少したものの，経費の節減に努めるとともに，寄附金など よる平成17事業年度期末決算監査報告においては，財務面から見た今後の課題
の外部資金の獲得に努めた。経費の節減については，全学経費削減推進会議を として，①附属病院の決算体制の確立と財務部の一層の連携，②財務部の現場
中心に大学経費削減等推進員制度を導入し，光熱水料の削減などに努めた。外 力の強化と人材育成，③財務分析の活用の３点について指摘を受けた。
部資金の獲得については，産学・地域連携推進機構の外部資金獲得支援室を中 これらの指摘事項に対して次のような対策を講じた。
心に，民間等からの寄附金，共同研究，受託研究の獲得に努めた結果，外部資 ① 平成18年７月に医学部経理・調達課に監査業務と決算業務を担当する経
金全体で平成18年度に比べ３千６百万円増となった。 営企画係を新たに設置した。
経常収益は1,002百万円増の32,930百万円であり，主な増加要因として，附属 ② 財務部は，関係部署との情報の共有化を図り，定期的な連絡会を開催す
病院収益が，手術件数の増，入院患者の平均在院日数の短縮による単価上昇や るとともに，財務部職員が講師として行う勉強会を開催した。また，文部
患者数及び外来患者数の増加等に伴い 668百万円増となったことが挙げられる 科学省等の主催する説明会，研修会への参加や監査法人等による勉強会を， 。
経常費用は1,570百万円増の31,336百万円であり 診療経費が診療材料の購入等 実施した。， ，
附属病院収益増に伴う482百万円増，職員人件費が「７：１」看護体制移行に係 ③ 財務分析結果を活用するため，平成17年度決算分析を役員会等に報告す
る看護師雇用により606百万円増などが挙げられる。 るとともに，役員連絡会で会計監査人が作成した財務諸表分析資料につい
財務会計の総括的な結果としては，当期総利益18.9億円を確保して，法人後 ての勉強会も実施した。また，本学の経営状況を的確に把握するため，平

の健全経営を継続できた。 成18年11月 「鳥取大学財務報告書平成17年度決算」を作成した。，

】○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定 【平成19事業年度
等を通じて，人件費削減に向けた取り組みが行われているか。

平成18年度業務実績の評価結果において，課題として指摘された事項はなか
った。【平成16～18事業年度】
また，平成18事業年度期末決算監査報告においても，会計処理上，経営管理

教職員の人事や配置計画に関する事項は，常置委員会として人事委員会を設 上又は内部統制上の軽微な指摘を受けたが，規程・要項の改正を行うなど，随
け，総務担当理事を委員長とし，部局長等を構成員として審議している。人件 時改善を図るとともに，国立大学法人会計基準に関する研修会や会計事務に関
費の削減については，法人化当初に方策を検討し，中期計画期間中の教職員の する勉強会を適宜開催し，引き続き関係部署との情報の共有化や会計職員の資
削減計画を策定した。それらの計画に基づき，教職員の採用抑制や超過勤務の 質向上に努めた。
縮減により毎年，対前年比１％の人件費抑制に努力してきている。加えて，平
成18年度からの５年間で人件費５％の削減に取り組むこととし，部局別の人員
削減目標を明確にして，取組みを開始した。
平成18年度については，人件費166億円の当初予算に対して2.9％の削減実績

をあげた。ただし，対前年度実績に対しては，附属病院において「７：１」看
護体制を確立するため特定任期付職員・約100名の雇用があり，目標達成はでき
なかった。なお，教員定員の全学的な活用を行うため，学長管理定員として，
平成18年度現在19名を確保し，そのうち14名をセンター等に配置している。

】【平成19事業年度

平成18年度からの５年間で人件費５％削減に対応するため策定した教職員の
削減計画に基づき，平成19年度の教職員の採用を削減予定数以上に抑制したこ
となどから，平成17年度事件費予算相当額に対する平成19年度の人件費削減率
は7.6％となり，計画以上の人件費削減を実施した。ただし，附属病院における
「 」 ， ，７：１ 看護体制を確立するため特定任期付職員の雇用が約200名あり また
退職手当が増加したころとから，総人件費は約6億3千万円増となった。
なお，教員定員の全学的な活用を行うため，学長管理定員として，平成19年

度は27名を確保し，そのうち19名を学内共同教育研究センター等に配置した。

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

【平成16～18事業年度】
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（３）自己点検・評価及び情報提供

① 評価の充実に関する目標

１）全学的項目に係わる自己点検は，原則として毎年項目を定め評価委員会が行う。
２）分野別の教育研究に係わる自己点検評価は，期間中に少なくとも１回は行い，そのうち１回は外部評価を受けるものとする。ただし，この外部評価は独中
立行政法人大学評価・学位授与機構，国立大学法人評価委員会が行う評価は含まない。期

３）年毎の部局毎の自己評価資料を大学で集中管理するシステムの構築を図る。目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○自己点検・評価の改善に関する具体
，的方策 Ⅳ 企画・評価担当副学長を委員長とし， 平成20・21年度においても

【46】 各部局等から選出された教員，事務局関 引き続き，国立大学法人評価
１）大学には，副学長を責任者とする 係職員で構成する評価委員会を，部局に 委員会が行う評価に係る自己
評価委員会を置き，部局等には部局 は部局評価委員会をそれぞれ設置し，平 点検・評価を，本学の評価委
評価委員会を置く。 成18年度には各学部に評価担当の副学部 員会を中心に行う。

長を配置して，機動的な部局評価体制と また，本学が実施する自己
，した。本学の評価委員会においては，本 点検・評価のテーマを決定し

学の自己点検・評価計画等を策定すると 評価を実施する。
ともに，評価に係る活動を以下のとおり 評価担当の教員を新たに１
実施した。 名配置し，本学における大学
①本学が実施する自己点検・評価では， 評価活動の充実を図る。
平成16・17年度に教育に関する評価 鳥取大学評価データベース
を，平成18・19年度には研究活動に関 については，学部関係資料を

，する評価をそれぞれ行った。 データベース化するとともに
②大学機関別認証評価では，平成19年度 教員個人業績調査票データベ
に大学評価・学位授与機構による評価 ース等と連携した大学評価情
を受審することとし，そのための自己 報システム（仮称）に発展さ
評価を行った。 せる。

③国立大学法人評価委員会が行う業務実 乾燥地研究センターでは，
績評価では，毎年度自己点検・評価を 平成19年度に実施した国際外
行った上，同評価委員会の評価を受け 部評価の評価結果をもとに，
た。 教育・研究活動及び全国共同

④教員の個人業績評価は，平成16年度か 利用の機能について検討・見
ら本格実施し，その結果を教育功労賞 直しを行う。
等の部局推薦等の資料として反映させ
た。
また，乾燥地研究センターでは，部局

評価委員会を中心に，外部評価の実施に
向けて検討を行った。

（平成19年度の実施状況）○自己点検・評価の改善に関する具体
的方策 Ⅳ 【46-1】
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【46-1】 １-1）本学の評価委員会を中心に，部局
１）大学評価委員会を中心に，部局評 評価委員会等との連携を図りながら，
価委員会等との連携を図り，教育・ 平成19年度の自己点検・評価等の計画
研究等の諸活動について，継続的に を策定し，以下のとおり評価活動を行
自己点検・評価の方針，計画等を検 った。
討し実施する。なお，平成１９年度 ①平成18年度業務実績に係る国立大学
は 学校教育法６９条の３に基づき 法人評価委員会が行う評価では，自， ，
大学の教育研究活動の質を保証する 己点検・評価を行った上，同委員会
機関別認証評価を受審する。 の評価を受けた結果，課題として指

摘された事項はなかった。また，平
成19年度及び中期目標期間に係る業
務実績評価の準備を行った。
②本学が実施する自己点検・評価で
は，平成18年度に行った研究活動状
況の調査・分析結果を踏まえ，平成
19年度に点検・評価し，報告書「研
究活動の現状と課題－持続性のある
生存環境社会の構築をめざして－」
にとりまとめ，公表した。
③大学機関別認証評価では，自己評価
書を大学評価・学位授与機構へ提出
し，書面調査及び訪問調査を受け，
平成20年３月に「大学評価・学位授
与機構が定める大学評価基準を満た

。」 。している との評価結果を受けた
④教員の個人業績評価は，平成16年度
から本格実施しており，平成19年度
においても引き続き実施し，各部局
長等からの評価結果を企画・評価担
当副学長を経由して学長へ報告し
た。評価の結果は，教育功労賞等の
部局推薦等の資料として反映した。

１-2）教員個人業績調査票の入力データ
については，科学研究費補助金，共
同研究等の研究に関するデータを事
務局であらかじめ入力することによ
り，各教員の入力負担を軽減した。
平成20年度は，シラバス等教育に関
するデータを事務局で事前に入力す
ることを検討する。

１-3）本学の評価委員会を中心に，評価
業務の効率的かつ効果的な推進を図
るため，評価に必要となる役員会，
常置委員会等の主要会議資料及び学
部教授会等資料をデータベース化
し，鳥取大学評価データベースとし
て構築し，試験運用を始めた。

１-4）総合メディア基盤センターでは，
情報委員会の審議を経て，同センタ
ーの活動，学内ネットワーク，計算
機システム等について，平成20年１
月に５名の外部評価委員で構成する
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外部評価委員会による外部評価を受
け，その評価結果を取りまとめた。

（平成19年度の実施状況）【46-2】
２）乾燥地研究センターでは，教育・ Ⅳ 【46-2】
研究活動及び全国共同利用の機能等 ２）乾燥地研究センターでは 「乾燥地，
について，外部評価を実施する。 研究センター研究推進戦略」の実行に

反映させるため，海外の乾燥地研究機
関から３名，国内の乾燥地研究等に関
連のある有識者４名の計７名による共
同利用・共同研究等に関する国際外部
評価を実施した。評価結果は「Report
of the 2007 International External
Review of the Arid Land Research
Center (ALRC),Tottori University」
として平成19年12月に取りまとめた。

（平成16～18年度の実施状況概略）○評価結果を大学運営の改善に活用す
るための具体的方策 Ⅲ 大学が実施する自己点検・評価や国立 平成20・21年度においても
【47】 大学法人評価委員会が行う評価の結果 引き続き，評価結果は速やか
１）評価結果に基づき，部局にあって は，役員会，教育研究評議会，各常置委 にホームページ等でその都度
はその長，法人にあっては学長はそ 員会等の全学的な場で報告し，改善策を 公表するとともに，役員会等
の改善に努める。 検討するとともに，本学の評価委員会及 において報告し，改善を要す

び部局評価委員会と連携しながら，対策 る点等の指摘を受けた事項が
を講じた 改善策の実施状況については あった場合には，常置委員会。 ，
大学内部で行う監事監査等を通じて点検 等を通じて改善策を講じる。
した。
また，評価結果は，ホームページ，報

告書の配布，報道機関への情報提供によ
りその都度速やかに公表した。

（平成19年度の実施状況）○評価結果を大学運営の改善に活用す
るための具体的方策 【47-1】

【47-1】 Ⅲ １）平成19年度に実施した大学機関別認
１）評価結果に基づき，部局にあって 証評価の結果においては 「大学評価，
はその長，法人にあっては学長はそ ・学位授与機構が定める大学評価基準
の改善に努める。 を満たしている 」との評価結果を受。

けた。
なお，改善を要する点として挙げら

れた「大学院の一部の研究科において
は，入学定員超過率が高い，又は入学
定員充足率が低い 」との指摘につい。
ては，入学定員充足率が低い大学院工
学研究科（博士後期課程）では，企業
等に出向いて社会人学生の獲得に努力
するとともに，平成20年４月から博士
前期課程８専攻を４専攻へ，博士後期
課程３専攻を４専攻へ改組することと
しており，これを機に博士後期課程の
入学定員充足に努めることとした。ま
た，大学院医学系研究科（博士課程）
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では，学生のニーズに対応した改善策
（例えば，平成16年度から10月入学制
度を実施，平成19年度から専攻や分野
の枠を超えた７つの新教育コースの導
入など）を行ってきた結果，医学専攻
博士課程の充足率は向上しつつある。

（平成19年度の実施状況）【47-2】
２）評価結果はホームページ等を活用 Ⅲ 【47-2】
し，引き続き公表する。 ２-1 「平成19年度実施大学機関別認証）

評価評価報告書」は，大学評価・学位
授与機構の公表後，速やかに報道機関
に情報提供し，ホームページで公表し
た。また 「平成18年度に係る業務の，
実績に関する評価の結果」は，国立大
学法人評価委員会の公表後，速やかに
ホームページで公表した。

２-2）自己点検・評価報告書「研究活動
の現状と課題」は，国立大学，報道機
関等に広く配布するとともに，ホーム
ページで公表した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（３）自己点検・評価及び情報提供

② 情報公開等の推進に関する目標

１）情報の受発信を行う専門的な部署を設ける。
２）役員会及び経営協議会の外部委員は，外部発信の窓口的な役割を有する者として位置づける。中
３）同窓会に対しては，特に大学からの発信を密にする。期
４）環境問題への取組みも積極的に発信し，社会に対する環境維持への関心の向上に資する。目

標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○大学情報の積極的な公開・提供及び
広報に関する具体的方策 Ⅳ 平成16年度に総務部へ広報企画室を設 平成20・21年度においても
【48】 置するとともに，平成18年度には広報担 広報企画室を中心に，ホーム
１）学内情報が全て集積され，各種の 当の副学長を配置し，情報発信を行う部 ページ，広報誌，報道機関等
データベース化を行い，学内外へ必 署の体制を強化した。また，広報担当者 の多様な手段により，積極的
要な情報発信を行う部署を作る。 に広報ハンドブックを配布し，広報の必 に情報発信を行うとともに，

要性・方法等を示した。 鳥取大学のＵＩ（ユニバーシ
学内の情報は，広報企画室へ集積する ティ・アイデンティティ）確

よう広報委員会で周知を図り 「鳥取大 立に向けて 「シンボルマー， ，
学の広報計画 （行事一覧）をデータベ ク」及び「イメージキャラク」
ース化して，ホームページに掲載し，各 ター」を活用した広報活動を
報道機関へ積極的に提供するとともに， 広く行う。
鳥取県及び県内４市の公共機関等へイベ 平成20年度には 「乾いた，
ント情報として提供した。 大地砂漠―限りある水をめぐ
また，鳥取・東京・大阪のサテライト る科学と知恵」をテーマに，

，オフィスと連携し，イベント情報，刊行 ＮＨＫ大阪放送会館において
物等の提供を行った。 研究成果の発表及び本学のＰ
さらに，大学情報の積極的な提供及び Ｒを行う。

広報を行うため 「鳥取大学広報コーナ，
ー」を鳥取県庁，中部及び西部総合事務
所，ＪＲ鳥取大学前駅等に設けたり，Ｊ
Ｒ特急スーパーやくも号及び特急スーパ
ーはくと号車内に大学のイメージ広告の
掲載などを行った。
平成19年３月には，21世紀ＣＯＥプロ

グラム「乾燥地科学プログラム」の研究
成果を発表するとともに，本学のＰＲを
国立科学博物館において特別展示を実施
した。

（平成19年度の実施状況）○大学情報の積極的な公開・提供及び
広報に関する具体的方策 Ⅲ 【48-1】
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【48-1】 １-1）平成19年度広報計画を作成し，大
１）広報戦略に基づき，大学の存在意 学の存在意義をより高めるため，学内
義をより高めるため，学内情報を集 情報を集積しデータベース化するとと
積しデータベース化するとともに， もに，新聞，ケーブルＴＶなどの各種
大学紹介ＤＶＤの作成，各種メディ メディア・媒体による情報発信を行う
ア・媒体による情報発信など多様な とともに，大学紹介ＤＶＤを作成し，
手段を構築して，学内外へ積極的な 入学式，オープンキャンパスなどの場
情報発信及び広報活動を行う。 で公開するなど，多様な手段により学

内外へ積極的な情報発信及び広報活動
を行った。

１-2）学生，地域により一層本学へ親し
みを感じてもらうため，また，大学構
成員の連帯感を高めるとともに，地域
社会に本学をアピールすることを目的
として，本学にふさわしい「シンボル

」 「 」マーク 及び イメージキャラクター
を，平成19年11月から20年１月の期間
公募し，選考を行った。平成20年度に
はホームページ，各種出版物，封筒な
どに使用し，広く広報活動に活用する
こととした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【49】
２）ホームページ及び広報誌等の見直 Ⅲ ホームページの見直しは，ホームペー 平成20・21年度においても
しを随時行い，学内外への大学情報 ジ管理運営専門委員会で検討を進め，ト 引き続き，広報委員会の広報
の発信をより一層活発化させる。 ップページ及び英文ページのリニューア 誌編集専門委員会，ホームペ

ルを行い，わかりやすいものにした。ま ージ管理運営専門委員会にお
た，学内情報の共有を目的に，教職員向 いて広報誌・パンフレット及
けのページの充実を図るための検討を行 びホームページ等を常に見直
った。 し，学外向けの情報を一層充
広報誌の見直しは，平成18年度から近 実する。

隣県の高校へも配布するとともに，一般 また，広報活動を充実する
の市民にもわかりやすい内容で編集し， ための広報に関する研修会を
「地域に開かれた大学図書館を目指し 実施するとともに，マスコミ
て 「最近の就職活動事情」など身近な 関係者との連携をより一層密」，
話題を特集して 学内外に広く配布した にする。， 。
平成18年７月には，各部局等の広報担 ホームページの英語版公式

当職員を対象に研修会を開催し 「大学 トップページについて，内容，
広報と大学ＨＰ」の講演及びテレビ局の を見直すとともに，中国語等
見学を実施した。本研修会には，鳥取県 の多言語化の充実を検討する
内の私立大学広報担当者も参加し，参加 とともに，附属図書館のホー

， ，者には，新たに作成した「ポスター・リ ムページについても 英語版
ーフレットの作成についての手引き」を 中国語等に対応したホームペ
配布した。また，鳥取県主催の広報技術 ージを作成し，充実を図る。
研修会に積極的に参加し，広報に関する
技術等の向上を図った。

（ ）大学の行事一覧を定期的 月２～３回
に報道機関等へ提供するとともに，学長
と報道機関との懇談会を平成18年９月に
実施したり，報道機関等からの質問等に
， 。は 時間外においても積極的に対応した
本学関係の報道提供件数は，平成16年
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度：138件，平成17年度：300件，平成18
年度：264件，新聞掲載件数は，平成16

， ，年度： 1,160件 平成17年度：1,336件
平成18年度：1,442件と増加した。
各部局等においても，農学部ホームペ

ージに教員の研究内容紹介のページを作
成，乾燥地研究センターホームページを
平成18年度にリニューアル等を行うとと
もに，地域学部パンフレットを刷新する
などして，情報発信を活発に行った。

（平成19年度の実施状況）【49-1】
２）広報委員会の広報誌編集専門委員 Ⅲ 【49-1】
会，ホームページ管理運営専門委員 ２-1）広報誌「風紋」第15号（2007.10)
会において広報誌・パンフレット及 から，新たな対象読者として保護者を
びホームページ等を常に見直し，学 加え，配布部数を4,000部から11,000
外向けの情報を一層充実させる。 部とするとともに，大学の最新情報を

対象読者へ迅速に伝える誌面作りを図
った。また，入学者確保のため，高校
への配布部数を増やした。

２-2）平成20年３月に，ホームページの
メニュー項目の見直し及びデザインの
統一性を図るため，ウェッブサーバー
にＣＭＳ（コンテンツ,マネジメント
・システム）を導入した。

（平成19年度の実施状況）【49-2】
４）広報活動を充実するため広報に関 Ⅲ 【49-2】
する研修会を実施する。 ４）平成19年８月に，鳥取県主催の広報

技術研修会「読まれる紙面づくり～広
報誌・チラシ等の製作講座～」に職員
３名を参加させ，広報に関する技術・
知識の向上を図った。
また，医学部や附属病院に求められ

る広報能力を養成するため，新聞記者
を講師に招き研修会を６月に開催し
た。

（平成19年度の実施状況）【49-3】
５）マスコミ関係者との連携をより一 Ⅲ 【49-3】
層密にする。 ５）マスコミ関係者へ大学の行事一覧を

定期的（月２～３回）に提供するとと
もに，鳥取県教育記者クラブとの意見
交換会を11月27日に実施し，鳥取県内
の教育関係記者等との連携を図った。
平成19年度の報道提供件数は143件，
新聞掲載件数は1,081件であった。
また，米子地区の情報については，

地元の米子市政記者クラブへ提供し，
特に，地元新聞２紙の記者と常に連絡
を密にし情報提供を行った。
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（平成19年度の実施状況）【49-4】
６）各学部等のホームページの充実， Ⅳ 【49-4】
更新に努める。 ６-1）各学部等の広報委員等と連絡を密

にし，全学のホームページ管理運営専
門委員会等と連携を図りながら，部局
等のホームページの更新・充実を行っ
た。例えば，①附属図書館では，英語
ページの作成，電子ジャーナル検索機
能（リンクリゾルバーの導入）の向上
を図った。②連合農学研究科では，平
成19年７月にホームページのリニュー
アルを行った。③医学部では，広報係
が保有する米子地区キャンパスの写真
データを，職員がいつでも活用できる
よう新たなコンテンツを設けた。④農
学部では，附属教育研究施設のホーム
ページを新たに開設したり，内容の充
実等を行った。
） ， ，６-2 工学部では 学部の規則を見直し
ホームページのソフト面は広報委員
会，ハード面は情報セキュリティ専門
委員会及び情報セキュリティ技術専門
チームが担当し，ホームページの充実

。 ，とセキュリティ対策を実施した また
， ，農学部では 広報委員会が中心となり

農学部の「ロゴマーク」を策定し，今
後積極的に広報活動に活用していくこ
ととした。

【50】 平成20・21年度についても（平成16～18年度の実施状況概略）
３）大学運営の透明性を保つため，法 Ⅲ 広報委員会と広報企画室を中心に，情 引き続き，法令等に基づく情
令等に基づく情報公開及び情報開示 報公開の手続き等については，ホームペ 報公開をホームページ等によ
について対応を行う。 ージに掲載するとともに，法令等に基づ り行うとともに，情報開示の

く情報公開をホームページ等により積極 請求があった場合は，迅速か
的に行った。また，情報開示の請求につ つ適切に対応する。
いては，迅速かつ適切に対応した。

（平成19年度の実施状況）【50-1】
３）広報委員会を中心に，情報公開及 Ⅲ 【50-1】
び情報開示について積極的に対応す ３）広報委員会を中心に，法令等に基づ
る。 く情報公開をホームページ等により積

極的に行った。また，情報開示につい
ては，10件の請求があり迅速かつ適切
に対応した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項

１．特記事項
平成15年度から実施している教員の個人業績評価の結果を，教員の自己研鑽や
能力開発に効果的に結びつけるため，ＦＤ研修会の開催等に継続的に取り組ん【平成16～18事業年度】
だ。

， ， ， ，① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織
人事等の面での特色ある取組 ③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ

るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合
◇「評価の充実に関する目標」に関する事項

本学では，このような状況は生じていない。
法人化後の自己点検・評価に係る業務は，常置委員会の１つである評価委員

（ ）会が担当している 委員会の構成は 企画・評価担当の副学長が委員長を務め。 ， ， ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある
場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）他に各学部の評価担当副学部長，学内共同教育研究施設等の選出教員，事務担 。

当職員が委員を務めている。下部組織として，各学部及び学内共同教育研究施
設等，事務局のそれぞれに部局委員会を設けて業務の推進に当たった。 本学では，このような状況は生じていない。
大学評価に関する活動として，①国立大学法人評価委員会による事業年度業

務実績に係る評価，②大学機関別認証評価，③本学による自己点検・評価，④ 】【平成19事業年度
本学による教員個人業績評価，の４つに取り組んだ。これらを通じて本学の活

， ， ， ，動に関わる特徴を把握し，摘出された問題点について，役員会と常置委員会が ① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織
人事等の面での特色ある取組中心となって全学的な検討を行い，該当する部局において改善策を講じた。

◇「情報公開等の推進に関する目標」に関する事項 ◇「評価の充実に関する目標」に関する事項

法人化を契機に，情報公開等の活動を推進するため，総務部に広報企画室を 本学の評価委員会を中心に，部局評価委員会等との連携を図りながら，平成
設置したほか，常置委員会の広報委員会を拡充し，下部組織として広報誌編集 19年度は，①平成18年度業務実績に係る国立大学法人評価委員会による評価，
専門委員会とホームページ管理運営専門委員会の二つを設けた。広報委員会の 並びに平成19年度及び中期目標期間に係る業務実績評価の準備，②大学評価・
構成は，平成18年度新たに配置した広報担当副学長が委員長を務め，他に各学 学位授与機構による大学機関別認証評価，③本学が実施する研究活動を対象に
部の学部長又は副学部長 委員長指名教員 事務担当職員が委員を務めている した自己点検・評価（報告書「研究活動の現状と課題」を公表 ，④本学が実施， ， 。 ）
広報委員会と広報企画室が中心となり，大学ホームページを活用して情報公 する教員の個人業績評価，の４つの自己点検・評価等に取り組んだ。これらを

開を進め，情報開示要求に対して迅速に対応した。また，ホームページ管理運 通じて本学の活動に関わる特徴を把握し，摘出された問題点について，役員会
営専門委員会で，大学ホームページの見直しについて検討を進め，学内情報の と常置委員会が中心となって全学的な検討を行い，該当する部局において改善
共有化のために教職員向けのホームページの充実に努めた。 策を講じた。大学機関別認証評価では，平成20年３月に「大学評価・学位授与
各学部や全国共同利用施設，学内共同教育研究施設においても各種印刷物や 機構が定める大学評価基準を満たしている 」との評価結果を受けた。。

ホームページ等を利用して，独自の工夫を凝らして情報公開等の推進にあたっ また，全国共同利用施設である乾燥地研究センターでは 「乾燥地研究センタ，
た。たとえば工学部では，技術シーズ集を作成して学部ホームページ上で公開 ー研究推進戦略」の実行に反映させるため，海外及び国内の乾燥地研究等に関
し，農学部では，教員の研究内容等を紹介するホームページを作成して，それ 連のある有識者７名による共同利用・共同研究等に関する国際外部評価を実施
ぞれの情報提供活動を充実させた。 し，評価結果を「Report of the 2007 International External Review of the

Arid Land Research Center (ALRC),Tottori University 」として平成19年12
月に取りまとめた。② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に
総合メディア基盤センターでは，同センターの活動，学内ネットワーク，計進めるための様々な工夫

算機システム等について，平成20年１月に５名の外部評価委員で構成する外部
大学評価に係る多くのプロジェクトを効率的に進めるため，評価委員会の下 評価委員会による外部評価を受け，その評価結果を取りまとめた。

に「鳥取大学評価データベース」構築のためのワーキンググループを組織し，
◇「情報公開等の推進に関する目標」に関する事項評価担当副学長を中心に検討した。本年度については，総務部所轄の役員会と

経営協議会，教育研究評議会，並びに農学部の教授会と代議員会について，法
人化以降の会議資料をデータベース化した。平成18年度から大学評価に係る業 全学的観点からの大学広報として，認知度アップと信頼性確保等，積極的な
務体制を強化する目的で，各学部に評価担当の副学部長を配置した。さらに， 情報発信のため，戦略的経費に「広報戦略経費 （2,000万円）を盛り込み，以」

下の取組みを行った。
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①大学ホームページをリニューアル，②大学紹介ＤＶＤの作成と，高校等へ 】【平成19事業年度

配布，ホームページへ掲載，③広報誌「風紋」の配布部数を4,000部から11,000
部に増刷，④本学の認知度アップのため，新聞紙面に本学を紹介した企画記事 平成19年度においても広報委員会と広報企画室を中心にして，本学の活動に
を４回掲載，そのうち１回は学長と鳥取県知事との対談をケーブルＴＶを利用 関わる情報発信に積極的に取り組んだ。上記「情報公開等の推進に関する目標
して広く鳥取県内に放送，⑤大学の特色ある教育・研究の取組みを進学情報誌 に関する事項」で記した取組みのほかに，例えば，ホームページのメニュー項
に掲載，⑥鳥取県内の民放テレビ局の番組で「大学紹介」を２回放送，⑦関西 目の見直し及びデザインの統一性を図るため，ウェッブサーバーにＣＭＳ（コ
エリアへの本学の認知度アップのため 関西の新聞に学生募集広告を掲載した ンテンツ,マネジメント・システム）を導入したり，附属図書館のホームページ， 。
さらに，学生，地域に，より一層本学へ親しみを感じてもらうため，また， に，英語ページの作成，電子ジャーナル検索機能向上（リンクリゾルバーの導

大学構成員の連帯感を高め 地域社会に本学をアピールすることを目的として 入）を図った。また，マスコミ関係者へ大学の行事等を定期的に提供するとと， ，
本学にふさわしい シンボルマーク 及び イメージキャラクター を選定し もに，鳥取県教育記者クラブとの意見交換会を11月に実施するなど，鳥取県内「 」 「 」 ，
平成20年度にはホームページ，各種出版物，封筒 などに使用し，広く広報活 の教育関係記者等との連携を図った。
動に活用することとした。

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に
進めるための様々な工夫 【平成16～18事業年度】

教員個人業績調査票の入力データについては，科学研究費補助金，共同研究 自己点検・評価活動を通じて明らかになった改善を要する事項については，
等の研究に関するデータを事務局であらかじめ入力することにより，各教員の 役員会や教育研究評議会，各常置委員会等の全学的な場で報告し，改善策を検
入力負担を軽減した。平成20年度はシラバス等教育に関するデータを，事務局 討すると同時に，評価委員会と連携を取りながら各部局において具体的な対策
で事前に入力することを検討する。 を講じるようにしている。改善策の実施状況に関しては，鳥取大学が内部で行
本学の評価委員会を中心に 評価業務の効率的かつ効果的な推進を図るため う監査等を通じて詳細に点検し，改善策を迅速に実行に移して効果が得られる， ，
評価に必要となる役員会，常置委員会等の主要会議資料及び学部教授会等資料 ように努力している。
をデータベース化し，鳥取大学評価データベースとして構築し，試験運用を開 国立大学法人評価委員会による平成17年度の業務実績に関する外部評価によ
始した。 り，本学の活動が中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいること，

そして，業務運営については，教職員の個人業績評価を実施し，その結果を有
効活用している点に着目して，特筆すべき進捗状況にあるとの評価を得た。③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ
同時に，①「労務，情報など高い専門性を担当する部署，労務・安全室，情るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合

報企画推進課の充実を図る ，②「全国共同利用施設及びその他の教育研究施設」
本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。 は，教育研究の進展の動向や社会のニーズ等に対応して整備充実する ，③「災」

害，事件・事故，薬品管理等に関する全学的なマニュアルの策定」の３項目に
ついて取組みの遅れを指摘された。これらの点については，役員会や教育研究④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある（ ）
評議会，常置委員会が中心となって検討を行い，担当部局において改善策を講場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）。
じて取組みを進展させた。

本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。 平成17事業年度業務実績の評価において，中期目標・中期計画の達成に向け
て特筆すべき進捗状況にあるとの評価を受けた，自己点検・評価方式に基づく
教職員の個人業績評価については，その活動を継続して，結果を自己研鑽やイ２．共通事項に係る取組状況
ンセンティブの付与等に活用した。併せて，ＦＤ研修会を重ねて開催し，教員○情報公開の促進が図られているか。
の主体的な能力開発のための活動を組織的に支援した。また 「教員個人業績調，
査票」データベース等を活用して「研究者総覧」及び「科学技術相談一覧」を【平成16～18事業年度】
作成し，印刷物配布と同時に大学インターネット上に配置して，情報公開を進

広報委員会と広報企画室を中心にして，本学の活動に関わる情報発信に積極 めた。
的に取り組んだ。部局等から学内情報が広報企画室へ集積するよう広報委員会
で周知を図り，学内情報を行事一覧として取りまとめ，大学ホームページ上に 】【平成19事業年度

。 ， ，掲載して情報公開に努めた 特に 報道機関に対して積極的に情報提供を行い
鳥取県及び県内４市の公共機関等に対しても情報提供した。また，鳥取・東京 平成18事業年度業務実績の評価結果において，課題として指摘された事項は
・大阪の鳥取大 学サテライトオフィスと連携して，イベント情報や刊行物等 なかった。また，平成17年度業務実績の評価結果において，取組の遅れを指摘

，「（ ） 」の提供を行った。 された事項については １ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等
「最近の就職活動事情」を特集して，学内外に広く配布した。各学部や全国 及び「 ４）その他業務運営に関する重要事項に関する特記事項」の「従前の業（

共同利用施設，学内共同教育研究施設においても各種印刷物やホームページ等 務実績の評価結果について運営に活用しているか 」欄に記したように，平成19。
を利用して，独自の工夫を凝らして情報発信を行った。工学部では，技術シー 年度においても対策を講じて改善を行った。
ズ集を作成して学部ホームページ上で公開し，情報提供活動を充実させた。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他業務運営に関する重要事項

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

１）施設設備に関する長期的な構想を策定し，計画的な施設整備・管理を行う。
２）豊かなキャンパスづくりの推進を図る。中
３）施設整備・管理に当たっては環境保全と省エネルギーに十分配慮する。
４）制定した規則に基づき，施設等の点検を実施し有効利用を促進する。期
５）全学共用スペースの確保とその有効利用を促進する。
６）新増築に際しては，全スペースの２０％を全学共用スペースとし，また改修についても全学共用スペースを設けることとし，これらの共用スペースは，目
ルールに基づき有効利用する。また，適宜利用状況を点検し，不適当な利用の場合は退去勧告し，利用の再検討を行う。

標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）【51】
１）早期に本学の施設整備の長期計画 Ⅳ 施設・環境委員会を中心に施設整備の 米子キャンパスの施設整備
を作成する。 長期計画について検討を行い，平成18年 マスタープランの策定を，が

度にマスタープランの目標，施設の整備 んセンター関連施設として放
方針，長期目標，施設マネジメント等全 射線治療棟の新営計画，第二
学的な基本事項等を「鳥取大学施設整備 中央診療棟の改修計画等と併
マスタ－プラン（鳥取キャンパス）～理 せて行い，平成18年度に策定
想のキャンパス創造にむけて～」として した鳥取キャンパスのマスタ
策定した。 ープランと併せ，フォローア

ップを行う。

（平成19年度の実施状況）
がんセンター関連施設である放射線

治療棟の新営計画，第二中央診療棟の
改修計画等と併せて，米子キャンパス
の施設整備マスタープランの策定を行
うこととした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【52】
２）２年毎に全学的な施設整備及び有 Ⅳ 平成16年度に，工学部の施設の有効活 平成20年度は，農学部の施

。効利用状況に関する点検調査を実施 用調査を実施するとともに，平成17年度 設の有効活用調査を実施する
，し，報告書を作成するとともに学長 に設備等の追加調査を実施し，施設・環 農学部以外の施設についても

は必要な勧告を行う。 境委員会に報告した。 使用形態の変更等に伴う見直
平成18年度には，医学部，地域学部， し作業を引き続き実施する。

共通教育棟の施設の有効活用調査を実施 また，施設維持管理費によ
した。 る改善事項の選定にあたり，

評価表を基に緊急度，優先度
を評価し，引き続き計画的・

【52-1,53-1】 効率的な施設改善を行う。（平成19年度の実施状況）
１）施設マネジメントとして有効利用 Ⅳ 【52-1,53-1】
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状況の調査を行い，若手研究者スペ １）平成18年度に実施した医学部，地域
ース，学生スペース，共用スペース 学部，共通教育棟の有効活用調査の報

， ，の創出に活用する。また，部局の改 告書を作成し 施設整備の検討の際に
善要望や施設パトロールでの改善事 共用スペース等を確保するため活用し
項を，緊急度，優先度等を評価表に た。
より数値化し，順位を決めて，施設 また，施設維持管理費による改善事
維持管理経費の計画的・効率的な実 項の選定にあたって，評価表を基に優
施を行う。 先度を判定し，学生生活支援施設の整

備（課外活動施設（部室）整備，第１
体育館内部改修，男子寮玄関前舗装整
備など）や，教育組織の改編等に対応

（ ）した整備 医学部校舎３号館改修など
を計画的に実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【53】
３）早期に全学の共用スペースの確保 Ⅳ 施設整備マスタープランで共用スペー 改修を計画している地域学
計画を作成する。 スの確保目標を制定し，新増築及び改修 部，工学部，医学部等の大型

整備に併せて共用スペースの確保を実施 改修実施に際し，施設整備マ
した。共同研究スペースの確保目標は， スタープランに基づき，共用
原則として新増築面積の20％，改修整備 スペースを確保する。
面積の概ね10％とし，若手研究者のスペ
ースの確保目標は，新増築及び改修面積
の概ね５％とした。

（平成19年度の実施状況）

年度計画【52-1,53-1】の「平成19年
度の実施状況」欄を参照。

（平成16～18年度の実施状況概略）【54】
４）耐震性の確保，老朽施設の改善を Ⅳ 工学部，農学部（Ⅰ，Ⅱ期）の耐震改 耐震性の確保については，
図るための改修計画を順次進める。 修を実施した。 小規模施設の整備は年次計画

また，アメニティ環境の向上のため， により施設維持管理費で計画
老朽化した武道館及び部室を建て替え 的に改善する。大型の改修事
た。 業については，施設補助金等
さらに，アスベスト対策事業として， の獲得をめざし，概算要求を

職員宿舎，工学部校舎等のアスベスト等 行う。
含有吹付材の除去工事を実施した。 また，老朽施設の改善につ

いては，施設維持管理費によ
り緊急度，優先度を評価し計

【54-1】 画的・効率的に整備し，教育（平成19年度の実施状況）
２）耐震性の確保及び教育研究ニーズ 【54-1】 研究ニーズに対応した施設設
に対応した施設設備，アメニティ環 Ⅳ ２）農学部（Ⅲ期 ，共通教育棟，大学 備，アメニティ環境の向上を）
境の向上のために老朽施設の再生を 会館，第一体育館，武道館（鳥取キャ 行う。
図り，安全安心な施設設備を推進す ンパス ，附属特別支援学校体育館， 平成20年度には，総合研究）
る。 医学部附属病院第二中央診療棟，看護 棟改修（医学部校舎 ，総合）

師宿舎及び乾燥地研究センター 一部 研究棟（地域学部校舎）第１（ ）
の耐震改修を実施した。 期改修，工学研究棟（工学部
また，教育研究ニーズに対応した施 校舎）の耐震工事を行う。ま

設設備として，医学部校舎３号館に臨 た，医学部附属病院の外来・
床心理相談センター施設を整備，講義 中央診療棟玄関，車寄せに庇
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実習棟２階実習室を講義室に改修など を延長し，患者の乗降時に利
をした。アメニティ環境の向上のため 便を図る。
， ，に 医学図書館閲覧室の空調設備更新
及び医療の充実のため手術室空調の改
修工事を施工した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【55】
５ 学内の交通計画の見直しを実施し Ⅲ 施設整備マスタープラン（鳥取キャン 施設整備マスタープランの） ，
道路改修・歩道・駐車場の整備計画 パス）において，鳥取地区の交通計画を 交通計画に基づき，計画的な
及び入構規制の具体的計画を策定す 策定した。 整備を行う。

， ，る。 駐車場の整備では，鳥取キャンパス第 また 米子キャンパスでは
２駐車場，米子キャンパス第３駐車場， 砂利敷きの仮設駐車場を舗装
地域学部技術棟前に身体障害者用駐車場 し，利用者の利便性を図る。

。 ，の整備を実施した 医学部附属病院では
外来駐車場を立体化し駐車台数を確保し
た。

， ， ， ，また 地域学部 共通教育棟 学生寮
国際交流会館の駐輪場を整備した。

（平成19年度の実施状況）【55-1】
３）交通計画に基づく，道路・歩道・ Ⅲ 【55-1】
駐車場・駐輪場等の整備を実施する ３）交通計画及び駐輪場計画に基づき，。

医学部，共通教育棟，農学部，総合メ
ディア基盤センター等の駐輪場を整備
するとともに，鳥取キャンパスにおい
ては，平成19年４月から自転車登録制
度を実施し，通勤・通学に自転車を使
用する者に自転車登録証を交付した。
また，鳥取キャンパスでは正門付近

の道路に自転車と車の分離表示を行
い，米子キャンパスでは，第３駐車場
付近の歩車道分離工事を実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【56】
６）点字ブロック・点字標識・障害者 Ⅳ 施設整備マスタープラン（鳥取キャン 施設整備マスタープランの
用エレベーター・障害者用トイレの パス）において，ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン計画に

， 。整備に努める。また，学内サイン計 計画を策定した。 基づき 計画的な整備を行う
， ，画を策定し年次的に整備していく。 また，身体障害者用エレベーターを工 また 米子キャンパスでは

学部に，スロープを事務局，総合メディ （旧）保健学科棟の玄関スロ
ア基盤センター，地域共同研究センター ープの設置及びトイレを多目
に，身体障害者用トイレを工学部，農学 的トイレに改修するなど施設
部，地域学部，附属図書館，附属特別支 整備を実施する。
援学校等に整備した。
医学部附属病院では，個室病室のトイ

レ及びシャワー室のバリアフリー化を図
った。

（平成19年度の実施状況）【56-1】
４）新たに策定した施設整備マスター Ⅲ 【56-1】
プランに基づき，ユニバーサルデザ ４）施設整備マスタープランに基づき，
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イン化 省エネルギー化を推進する 身体障害者用エレベーターを大学会， 。

館，共通教育棟，スロープを医学部記
念講堂，共通教育棟，身体障害者用ト
イレを武道場，附属小・中学校中央棟
に，オストメイト対応のトイレを大学
会館に整備した。
また，照明器具，空調機等に高効率

化機器の使用，人・照度感知センサー
の設置，ハイブリット式外灯の導入に
加え，大学会館の改修において，屋上
緑化を実施するなどにより省エネルギ
ー化を推進した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【57】
７）早期にゴミの分別収集を徹底し， Ⅲ 施設・環境委員会に環境マネジメント 環境配慮促進法に基づく環
次年度の減量化目標を策定して実施 専門委員会を設置し，ゴミの分別等の環 境報告書を公表する。また，
するサイクルを定着させる。 境マネジメントの検討を開始した。 ゴミの分別収集を徹底すると

また，平成17年度から法律で義務づけ ともに，環境配慮の計画を実
られた「環境報告書」を作成・公表する 行する。
とともに，毎年度 「環境手帳」を構成，
員に配布し，構内美化，省エネルギー，
ゴミの減量化等の環境保全に関する啓発
を図った。工学部では，毎週火曜日に学
生・教職員が一体となってゴミの分別収
集を行った。

（平成19年度の実施状況）【57-1】
５ 「環境情報の提供の促進等による特 Ⅲ 【57-1】）
定事業者等の環境に配慮した事業活 ５-1）法律に基づき，平成18年度の環境
動の促進に関する法律（環境配慮促 報告書を作成し，平成19年７月に公表
進法 」による「環境報告書」を作成 した。）
し公表するとともに，ゴミの分別収 また，廃棄物の削減等の「環境配慮
集等の基本方針を策定する。 の目標・計画」を制定し，目標達成に

向けて計画を実行した。
５-2）ゴミの分別等の環境保全活動を推
進するため，環境マネジメントシステ
ムを構築し，平成19年４月から運用を
開始した。
また，ゴミの分別収集の基本方針を

策定し，全構成員に対し環境手帳を配
布して周知を図るとともに，新入生オ
リエンテーションにおいて，ゴミの分
別について周知した。

５-3）医学部では，個人情報が記載され
ているため資源ゴミとして扱えなかっ
た紙を，シュレッダーすることにより
資源ゴミとした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【58】
８）環境美化に対する組織を整備し， Ⅳ 環境美化をはじめとする環境保全活動 鳥取キャンパスでは，年３
啓発活動に努めるとともに，学生を については，環境担当理事の下，環境委 回，学生及び職員による環境
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，含めたキャンパス・クリーン活動を 員会を中心に環境マネジメントシステム 美化作業を実施するとともに

年３回行う。 により，環境に関する情報のホームペー 構内環境の維持保全に係る年
ジ掲載や環境手帳の配布を通じて，環境 間計画を作成・実施する。
保全に係る啓発活動を実施した。 米子キャンパスでは，一斉
毎年度３回，学生及び職員による環境 清掃を年４回実施し，遊歩道

美化作業を実施した。また，鳥取市，米 の整備及び学生・職員のボラ
子市等の美化行事に参加した。例えば， ンティアによる草花の花壇の
米子地区の学生及び職員 約130名 は 整備を実施する。（ ） ，
平成18年６月にラムサール条約登録記念
中海・宍道湖一斉清掃に参加した。
平成17年度には，不法投棄された廃棄

物の処理を実施し，不法投棄禁止看板を
設置するとともに，ホームページ掲載に
よる広報を実施した。

（平成19年度の実施状況）【58-1】
６）キャンパスの美化活動として，学 Ⅳ 【58-1】
生・職員による一斉清掃を年３回以 ６-1）鳥取キャンパスでは，美化活動と
上実施する。 して，学生及び職員による一斉清掃を

３回（平成19年６月，８月，10月）実
施した。また，そのほかに各学部にお
， 。いて 学部周辺の草刈り等を実施した

６-2）米子キャンパスでは，一斉清掃を
４回実施するとともに，医学部附属病
院外来棟玄関を花で飾るため 「ガー，
デニングボランティア」を組織し，小
庭の整備・植樹等を行ったり，医学部
の飛鳥の森に，遊歩道・薬草園を完成
さた。また，ラムサール条約による中
海・宍道湖一斉清掃に約100名の教職
員及び学生がボランティア参加した。

６-3）鳥取砂丘景観保全協議会が主催す
る鳥取砂丘の除草作業に，農学部を中
心とした学生・教職員のボランティア
209名が参加して除草作業を行った。
この活動に対して，鳥取県知事から平
成19年11月に感謝状が贈呈された。

（平成16～18年度の実施状況概略）【59】
９）早期に毒劇物関係法令，化学物質 Ⅲ 平成16年４月に環境汚染防止関係法の 平成20年度早期に，化学物
排出把握管理促進法（PRTR法 ，環 担当部署として，施設環境部に企画環境 質管理規則の改正を行う。ま）
境汚染防止関係法の担当部署を一元 課を設置した。 た，化学物質管理マニュアル
化する。それらに関する現状把握， また，平成16年11月に鳥取大学化学物 （案）を作成する。

，現状分析，管理法，減量化等の対策 質管理規則を制定し，施設・環境委員会 平成20・21年度も引き続き
案を作成する。 （平成19年度から環境委員会）に化学物 化学物質の使用者に対し，管

質専門委員会を設置して，毒劇物関係法 理等についての研修会を，安
令，化学物質排出把握管理促進法（ＰＲ 全衛生委員会と共同で実施す
ＴＲ法 ，環境汚染防止関係法に基づく る。）
管理状況を把握・分析し，毒劇物等の管
理法，減量化等の対策案を策定した。さ
らに，ＰＲＴＲ法に基づく購入数量を調
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査するとともに，代替薬品の使用を促進
し，排出量抑制の取組みを行った。

（平成19年度の実施状況）【59-1】
８）毒劇物関係法令，化学物質排出把 Ⅲ 【59-1】
握管理促進法（PRTR法 ，環境汚染防 ８）化学物質専門委員会において，ＰＲ）
止関係法関連の化学物質について， ＴＲ法等に対応した適正な管理を推進
より一層適正な管理を図るため，鳥 するため，平成20年度の改正に向け鳥
取大学化学物質管理規則の見直しを 取大学化学物質管理規則の改正案を作
検討する。 成した。

また，化学物質の使用者に対し，Ｍ
ＳＤＳ制度の講習会を平成19年７月及
び９月に実施した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他業務運営に関する重要事項

② 安全管理に関する目標

１）専門の部署を設け，安全，安心を最重要課題と位置づけ，施設整備及び大学運営の中に反映できるシステムを構築する。
中
期
目
標

進 捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状 況

中期計画 平成19年度計画 中 年
中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度
期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）○労働安全衛生法等を踏まえた安全管
理・事故防止に関する具体的方策 Ⅲ 労働安全衛生法に基づき，安全衛生管 平成20・21年度においても
【60】 理規程を制定し，各事業場に安全衛生委 引き続き，労働安全衛生法等

， ， ， ，１）労働安全衛生法により定められた 員会 総括安全衛生管理者 衛生管理者 や安全衛生管理規程に基づき
実施要綱，実施手順により見直しを 産業医等を設置するとともに，安全衛生 安全衛生委員会の開催，職場
行い，定期点検を含む必要な業務を を担当する部署として，事務局に人事管 巡視等を実施し，安全衛生管
行う専門的な部署を設ける。 理課，企画環境課を設置し，安全衛生管 理に努めるとともに，衛生管

理体制を整備した。 理者等の必要な資格者の養成
第１種衛生管理者，衛生工学衛生管理 を計画的に行う。

者等の資格取得や，必要な講習等の受講 また，メンタルヘルス研修
を計画的に行った。 会を継続して実施する。
職員のメンタルヘルス対策として，監

督者の意識啓発のためのガイドブックを
作成し，外部に「鳥取大学こころの電話
相談」窓口を設けた。
また，危機管理体制を強化するため，

リスク管理に関する規則及びリスク管理
ガイドラインを制定し，それに基づくリ
スク管理マニュアル，防災マニュアル，
各部局等の危機管理マニュアル等の各業
務・各部局等のマニュアルを整備した。

（平成19年度の実施状況）○労働安全衛生法等を踏まえた安全管
理・事故防止に関する具体的方策 Ⅲ 【60-1】

【60-1】 １-1）労働安全衛生法等に定められてい
１）労働安全衛生法等に対応する労務 る衛生管理者及び産業医による巡視を
・保健担当の人事管理課，環境安全 行うとともに，平成16～18年度に実施
担当の企画環境課が中心となって， した職場巡視で指摘された内容を，事

， ，衛生管理・安全管理・危機管理・事 項ごとに件数 改善策等としてまとめ
故防止の観点から労働安全衛生法等 各部局長等に改めて通知し，安全衛生
に定める必要な措置を講じ，安全衛 等に関する周知徹底を図った。
生管理に努める。 １-2）平成19年10月に，医学部総務課の
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職員を衛生管理者に専任し，米子地区
事業場の衛生管理者を４名から５名に
増員し，安全衛生管理をより機動的に
対応できる体制とした。

１-3）学内の危機・有害業務，安全衛生
設備の状況について全学的調査を平成
19年11月に実施するとともに，実験室
ごとに危険・有害業務の実施状況につ
いて取りまとめ，継続的に状況把握が
できる体制を整えた。平成20年度以降
はこれを基に，定期的にその変動状況
を調査し安全衛生管理に活用すること
とした。
また，大学全体の安全衛生管理の向

上を目的に，３事業場の安全衛生委員
会関係者による懇談会を平成19年９月
に開催し，各事業場における安全衛生
管理の現状と課題について情報交換を
行い，各事業場において，効果的な職
場巡視と安全衛生上の改善措置等の充
実を図った。

１-4）平成19年７月及び９月に，部局ご
とに教職員及び学生を対象として 化，「
学物質の取扱に関する説明会」を実施
し，ＭＳＤＳの制度の説明及び化学物
質使用に関する啓発教育を行った。

（平成19年度の実施状況）【60-2】
２）職員の健康保持・増進を図るため Ⅲ 【60-2】
の方策を検討する。 ２-1）課長以上の管理職を対象に，心の

健康，長期病休者を出さない対処策等
を学ぶ 「メンタルヘルス研修会」を，
平成19年８月に，業務・労働時間等の
適正管理を修得する「労務管理に関す
る研修会」を10月に実施した。
また，精神的疾患による長期病気休

職者の職務復帰支援策について，安全
衛生委員会等で検討を行った。

２-2）保健管理センターの体制充実のた
め，平成20年度から非常勤カウンセラ
ーを鳥取地区で雇用時間増，米子地区
で新たに１名雇用することとした。

２-3）過重労働の状態にある部門及び職
員に対し指導を行った。

（平成19年度の実施状況）【60-3】
３）事務・技術系職員の衛生管理者等 Ⅳ 【60-3】
資格の取得促進を図る。 ３）第１種衛生管理者資格を事務職員２

名，技術職員１名が，また，衛生工学
衛生管理者資格を事務職員１名が取得
した。
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また，衛生管理者資格試験受験のた

めの経費確保，受験資格となっている
業務歴を有する者の育成策，高年齢継
続雇用者を活用するための方策等につ
いて，検討を行ったほか，産業医の計
画的養成についても検討を行った。

（平成19年度の実施状況）【60-5】
５）リスク管理規則に基づき，各種リ Ⅲ 【60-5】
スクの担当部署を明確にするととも ５）リスク管理に関する規則及びガイド
に，具体的な要領やマニュアル等に ラインにより各業務・各部局等におけ
より危機管理体制の強化に取り組む る危機管理マニュアル等を作成すると。

ともに，安全衛生に関する説明会や防
災訓練等を実施し，適切に安全管理を
行った。
平成19年度は，新たに次の危機管理

マニュアル等を作成し危機管理体制の
強化を図った。
①病原体等の取扱い及び管理を安全に
行い，感染症の発生等の事故を防止
するため，生物災害等防止安全管理
規則を制定し，安全委員会や病原体
等取扱主任者，各部局等の安全責任
者などを設けて，安全管理体制を強
化した。
②総合メディア基盤センターでは，同
センターにおける災害発生時及び事
件・事故発生時における非常時マニ

「 」ュアルとして 危機管理マニュアル
を作成した。
③施設環境部では，工事に係るクレー
ム処理，事故対応の危機管理マニュ
アル（緊急連絡網）を作成し，携帯
した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【61】
２）施設設備についても安全点検及び Ⅲ 放射線安全委員会の委員長を研究・国 平成20・21年度においても
報告義務を課する。 際交流担当理事とし，生命機能研究支援 引き続き，第１種放射線取得

センターの連携の下，全学的な安全管理 主任者及び作業環境測定士の
体制とした。 資格取得を促進し，安全管理
鳥取地区，米子地区の放射線取扱主任 体制の充実を図り，放射性同

資格者が，相互に放射性同位元素等取扱 位元素等取扱施設の安全点検
施設の安全点検を実施し，点検結果を学 ・報告を引き続き行う。
長へ報告するとともに，作業環境測定士 平成20年４月から施行する
による放射性物質濃度の測定を毎月行 動物実験規則に基づき，動物
い，各施設長などへ報告した。 実験に係る安全確保等につい
平成18年度末現在の第１種放射線取扱 て，研究担当理事を委員長と

主任者は15名，作業環境測定士は２名と した全学的な委員会として，
なった。 動物実験委員会を運営する。

さらに，平成20・21年度に
おいても引き続き，遺伝子組
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【60-4,61-1】 換え，動物実験，ヒトＥＳ細（平成19年度の実施状況）
４）ＲＩ安全管理体制の強化のため， Ⅲ 【60-4,61-1】 胞研究，ＲＩ実験などの教育

。ＲＩを取り扱う教員の中から第１種 ４）第１種作業環境測定士資格を，生命 訓練の充実を図る予定である
放射線取扱主任者の資格取得と作業 機能研究支援センター教員１名が取得
環境測定士の資格取得を促進する。 した。また，放射線取扱主任者資格を

農学部教員１名が取得した。
医学部附属病院では，第１種放射線

取扱試験に３名合格し，今後，実務研
修を受けると放射線取扱主任者に認定
する予定である。

（平成19年度の実施状況）【60-6,61-2】
６）生命機能研究支援センターは，各 Ⅲ 【60-6,61-2】
安全委員会と連携し，組み換えＤＮ ６-1）生命機能研究支援センターは，文
Ａ実験，動物実験，ＲＩ実験等に対 部科学省担当者の講師による遺伝子組
する安全管理の強化を図る。 換え，動物実験，ヒトＥＳ細胞研究に

係る安全・管理等の講演会を，平成19
年11月に実施した。本講演会は，全国
12箇所の大学にライブストリーミング

， 。配信を行い 全国で200人が受講した
６-2）動物実験のガイドライン改定に伴
い，生命機能研究支援センターが中心

， ，となり 全学の動物実験規則を制定し
平成20年４月から全学の動物実験委員
会を設置することとした。

６-3）生命機能研究支援センター遺伝子
「 」 ，探索分野は 遺伝子組換え委員会 を

放射線応用科学分野は「放射線安全委
員会」等の全学委員会をそれぞれ支援
し，安全管理の強化を図った。また，
遺伝子探索分野は「ヒトＥＳ細胞使用
研究倫理審査委員会」を支援した。

（平成16～18年度の実施状況概略）○学生等の安全確保等に関する具体的
方策 Ⅲ 学生等の安全確保のため，各学部毎に 平成20・21年度においても
【62】 安全マニュアル等を配布し，周知徹底を 引き続き，各学部毎に安全マ
１）学生等の教育研究中の安全確保に 図った。 ニュアル等を入学時オリエン
ついても関連実験毎に安全指針及び 地域学部では，非常時行動マニュアル テーション等において配布，
手順の作成を行い，必要な事項は見 及び事件・事故発生時の対応マニュアル 研究室に常備などにより，実
やすい所への掲示を義務づける。 を作成し，研究室に常備し，学生がいつ 験・実習等の事故防止の徹底

でも見られるようにした。また，安全マ を図る。また，セキュリティ
ニュアル（化学・物理実験・情報基礎実 ポールを整備し，防犯対策，
習・工芸制作及び自然系野外実習等）を 安全確保の強化を図る予定で
学生に周知徹底した。外国等への学生派 ある。
遣時には緊急連絡網を作成し関係者に配 また，ＲＩ法定教育訓練を
布した。 新規及び継続利用者に対して
医学部では，入学時オリエンテーショ 春期，秋期に実施する。

ン等において，実験・実習に対する安全
， 。マニュアルを配布し 周知徹底を図った

工学部では，新入生に安全の手引きを
配布し，周知徹底を図った。
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農学部では，研究室毎に注意事項等を

周知するとともに，特に化学実験につい
ては 「実験を安全に行うために」と題，
する冊子や安全保護メガネの購入を学生
に義務づけた。

（平成19年度の実施状況）○学生等の安全確保等に関する具体的
方策 Ⅲ 【62-1】
【62-1】 １）学生の実験・実習等における事故防
１）学生の実験・実習及び卒業研究中 止のため，各学部毎に安全マニュアル
の安全確保を図るため，入学時等に 等を入学時オリエンテーション等にお
事故防止についてのガイダンスを行 いて配布し，また，研究室に常備する
うとともに，安全マニュアル等を作 などにより，引き続き事故防止の周知
成し周知徹底する。 徹底を図った。

また，農学部では，平成20年度に安
全シャワーの位置をわかりやすく表示
する準備をした。農学部附属フィール
ドサイエンスセンターでは，実習等に
おける事故防止等を目的に，平成19年
９月に 農業機械安全使用講習会 約「 」（
30名受講）を実施した。

（平成19年度の実施状況）【62-2】
４）RI法定教育訓練を新規及び継続利 Ⅲ 【62-2】
用者に対して年２回実施する。教育 ４）米子地区（新規５回，継続10回）と
訓練の内容に関しては見直しを図る 鳥取地区（新規４回，継続３回）の法。

定教育訓練を，春期と秋期に分けて行
った。また，教育訓練の内容について
も見直しを行い，新法令に対応したＤ
ＶＤやその内容の補足説明用プレゼン
テーション資料を作成・使用して実施
した。
また，医学部及び附属病院では，３

ヶ月に１回の割合で，ＲＩ法令に遵守
。 ，した教育訓練を実施した 工学部では

Ｘ線発生装置に対して放射線安全委員
会を組織し，教育訓練を行った。

（平成19年度の実施状況）【62-3】
６）平成１８年度に設置したセキュリ Ⅲ 【62-3】
ティーポールを活用し，鳥取地区の ６）平成18年度に設置したセキュリティ
防犯対策及び学生等の安全確保を図 ーポール３基に加え，大学会館及び課
るとともに，セキュリティーポール 外活動施設周辺に２基増設し，防犯及
増設について検討する。 び安全確保に努めた。

また，附属図書館では，館内の盗難
・事故等の防犯対策として，中央図書
館及び医学部分館（医学図書館）内に
防犯カメラを設置し，学生等利用者の
安全確保を図った。
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（平成16～18年度の実施状況概略）【63】

２）IT関連の安全管理についてもソフ Ⅲ 鳥取大学情報セキュリティ基本方針に 平成20・21年度においても
ト面（教育）を含め万全を期す。 関する規則及び情報セキュリティ対策基 引き続き，全職員を対象とし

準に関する規則を制定するとともに，全 た情報セキュリティに関する
てのパソコン及び学生の必携パソコン 研修会を開催するとともに，
に，ウィルス対策用ソフトウェアを組み 新入生に対して，大学入門科
込み安全対策を強化した。 目「情報リテラシ」により，
また，全職員を対象とする情報セキュ 情報倫理等の教育を実施し，

リティ職員研修会を年４回開催し，情報 情報関連の安全管理を徹底す
セキュリティに関する意識向上を図っ る。
た。
新入生に対しては，全学共通科目の１

年次必修科目である大学入門科目「情報
リテラシ」により，情報倫理とインター
ネット上のリスクについて教育を実施し
た。

（平成19年度の実施状況）【63-1】
２）新入生に対して情報倫理講習会を Ⅲ 【63-1】
実施する。 ２）全学共通科目の１年次必修科目であ

る大学入門科目「情報リテラシ」によ
り，情報倫理とインターネット上のリ
スクについて教育を実施した。

（平成19年度の実施状況）【63-2】
３）情報委員会と総合メディア基盤セ Ⅲ 【63-2】
ンターが協力してセキュリティ向上 ３）情報委員会と総合メディア基盤セン
に必要な環境整備を行うとともに， ターは，サーバのセキュリティ検査
職員，学生等の利用者に対する研修 （22台）を実施するとともに，部局セ
を行う。 キュリティ責任者及びサーバ管理者向

けの講習会２回，全職員を対象とする
「情報セキュリティ職員研修会」を４
回（平成19年８月及び９月）実施し，
さらに「フォローアップ研修会」２回
（平成19年８月及び平成20年２月）を
開催し，情報セキュリティに対する意
識啓発を図った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【64】
３）附属学校園の児童，生徒，幼児が Ⅳ 各附属学校園では，安全管理計画（危 平成20・21年度においても
安全，安心な生活を送ることができ 機管理マニュアル）を策定して安全管理 引き続き，安全管理計画（危

） ，るように安全の確保に努める。 体制を整備し，訓練実施後にはその都度 機管理マニュアル に基づき
見直した。 火災避難訓練，防犯教室，防
また，不審者対策として，鳥取市内の 犯避難訓練等を行う。

不審者情報に関し，警察，教育委員会等 「緊急地震速報」への対応
との連絡体制を整えるとともに，附属中 について，検討を行う。
学校にさすまたの設置等を行い，通学途 附属小学校においては，緊
上の安全確保に努めた。 急無線連絡器具で校内放送で

きるよう整備を行う。
附属特別支援学校では，緊
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【64-1】 急時に速やかに対応できる連（平成19年度の実施状況）
５）附属学校園の児童，生徒，幼児が Ⅳ 【64-1】 絡体制として，インターホン
安全，安心な生活を送ることができ ５-1）各附属学校園において，安全管理 を各教室に設置し，安全管理
るよう安全の確保に努める。また， 計画 危機管理マニュアル に基づき の徹底を図る。（ ） ，
通学途上の安全確保のため通学路マ 火災・地震避難訓練（11回 ，防犯教）
ップを作成する。 室（１回 ，防犯・不審者対応避難訓）

練（５回 ，交通安全教室・交通指導）
（31回）救命救急講習会（３回）等の
教育活動を実施し，安全意識や防犯意
識の向上を図った。
また，毎月定期的に安全点検を実施

し，不備があった場合は，遊具，屋上
手すり等の修理等改善を行った。

５-2）附属小学校においては，緊急時の
対応を速やかに行うための連絡器具
（トランシーバ）を体育館，プール，
屋外運動場での授業や遠足などの校外
行事で利用し また 連絡システム 緊， ， （
急メール送信システム）を利用して緊
急時に保護者へ連絡して効果的活用を
図った。

５-3）附属４校園では，訓練実施後に誘
導経路，避難方法及び放送の仕方等の
実施方法の検討を行い，安全管理計画
をより実態に即した計画に修正を加え
た。

５-4）附属特別支援学校では，所轄警察
署安全生活課より不審者対応について
の実地指導助言を受けた。

５-5）附属小学校，附属特別支援学校で
は，近隣の公立学校から「子どもかけ
こみ110番マップ」の提供を受け，登
下校の指導に利用した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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（４）その他業務運営に関する重要事項に関する特記事項

学生及び教職員に係るリスク対策・リスク管理を適切に実施する目的で，平１．特記事項
成17年度に制定した「鳥取大学リスク管理に関する規則」に基づき，全学的観
点から「リスク管理ガイドライン」を平成18年度に作成した。併行して，全部【平成16～18事業年度】
局において危機管理マニュアルを完成させ，適切な安全管理が行えるよう環境
を整備した。① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織， ， ， ，
衛生管理者と産業医が一体となって，職場巡視を行うことにより，学生等に人事等の面での特色ある取組

対する保健衛生指導を徹底し，職場巡視の充実を図った。
有害物質等の取扱い上の注意事項を安全衛生委員会で検討し，安全衛生表示◇「施設設備の整備・活用等に関する目標」に関する事項

として実験室等に掲示し，安全衛生管理の充実を図った。
施設設備は，大学の教育研究活動を支える重要な基盤であり，本学では，そ 教職員の健康の維持増進策の一環として，心の健康対策を強化する目的で，

の整備業務を施設環境部が担当している。施設環境担当理事を中心として各学 管理監督者向けのメンタルヘルスガイドブックを作成し，職場環境作りに役立
部等の協力の下に，施設マネジメントに取り組んでいる。 てた。併せて，心の病への対策として，プライバシーを保護し相談しやすい体
先端的科学技術に係る施設設備の整備，学生のキャンパスライフ支援のため 制を整備するため，外部機関と契約して「鳥取大学こころの電話相談」窓口を

の関連施設整備，建物・構築物の耐震性確保，老朽化施設の改修等の目的を掲 設置した。
げて活動を行ってきた。それらの中から主要な事項を列挙すると下記の通りで 情報セキュリティに関して，平成16年度から順次，環境整備を進めてきてお
ある。 り，今年度は総合メディア基盤センターの指導により，全部局を対象に情報セ
「鳥取大学施設整備マスタープラン（鳥取キャンパス 」を策定し，平成18年 キュリティ実施手順書の作成に取組み，大半が完成した。）
度策定した「鳥取大学の教育グランドデザイン」や「鳥取大学における学術研

② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に究推進戦略」との連携を取りながら，今後の施設整備の基本方針と方向性を明
進めるための様々な工夫確にした。

， 「 」施設マネジメント重視のねらいに沿って 平成17年度から 施設維持管理費
を中央経費によって一元管理するようにし，計画に沿って教育・学習関係施設 特徴的な活動は 「特記事項」及び「共通事項に係る取組状況」の【平成16～，
の改修をはじめとする環境整備を進めた。また，施設整備を計画的に進行させ 18事業年度】欄に記したように，施設整備に関して本学のマスタープランを作
るために，基幹施設の調査を実施するとともに，施設巡回パトロ－ルを通じて 成して施設整備の基本方針を明示し，安全管理に関して全学の危機管理マニュ
整備の緊急度や期待される改善効果等を数値化し，整備の優先順位を付した。 アルを整備して危機管理のための基礎固めを行った。
施設整備の補助事業によって工学部，農学部(Ⅰ・Ⅱ期)の耐震改修工事を実

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ施した。全学的観点に立って施設の整備と有効利用を進めるねらいから，工学
るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合部，地域学部，共通教育棟，医学部校舎について，共用スペースの確保状況等

の現地調査を行った。
エネルギー管理規則に基づいて設置している省エネルギー専門部会で，その 本学では，このような状況は生じていない。

使用状況の把握と改善策の検討を行うとともに，省エネパトロールを実施し，
（ ）適正な温度管理及び節電等について指導を行った。設備機器の更新・新設に際 ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある

場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）しては，省エネタイプを使用し，農学部棟改修に伴う空調機器の設置には，GHP 。
機器を選びCO2の削減に努めた。
平成18年７月に「鳥取大学環境憲章」を制定して，世界の環境問題の解決に 本学では，このような状況は生じていない。

， ， ，貢献していくことを宣言し 併せて 環境マネジメント専門委員会を設置して
環境マネジメントの強化に向けて取組みを開始した。こうした活動の一環とし 】【平成19事業年度
て 「鳥取大学環境報告書2005」を作成し公表した。，

， ， ， ，① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化等を目指した 財政 組織
◇「安全管理に関する目標」に関する事項 人事等の面での特色ある取組

◇「施設設備の整備・活用等に関する目標」に関する事項本学の安全管理に係る活動は，常置委員会である環境委員会をはじめ，関係
するその他の常置委員会及び部局等と密接な連携を取りながら進めている。安

（ ） ，全管理に関わる活動として，主要なものを列挙すれば，下記の通りである。 平成18年度に策定した施設整備マスタープラン 鳥取キャンパス に沿って
施設整備の計画的な実施を目指した。戦略的経費である「施設維持管理費」を
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確保し，有効活用調査の分析，施設パトロール等の結果を基に，緊急度，改善 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。
効果等を数値化し整備の優先度を判定して，学生生活支援施設の整備，教育組

２．共通事項に係る取組状況織の改編等に対応した整備などを計画的に実施した。
また，平成18年度補正事業により，農学部校舎（Ⅲ期 ，共通教育棟，大学会）

○施設マネジメント等が適切に行われているか。館，武道館，特別支援学校体育館の耐震改修工事を実施した。また，医学部附
属病院第二中央診療棟，及び看護師宿舎の耐震改修を実施した。加えて，基幹

【平成16～18事業年度】・環境整備として鳥取地区の三浦団地，附属幼稚園，白浜（二）団地の公共下
水道への接続工事を実施した。 施設マネジメント等を徹底するため平成18年度に策定した「鳥取大学施設整
医学部附属病院の冷熱源機器の更新計画では，ESCO事業による実施について 備マスタープラン」は 「鳥取大学の教育グランドデザイン」や「鳥取大学にお，

検討し手続きを開始した。 ける学術研究推進戦略」によって明確にした。これからの教育研究活動の基本
省エネルギーについては，平成18年度に引き続き，省エネパトロール等で適 方針や方向性を，施設整備等を通じて具体的に裏付けるものであり，重要な位

正な温度管理，及び節電等について指導を行い，設備機器の更新・新設に際し 置づけを担っている。
ては，省エネルギータイプを使用し改修工事に伴う空調機器の設置には，GHP機 「鳥取大学における設備整備に関するマスタープラン」では，設備整備の基
器を選定し，CO2削減に努めた。 本方針として①設備導入・更新の方針，②法人による自助努力，維持費等の方
環境マネジメント管理マニュアルについては，環境マネジメント専門委 員 針，③大学及び各研究機関との研究設備の連携使用，再利用等の活用の方針，

会で原案を作成し，策定に向けて検討を開始した。 ④設備の集中管理の方針の四つを明示した。そして，基本方針に沿って生命機
また，ISO14000内部監査員育成講習会を，環境委員会の下部組織である環境 能支援センターで設備の集中管理を進めるなど，具体的な取組みを行った。

マネジメント専門委員会の委員が受講し，環境マネジメントに積極的に取り組
んだ。平成17年度より発行が義務化された環境報告書については 「鳥取大学環 】， 【平成19事業年度
境報告書2006」として，平成19年７月に作成し公表した。

「 」（ ）平成18年度に策定した 鳥取大学施設整備マスタープラン 鳥取キャンパス
で示した施設の整備方針，長期目標，施設マネジメントに沿って，ゾーニング◇「安全管理に関する目標」に関する事項
計画，建物の整備計画，交通計画，ユニバーサルデザイン等の個別計画を通じ

安全管理に関する活動として，平成19年度に実施した主なものを挙げると以 て，上記の特記事項「施設設備の整備・活用等に関する目標」の【平成19事業
下の通りである。 年度】欄に記したような活動を行った。
労働安全衛生法等に基づく衛生管理者及び産業医による巡視を行うとともに また，今後，米子キャンパスの施設整備マスタープランの策定を，がんセン，
平成16～18年度に実施した職場巡視で指摘した内容を整理し，各部局長等に改 ター関連施設である放射線治療棟の新営計画，第二中央診療棟の改修計画等に
めて通知し安全衛生等に関する周知徹底を図った。また，平成19年10月に医学 併せて行い，鳥取キャンパスのマスタープランとともにフォローアップを行う
部総務課の職員を衛生管理者に専任し，米子地区事業場の衛生管理者を４名か こととしている。
ら５名に増員した。

○危機管理への対応策が適切にとられているか。職員及び学生の健康管理体制を充実するため，平成20年度から保健管理セン
ターの非常勤カウンセラーを鳥取地区で雇用時間増を，米子地区で新たに１名

【平成16～18事業年度】雇用することとした。
リスク管理に関する規則及びリスク管理ガイドラインに沿って，各業務・各

部局等における危機管理マニュアル等を引き続き充実し，安全衛生に関する説 「鳥取大学リスク管理に関する規則」に基づき，リスク対策・リスク管理を
明会や防災訓練等を通じて安全管理の徹底を行った。 適切に実施する目的で，当規則を補完するものとして，平成18年度に「リスク

管理ガイドライン」を策定し，このガイドラインに沿って，各分野・各部局で
危機管理マニュアルを整備して危機管理への対策に万全を期した。危機管理マ② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に
ニュアルの具体例を示すと，以下の通りである。進めるための様々な工夫

・防災管理規則（平成17年3月）
特徴的な活動は 「特記事項」及び「共通事項に係る取組状況」の【平成19事 ・化学物質管理規則（平成16年11月），

業年度】欄に記したように，施設整備に関して本学のマスタープランに沿って ・防災マニュアル（鳥取地区 （平成19年3月））
施設整備を進め，安全管理に関して全学の危機管理マニュアルを整備し，講習 ・医学部及び医学部附属病院危機管理マニュアル（平成18年11月）
会等を通じて周知し危機管理を徹底した。 ・工学部危機管理マニュアル（平成18年6月）

・農学部緊急時対応マニュアル（平成18年5月）
・附属図書館非常時行動マニュアル（平日用 （平成17年度）③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ ）
・乾燥地研究センター実験室の操作マニュアル（平成15年9月）るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合
・総合メディア基盤センター危機管理マニュアル（平成19年２月）

本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。 また，労働安全衛生法等に基づく，衛生管理者及び産業医による巡視を実施
し安全衛生管理を徹底したほか，鳥取キャンパス構内に防犯カメラ及びインタ
ーフォン等の機能を備えたセキュリティポールを設置し，米子キャンパス構内④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある（ ）
には，防犯カメラを設置して，構内の安全監視及び通報体制の充実を図った。場合には，その状況，理由（外的要因を含む ）。
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】【平成19事業年度

リスク管理ガイドラインに沿って，平成19年度においては新たに①生物災害
等防止安全管理規則（平成20年３月 ，②総合メディア基盤センター災害発生時）
及び事件・事故発生時における非常時マニュアル（平成19年度版 ，③工事に係）

（ ） 。るクレーム処理・事故対応の危機管理マニュアル 平成19年12月 を作成した
これらのマニュアル等は，既に作成したものと同様に，会議やホームページ

等を通じて，学生及び教職員に周知し，また，防災訓練，トリアージ訓練，化
学物質の取扱に関する説明会，情報セキュリティ職員研修会等を実施し，安全
管理や事故防止等の啓発活動に取り組んだ。
また，引き続き労働安全衛生法等に基づく，衛生管理者及び産業医による巡

視を行い安全衛生管理を徹底したほか，鳥取キャンパス構内にセキュリティポ
ールを２基増設し，附属図書館及び米子キャンパス構内には防犯カメラを設置
して防犯対策及び安全確保に努めた。
「公的研究費の管理・監査ガイドライン（実施基準 」を基に，本学における）
競争的資金等の適正な管理・運営の在り方について検討し，不正使用防止に関
する規定の制定とともに管理及び運営体制を整備した。また，不正使用防止の
ための体制強化として，①物品購入等に係る納品検収の確認強化，②有期契約
職員の勤務事実の確認強化，③出張事実の確認強化のルールの統一化を図り，
競争的資金等の管理マニュアルを作成中である。

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

【平成16～18事業年度】

平成17年度業務実績の評価結果において 「(４)その他業務運営に関する重要，
事項に関する特記事項」では 「全学的な危機管理体制の確立」に取組みの遅れ，
を指摘され，上記「危機管理への対応策が適切にとられているか 」の【平成16。
～18事業年度】欄に記したように対策を講じて改善を行った。

】【平成19事業年度

平成18年度業務実績の評価結果において，課題として指摘された事項はなか
った。また，平成17年度業務実績の評価結果において，取組みの遅れを指摘さ
れた事項については，上記「危機管理への対応策が適切にとられているか 」の。
【平成16～18事業年度】欄に記したように，平成18年度引き続き対策を講じて
改善を行った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

１）シラバスに達成目標を記載し，科目毎に成果の評価を行うシステムを導入し，取得単位，グレード・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ ，進級状況，資格取）
得，卒業などのデータを蓄積し，成果の評価を行い，教育の改善に資する。中

期
２）学生の授業評価，進学や卒業後の進路などから教育成果を評価し教育の改善に資する。目

標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○教養教育の成果に関する具体的目標 ○教養教育の成果に関する具体的目標
の設定 の設定
【65】 【65-1】
１ グレード・ポイント・アベレージ(G １）全学部に導入したグレード・ポイ １）平成15年度から全学部にグレード・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）制度を導入）
PA)制度を導入し具体的な基準等を学 ント・アベレージ(GPA)制度について し，引き続き，そのＧＰＡ制度の基準を「全学共通科目履修案内（平成19年度 」）
生に 履修の手引き 等で公表する その実施状況を調査・分析するとと に掲載し公表した。「 」 。

もに，引き続きその基準を「全学共 また，その制度を活用し，きめ細やかな学習指導を行うとともに，優秀学生育成
通科目履修案内 に掲載し公表する 奨学金受給者の選考及び学生表彰規則による成績優秀者の選考や，成績不振者の指」 。

導を実施した。

【66】 【66-1,81-1】
２ 出席評価 試験問題の標準解答 可 ２）シラバスに教育内容や授業計画の ２）シラバスに教育内容や授業計画の記載に加えて，平成17年度から成績評価方法及） ， （
能な限り）の公表等の評価基準を明 記載に加えて，成績評価方法及び基 び基準を掲載し，Ｗｅｂ上で閲覧できるようにした。
示し，さらに評価データを公表する 準を掲載し，Ｗｅｂ上で閲覧できる また，平成18年度から担当教員の研究室，連絡方法，オフィスアワーの時刻と場
システムを構築する。 ようにする。また，成績評価基準の 所，養成人材像に即した到達目標等の項目等を追加した。

明確化を図るため，シラバスの評価 シラバスに記載する評価基準の妥当性については，大学教育総合センター研究開
基準表記の妥当性を点検するための 発部で検討を進めており，平成20年度開講の授業において部分検証を行う予定であ
システムを検討する。 る。

【67】 【67-1】
３ 学部 大学それぞれで成績優秀者 ３）学生表彰規則等に基づき，大学， ３-1）学生表彰規則等に基づき，優秀な学業成績を修めた卒業生４名を卒業式で学長） ， ，
顕著な活動を行った者を顕彰する現 学部それぞれで成績優秀者，顕著な 表彰し，記念品を贈呈，また，３年次終了時点での成績優秀者５人を入学式で表彰
行の制度を継承する。 活動を行った者を顕彰し，学内に周 し，優秀学生育成奨学金を支給した。これらの情報は学生のモチベーションを向上

知する。 させるため，ホームページ及び学生部だよりに掲載して，学内に周知した。
３-2）各学部・学科等においても成績優秀者を表彰した。
①地域学部では，１～３年次については，平成19年度新入生オリエンテーション時
（４月）に，成績優秀者を学部長表彰して，新入生への周知と奮起を促した。４
年次については，卒業式当日に表彰した。
②医学部では，２年生進級時のオリエンテーションにおいて，各学年の成績優秀者
を医学部長表彰した （医学科４名，生命科学科２名，保健学科４名，体育大会。
等で優勝した１サークル及び個人１名）
③工学部では，２～４年次学生成績上位１名（８学科×３学年，２４名）を学部長
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表彰し，賞状及び副賞を授与した （４年次学生は，卒業式当日に表彰し，２・。
３年次学生は，４月に表彰した ）。
④農学部では，２～４年次学生成績上位各10名，５～６年次（獣医学科）各３名を
学部長表彰し，賞状と記念品を授与するとともに，農学部ホームページで周知し
。 ， ， ， ，た また 獣医学科では 卒業式当日に日本獣医師会長賞 鳥取県獣医師会長賞

獣医学科優秀賞を授与した （合計５名）。

【78-1】
４）新たに教育改革担当副学長等を配 ４-1）新たに配置した教育改革担当副学長，その他３副学長，教育担当理事により，
置し，教育グランドデザイン（平成 教育グランドデザイン（平成19年１月制定）に基づき，人間力を根底に置いた教育
１９年１月策定）に基づき，人間力 を具現化するため，教養教育等のカリキュラム見直しに着手した。
を根底に置いた教育を実現するため ４-2 「アウェアネス（自覚・気づき 」を持った学生作りのカリキュラムは継続して， ） ）
教養教育等のカリキュラムの見直し 実施し，内容の発展・充実を図った。また，実践力，コミニュケーション力等の養
を継続する また アウェアネス 自 成を図るため，新たに全学共通科目の主題科目に「新製品開発プロジェクト 「地。 ，「 （ 」，
覚・気づき 」を持った学生作りのカ 域再考プロジェクト 「名作戯曲の独創的読解」の授業を開設した。） 」，
リキュラムを発展・充実させる。 ４-3）農学部生物資源環境学科では，大学入門科目の大学入門ゼミに専門基礎科目で

， 。ある農学少人数ゼミの内容も取り入れる形で再編整備し 平成19年度から実施した
また，専門基礎科目である農学入門Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについても内容の検討を行い，平

成19年度からは単なるオムニバス形式の授業にならないよう，小数の教員で授業を
担当する形とし，それぞれに副題も付して授業内容をわかりやすくした。

【78-2】
５）優れたコミュニケーション能力と ５）ヒューマンコミュニケーションを中心とした，カリキュラム編成と地域医療連携
豊かな人間性を備え，地域社会で患 をはぐくむカリキュラムを作成し，全人的医療人養成事業として，コミュニケーシ
者本位の全人的医療を実践できる医 ョン能力の育成と地域医療を担う医療人の育成を通した人間性向上教育を充実させ
療人を養成するため，人間性向上教 ることにより，社会の要請に応え得る医師を養成する教育を行った。
育，プロフェッショナリズム教育，
地域医療教育を重視したカリキュラ
ムを構築する。

○卒業後の進路等に関する具体的目標 ○卒業後の進路等に関する具体的目標
の設定 の設定
【68】 【68-1】
１）各学部において修得した専門的知 １）各種国家試験や専門性を活かした １-1）平成18年度に引き続き，公務員講座の開設（6月から３月の317コマ，受講生
識を生かして社会貢献できるよう， 資格取得試験等の合格率・資格取得 107名 ，ガイダンスの開講（年２回，参加延べ人数84人）を実施するとともに，適）
適切な就職・進路指導，各種国家試 率を向上させるための情報提供やガ 切な指導・助言によりサポートを行い合格率の向上に努め，平成19年度の国家公務
験受検指導等に一層の努力をする。 イダンスを継続して実施する。 員採用試験に，国家Ⅰ種に２名，Ⅱ種に６名，地方公務員等に44名合格した。

１-2）各学部においても，以下のような取組みを行った。
①地域学部では，教員採用試験対策講座 基礎編，実践編 の開設（延べ52名参加 ，( ) ）
２年次・３年次・４年次就職ガイダンス，教員採用試験面接対策講座，公務員採
用試験及び教員採用試験の不合格者に対する個別指導などを行った。
②医学部では，自習室を開放し常に学習可能な環境を学生に提供し，資格試験等の
合格率向上に努めた。さらに，医師，看護師等の国家試験説明会を開催し，受験
に関して適切な指導を行い，医学部同窓会及び後援会の協力を得て，国家試験問
題集等を購入し合格率向上に努めた。
③工学部では 「キャリアを支える専門資格取得への道」と称して，卒業後に工学，
部８学科で取得できる免許状・資格に関して，情報提供やガイダンスを行った。
また，生物応用工学科では，バイオ技術認定試験中級・上級合格を目指して，模
擬試験を実施した。電気電子工学科では 「電気主任技術者 （筆記試験免除）の， 」
認定学科であり，必要な授業科目の単位取得を毎年，指導している。
④農学部では，外部講師を招き，農学部就職ガイダンス（公務員編・企業編）を，
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特に１，２年次を対象に５回実施した。また，教員による就職指導・国家試験対
策，その他の資格取得等の助言・指導を行うほか，公務員志望者を対象に全国公
開模擬試験を２回実施した。

【68-2】
２）地域社会が求める人材及び学生の ２-1）地域社会が求める人材及び学生の将来目標を把握し，その期待に応える人材を

， 「 」，将来目標を把握し，その期待に応え 育成するため 全学共通科目の主題科目に 国際ビジネス・スタートアップ講座
る人材を育成する教育カリキュラム 鳥取銀行講座「マーケッティング論」等を開設するとともに，新たに「新製品開発
等を更に充実するための検討を継続 プロジェクト 「地域再考プロジェクト 「名作戯曲の独創的読解」の授業を開設」， 」，
する。 した。

２-2）医学部では，平成18年度に引き続き，夏休みの帰省時（８月16～17日）に合わ
せ，鳥取県外の大学に在学する鳥取県出身の医学生及び本学部の学生の卒業後の県
内定着を図るため，地域医療体験研修会(サマーセミナー)を鳥取県との協力により
開催した。平成19年度入学の医学科地域枠入学者５名を含めた17名が参加した。
平成19年度は，平成20年３月に主に３年生から５年生を対象に，地域の医療現場

を体験するスプリングセミナーも開催した。米子地区での１年次からの一貫教育に
対応する全学共通科目・専門科目の卒業必要単位数を改訂した。

２-3）工学部では，外部有識者による評価を行うシステム（毎年あるいは隔年実施）
を導入しており，その評価により社会（卒業生の就職先・求人企業など）からの情
報を，教育目標に反映している （ＪＡＢＥＥ認定学科：５学科）。

２-4）農学部では，環境共生科学コース（ＪＡＢＥＥ対応）で，地域環境工学プログ
ラムによるＪＡＢＥＥ認定を取得した。農学部では，卒業生・修了生を採用した企
業等に対してアンケートを実施し，今後の人材養成の参考資料としている。

【68-3】
３）新たに就職支援担当学長補佐を配 ３-1）平成19年４月から，学生就職センターを中心に全学が協働した就職・進路体制
置するとともに，学生就職センター 及びキャリア形成支援を一層充実させるため，就職支援担当学長補佐を，さらに７
を中心に，全学が協働した就職・進 月からは就職支援室長を配置し，就職支援体制の充実を図った。
路指導体制を一層充実させる。 学生就職センター運営委員会を開催して，就職相談，就職指導等について情報・

状況を互いに共有することにより，各学部との連携強化を図った（各学部の就職担
当教員：地域学部９名，医学部２名，工学部８名，農学部７名 。）
） ， ，３-2 就職支援課に 専門の相談員を水・木曜日の午後に配置して就職相談に対応し

各種ガイダンス等は，５月末から学生が参加しやすいように，４限と５限の時間帯
に同一内容で２回実施し，10月には学生向け就職手帳を学部３年生，大学院１年生
向けに800部作成して対象学生に配布した。
また，烏取県内企業見学会（東部地区１回２社，中部地区１回４社）を開催し，

学生に地元企業を紹介した。

【68-4】
４）就職状況，進学状況を把握し，そ ４）学生就職センター運営委員会を通して，早期の就職内定状況把握に努めており，
の結果を在学生の進路指導等に活用 就職状況・進学状況を各学部が就職情報システムに入力することで随時把握でき，
することを継続する。 進路指導に活用するほか，把握した情報は，平成19年12月に教育研究評議会に報告

し，全学で就職支援に取り組んだ。

【68-5】
５）国内外で活躍する卒業生を公開講 ５）医学部では，公開講座（平成19年６～７月開催）において，現在，社会的に関心
座，シンポジウムの講師として定期 の高い「メタボリックシンドロームと生活習慣病」について本学卒業生を講師に招
的に招聘し，学生に社会への関心と 聘し，学生に社会への関心と人間性豊かな素養を身につけさせる機会を増やした。
人間性豊かな素養を身につけさせる 工学部では，卒業生や社会人を招聘した講義や講演を企画し，４回（４月，５月，
機会を増やす。 ６月，10月）開催した。農学部生物資源環境学科では，卒業生による独立行政法人
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水資源機構の業務内容に関する講演会を平成20年１月に開催した。地域学部では，
大学以外の多様な社会人としての経歴を持つ者に，入門ゼミなどで学生生活と社会
との関係などを話す機会を設けた。

【68-6】
６）獣医師養成教育の教育水準を向上 ６）農学部獣医学科は，平成19年度に新たに教員２名（応用動物学分野，獣医微生物
させるため，臨床教育部門を中心に 学分野）を採用するとともに，教員の異動により獣医学科病態・予防獣医学学科目
年次計画で教育研究体制を整備充実 の５教育研究分野を６教育研究分野に増やし（獣医寄生虫病学分野 ，さらに，臨）
させ，獣医師国家試験の合格率向上 床獣医学学科目獣医画像診断学分野に准教授を配置し，教育研究体制の充実を図っ
及び国内外の教育格差を解消する。 た。

獣医師国家試験の合格率向上のため，学習室を確保した。また，国家試験対策に
関する学生の希望を調査した上で，補講および模擬試験問題作成を実施した。

【68-7】
７）教員養成教育の水準を向上させる ７）生涯教育総合センター教職教育部門を中心に，各部局の教務担当者とともに，勉
ため，改組した生涯教育総合センタ 強会を月１回の割合で実施した。また，免許更新制や学内の教員養成・研修にかか
ーを中心に教員養成等に関する調査 わるカリキュラムのあり方・支援方法について検討し，各学部学生の履修方法等に
・研究を実施し，学内の教員養成に ついて全学的な調整を行った。
関わるカリキュラムの在り方・支援
方法について検討する。

○教育の成果・効果の検証に関する具 ○教育の成果・効果の検証に関する具
体的方策 体的方策
【69】 【69-1,78-2】
１）教育の成果・効果を検証するため １）大学教育総合センターの教育研究 １）平成18年度に，全学の教授方法改善委員会において設置が決定された「学生・教
の方法等を検討する機能を大学教育 開発部教員は，教育の成果・効果を 職員授業企画ワーキンググループ」において，教職員のみではなく，学生の視点か
総合センターに付して検討・実施を 検証するためのシステムを引き続き らの教育改善を提起するシステムを構築した。平成19年度は，学生の企画により他
行う 検討する。 大学の教育システムを学生が調査し，本学との違い等を学生が分析し，平成19年３

月に，学生と教職員の懇談会で報告した。
従来の学生による授業評価アンケートに加えて，学生と教員の認識の乖離を明ら

かにして教育方法を改善することを狙い，教員の自己評価による授業自己評価アン
ケートを実施した。
また，教育の成果・効果を検証するシステムの一つとして，学生の参画を想定し

たシステムの検討を開始し，徳島大学主催の研修会において，徳島大学と共同で予
備試験を行った。

【70】 【70-1】
２）卒業後の進路の分析を通して，成 ２）学生の履修状況，単位取得状況， ２-1）卒業生を対象（約6,000人）に，鳥取大学の教育力に関するアンケート調査を
果の目標の妥当性をチェックし改善 授業評価，卒業後の進路等を分析し 日経リサーチ社と協同で実施し（回収率は10％ ，調査結果を分析し，平成19年11）
できる体制を作る。 て，教育の成果・効果を検証するた 月に同社担当部長を講師として，教育力に関する全学を対象とするＦＤ講演会を実

めの方法等を引き続き検討し，それ 施した。
に基づく改善が可能な体制を整備す 平成20年度から，大学教育総合センターを教育センターに改組し，研究開発部，
る。 キャリア支援部門等を設けるとともに，教育関係のセンター等を一つの大学教育支

援機構として位置づけ，入学時早期から卒業後の将来を見据えての学修を支援する
。（ 【 】 『 』 。）組織とすることとした 年度計画 18-1 の 平成19年度の実施状況欄 を参照

２-2）地域学部では，各学科でも学生の履修・単位の取得状況について情報交換を恒
常的に行い，学生の状況把握に努め，各学科にカリキュラム検討ＷＧを設置し検討
を行った。また，学期ごとのカリキュラム・授業内容に関する学科独自のアンケー
ト調査，地域環境調査実習および地域環境づくり論のアンケート調査，年度末の学
生と教員との合同検討会，などのデータを継続して集積している。学生の単位取得
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状況をチェックし，学級教員や卒業研究指導教員を通じて，改善のための指導を行
った。各学生の履修状況については，保護者へ毎年１回通知した。卒業後の進路に
ついては，就職部会が対応しており，そこでの分析を通じて，教育に活かした。

２-3）医学部では，従来から行っている学生の授業評価アンケートの活用方法を検討
しており，医学部ＦＤワークショップを通し，授業評価について教員にフィードバ
ックし，授業内容の改善等に役立てた。

２-4）工学部では，学生の履修状況，単位取得状況の調査を行い，学生指導に利用し
た。授業評価を行い，学生からの評価を受けており，これらの結果は教授方法改善
やカリキュラムの編成に活用している。

２-5）農学部では，学生の履修状況，成績を年１回保護者に送付した。また，成績不
良者に対しては，学級教員等により個別指導を行った。

【70-2,77-1】
３）技術経営（マネージメント・オブ ３）工学部では，産学・地域連携推進機構の支援のもとに，大学院工学研究科博士前
・テクノロジー＝ＭＯＴ）教育にお 期課程の学生に対してＭＯＴ教育を実施した。
いては，その高度な内容に応じた授 外部機関による評価を受けるため，ＭＯＴ評価自己点検書を作成し，評価申請を
業評価を実施する。 行った。評価内容については，評価機関の「ＭＯＴ教育プログラム情報サイト」で

公開されている （http://www.mot-info.jp/）。

【70-3】
４）ポストドクターや大学院生等によ ４-1）大学院医学系研究科では，大学院委員会の下に設置したワーキングで検討し，
る評価，大学院生等の修了後の進路 専攻や分野の枠を超えた①医学研究基盤コース（３単位 ，②遺伝子・再生・染色）
分析などから教育の成果を評価し， 体工学コース（４単位 ，③生活習慣病コース（４単位）④感染・免疫・アレルギ）
それを反映させたカリキュラムの整 ーコース（３単位 ，⑤脳と心の医学研究コース（４単位 ，⑥救急・急性期医療学） ）
備を図る。 コース（２単位 ，⑦臨床腫瘍医学コース（６単位）の新教育コースを導入し，６）

単位以上を履修するカリキュラム整備を行った。
４-2）大学院工学研究科，大学院農学研究科では，卒業生や雇用企業等に対するアン
ケート調査結果を集計・分析し，大学院改革のカリキュラム等に活用した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標

②教育内容等に関する目標

１）学士課程入試の目標
① 多様な選抜方法の導入を図る （一般，推薦，アドミッション・オフィス（ＡＯ）入試等）。
② 受験生の能力・適性の多面的評価を行う （ＡＯ入試）。
③ 受検教科・科目の適正な設定を行う。中
④ 編入学の活用を図る。

２）教育方法等の目標期
① 設定した教育目標に即して教育課程を編成し，体系的な授業内容を提供する。
② 講義，演習，実験及び実習を適切にカリキュラムに取り入れる。
③ 学術知識を実践に結びつけて活用できる機会を提供する。目
④ 学習指導等の改善については，個人のみならず，組織的にも行うことを検討する。
⑤ 基礎学力の向上を図る。
⑥ 技術者教育については，日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）からの認定を受ける。標

３）大学院課程の目標
① 専門性を付与する。
② 社会との接点の開発を行う。
③ 国際性を付与する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○アドミッション・ポリシーに応じた ○アドミッション・ポリシーに応じた
入学者選抜を実現するための具体的 入学者選抜を実現するための具体的
方策 方策
【71】 【71-1】
１ 「知」のみならず，強い「実践的マ １）アドミッションセンターが各学部 １-1）アドミッションセンターは，全学的な立場による入学者選抜制度の改善及び入）
インド」を有する学生の受け入れ方 と連携して行ってきた，アドミッシ 学者選抜の円滑な実施を図るとともに，本学への入学希望者に対する総合的な広報
策を適切に講ずる。 ョン・オフィス（AO）入試が完成年 活動及びアドミッションポリシーに対応した学生募集を行うため，アドミッション

次を迎えることで，過年度入学者の センター業務を見直し，平成19年６月から入学センターへ改組した。
追跡調査等による多面的な成果（学 １-2）平成19年度は，アドミッショッン・オフィス（ＡＯ）入試の完成年次を迎え，
業成績だけでなく，大学生活満足度 募集単位毎の初年度入学者の成績（単位取得状況，ＧＰＡ等）追跡調査の結果をも
や，課外活動・ボランティア等大学 とに，選抜方法に基本的な学びの能力・適性を多面的に評価する講義等理解力試験
への貢献度など）の点検・評価を行 を新たに導入した(工学部生物応用工学科及び社会開発システム工学科 。また，農）
なうことで，より完成度の高いAO選 学部生物資源環境学科においても，基本的な学びの能力を評価するため，講義等理
抜方法構築のためのブラッシュアッ 解力試験を新たに導入した。工学部３学科がＡＯ入試から一般・推薦入試へと入学
プを行なう。推薦入試との差異をよ 定員をシフトしたため，推薦入学Ⅰ・Ⅱの前年比で大幅な募集人員増となりＡＯ･
り明確にして，学力のみならず，問 推薦入試の総計は過去最大となった。ＡＯ入試（H19年63名→H20年53名 ，推薦入）
題意識，問題解決への関心度など， 学Ⅰ（同28名→38名 ，推薦入学Ⅱ（同89名→98名））
能力・適性の多面的な評価による 実「
践的マインド」を有する学生の確保
に努める。

【72】 【72-1】
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２）アドミッションセンターは，各学 ２）AO入試の第１次選考において，面 ２）ＡＯ入試の第１次選考に面接を導入して４年目となった。受験者の時間的・経済
部から提示されたアドミッション・ 接の在り方など各学部・学科のアド 的負担を軽減し，精神的な負担感も軽減するねらいで，地方試験会場を引き続き設

。 ， ， ，ポリシーに応じた，学生をリクルー ミッション・ポリシーに応じた意欲 置した 面接では 入学センター専任教員だけはなく 入学センター主任も加わり
トすることに務める。 ある学生を獲得するシステムの構築 多面評価を実施し，評価項目の平準化に向けてブラッシュアップをした。

へ向けた検討を継続する。

【72-2】
３）各学部・学科の特色及びアドミッ ３）平成19年度は，オープンキャンパスを８月４日に米子キャンパスで，８月10～11
ション・ポリシーに基づいたオープ 日に鳥取キャンパスで開催した。

（ ） ， ， ，ンキャンパスを更に魅力ある内容と 米子キャンパス 医学部 では 在学生によるキャンパスライフ紹介 学食体験
， ， 。することにより参加者が増加するよ 施設見学ツアー 懇談会などを行い 生徒・教員・保護者で約286名の参加を得た

うに努める。 参加者アンケートの集計結果等を踏まえ，来年度に向け反省点等を検討した。
鳥取キャンパスでは，８月10日は，農学部による農産物の特売，梨狩りなどのイ
ベントを通じて，農学部ファンの創造に努め，平成19年度は519名の参加者があっ
た。８月11日は，受験生のための講演会，保護者のための講演会，在学生によるキ

， ， 。ャンパスライフ紹介 学食体験や 地域学部及び工学部による説明会などを行った
地域学部説明会への参加者は283名であり，工学部説明会への参加者は272名であっ
た。

， 。平成20年度ＡＯ入試の受験者のうち 55％がオープンキャンパスに参加していた
また，ＡＯ入試の面接において，オープンキャンパスがきっかけで受験をしたとの
声も多数聞かれた。このことから，アドミッション・ポリシーに基づいたオープン
キャンパス実施の効果が現れていると考えられる。

【72-3】
４）アドミッションセンター及び各学 ４）入学センターを中心に各学部の協力により，74校の高校訪問と28回の進学相談会
部は，アドミッション・ポリシーを へ参加し，本学のアドミッション・ポリシー及び特色，入試制度等を説明した。大
高等学校等に対して広報誌，ホーム 学案内は，学部の特長を高校生の視点を取り入れた内容とし，また，アドミッショ
ページ等を利用し周知する。 ン・ポリシーをよりわかりやすい表現で紹介して，高校生や高校教諭からもわかり

やすいなどの評価を得た。また，入学センターのホームページを平成19年11月にリ
ニューアルした。
さらに，各学部においても，独自のパンフレット等を作成し，アドミッションポ

リシーをわかりやすく明記して，大学説明会等において広報した。

【71-2,72-4】
５）高等学校等受験者側にとってより ５-1）本学主催の「進学懇談会・相談会」は，平成18年度までの鳥取県内３会場と岡
信頼性の高い入学者選抜方法を実施 山会場に加えて，平成19年度は松江会場と姫路会場を新設し，全６会場とした。ま
するため，高等学校等との連携をよ た，ＡＯ入学者の１年生を対象として，帰省する夏休みを利用し，母校の恩師を訪
り一層深めることに努める。 ねて近況を報告するボランティア活動である「ただいまプロジェクト」を，平成18

年度に引き続き実施した。
５-2）各学部においても，鳥取県内外の高等学校を訪問し宣伝活動を行ったり，高等
学校の進路指導担当者を対象とした学部説明会や，高等学校側の本学訪問による学
部説明会を行うなど，高等学校との連携を活発に行った。

【71-3,72-5】
） ， （ ， ， ，６）多様な選抜方法が円滑に処理でき ６ 入試電算システムについて 平成20年度入試 一般選抜 ＡＯ入試 推薦入学Ⅰ

る入試電算システムの運用を継続す 推薦入学Ⅱ等）の多様な選抜試験に対応でき，また，志願者等のデータ分析等が行
， 。る。 いやすいようにプログラムの修正等を行い 各選抜試験実施に対応するようにした

【71-4,72-6】
７）医学部は，昨年度に引き続き医学 ７）医学部医学科においては，鳥取県内の医療機関に勤務する医師を確保するため，
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科入学者選抜の特別選抜（推薦入試 平成18年度から推薦入学Ⅱに地域枠（５人以内）を設置し，平成19年度も５名入学
Ⅱ）に地域枠を設け，鳥取県の高等 した。
学校出身者を入学させる。また，医 さらに，鳥取県知事からの緊急医師確保対策に基づく医師養成数の増の依頼によ
療面での地域貢献を更に充実させる り，地域医療を担う医師養成プログラムを策定し，平成21年４月から医学部医学科
ため，医学科入学者選抜の特別選抜 の収容定員増（特別養成枠）に着手した。
（推薦入学Ⅱ）の地域枠の拡大及び また，保健学科看護学専攻に，鳥取県内の医療機関に勤務する看護師の確保及び

， （ ）保健学科入学者選抜の特別選抜（推 資質向上に貢献することを目的として 平成20年度推薦入学Ⅱに地域枠 10人以内
薦入試Ⅱ）の地域枠の新設を検討す を新たに設置した。
る。 これらの地域枠入学者には，鳥取県から奨学金が貸与され，卒業後は地域医療に

一定期間従事することを義務づけられている。

【71-5,72-7】
８）大学院の定員充足率を向上させる ８-1）入学センター及び各大学院研究科は，定員充足率について情報を整理し，充足

， 。ための方策を検討する。平成１９年 率向上のための広報手段 新規奨学金制度の構築等に関して引き続き検討してきた
度設置した地域学研究科では，留学 その中で，大学院医学系研究科（２専攻）及び大学院工学研究科（４専攻）におい
生特別選抜及び社会人特別選抜を実 て定員充足率に問題が生じているため，各研究科と入学センターとの検討会を重ね
施し，国際性及び多様な学生の確保 てきた。両研究科とも定員充足のための努力は行ってきたが，就職や研修医制度の
に努める。また，医学系研究科保健 問題もあり，研究科の改組によって改善を図る必要があることが確認され，両研究
学専攻への臨床心理学コースの平成 科において改組計画の検討がなされ，全学的にこの問題に取り組んでおり，大学院
２０年度設置に向け，教員定員・カ 工学研究科にあっては，平成20年４月からの改組が決定した。
リキュラム等の整備を図る。 ８-2）大学院地域学研究科では，地域学部の学生を対象として，地域学研究科につい

ての説明会を実施した （３回：６月，９月，12月）また，鳥取県教育委員会に対。
して，現職教員の応募について説明及び要請を行った。さらに，留学生特別選抜及
び社会人特別選抜を実施し，国際性及び多様な学生の確保に努めた。

８-3）大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程では，臨床心理学分野を設置し，
平成20年度入試で11人の合格者を決定した。また，医学系研究科保健学専攻博士後
期課程の平成20年度設置に向け，教員定員・カリキュラム等の整備を図っている。
） ， ， ，８-4 大学院農学研究科では 平成18年度に引き続き 一般選抜試験の他に推薦入学

特別選抜試験を実施するとともに，農学研究科の年間の入試日程を年度初めに公表
し，また，入学試験日を土・日曜日に実施し，受験生の確保に努めた。

○教育理念等に応じた教育課程を編成 ○教育理念等に応じた教育課程を編成
するための具体的方策 するための具体的方策
【73】 【73-1】
１）モチベーションの醸成を促す教育 １）鳥取大学と社会とが協同して行う １-1）教育研究理念「知と実践の融合」を具現化するため，大学の知を社会で生かす
の取り組みを具体化する。 教育（COOPETS=Cooperated Educatio ための実践的教育プログラムを実施した。

n with Tottori University and Soc ①平成19年９月に「教養特別講義：仕事と人間」を開講した。外部講師（金融，ベ
iety）などモチベーションの醸成を ンチャー企業，公的機関）を招聘し，シンポジウム形式なども取り入れ，インタ

。 ， 。促す教育の取り組みを更に推進する ラクティブな授業を展開し 仕事に携わる上での倫理観を醸成する教育を行った
②全学生を対象として「ものづくり」を早期から意識させるため，低年次生を対象
とする「新製品開発プロジェクト」及び鳥取地域の住民との濃密な相互関係のな
かで協同する「地域再考プロジェクト」を実施した。

【73-2】
２）釜慶大学校（学術交流協定校）と ２ 釜慶大学校 学術交流協定締結校 とのダブル・ディグリー・プログラム 複） （ ） （
のダブル・ディグリー（Double Degr 数学位制）実施に関する覚書に基づき，留学生を平成18年度１名，平成19年度
ee：2つの学位）取得留学制度に関す １名，地域学部に受け入れた。
る覚書に基づき，学部学生の派遣， 本国での受講科目及び本人の関心などを十分把握検討し，ＤＤＰ学生の指導を行
留学生の受け入れを引き続き行う。 った。
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【73-3】
３）本学の砂漠化防止の国際戦略を推 ３）平成19年度は，メキシコ合衆国北西部生物学研究センター（ＣＩＢＮＯＲ）にお
進するためメキシコ合衆国北西部生 いて 「持続性ある生存環境に向けての国際人養成－沙漠化防止海外実践教育カリ，
物学研究センターに設置した教育・ キュラム－」を開設し，全学生の中から選抜された学生20名（地域学部３名，農学
研究拠点を利用して，文部科学省の 部15名，大学院教育学研究科１名，大学院農学研究科１名）及び教員を９月から３
採択事業である「持続性ある生存環 ヶ月間派遣し，語学と講義及びフィールドワークを融合させた海外実践教育プログ
境に向けての国際人養成－沙漠化防 ラムを実施した。
止海外実践カリキュラム－」を実施 また，平成20年１月には学内成果報告会（学生36名，教員18名，職員６名参加）
する。 を，２月に学外報告会（60名参加）を開催するとともに，内部及び外部の評価も実

施して，３月に平成19年度実施報告書を作成した。

【73-4】
４）国連大学，乾燥地域研究所（チュ ４）乾燥地における統合的資源管理法に関する国際的視野を持った人材の育成を目的
ニジア ，国立農業研究所（チュニジ として，国連大学，乾燥地域研究所（チュニジア ，中国科学院寒区旱区環境工程） ）
ア ，中国科学院寒区旱区環境研究所 研究所（中国 ，チュニジア国立農業研究所（チュニジア ，国際乾燥地農業研究セ） ） ）
（中国 ，国際乾燥地農業研究所（シ ンター シリア と共同して共同修士号プログラム MSプログラム・2007～2008年)） （ ） （
リア）と共同して 「総合的乾燥地利 を実施し，農学研究科学生２名を中国に６ヶ月間派遣した。，
用に関する共同修士号プログラム（M
Sプログラム （2007－2008）を実施）」
する。

【73-5】
９ 教育目標を学生に十分に理解させ ９）地域学部では，学生に教育目標を十分に理解させ，学習意欲と学習効果を高める） ，
学習意欲と学習効果を高めるため， ため，例えば，①地域調査実習として，鳥取特産の二十世紀梨を使った菓子の創案
大学入門ゼミ 例；英文速読の導入 ・制作などを実施した（鳥取県の「知の財産」活用推進事業と連携 ，②大学入門（ ）， ）
地域に出かけるフィールド演習（例 ゼミで英文速読（30分×８回）を実施し，解答レポートへの添削を各回実施，③少
；少人数体制で実施）等の授業を強 人数体制で 「地域環境づくり論（前期 「地域環境調査実習（通年 」を実施な， ）」， ）
化する。 どの授業を行った。

【74】 【74-3】
２）将来，職として専門性を生かせる 10）地域の人材と素材を教育に組み込 10-1）地域の人と素材を教育に組み込むため，全学共通科目の主題科目に鳥取県との
教育課程の編成という狭義な視点及 むため 「くらしと経済・法律 「現 連携講座として 「くらしの経済・法律講座」を開設した。， 」， ，
びより成熟した社会を目指すために 代農林業事業」等の鳥取県との連携 また，鳥取銀行との連携講座として 「マーケティング論」及び「国際ビジネス，
必要であるという教育課程の編成等 講座を充実させるとともに，鳥取銀 ・スタートアップ講座」等の授業を開設した。
多様な視点での教育課程編成が可能 行との連携講座として 「マーケティ 10-2）地域学部では，専門授業（たとえばＮＰＯ論や専門ゼミなど）において，積極，
となる体制をとる。 ング論」及び「国際ビジネス・スタ 的に地域住民と交わる機会を設けるとともに，地域住民との共同セミナーを行い，

ートアップ講座」等の授業を開設す また，都市再生モデル調査事業（鳥取まちなか往来再生コラボ）において，学生企
る。 画で住民ＮＰＯとの共同事業などを展開した。

10-3）農学部では，社会への関心と人間性豊かな素養を身につけさせる目的で，鳥取
， 「 」県農林水産部の現役職員を講師に招いて 平成18年度に引き続き 現代農林業事情

。 ， ，の授業を実施した この授業は 大学教員とは異なった立場からの話を聴くことで
農林業の現場での実務に学生が触れ，幅広い視点から農学を学修することができ，
さらに，鳥取県側の希望もあり，今後の更なる内容充実を目指し，平成19年度は学
生による授業評価を実施した。

【74-4】
11）卒業研究・修士論文等の公開発表 10-1）年度計画【73-3】の『計画の進捗状況』欄に記載のとおり，メキシコ合衆国北
会や報告会を学外で実施することに 西部生物学研究センターに派遣した学生の海外実践教育プログラムの学外報告会
より 学生の意識を高めるとともに を，平成20年２月に開催するとともに，３月に平成19年度実施報告書を作成した。， ，

） ，「 」 ，地域に大学の教育理念や成果を積極 10-2 地域学部では 地域調査実習 の調査対象自治体における現地報告会を行い
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的に情報発信する。 報告書を刊行して関係先に配付するほか，鳥取県主催の地域づくりセミナーに招か

れ，平成18年度の調査結果に基づく報告を学生が行った。そのほかにも，調査実習
発表会等を行った。

10-3）工学部では，卒業研究・修士論文等の公開発表会を，また，電気電子工学科で
は学外で卒業研究発表会を実施した。

【75】 【74-1，75-1】
３）倫理教育，安全教育，環境問題に ５）倫理，安全，環境問題等，社会的 ５-1）全学共通科目の主題科目に「くらしの経済・法律講座」を開設し，民法の基礎
関する教育を充実し，責任意識の高 要請のある課題に自ら取り組み，問 知識，悪徳商法，消費者契約法，経済一般の基礎知識，金融商品及び年金制度等に
い技術者・研究者の養成を図る。 題を解決する能力を持つ人材の育成 ついて学び，消費者として具体的事例に対処できる能力を養うとともに，消費者と

に資するため，教育課程の現状を把 しての意識を高めた。
握し，必要に応じて教育課程の見直 また，主題科目として前期に「国際化社会の食料・環境問題」及び「現代都市の
しを行うなど継続してカリキュラム 諸問題」を開設し，社会的要請のある課題に自ら取り組み，問題を解決する能力を
を整備，充実する。 持つ人材の育成に努めた。

昨今の社会動向に対応し倫理教育には，全学的に重点を置いており，工学部を中
心とする「技術者倫理」の開講，及び全学を対象とするインターネットやセキュリ
ティー，個人情報保護に関係する「情報倫理」を全学共通科目に開講した。
さらに，広く職業倫理を認識させるため，９月に「教養特別講座」を集中講義で

実施し，約200名の受講生を得て 「職業と人間」を統一テーマとし，企業や公的機，
関，ＯＢ等も交え，様々な職業に従事する上で必要な倫理観の啓発に努めた。

５-2）学部等においても，以下のような取組みを行った。
①医学部医学科では，プロブレム・ベースド・ラーニングによるＰＢＬチュートリ
アル授業を実施し，解決能力を身につけさせるカリキュラムを整備した。
②工学部のＪＡＢＥＥ認定学科では，倫理教育を必修科目としており，実験・演習
・卒業研究等を通して，問題を解決する能力を持つ人材の育成を行った。

③農学部生物資源環境学科では 食品安全論 技術者倫理 獣医学科では ｢動，「 」，「 」， ，
物福祉論」等の倫理，安全等に関する授業を開設している。さらに，環境問題に
関する科目は「環境経済学 「環境化学 「乾地環境科学 「環境衛生学」等多」， 」， 」，
数開設している。

【74-2，75-2，77-1】
６）社会が要請している即戦力を備え ６-1）メキシコ合衆国北西部生物学研究センターに設置した教育・研究拠点を利用し
た技術者を養成するため，企業フィ て，文部科学省の採択事業である「持続性ある生存環境に向けての国際人養成－沙
ールド，国際フィールドの現場を活 漠化防止海外実践教育カリキュラム－」を20人の学生が履修した （年度計画。
用した実践的教育（例えば，ものづ 【73-3】の『計画の進捗状況』欄を参照 ）。
くり実践教育）を行うとともに，経 また，平成19年度後期から，これまでの２年生以上を対象とする「ものづくり」

， （ ） ，営や技術課題の解決能力等を有する 関連プロジェクトを 全学共通科目においても開講 新製品開発プロジェクト し
人材を養成するため，MOT教育の強化 １年生からでも受講できるようにし裾野の拡大に努めた。
を図る。 ６-2）産学・地域連携推進機構では，ＭＯＴイノベーションスクールを引き続き開講

し，技術と経営を担う社会人（受講者数13名 ，大学院工学研究科及び大学院農学）
研究科の大学院生（受講者数３名）を対象に実施した。
鳥取大学のＭＯＴの取組みについては，平成19年４月25日の衆議院「教育再生に

関する特別委員会」の審議の中で，地域と産学官共同の好事例として取り上げられ
た。

６-3）学部等においても，以下のような取組みを行った。
①医学部では，平成17年度から，地域医療への関心を高め地域の救急医療の現状を
理解させるため，鳥取県西部消防局の協力を得て，救急車に学生を同乗させる臨
床体験実習を継続してカリキュラムに盛り込み臨床体験実習を開講した。
②工学研究科では，年度計画【70-2，77-1】の『計画の進捗状況』欄のとおり，Ｍ
ＯＴ教育を実施した。
③農学部では，生物資源環境学科の国際乾燥地科学コースの学生に対して 「乾燥，
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地農学実習」を開設し（メキシコで実施 ，実践的な知識を習得させ，国際性豊）
かな総合的エキスパートを養成した。

【74-5,75-3】
12）国内外における半年または１年間 11）農学部生物資源環境学科では，平成17年度入学生より，自主選択コースで履修で
の長期インターンシップ制度を充実 きる選択科目として 「長期インターンシップⅠ （３・４年次前期５単位 「長期， 」 ），
させる。 インターンシップⅡ （３・４年次後期５単位）を設けている。」

【74-6,75-4】
13）中国・四国地域の農学系学部を有 12）平成18年度に引き続き，10大学による「大学間連携によるフィールド教育体系の
する大学が連携して，食と環境に関 構築～中国・四国地域の農学系学部をモデルとして～」と題する大学間連携プロジ
する総合的なフィールド教育の体系 ェクトに参画し，農学部は「里山フィールド演習」を担当して実施した。
化を維持する。 本プログラムの文部科学省からの予算措置は平成18年度で終了したが，アンケー

ト結果による受講学生の評価は高いことから，参加大学の連携により平成19年度か
ら各大学の自主財源により継続して実施しており，さらに，平成19年度から新たに
岡山大学において「牧場実習」を開設し，農学部からも学生が５名受講した。

【76】 【76-1】
４）技術系学科では，日本技術者教育 ７）技術系学科における日本技術者教 ７）工学部は，８学科中５学科がＪＡＢＥＥ認定を取得した。他の学科も認定に向け
認定機構（JABEE）の認定の取得を拡 育認定機構（JABEE）の認定取得を推 て検討している。
大して，国際的に通用する技術者の 進する。 また，農学部生物資源環境学科環境共生科学コースでは 「地域環境工学プログ，
養成を図る。 ラム」の平成18年度認定取得を目指して申請手続きを行い，プログラムが認定され

た。

【77 ］ 【77-2】】
５）技術経営（マネージメント・オブ ８）全学共通科目教育やMOT教育等と連 ８）大学での知的財産に係わる人材の裾野拡大を目的に，学部生及び院生全学共通科
・テクノロジー＝MOT 教育を導入し 動して，知的財産に関わる教育を行 目教育（主題科目Ⅳ「技術と知的財産 ，主題科目Ⅲ「化学」の内5コマ）やＭＯ） ， 」
高度技術者の養成を図る。 い，知的財産に精通した研究者・技 Ｔ教育（技術経営論，技術経営応用研究）で知的財産に関わる講義を実施した。

術者の継続的養成を図る。 また より知的財産に精通した継続的人材養成を図るため 本学地域学部学生 後， ， （
期：題名「知的財産権の活用評価システムについての検証 ）及び大学院地域学研」
究科学生（通年：題名「地域団体商標の評価指標の確立と評価 ）を対象に知的財」
産ゼミを実施した。

○授業形態，学習指導法等に関する具 ○授業形態，学習指導法等に関する具
体的方策 体的方策
【78】 【69-2,78-3】
１）大学教育総合センターの教育研究 １）大学教育総合センター等に専任教 １-1）全国的な課題となりつつある，理数系の基礎学力不足を補うための「留年しな
開発部の機能を充実させて，教材の 員を配置し，教材の有効利用及び教 いためのサバイバル講座」を平成19年度に実施した。この講座において 「e-Learn，
有効利用及び教科毎の指導法の研究 科毎の指導法の研究開発を実施する ingリメディアル教材」を開発し，自習用として試行的に運用した。。
開発を行う。 また，大学教育総合センターの教育研究開発部で開発した教材について，有効性

を部分検証するとともに，教科共通の指導法について学生間での協業的学習方法の
， 。検討を開始し 徳島大学主催の研修会において徳島大学と共同で予備試験を行った

１-2）全学共通教育を中心とする教科ごとの教育法や指導法及び，全学共通教育の全
学出動体制の強化をひとつの目的として，平成20年度から大学教育総合センターを
教育センターに改組し，外国語部門，スポーツ健康部門，キャリア支援部門，学生
生活支援部門，教育開発部門を設置し，それぞれに責任者（部門長）を置き，教育
センター長を兼務する教育担当理事の下に，組織的に教科ごとの教育法の改善，教
材の開発，指導法の研究開発を行う体制として充実を図ることとした （年度計画。
【18-1】の『平成19年度の実施状況欄』を参照 ）。
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【79】
２）上記開発を踏まえた実践が行われ 常置委員会として設置されている教育支援委員会を，指導，チェックする機関と
るよう指導し，チェックする機関を し，教育法の改善，教材の開発，指導法の研究開発等について，教育支援委員会で
教育研究評議会に置く。 審議等を行った。

【80】 【80-1】
３）情報通信技術（IT）を活用した講 ２）総合メディア基盤センターと大学 ２）平成19年度は，医学部，工学部，農学部に教育用ネットワークを利用するための
義の拡充を図るためにソフトとハー 教育総合センター等の連携により整 情報コンセントを設置するなどの環境整備を行った。また，共通教育棟の改修工事
ドの両面の整備・活用を図る。 備された教育面のハード環境とソフ に伴い，教育用ネットワークの設備を管理環境の整った総合メディア基盤センター

ト環境などの情報通信技術（ＩＴ） に移設したことに加え，改修工事により共通教育棟，大学会館についてもインター
を活用した講義の充実に努める。 ネットを利用するための環境が整備された。平成17年度から継続している教育用ネ

ットワーク整備によりＩＣＴ技術を活用した教育面の環境が概ね整いつつある。未
整備となっている地域学部については，平成20年度から実施する改修工事に併せて
環境整備を行う予定である。
また，大学院医学系研究科では，米子サブセンターと連携して，大学院生にＩＤ

・パスワードを付与し，インターネットで自習できる共通医学ライブラリーを実施
し，平成18年度は４カテゴリー43タイトルの共通医学ライブラリーを開設したが，

， 。 ，著作権の関係からＷｅｂ上での配信は 不適当であるとして断念した これにより
平成19年度は，当該授業科目のコンテンツをＣＤ又はＤＶＤで大学院生へ提供し，
レポートを提出させるシステムを導入した。

【80-2】
３）学生が自宅で講義の復習ができる ３）ｅ-Learningの活用，コンテンツ作成などについて，教職員の相談に応える技術
遠隔学習システムを充実する。 職員を対象にした研修会を平成19年度は７回行い，講義への活用の促進に努めた。

また，米子サブセンターでは，医学部と協力して引き続きｅ-Learningコンテンツ
を作成し，活用した。特に，農学部では，平成19年度後期より，農学部文書管理シ
ステムを利用して，学外からも学生が当システムにアクセスして，講義資料を閲覧
できる体制を整備した。

【67-2,73-6】
４）極めて優秀な学生には，飛び級ま ４）農学部では，平成17年度入学生にかかる新カリキュラムから，卒業論文の履修を
たは早期卒業によって大学院へ進学 選択制にし，早期卒業制度導入時に対応できるようにした。また，工学部では，飛
させる学士－修士５年間教育体制及 び級制度を導入している。
び修士課程早期修了制度の導入を検
討する。

【74-7,75-5】
５）人間性豊かな医療人を育成するた ５）医学部では，人間性向上教育プログラムによる「ヒューマン・コミュニケーショ
め，医学科１・２年生を対象に市内 ン」授業を引き続き実施し，保育園及び高齢者福祉施設でコミュニケーション力，
の保育園及び高齢者福祉施設をフィ ホスピタリティ・マインドへの気づき，自分も他者も大切にする人間関係づくり，
ールドして行う「ヒューマン・コミ 基本的マナーの習得など「アウェアネス（自覚・気づき 」をもった学生づくりを）
ュニケーション」授業を引き続き実 目指した。
施する。

【74-8,75-6】
６）医学部学生の教養教育を，１年次 ６）医学部医学科については，医師養成を目的とするその教育の専門性から，コア・
から米子地区で実施することについ カリキュラムの実践・対応等を行う必要があることから，役員会，教育研究評議会
て検討する。 等において検討し，医学部医学科１年次の教養教育を平成20年度入学生から，米子

地区で試行することを決定した。
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○適切な成績評価等の実施に関する具 ○適切な成績評価等の実施に関する具
体的方策 体的方策
【81】 【66-1,81-2】
１ 成績評価基準をシラバスに明示し １）全学部に導入したGPA制度を活用し １）ＧＰＡ制度の成績評価方法及び基準は，平成17年度から全学共通科目履修案内に） ，
評価基準の妥当性に関し外部評価を つつ，その成績評価方法及び基準を 掲載しており，新たに「全学共通科目主題科目シラバス（平成19年度 」にも掲載）
受ける。 「シラバス」に掲載する。 した。

また，各学部の履修案内にも掲載した。

【81-3】
２）GPA制度を導入した成果を分析し， ２）大学教育総合センターにおいて，研究会を開催し検討してきたところであり，Ｇ
その結果を教授方法改善に反映させ ＰＡの成績不振者の指導への活用等，各学部における教授方法改善への反映事例の
るシステムを継続して検討する。 調査を開始した。

【81-4】
３）医学科の学士編入学制度について ３）カリキュラムの見直しを行い，編入学生に対する充実した積み重ね教育の必要性
評価検討を行う。 及び学生の習熟度を更に向上させることを目的に，実施状況等の問題点を整理し，

平成21年度から編入年次を３年次から２年次に変更することとした。



- 99 -

鳥取大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

１）教員採用に当たっては，大学において定めた「教員選考に関する基本方針」の遵守を義務づけるとともに，組織の弾力的編成を図る。
中

２）教育支援スタッフの活用に関しては，人事委員会で検討し，教育支援体制の充実を図る。
期

３）本学における現行の施設有効活用に関する規定等を継承し，施設の有効活用を図る。
目

４）わかりやすい講義を行うための創意工夫に取り組む意欲を喚起する仕組みを構築し，実行する。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○適切な職員の配置等に関する具体的 ○適切な職員の配置等に関する具体的
方策 方策
【82】 【82-1】

） ， ，１）大学として職員の適切な配置を決 １）職員の適切な配置について人事委 １ 総人件費改革への対応として 平成22年度までの定員削減計画を役員会で審議し
めうる体制を構築する。 員会で検討する。 決定した （年度計画【29-1】の『平成19年度の実施状況欄』を参照 ）。 。

【82-2】
２）教育支援体制の充実を図るため， ２）教育支援スタッフを総合的，多角的に活用するため，技術職員の組織を学科，講
教育支援スタッフの活用について人 座等から独立性を持った技術部とするための検討を行った。
事委員会等で検討する。 また，メンタルヘルスに関する学生相談体制の整備について，企画調整会議等に

おいて検討し，平成20年度から保健管理センターのカウンセラーの充実を図ること
とした （年度計画【109-4】の『計画の進捗状況』欄を参照 ）。 。

【82-3】
３）教育支援委員会において非常勤講 ３）平成17年度に設けた「非常勤講師任用に関する基準」に基づき，教育担当理事が
師の在り方，採用の方針等に係る各 各学部等へのヒアリングを行い，その結果を踏まえ計画通り適正配置を行った。
学部等へのヒアリングを行い，その
結果をまとめる。

【82-4】
４）生物資源環境学科，獣医学科にお ４）生物資源環境学科の各教育コースの受入学生数は，教育コースを担当する教員数
いては 学生の希望も考慮しながら や学生実験室，実習室の大きさなどを考慮して決定している。また，改組に伴う教， ，
各学科の教育目標に沿った教育研究 育コース再編・教員組織の見直しから平成19年度は３年目となり，教育効果のさら
分野の充実，授業科目の開設が可能 なる向上を目指して教員配置，カリキュラムの見直しを行うとともに，平成19年度
となるよう，教員人事を進め，教育 に新たに６名の教員を採用した。
体制を整える。 獣医学科においては，病態・予防獣医学学科目の獣医寄生虫病学分野を新設し，

准教授を異動により配置した。また，臨床獣医学学科目の獣医画像診断学の准教授
を異動により配置した。さらに，平成19年度に新たに２名の教員を採用し，平成20
年４月１日付けで３名の採用を決定した。
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【82-5 ［１８－５］】
５）目標に見合った教員の採用を行う ５）乾燥地研究センターでは，教員，外国人客員研究者の選考に当たっては，教育選
ため，教員選考委員会に優れた外部 考委員会委員に外部有識者２名，農学部から１名が加わり，適切な研究者の確保に
有識者を加えることを検討する。 努めている。また，医学部では，目標に見合った教員採用を行うため，教授候補者

には大学院生向けにプレゼンテーションを実施させ，コミュニケーション能力評価
を行っている。また，臨床系の教授候補者については，平成18年度から選考委員会
委員が，候補者の手術現場を実際に見学し，目標に見合った教員採用に努めた。そ
のほかの学部では，教授会，学内共同教育研究施設等の運営委員会で引き続き審議
・検討する。

○教育に必要な設備，図書館，情報ネ ○教育に必要な設備，図書館，情報ネ
ットワーク等の活用・整備の具体的 ットワーク等の活用・整備の具体的
方策 方策
【83】 【83-1】
１ 講義室・演習室の電子管理を行う ８）講義室・演習室を効率的に供用す ８）共通教育棟における講義室・演習室を効率的に供用するため，電子管理システム） 。

るため，電子管理システムの導入を の導入を検討し，平成19年度の改修工事終了後に導入することとして，平成20年度
検討する。 から運用を開始することとした。また，学部の講義室・演習室の使用予約は，電子

管理システムを導入している。

【84】 【84-1】
２）図書資料のオンライン目録の整備 ６）図書資料のオンライン目録の整備 ６）附属図書館では，平成19年度に全蔵書のうち残り７万冊のデータを遡及入力し，
充実を図る。 充実を図るため，７万冊のデータの オンライン目録（ＯＰＡＣ）の整備充実と図書館システムでの図書資産管理一元化

遡及入力を継続して行い，19年度ま を図った。
でに終了させる。 また，医学部分館（医学図書館）では，図書データと図書資料の現品照査を行う

ため，図書資料にバーコードシールの貼付け作業を行った。

【84-2,85-2】
10）各学科の教育に関連する図書類の 10-1）附属図書館では，戦略的経費である「学術図書資料費」により，次のような取
更なる充実を図り，有効に活用され 組みを行った。
る体制を整備する。 ①本学の教育グランドデザイン「人間力」に関する図書を購入し 「人間力関係図，

書コーナー」を新設した。
②平成19年度においても引き続き，学生用図書，教科書・指導書，共通教育科目図
書，シラバス図書，人文・社会科学系図書など，各分野ごとに学生の教養や授業
等の学習に役立つ図書を購入した。
③平成19年度においても引き続き，学生からのニーズにあった和雑誌の種類を増や
し，授業に関連して，よく読まれるような図書や選定図書に推薦文を添えてもら
うよう，各部局の教員に選定を依頼するなど，利用促進に向けた取組みを実施し
た。
④医学部分館（医学図書館）では，１階事務室を２階事務室に集約化し，空いたス
ペースを学習スペース（ヒポクラテスルーム）として，学生主体で有効利用する
体制を整備した。
⑤学科推薦図書，講座等推薦図書の項目で学生用図書購入経費を配分し，各分野の
専門資料の充実を図るとともに，購入希望図書受付用紙を配備し，常時希望図書
を整備する体制にした。

10-2）地域学部では，地域調査実習などの共通資料を学科演習室に集中して管理し，
資料の有効活用を図った。農学部では，建物の改修工事を通じて資料室面積を拡大
し，学部全体で利用できる部屋として確保し，有効活用できる体制を整備した。

【84-3,85-3，105-1,108-1】
11）病院内に設置した教職員のための 11）医学部分館（医学図書館）では，教職員に対する情報検索講習，公共図書館から
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医学図書館出張所について，利用者 貸出を受けた図書（協力用図書）の貸出・返却等を行う医学部分館（医学図書館）
のニーズに応じ，開設曜日，日数， 出張所を，医学部第二中央診療棟３階の経理調達課内で毎週開設していたが，利用
時間 サービス内容の拡充に努める する教職員の利便性向上のため，平成19年５月から開設場所を医学部総合研究棟３， 。

階リフレッシュルームとの隔週で行うと同時に，開設時間を午後に変更した。さら
に，10月からは，通行量の多い１階のリフレッシュルームに場所を変更した。

【85】 【85-1】
３）電子ジャーナルの充実を図る。 ９）研究支援の一環として，電子ジャ ９）附属図書館では，電子ジャーナルや文献データベースの使用促進のため，以下の

ーナルや文献データベースの利用促 講習会，説明会等を実施した。
進のための講習会や説明会を継続し ①「雑誌論文の探し方 「電子ジャーナルの利用法」等をテーマに，利用者講習会」，
て開催する。 を平成19年６月及び11月に計２回実施した（参加者計56名 。）

（ ）。②新入生オリエンテーションとして大学入門ゼミを８回実施した 参加者計342名
③平成18年度に引き続き，全学共通科目である「情報リテラシ」の授業において，
「文献と情報の探し方」の実習を図書館職員が指導し，合計15コマ実施した（参
加者929名 。）
④電子ジャーナルやデータベースの利用促進を図るために出版社講師による説明会
を平成19年６月及び11月に計３回実施した（参加者計73名 。）
⑤医学部分館（医学図書館）では，年間計画に従って教職員への情報リテラシー教
育を行う（参加者262名）とともに，随時希望者には講習を実施した。

【85-4】
13）大学の研究者・学生が，多くの学 13）平成19年度も「電子ジャーナル 「学術文献データベース 「図書資料」の三本」， 」，
術コンテンツへアクセス可能な環境 柱からなる学術資料費全般にわたる整備方策（平成17年～19年計画）により，戦略
を整備するため，学術資料費の予算 的経費として学術図書資料費を確保し，学術資料環境を整備した。
確保に努める。 また 「学術資料整備計画（平成20-22年度 （案 」を策定し，企画調整会議等で， ） ）

検討の上，平成20年度の予算を確保した。

【86】 【86-1】
４）教育関連の電子掲示板の整備を行 ７）学生への授業に関する連絡事項や ７）学生への連絡事項や情報の周知を迅速かつ確実に行うため，携帯電話へのメール

， 。 ，う。 情報の周知を迅速かつ確実に行うた 配信システムを構築し 平成20年度から運用を開始することとした 地域学部では
め，ホームページの充実等を図る。 学生の参考とすべき地域情報のサイトなどからなる学科リンク集などの充実，医学

部では，医学部教育支援室ホームページで授業関係情報・資料の提供及び大学院セ
ミナー等の情報を周知するなど充実を図った。

【87】 【87-1】
５）学生にパソコンを必携とし，教育 １）学生のノート型パソコン必携化を １）平成15年度入学生からノート型パソコンを必携化し，平成18年度には４年次まで
研究へのパソコン活用を図る また 引き続き推進する。 が必携となり，平成19年度は医学科及び獣医学科５年次までが必携となった。。 ，
そのための教室，図書館等の設備充 また，学生のパソコンについての相談については，相談窓口を設置し，トラブル
実を図る。 対処方法等を掲載したテキストを新入生全員に配布した。

【87-2】
２）全学共通科目の必修科目「情報リ ２-1）全学共通科目の必修科目「情報リテラシ 「コミュニケーション英語Ｂ」等で」，
テラシ 「コミュニケーション英語 ノート型パソコンを利用した授業を継続して行った。また，全学共通科目の主題科」，
Ｂ」でノート型パソコンを利用した 目「楽しいコンピュータ 「情報技術と基礎科学 「インターネット・テクノロジ」， 」，
授業を継続して行うとともに，専門 ー 「理科系のための基礎統計学 「生物保健統計学」でノート型パソコンを利用」， 」，
教育においても電子メールによる課 した授業を行った。
題の提出や質疑応答など積極的な活 ２-2）地域学部では 「地域調査入門」や「地域調査実習」などで情報の収集・分析，
用を動機づける授業を継続して展開 のためのパソコンの活用法を指導した。また，農学部では，生物資源環境学科の大
する。 学入門ゼミ，農学入門，エコノメトリクス，獣医学科の病理学をはじめ，多くの講

義で電子メールによるレポート等の提出，質疑応答を行った。
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【87-3】
３）総合メディア基盤センターと大学 ３）必携パソコンを利用し，全学共通科目の１年次必修科目である大学入門科目「情
教育総合センターが協力して行って 報リテラシ」の講義を行った。また，総合メディア基盤センターと大学教育総合セ
いる次期情報リテラシープログラム ンターは，情報リテラシの教育プログラム開発を継続的に進めた。
の開発及び教科書作成の検討を継続
する。

【87-4】
４）教育用ネットワーク，情報コンセ ４）平成19年度は，医学部，工学部，農学部の教育用ネットワークの整備を行い，教
ント等ハード面が未整備となってい 育用ネットワークのサーバ及び主要な通信機器を，共通教育棟から総合メディア基
る講義室の整備・充実，また，教育 盤センターに移設した。この移設により，電源・空調等の稼働環境と物理的なセキ
用ネットワークのセキュリティーの ュリティ環境を向上させた。また，機器の管理を総合メディア基盤センターに移行
向上などのソフト面を整備・充実す するため，大学教育総合センターと協力して管理情報等の移転作業を行った。
るとともに管理及びサービスの体制 また，パソコン相談窓口については，各学部の学生窓口担当者に対して，パソコ
を強化する。また，各学部にパソコ ン相談対応に関する講習会を開催し，相談内容によってどこに対応を依頼するべき
ン相談窓口を設置し学生サービスに かを説明できるよう講習を平成19年１月に行った。さらに，平成19年４月には「投
努める。 書箱」を総合メディア基盤センターに設置し，要望・意見等を随時受け付けられる

体制を整えた。

【87-5，106-1】
５ 学生の授業に対する要望を把握し ５）学生と学長との懇談会を毎年開催し，学生の授業や施設に関する意見を聴いてい） ，
施設・設備を整備，充実する。 る。また，懇談会は各学部等においても行い要望把握に努めている。

平成19年度は，学生の要望等を踏まえ，共通教育棟，大学会館，武道場の改修を
行い，共通教育棟については，情報コンセントを備えた学生自習室や学生ロッカー
室，語学シャワールームを整備した。

【87-6】
12）学外教育機関との単位互換や遠隔 12-1）ＳＣＳを利用した平成19年度の中国・四国地区国立大学等共同授業は，岡山大
講義などを推進する。 学を主催校に 「現代文化を考える」をメインテーマに実施（8/7～8/10）し，本学，

で49人が受講した （単位認定：主題科目２単位）。
12-2）地域学部では，鳥取短期大学と単位互換協定を締結しており，平成19年度は11
名の単位互換者があった。

12-3）農学部では，中国・四国地区10大学による大学間連携プロジェクトで，平成17
年度から里山，果樹園芸の里，里海のフィールド演習などによる単位互換を実施し
ており，平成19年度からは新たに岡山大学の「牧場実習」も追加した。

○教育活動の評価及び評価結果を質の ○教育活動の評価及び評価結果を質の
改善につなげるための具体的方策 改善につなげるための具体的方策
【88】 【88-1】
１）教員の教育業績評価システムを確 １）教員の教育活動の結果に基づく給 １）教育に対し顕著な功績を挙げた教員に教育功績賞を授与することとしており，当
立する。それを受けて処遇の方法を 与面でのインセンティブ付与につい 該表彰者については平成18年度給与制度改正による現給保障期間中で，給与面での
定める。 て検討する。 インセンティブが実質化しないため，当分の間は，研究費配分においてインセンテ

ィブを付与することとした。なお，当該表彰は業績手当の成績優秀者判定の有効な
資料となっている。

【89】 【89-1】
２）学生，教員相互の授業評価などを ２）学生，教員相互の授業評価などを ２）大学教育総合センター研究開発部に平成19年度１名を配置し，センターの体制充
踏まえ，評価の有効性などを検討す 踏まえ，評価の有効性などを検討す 実を図った。
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る教員を大学教育総合センターへ配 る教員を大学教育総合センターへ配 また，年度計画【18-1】の『平成19年度の実施状況』欄のとおり，本センターの
置する。 置する。 機能充実のため，平成20年４月から教育センターへ改組することとした。

【90】 【90-1】
３）評価結果を踏まえて，学部長は研 ３）学部長は研修必要者にファカルテ ３）全学及び学部独自のＦＤ研修会を実施しており，学部長は，教授会等で出席を促
修必要者にファカルティ・ディベロ ィ・ディベロップメント（FD）研修 したり，教員個人宛に参加を促す照会を行うなど工夫を行い，ＦＤ研修会を実施し

。 ， 。ップメント（FD）研修会への積極的 会への出席を促すなど教員の資質向 た 平成19年度に実施した全学のＦＤ研修会を挙げると 以下のようなものがある
な出席を促す。 上策を具体化する。 ①「卒業生に対する教育力調査」を題材とするＦＤの実施（Ｈ19年10月，講師：日

経リサーチ社担当部長，参加人数：99名）
②「国際人を育てるための英語教育」講演と討論（Ｈ19年11月，講師：コロンビア
大学ＡＬＰ長，参加人数：49名）
③「国際的に活躍する学生を育てるための学生支援」講演と討論（Ｈ19年11月，講
師：前シラキュース大学国際学生サービス副部長，参加人数：46名）
④「愛媛大学におけるＦＤの取り組み－ＦＤポリシーと新たな取り組み－ （Ｈ20」
年２月，講師：愛媛大学教育支援室長，参加人数：14名）
⑤平成19年度大学教育の国際化プログラム（海外先進教育実践支援 」）

（ ， （ ）ブラッシュアップ研修 Ｈ20年２月 講師：秋田国際教養大学 ＡＩＵ
ALLehner教授，参加人数：25名）

【89-2】
４）学生と教員による同時授業評価を ４）教授方法改善専門委員会と連携して，平成18年度後期から教員による授業につい
行い，評価の客観性を検証する。 ての自己評価制度を導入しており，平成19年度から，学生の授業評価の返却時に教

員の自己評価も同封して返却し，これをもとに大学教育総合センター研究開発部に
おいて，学生評価と教員の自己評価の乖離について，乖離パターンの傾向及びその
パターンをもとに評価の客観性の確立を促す手法の開発を進めた。
また，学部においても同時授業評価に関する取組みを行った。例えば，地域学部

では，全学科必修である地域学入門および地域学総説のオムニバス授業において，
当該授業に関わる教員全員が出席し授業後には，授業内容・方法等について検討を
行い改善点を洗い出した。医学部では，学生の評価結果を教員個人にフィードバッ
クする際に教員へのアンケートを実施した。工学部では，いくつかの学科で研究公
開授業を行っており，学生と教員による同時授業評価を行い，評価の客観性を検証
した。

○教材，学習指導法等に関する研究開 ○教材，学習指導法等に関する研究開
発及びFDに関する具体的方策 発及びFDに関する具体的方策
【91】 【69-3,78-4,91-1,99-1】

） ， ） 【 ， 】，【 ， 】 『 』 ，１）大学教育総合センターの教育研究 １ 大学教育総合センター等を充実し １ 年度計画 69-1 78-2 69-2 78-3 の 計画の進捗状況 欄に記載のとおり
， ， ，開発部の機能を充実させて，教材の 教材の有効利用及び教科毎の指導法 大学教育総合センターの改組等を行い 機能充実を図るとともに 教材の有効利用

有効利用及び教科毎の指導法の研究 の研究開発を推進するとともに，教 教科毎の指導法の研究開発等に取り組んだ。また，共通教育推進委員会において，
開発を行うとともに，教育支援委員 育支援委員会において全学的な改善 各教科科目の教科書作成を行うことを検討するとともに，共通教育推進委員会で全
会において全学的な改善が図れるよ を図ることのできるシステムの構築 学共通教育に係る教科集団の代表者を委員に加え，連携を強化した。
うなシステムを構築する。 に向け検討する。

【92】 【92-1】
２）メディア教育にかかるものについ ２）メディア教育の在り方を継続して ２）全学共通科目の「情報リテラシ」の中で，情報検索部分「文献と情報の探し方」

， ， 。ては，情報委員会，総合メディア基 検討するため，情報委員会，総合メ の実習を 総合メディア基盤センターと附属図書館が連携し 合計15コマ実施した
盤センター，大学教育総合センター ディア基盤センター，大学教育総合 （参加者929名）
及び附属図書館で連携をとりながら センター及び附属図書館の連携体制 科目としての「情報リテラシー」の講義以外の部分として，本学学生向けに「教
進めていく。 を「情報リテラシー」以外の部分に 育用情報ネットワーク利用方法 （テキスト）を作成し,必携パソコンを使用する最」

まで拡大する。 初の講義において配布した。また，8月23日には鳥取県看護協会情報研究会におい
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て講習会を行った。

【92-2】
） ， ， ，３）総合メディア基盤センターは，職 ３ 総合メディア基盤センターは e-learningの活用 コンテンツ作成などについて

員に対する情報メディア研修を実施 教職員の相談に応える技術職員を対象に情報メディア研修を，平成19年度は７回行
するとともに，教育用コンテンツの った。また，相談窓口も継続して開設した。

。作成を支援する窓口を有効活用する

【93】 【93-1】
３）ファカルティ・ディベロップメン ４）大学教育総合センター運営委員会 ４）大学教育総合センター運営委員会で，優れた授業改善や工夫を実施している教員
ト（FD）の目標を達成するために教 において教育改善に係る取り組みの による公開授業の実施等を検討した。
授方法改善専門委員会の責任として 成果の評価方法，その結果を活用す ＦＤ講演会・研修会の記録，新入生と学長との懇談会記録，授業評価アンケート，
次の３項目を実施する。 るシステムについて引き続き検討す 評価結果等を取り纏めてＦＤ報告書として発行し，学内外に配布することによって
①FDの研修会等を実施する。 る。 成果と今後の改善課題の発信を行った。
②教育改善の取り組みの成果の評価
方法とそれをフィードバックする
システムの整備を行う。 【93-2】
③学生による授業評価の効果的な利 ５）学生参加型のFD研修会等を継続し ５）プロジェクトマネジメント研修会（平成19年9月）に教員を派遣し，学生参加型
用のための方策の検討と推進を行 て実施する。 ＦＤの進め方を習得させた。今後，鳥取大学においても順次実施していく予定であ
う。 る。

また，工学部電気電子工学科では，年に３回の研究公開授業を行い，反省会に学
生も参加して授業方法やカリキュラム等に関する検討を行った。

【93-3】
６）放射性同位元素(RI)法定教育訓練 ６）教育訓練用ＤＶＤや，これまで日本語表記のみであったプレゼンテーション教材
に使用するプレゼンテーションの教 を，留学生への教育訓練に対応させるため，英語を併記したものに改良した外国人
材の改良を継続する。 用教材を備えた。

また，法定教育訓練プレゼンテーションは毎回改良工夫を加えるとともに，ホー
ムページに「放射線関連用語」の解説を作成した。

○全国共同教育，学内共同教育等に関 ○全国共同教育，学内共同教育等に関
する具体的方策 する具体的方策
【94】 【94-1】
１）スペース・コラボレーション・シ １）スペース・コラボレーション・シ １）年度計画【87-6】の『計画の進捗状況』欄に記載したとおり，平成19年度の中国
ステム（SCS）を利用した教育に積極 ステム（SCS）を利用した中国・四国 ・四国地区国立大学等共同授業を実施した。
的に参加する。 地区国立大学間共同授業を継続して また，大学院連合農学研究科では，スペース・コラボレーション・システムを利

実施する。 用して，平成19年６月及び11月に全国４連合農学研究科合同で連合一般ゼミナール
を，８月に構成３大学（鳥取大学，島根大学，山口大学）間で共通（特別）セミナ
ーを実施した。なお，平成20年度に全国６連合農学研究科（18大学）を双方向に接
続した多地点制御遠隔講義システムが導入され，平成21年度から，本セミナーは本
システムを利用して実施される。

【94-2】
２）米子地区におけるSCS利用について ２）平成18年４月から米子地区へのＳＣＳの配信を行い，各種ＳＣＳの研修に活用し
は，学内LANを利用しての受講が可能 ており，受講案内に米子地区においてもＳＣＳを利用できる旨記載した。平成19年
となったことを受け，利用の促進を ４月には「技術的基準説明会 （米子地区参加者10名 ，８月には「インストラクシ」 ）
図る。 ョナルデザイン入門セミナー （米子地区参加者１名 「ｅラーニング運用実践セ」 ），

ミナー （米子地区参加者１名 「ｅラーニングとＬＭＳ入門セミナー （米子地区」 ）， 」
参加者１名）が行われた。
なお，メディア教育開発センターがＳＣＳの運営を来年度で停止し，次期システ
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ムを導入することを発表しているため，次期システムへの対応について検討を開始
している。

【95】 【95-1】
２ 他学部開設講義の受講を推進する ３）他学部開設講義の受講を引き続き ３-1）地域学部では，前期は地域学部生３名が工学部の講義を履修し，他学部生83名） 。

推進する。 （農学部生３名，工学部生80名）が地域学部の講義を受講した。後期は地域学部生
１名が工学部の講義を履修し，他学部生106名（農学部生10名，工学部生96名）が
地域学部の講義を受講した。

３-2）医学部では，生命科学科及び保健学科学生の教員免許取得のため，単位取得の
方策を引き続き検討した。

３-3）農学部生物資源環境学科では，平成17年度から他大学の授業科目も卒業に必要
な修得単位として認めることとし，併せて他大学，他学科及び他学部で受講した授
業科目の単位に認定する単位数の上限を20単位に拡大し推進している。また，学生
が安易に教育課程表に記載されていない授業の履修に走ることがないよう，卒業要
件内単位の許可も厳正に行うように努めた。

【95-2】
10）卒業論文作成のための特別研究に 10）卒業論文作成のための特別研究についての他学部との相互乗り入れについては，
ついて，他学部との相互乗り入れの 学部，関係委員会等との連携を図りながら，引き続き検討する。
選択肢を増やす。

【96】 【96-1】
３）国内外の乾燥地科学を志すポスト ４）乾燥地研究センターは，国内外の ４-1）乾燥地研究センターは，乾燥地における統合的資源管理法に関する国際的視野
ドクター，大学院生，研究生等を積 乾燥地科学を志すポストドクター， を持った人材の育成を目的として，国連大学，乾燥地域研究所(チュニジア)，中国
極的に受け入れ，海外基地などにお 大学院生，研究生等を積極的に受け 科学院寒区旱区環境工程研究所(中国)，チュニジア国立農業研究所(チュニジア ，）
ける教育を通じて，世界に通用する 入れ，海外の提携機関等における教 国際乾燥地農業研究センター(シリア）と共同して共同修士号プログラム（ＭＳプ
人材育成を行うために全国共同利用 育を通じて，乾燥地科学に優れた国 ログラム・2007～2008年)を実施し，農学研究科学生２名を中国に６ヶ月間派遣し
施設の乾燥地研究センタ－を活用す 際的な人材の育成を行う。特に博士 た。
る。 課程の学生等に対しては，拠点大学 ４-2）国内外の乾燥地科学を志すポストドクター12名（プロジェクト研究員８名，研

交流事業「中国内陸部における砂漠 究機関研究員３名，日本学術振興会研究員１名 ，大学院生39名（博士課程20名，）
化防止と開発利用に関する基礎的研 修士課程19名 ，研究生２名を受け入れた。）
究」の正式メンバーへの登用を引き ４-3）海外の提携機関である国際乾燥地農業研究センター（ＩＣＡＲＤＡ）に，助教
続き推進する。 １名（約１ヶ月 ，中国科学院水土保持研究所に博士課程学生２名（１ヶ月，６ヶ）

月）を派遣した。
また，乾燥地での現地調査活動として助教１名をモンゴルへ約２ヶ月派遣した。

４-4 日本学術振興会の拠点大学交流事業で中国科学院水土保持研究所と実施中の 中） 「
国内陸部における砂漠化防止と開発利用に関する基礎的研究」の正式メンバーとし
てポストドクター３名，博士課程学生８名を登用した。

【96-2】
５）国内外の国際水準の研究者による ５）乾燥地研究センターは，平成19年７月にグローバルＣＯＥプログラムのワークシ
公開セミナー等を通じて，乾燥地科 ョップを開催した。また，国内外の研究者による公開セミナー14回，国外客員によ
学の専門知識を各分野の研究者と共 るセミナー12回を開催し，乾燥地科学の専門知識を共有するとともに，学術レベル
有する機会を積極的に増やす。 の向上を図った。

【96-3】
６）国内外の乾燥地に関する最前線の ６）乾燥地研究センターは，学術情報展示室設置の映像設備を更新するとともに，平
情報を学生等に提供するため，情報 成19年度に採択されたグローバルＣＯＥプログラム「乾燥地科学拠点の世界展開」
収集の強化を図るとともに，学術標 の研究情報をホームページ等を通じて情報提供した。また，乾燥地関連図書の整備
本システム室及び図書室等の機能を のため，購入希望図書一覧を作成し，計画的に整備した。
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充実するなど教育環境の一層の整備
を図る。

【97】 【97-1】
４）情報通信技術・情報メディアに関 ７）鳥取情報ハイウェイを利用した鳥 ７）総合メディア基盤センターは，鳥取～米子間のネットワークに鳥取情報ハイウエ
連した教育，高速ネットワークを用 取～米子間の遠隔講義・会議・講演 イを活用して，本学が行っている遠隔講義・会議・講演等の安定的な運用・支援を
いた米子キャンパスとの学内共同教 等が積極的に活用されていることを 行った。さらに，岡山県と鳥取県の情報ハイウェイが接続され，両県にまたがって
育の充実を図るため総合メディア基 受け，ハード並びにソフトの充実を の通信が可能となったことから，その有効活用を検討した。現在は岡山大学の申し
盤センターを活用する。 検討する。 入れにより，ＳＩＮＥＴの岡山大学ノードが障害によって不通となった場合の予備

経路として，両県の情報ハイウェイを利用し鳥取大学ノードから接続するための経
路の提供を，鳥取県に対して申し入れ内諾を得た。

【98】 【98-1】
５）各分野の専門性を生かし，各学部 ８）各学部と大学院が連携して学内共 ８）生命機能研究支援センターでは、学内共同教育の推進のために、遺伝子探索分野
・大学院と連携して学部・大学院教 同教育等を推進するためのシステム と機器分析分野ではテレビ会議システムなどを利用して学内技術講習会などを開催
育及び研究者教育の支援を行う。ま について引き続き検討する。 し、技術教育に貢献した。さらに、学部の教養教育、動物や放射線の安全教育、さ
た 「組換えDNA実験指針 「動物愛 らに大学院での卒業研究指導などに貢献した。また、大学院医学系研究科において， 」，
護法 「実験動物の飼養及び管理に 遺伝カウンセリングコース構想が検討されたが、この検討に遺伝子探索分野が協力」，
関する基準 「放射線安全管理」及 した。」，
び「特殊機器の利用」を基本とした
知識・技術の理解と普及を図るため
生命機能研究支援センターを活用す 【98-2】
る。 ９）生命機能研究支援センターは，各 ９）生命機能研究支援センター主催で遺伝子組換え，動物実験，ヒトＥＳ細胞研究に

専門性を生かした学内技術講習会を 係る安全・管理の講演会を行った（平成19年11月28～29日 。この講演会は，全国）
開催し，大学院生等への教育に貢献 12箇所の大学にライブストリーミング配信を行い全国で200人が受講した。
する。また，DNA実験，動物実験，放
射線安全，ヒトES細胞，ゲノム研究
等に関する講演会を開催し，安全倫
理の教育に貢献する。

【99】 【69-3,78-4,91-1,99-1】
６）大学教育の改善のための核として
教育目的・目標に即した教育課程の 年度計画の【69-3,78-4,91-1,99-1】 年度計画【69-3，78-4，91-1，99-1】の『計画の進捗状況』欄を参照。
見直しを行い，授業評価等を生かし を参照。
た授業実施体制を組み，それととも
にFD活動及び自己点検・評価を積極
的に推進するために大学教育総合セ
ンターを活用する。

○学部・研究科等の教育実施体制に関 ○学部・研究科等の教育実施体制に関
する特記事項 する特記事項
【100】 【100-1】
１）連合農学研究科は，鳥取大学を設 １）連合農学研究科の設置目的を達成 １）大学院連合農学研究科は，年10回以上の代議委員会，年２回の研究科委員会にお
置大学とし，島根大学，山口大学を するための教育研究を継続して実施 いて３大学それぞれの学内の諸状況について情報交換を行い，連合形態の維持に努
参加大学として連合することによっ する。 めた。
て，一大学では成し得ない高い専門
性と国際性を有し，かつ地域社会に
貢献できる高度な農学教育を実施す
る。 【100-2】

２）連合農学研究科では独立行政法人 ２）大学院連合農学研究科は，独立行政法人国際農林水産業研究センター（ＪＩＲＣ
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） ， 。国際農林水産業研究センター（JIRCA ＡＳ と教育研究指導に係る協定を締結し 一層幅広い教育・研究の充実を図った

S）と連携し，教育・研究の一層の充
実を図る。

【100-3】
３）社会人・留学生・一般学生につい ３）大学院連合農学研究科は，社会人及び留学生に限り行っている10月入学を，平成
て，１０月入学を引き続き実施し， 18年度から一般学生にも拡大して実施し，平成19年度は19名の学生が入学した。
学生受け入れについて柔軟な対応を
図る。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

１）学習に関する環境や相談体制を整え，学習支援を効果的に行う。
中

２）福利厚生・経済支援・学生相談・就職指導の充実を図る。期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○学習相談・助言・支援の組織的対応 ○学習相談・助言・支援の組織的対応
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【学習支援体制の充実】
【101】 【101-1】
１）学生の理解度に対応した学習支援 １）教育支援委員会において，学生の １）全学部において，ティーチング・アシスタントを採用し，オフィスアワーを引き
体制を充実する （例えばティーチン 理解度に対応した学習支援体制を充 続き実施した。また，教育支援委員会において，ティーチング・アシスタント採用。
グ・アシスタント（TA）制度の活用 実させるための方法として，ティー についての申合せを平成18年度に一部改正して，平成19年度から年度当初にティー
やオフィスアワーなど） チング・アシスタント，オフィスア チング・アシスタントを採用した。

， ， ，ワーの活用等について継続して検討 地域学部では 全教員にオフィスアワーを設定させ その時間帯を学生に公表し
する。 授業に関する質問などに応じた。教務部会員及び学級教員に対する実態に関するサ

ンプリング調査の結果は，１週当たり１名ないし２名の学生が利用した。
医学部では，学生に対し新入生オリエンテーション等機会ある毎に，学級教員が

随時対応を行う旨周知した。
工学部では，学生の理解度に対応した学習支援体制としてティーチング・アシス

タントを講義，演習，実験に配置した。また，工学部で開講される授業科目のシラ
バスあるいはホームページでオフィスアワーの開催時間を明記した。
農学部では，教務委員会が中心となり，平成19年10月より学生相談コーナーを開

設し，学生が気軽に相談できる体制を整備した。また，教授会の場で，教員を対象
として「学生相談に関する研修会」を平成19年９月に実施した。

【102】 【102-1】
２）入学時における大学への適応支援 【学習支援体制の充実】
を行う。 ２）アドミッションセンターは，大学 ２）入学センターは，ＡＯ入試及び推薦入学Ⅰの合格者に対し，入学前教育合宿イベ
全学共通科目の大学入門ゼミを通 教育総合センターと協力し，AO入試 ント参加時に，大学教育総合センターの協力により，入学後に実施するＴＯＥＩＣ

じて入学時における大学教育への適 及び推薦入学の合格者に対して，科 テストの内容を中心として，大学での実際の講義形式を体験する「対面授業」を行
応支援を行う。 目別等の学習支援，学習意欲及び職 った。

業観の向上を図るための入学前教育 また，合格者の現在の学力を把握する目的で「プレースメントテスト」をＡＯ入
等を継続して実施する。 試合格者については，平成19年11月17日，推薦入学Ⅰ合格者に対しては，12月８日

に実施した。この結果をもとに，高校や自宅のＰＣを利用して学ぶ「e-Learning」
システムを導入し，４教科６科目の中から各学部学科の指定する科目を受講し，未
履修科目や不得意科目の入学前教育の充実を図った。

【102-2】
【学習支援体制の充実】
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３）新入生オリエンテーションにおい ３）主題科目抽選制度は，大学教育総合センターにおいて入学式前に新入生を５クラ
て，全学共通科目履修指導，主題科 スに分けて説明した。全学共通科目履修指導は，各学部又は大学教育総合センター
目抽選制度，パソコン必携化につい 教員が新入生オリエンテーションにおいて，各学部又は学科別に説明した。
て説明する。 パソコン必携化については，大学教育総合センター長が全学の新入生オリエンテ

ーションにおいて説明した。

【103】 【103-1】
３）鳥取県教育委員会との協定に基づ 【学習支援体制の充実】
き高校教員との連携により，教養基 ６）鳥取県教育委員会との連絡協議会 ６）平成19年6月に鳥取県教育委員会との連絡協議会を開催して，教養基礎科目を充
礎科目の充実を図る。 で，教養基礎科目を充実するための 実するための履修方法，授業内容等について意見交換した。また，10月に教育委員

履修方法，授業内容等について継続 会高等学校課と教養基礎科目担当の高等学校教員を交えて意見交換会を開催した。
的に意見交換し それを反映させる これらの意見交換を踏まえて，学生の基礎学力の底上げを図るため，大学側が教， 。

養基礎科目の対象学生及び到達目標をより明確に示したうえで，授業を担当する高
校教諭と協働でシラバスを改善し，より焦点を絞った授業内容を実現した。

【104】 【104-1】
４）学生に対する相談，助言体制を充 【学習支援体制の充実】
実する （例えば学級教員・チュータ ４）大学教育・生活の不安・悩みを解 ４-1）平成18年度に引き続き，平成19年４月９日から13日まで，新入生ふれあい朝食。
ー制など） 決し有意義な学生生活が過ごせるよ 会を実施した。課外活動サ－クルによる生演奏も行い，新入生と学長をはじめとす

う，新入学生と職員の話し合いの場 る教職員及び先輩学生が朝食をともにしながら学生生活を語ることにより，これか
を企画するなど，指導・助言の機会 らの学生生活への動機付けを促すことを目的とした。また，履修相談コ－ナ－を設
を増やす。 け，助言指導も行った。朝食会へは，１日平均459人，５日間で2,293人の参加者が

あった。
４-2）地域学部では，新入生歓迎会を在学生・教員が一体となって行い，教員と学生
のプロフィール等を作成すること等により，新入生と教員，学生間のコミュニケー
ションを充実させた。地域環境学科では，①４月13日～14日に大山共同研修所にお
いて，新入生向けの合宿セミナーを実施し，学生生活の基盤づくりを支援するとと
もに，新入生相互及び教員との交流を図った。②9月28日に在学生・大学院生・教

， 。員の学科バレーボール大会および親睦夕食会を開催し 学科構成員の交流を図った
４-3）医学部では，保健管理センター米子分室，学生相談員と連携し，カウンセリン
グに対応するとともに，学生との懇談会を例年より早期に実施し，学生の意見・要
望に対応した。

４-4）工学部では，ほとんどの学科において教職員と新入生の話し合いの場（食事会
等）を企画・開催した 。また，大学入門ゼミは，少人数教育でグループ学習を中
心とした。

４-5）農学部生物資源環境学科では 「大学入門ゼミ 「オフィスアワー」の場を通， 」，
じて，新入生とコミュニケーションを図り，指導，助言を行う機会を多く作った。
また，平成17年度入学生から複数チューター制（学級教員の他に２年次からコース

） ， 。 ， ，担当の教員がチューターとなる により 助言・指導した さらに 前期終了前に
１年次学生と学級教員との懇談会の場を設営し，新入学生とのコミュニケーション
強化にも努めた。
農学部獣医学科では，１年次学級教員が携帯のメーリングリストを利用して新入

生全員に学科行事，就職，教材の情報を提供するとともに，個別の相談，助言を携
帯のメールで行ったり，定期的に学生との意見交換の場を設けた。平成19年度も引
き続き 「学生との懇談会」を平成19年12月に開催し，学生からの教育・建物改修，
等の意見・要望に対応した。

【102-3,104-2】
【学習支援体制の充実】
５）１年次教育を充実させるため各学 ５）年度計画【104-1】の『計画の進捗状況』欄を参照。
部新入生のオリエンテーション，大
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学入門ゼミ等を職員との合宿方式等
で行うなど，大学教育・生活への適
応支援を継続して実施する。

【105】 【105-1，109-1】
５）学生のニーズに応える体制の充実 【学生相談機能の充実】
を図る。 １）相談機能を充実するため，学生の １） 年度計画【68-3】の『計画の進捗状況』欄に記載のとおり，相談機能を充実す

ニーズを常に把握するとともに，教 るとともに学生の支援に対応するため，人事院，日本学生支援機構，就職情報企業
育支援課，生活支援課，就職支援課 及び鳥取大学東京オフィスが入居しているＣＩＣ（キャンパスイノベーションセン
の業務の専門性を高めて，各学部， ター）東京などが主催する就職指導担当者向けセミナー等に延べ８回，８名が参加
学外の諸機関と連携を図りながら， し 専門知識を習得するとともに 他大学に職員を派遣し情報の収集を行った 熊， ， 。（
修学，就職，経済的な悩み等の相談 本大学２名，京都工芸繊維大学３名，京都産業大学３名）
体制をより一層充実させる。また， また 「中国・四国メンタルヘルス協議会 （11/1～2）及び「学生相談研修会」， 」
必要に応じて学生部の課・係等の再 （11/19～21）に参加し，資質の向上・情報交換等を行い，相談機能の充実を図っ
編を検討するとともに，職員の資質 た。
向上と意識改革を図る。 さらに，11月に「カルト問題 ，平成20年２月に「発達障害の学生への対応」に」

関する講演会を実施して，職員の意識改革と資質の向上を図るとともに，学生相談
・学生対応の充実を図った。

【105-2，109-2】
【学生相談機能の充実】
２）学部等においては，学級教員及び ２-1）地域学部では，少人数で学生と接する各年次の担当ゼミ教員や，実習グループ
チュータ制度を活用し，日常的に学 担当教員，学級委員を中心に学習状況などをフォローアップした。また，ＴＯＥＩ
生とふれあう機会を増やすことによ Ｃ300点未満の学生に対して，個人指導，アンケート調査を実施し，その結果を学

， 。 ， ，り，基礎学力向上支援や学習相談機 科会議で分析し カリキュラムの改正検討等の資料とした さらに 就職部会では
能を更に充実する。特に，平成１６ 教員採用試験情報（教員需要，近年の採用状況等）を情報提供した。
年度に学部改組を行った地域学部で ２-2）工学部では，学級教員及びチュータ制度を活用して，日常的に基礎学力向上支
は，学習，進路（進学・就職）相談 援を１年生から３年生を対象に行うとともに，４年生に対しては指導教員が学習相
体制の一層の充実を図る。 談を担当した。指導教員は，卒業研究で配属された学生の教育・研究・生活・就職

支援等を行った。
２-3）農学部では，生物資源環境学科，獣医学科ともにクラス毎に学級教員を定め，
学生の相談に応じた。また，生物資源環境学科では，平成17年度入学生から，２年
次以降になると学級教員の他にコース担当の教員が分担してチューターになり，履
修の助言指導等を行った。さらに，同科では，平成20年度入学生のうち，ＡＯ入試
・推薦Ⅰ入試で合格した学生に対しては，入学前教育を実施し，その段階からチュ

。 ， ， ，ーター教員をつけることとした また 生物資源環境学科では 全教員参加のもと
平成20年度入学生より１年次学生全体に対して，チューター制度を設けることを検
討した。

【105-3，109-3】
【学生相談機能の充実】
３）学生相談内容の多様化に対応する ３）学生相談については，その内容により必要に応じ，専門相談員のアドバイスを得
ため，ホームページを充実，積極的 て対応した。また，学生相談ホ－ムペ－ジによる相談は，掲示板，メ－ルを合わせ
な情報提供などを行うとともに，学 て27件あり，迅速な回答で対応した。健康問題等の相談体制の充実については，年
生が気軽に利用できる体制を整備す 度計画【109-4】及び【109-5】の『計画の進捗状況』欄を参照。
る。また，相談用パソコンの有効利
用を促進する。

【106】 【106-1】
６）学生が行う情報の検索，収集，整 【学習支援体制の充実】
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理，測定，分析，とりまとめ，提示 ７）図書館を利用するためのオリエン ７）平成20年２月に，電子掲示板を中央館では玄関ホールに設置して，利用案内，利
などを支援する組織・システム・施 テーション 説明会を行うとともに 用に当たっての注意事項などの情報を掲示し，情報提供機能を高めた。， ，
設・機器等の充実を図る。 情報提供機能を高めるため電子掲示 また，シラバス掲載図書については，平成18年度と同様に予算を確保し，教科書

板の整備等を検討する。また，学生 ・参考図書を購入し充実を図った。
， ， 【 】 『 』に対する講義支援の一環としてシラ オリエンテーション 講習会については 年度計画 85-1 の 計画の進捗状況

バス掲載図書を充実させる。 欄を参照。

【106-2】
【学習支援体制の充実】

） ， 。８）各学部等においては，学生が自由 ８-1 共通教育棟の改修工事を行い 情報コンセントを備えた学生自習室を整備した
に情報検索，収集等に使用できるLAN また，大学会館を改修し，情報コンセントを備えたスペ－スを設け，学生のパソコ
設備の整った自習室，自習・交流ス ン使用の利便性を向上させた。

） ， ， ，ペースを設置するなど，アメニティ ８-2 地域学部では 学科演習室の整備を進めるとともに ＬＡＮ設備のある自習室
学習環境の整備を図る。 自習スペースを設置し，アメニティ学習環境の充実を図った。また，教育ネットワ

ークの無線ＬＡＮを整備した。
８-3）医学部では，保健学科棟のラウンジ，自習室等に情報コンセントを設置し，Ｌ
ＡＮ環境の整備を図った。また，チュートリアル室（ＰＣ，インターネット整備済
み）において，正課外での開放を行った。

８-4）工学部では，学生が自由に情報検索，収集等が可能なＬＡＮ設備の整った自習
・交流スペースを整備し，自主学習や授業に利用した。

８-5）農学部では，平成17年度からの建物改修により講義室，自習室，ロッカールー
ム，コモンスペース，学生ラウンジを順次整備している。

【107】 【107-1】
７）課外活動の支援を行う。 【学習支援体制の充実】

10）学生の課外活動に対する要望を把 10-1）部室の充実を図るため，サ－クル棟を増設するとともに，サ－クル活動で発生
握し 施設・設備を整備 充実する するゴミ処理のため，ゴミステ－ションを設置した。， ， 。

， ， ， ，体育館及び武道場を改修し 照明器具 トイレ 温水シャワ－等の設備を充実し
特に武道場は多目的に使用できるトレ－ニングル－ムを設置し，課外活動施設の機
能の充実を図った。
また，昨年に引き続き，平成19年９月に各サ－クルの代表が参加する「サ－クル

リ－ダ－研修会」を実施し，その際に出された課外活動に対する意見や要望を，今
後における課外活動の支援・充実に反映させることとした。

10-2）医学部では，毎年学生との懇談会を開催し，意見・要望を把握し，平成19年度
は部室を新築した。また，体育館での部活動の利便性を高めるため，防護ネットの
更新，艇庫の改修を行った。

【108】 【108-2】
８）学習支援に寄与する組織（附属図 【学習支援体制の充実】

） ， ，書館，国際交流センター，大学教育 ９）教育支援委員会において，学習支 ９ 教育支援委員会等において 学習支援に寄与する組織の連携について検討を行い
総合センター，総合メディア基盤セ 援に寄与する組織（附属図書館，国 以下の学習支援の取組みを行った。
ンター，生命機能研究支援センター 際交流センター，大学教育総合セン ①共通教育棟の改修工事に併せて，大学教育総合センターと国際交流センターが連
など）の連携と充実を図る。 ター，総合メディア基盤センター， 携し，語学学習支援のための定められた言語のみを使用する「語学シャワールー

生命機能研究支援センターなど）が ム」を共通教育棟１階に設置した。
連携し，より充実した学習支援を行 ②大学教育総合センターと国際交流センターが協力し，メキシコ海外実践教育プロ
うことができるシステムの構築に向 グラムを実施した。
け更に検討する。 ③学生教育関係の支援を行っている各センターの連携を一層充実させるため，平成

20年４月から大学教育支援機構の設置を決定した （年度計画【18-1】の『平成。
19年度の実施状況』欄を参照 ）。
④平成19年度から国際交流センター長を教育支援委員会の委員とし，留学生に関す
る情報を各委員が共有することにより，留学生に対する全学的な教育支援体制の
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充実を図った。

【108-3】
【学習支援体制の充実】
11）総合メディア基盤センターと学生 11）総合メディア基盤センターと学生部が協力して構築した学務支援システムを活用
部が協力して構築した学務支援シス し，情報のワンストップ体制を発展させるため，総合メディア基盤センターが提供
テムを活用し，情報のワンストップ する高速計算機サーバ及びＰＣ端末群と，学生部が提供する学務支援システムを主
体制を発展させる。 とした教育用無線ＬＡＮ認証及び語学教育アプリケーション，電子メールアカウン

ト等の複数システムに点在するユーザ情報を見直し，単一のユーザ情報で複数のシ
ステムが利用できるよう関連する情報を集約した。
また，教育用ネットワークの管理・サービス体制強化のため，学生部及び大学教

育総合センター，総合メディア基盤センターが協議し，管理担当部局の変更や，人
員・予算・協力体制の検討を継続的に行い，教育支援システムの設備を管理環境の
整った総合メディア基盤センターに移設した。

【108-4】
【学習支援体制の充実】
12）総合メディア基盤センターは，遺 12）総合メディア基盤センターは，遺伝子解析用ソフトウエアを整備し，コンピュー
伝子・プロテオーム情報教育，放射 タを利用した遺伝子解析実習の支援を行った。
線安全教育などを充実させるため導 また，学生向け広報用電子掲示板システムを医学部学生食堂に設置し，平成19年
入した全学で利用できるサーバーと ４月から運用・管理を開始した。
ソフトの活用及び学生向けの広報用

，電子掲示板システムの運用について
引き続き支援する。

【108-5】
【学習支援体制の充実】
13）生命機能研究支援センターは，全 13）生命機能研究支援センターでは，放射線応用科学分野で「放射線科学 ，遺伝子」
学共通科目の生物系，物質系教養教 探索分野では「脳の世紀 「基礎生物学」を継続して開講し，学習支援体制の充実」，
育を継続して支援する。 を図った。

【109】 【109-4】
９ 学生相談内容の多様化に対応して 【学生相談機能の充実】） ，
心身ともに健康な学生生活を個別に ４）健康問題等の専門的な相談に対応 ４) 鳥取地区，米子地区ともに精神的相談件数が増加しており，保健管理センタ－及
支援するために，学生相談室の充実 するため，保健管理センターに配置 び米子分室の精神相談カウンセラ－の増員・充実について企画調整会議等において
と専任カウンセラーの確保に努める したカウンセラーの活動の更なる強 検討し，平成20年度から非常勤カウンセラーを鳥取地区で雇用時間増，米子地区で。

化を図る。 新たに１名雇用することとした。
また，工学部では，保健管理センターの協力を受けて，電気電子工学科で各年次

の学生や教職員を対象とした「メンタル・ケア講習会」を開催した。

【109-5】
【学生相談機能の充実】
５）疾病構造変化に対する診療体制・ ５）年度計画【109-4】の『計画の進捗状況』欄を参照。
機能の強化・充実を図るための体制
（学校医の採用，委嘱等）について
継続して検討する。

【109-6】
【学生相談機能の充実】



- 113 -

鳥取大学
６）引き続き各種定期健康診断及び事 ６）検診期間を１日延長したり，検診を昼休み時間を含む午後から実施するなど，学
後処置の二次検査受診率の向上に努 生への便宜を図る工夫をし，受診率の向上に努めた。また，各学部での検診実施の
める。 掲示，保健管理センターホームページ並びにメールの活用など，学生への広報充実

に努め，改善事項については，学生に浸透するよう引き続きＰＲを行う。

○生活相談・就職支援等に関する具体 ○生活相談・就職支援等に関する具体
的方策 的方策
【110】 【110-1】
１）相談員を始めとする職員の資質の 【学生支援体制の充実】
向上を図る。 １）多様化した学生相談に対応するた １-1）全国的に多くの大学で問題となっている「カルト問題について」の講演会を平

め，相談員を始め，職員を対象に講 成19年11月に実施し，相談員をはじめとする教職員の資質の向上を図った。
演会等を継続して開催するとともに また，平成20年２月に「発達障害の学生への対応」に関する講演会を実施し，そ，
情報リテラシの講義で情報倫理とイ の理解と支援に対する工夫等の知識を得る機会を設けた。
ンターネット上のリスクを教育し， １-2）医学部では，平成19年11月に学生支援機構が開催する「メンタルヘルス研修協
ネットワークに係わる被害防止を図 議会」に教員１名が参加した。また，農学部では，学生相談コーナーを開設するに

， 「 」 。る。 あたり 教員を対象として 学生相談に関する研修会 を平成19年９月に実施した
１-3）職員向けに「情報セキュリティ職員研修」を４回，フォローアップのための研
修会を２回実施した。
また，共通教育として「情報リテラシ」授業を総合メディア基盤センターで16コ

， ， 。マ担当し インターネットに関するリスク セキュリティについても教育を行った

【110-2,118-2】
【学生支援体制の充実】
６）各種就職担当者セミナー等に継続 ６）学生の支援に対応するため，年度計画【105-1】の『計画の進捗状況』欄のとお
して参加し 情報収集の強化を図る り，情報の収集を行った。， 。
また，教職員への啓発活動として， また，教職員の意識改革を図るため，平成20年３月に香川大学及び京都産業大学
就職支援・キャリアデザインに関す から講師を招聘してキャリア支援フォーラムを開催した （参加者数28名）。
る外部の専門家を招き講演会等を開
催する。

【111】 【105-4，111-1,119-1】
２ 「なんでも相談」の窓口業務の明確 【学生支援体制の充実】）
化と学内外機関との協力・支援体制 ２）保健管理センターのカウンセリン ２）保健管理センタ－のホームページへのアクセスをわかりやすくするとともに，平
の強化を図る。 グ機能，及び「なんでも相談窓口」 成19年11月には，医学部医学科学生の抗体検査実施で保健管理センタ－からの連絡

の業務，利用方法等について，積極 事項（説明会の実施）を，掲示とは別にメ－ルで配信するなどした結果，全員が出
的にPRを行い学生のニーズに応える 席するなどの効果が得られた。。

なんでも相談の利用について，学生の出入が多い場所に掲示し，引き続きＰＲに
努めるとともに，本学ホ－ムペ－ジ，キャンパスダイアリ－への掲載，入学時オリ
エンテ－ションにおいて周知を図った。相談件数は，ホ－ムペ－ジ，メ－ル，来室
等を含めて50件程度あった。

【111-2,119-2】
【学生支援体制の充実】
８）保健管理センター米子分室の施設 ７）相談件数の増加に伴い，平成18年度から精神科医（学校医）による相談を月２回
機能を充実する。 に増やし 平成19年度も引き続き相談に対応した また 年度計画 109-4 の 計， 。 ， 【 】 『

画の進捗状況』欄のとおり，平成20年度から非常勤カウンセラーを新たに１名配置
して学生への対応の充実を図ることとした。

【111-3，116-1】
【学生支援内容の充実】
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１）安全で充実した学生生活が過ごせ １）入学式のオリエンテーションにおいて，飲酒，悪徳商法等についての啓発を行っ
るよう，悪質商法などの被害者とな た。
らない生活知識等の情報を随時周知 また，掲示及びホームページ掲載により，随時，飲酒事故防止，不審者情報，架
する。 空請求，学内施工工事情報等注意喚起を行うとともに，事件・事故に対して具体的

な回避の方法，未然に防止する知識の周知等について啓発を行った。
さらに，全学共通科目「くらしの経済・法律講座」を開設して，経済の仕組みや

食品表示，悪徳商法への対処法などについて，弁護士・金融広報アドバイザー，本
学教員等が講師となって講義した。

【111-4】
【学生支援内容の充実】
２）被害者となった場合は，学外の関 ２）鳥取地区で学生が被害者となった場合には，各学部から学生支援課へその状況等
係機関等と連携し，学生保護に努め について報告があり，当該学部と協力して学生の保護に努めるとともに，警察に情
る。 報を提供し，二次被害が出ないよう適切に対応した。

また，架空請求等の送付があったとき，消費者センター等の窓口に相談するよう
に，不審者を見つけた場合や盗難等の被害者となった場合には，警察への届出をす
るよう指導するとともに，警察へ巡回等警戒強化の要請を行った。
米子地区では，医学部の学級教員，学生相談員，医学部学生生活委員会において

サポートしている。

【111-5】
【学生支援内容の充実】
４）必要に応じ学生相談室専門相談員 ４）学生相談は，来室，メール等での相談があり，学生相談室の専門相談員及び保健
及び保健管理センター等と連携し， 管理センターのカウンセラーと，各学部の学生相談員等が相談内容に応じて的確に
きめ細やかなで適切な指導・助言を 連携し，適切な指導・助言を行った。
行う。

【112】 【112-1】
３）不登校及び成績（修学）不振者へ 【学生支援内容の充実】
の呼びかけ，相談及び支援の実施を ３）授業担当教員，学級教員及び関係 ３-1）地域学部では，少人数で学生と接する各年次の担当ゼミ教員や実習グループ担
行う。 者等との連絡を密にし，不登校及び 当教員の出席状況把握，教務部会員の未取得単位授業状況把握などにより，学習状

成績（修学）不振者の早期発見に努 況などをフォローし学科で情報を共有しており，チューター（学級教員を含む）を
め，適切に対応する。 中心に相談活動を行った。

また，教務部会として，毎年学期毎に，成績不振者及び取得単位が少ない学生へ
の指導を学級教員へ依頼し，結果報告を提出した。

３-2）医学部では，教育担当教員及び学級教員が連携し，学生に定期的に面談を行う
等の対応をした。

３-3）工学部では，成績不振者に対して年２回成績調査を行い，通知及び指導を行っ
た。成績不振者に対しては学期の始まりには出席状況をチェックし，適切に指導し
た。また，平成19年度から「保護者会」を開催し，個人面談による学生への支援を
行った。

３-4）農学部では，チューター，学級教員，指導教員等が，学生と面談，保護者と連
絡をとりながら，それぞれ個別に対応した。

【112-2】
【学生支援内容の充実】
11）休学学生の指導教員を決め，定期 11）工学部では，１～３年次の学生に対しては，学級教員がチュータ教員と協力して
的に面談及び報告を行うシステムを 指導し，４年次の学生や研究科学生は指導教員が指導した。
充実させる。
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【113】 【105-5，113-1,116-2】
４）相談及び生活情報収集が可能なス 【学生支援体制の充実】
ペースの確保・充実に努める。 ３）生活相談のための生活支援課相談 ３）生活支援課内に小掲示板及びパンフレット・小冊子等を置くスペースを確保し，

室を更に充実する。また，生活支援 引き続き生活情報等の資料提供を行った。また，共通教育棟の改修工事に併せて，
課内に，生活情報の資料提供ができ 相談室をより相談しやすい快適な環境に改修した。
るためのスペースを確保する。 また，飲酒事故，盗難，悪徳商法，不審者，カルト等への注意喚起，啓発などを

行い，被害者，加害者にならないための知識の修得が図られるよう工夫した。

【114】 【114-1】
５）ピアサポーター（学生相談員）の 【学生支援体制の充実】
育成を図る。 ４）同じ学生という立場からの相談対 ４）学生相談ホームページに寄せられる学生からの質問・相談等に対し，身近な立場

応を充実させるため，ピアサポータ で助言する「ピア・サポーター」の募集を行い，応募者が新たに１名あった。ピア
ーに対する研修を継続して実施する ・サポーターとの意見交換等を５回行い，学生支援のための方策の検討を行った。。

【115】 【115-1】
６）キャリア教育及び資格取得コース 【学生支援内容の充実】
の開設を行う。 ５）キャリア教育の授業を継続して開 ５）１・２年次を対象とした全学共通科目の主題科目「キャリアデザイン入門」を継

設する。また，キャリア教育の充実 続して開講し，前期175名，後期170名が履修した。また，２年次以上を対象とした
を図るため，複数の教員による開講 主題科目「キャリアデザイン実践」を継続して開講し，前期36名，後期23名が履修
の実現・専門科目への導入を検討す した。
る。 さらに，講義内容の充実を図るため，各期５～６名の外部講師をボランティアと

して積極的に受け入れた。

【115-2】
【学生支援内容の充実】
６）公務員等の受験対策講座を継続す ６）平成18年度に引き続き，公務員講座を開設し，平成19年６月から平成20年３月の

， ， 。（ ， ）る。 間に 317コマ実施し 107名が受講した 主催：鳥取大学 運営：鳥取大学生協
また，ガイダンスを２回（11月，平成20年３月）開催し，延べ84名が参加した。

【116】 【116-3】
７）情報収集能力の強化を図る。 【学生支援体制の充実】

７）中四国・首都圏情報産業リクルー ７）中四国・首都圏情報産業リクルート連携推進協議会と連携し，平成20年１月に本
， （ ） （ ），ト連携推進協議会と連携し，学生の 学において 合同説明会 ＩＴ人材・ＳＥ人材就職フェア を実施し 参加者23人

Ｉターン，Ｕターンの支援及びイン 就職情報の提供を行った。
。ターンシップ派遣先の確保に努める

【117】 【117-1】
８）就職相談体制及びガイダンスの充 【学生支援内容の充実】
実を図る。 ７）就職ガイダンス，国・自治体・企 ７）各種ガイダンス等は，5月末から学生が参加しやすいように，４限と５限の時間

業等の採用試験の説明会，面接対策 帯に同一内容で２回開催し，就職情報ホームページで学内外のイベント，企業・公
指導等を実施するとともに，ホーム 務員等の求人情報，会社説明会等の情報を提供するとともに，平成19年度新たにメ
ページ等を活用し就職情報を積極的 ール配信による情報提供を開始した。平成19年度新たな企画として，鳥取県との共
に提供する。また，就職支援バスの 催による鳥取県の産業・企業紹介フェア，工場見学会を実施した。
運行（鳥取～大阪）等を継続して実 また，企業訪問や就職セミナー等への参加など，就職活動を行う学生の経済的負
施する。 担軽減を図り，活発な就職活動を支援するため，就職支援バスの運行を継続して実

施した （運行期間：平成20年２月13日～平成20年４月30日までの毎週月，水，金。
曜日）米子地区については，平成18年度実施した内容を見直し，交通費の一部補助
を実施した （支援対象：平成19年８月１日～平成20年４月30日までの間の就職活。
動）
さらに，学生の就職支援を充実するため，平成20年度に新たに就職支援システム
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を導入することとしている。

【117-2】
【学生支援内容の充実】
８）就職手帳及び企業向けパンフレッ ８）就職手帳を学部３年生，大学院１年生向けに，ＯＢ・ＯＧからのメッセージを盛
トの配布を継続する。 り込み800部作成し，対象学生に配布した。

また，企業向けパンフレットは，デザインを一新するとともに，データを見やす
くして2,500部を作成し，東海，近畿，中国，四国地区の企業1,250社及び本学と交
流の深い鳥取県内の企業に送付するとともに，来訪企業及び学外イベントで配布し
た。
また，学部においても，例えば，農学部では，就職指導委員会が中心となり，学

科・教育コース毎に育成を目指す職業人材像を記載した企業配布用パンフレットを
作成し，今後企業ＰＲに積極的に活用していくことを予定している。

【117-3】
【学生支援内容の充実】
９）就職支援に係る満足度調査を継続 ９）平成19年度卒業生を対象に，平成20年２月にアンケートを実施した。今後も継続
して実施し，就職支援の在り方を検 して調査を実施し，学生の就職活動等の支援の充実を図ることとしている。
討する。

【118】 【118-1】
９）上記実現のためのスタッフの充実 【学生支援体制の充実】
を図る。 ５）平成１８年度に設置した就職支援 ５）年度計画【68－3】の『計画の進捗状況』欄に記載のとおり，就職支援サービス

課を学生の就職活動の拠点とすべく を提供した。，
就職相談について専門的に対応でき
る就職相談員を継続して配置し，適
性診断テストなどを活用しながら，
学生の満足度の高いサービスを提供
する。

【119】 【119-3】
10）セクシュアル・ハラスメントの防 【学生支援内容の充実】
止に努める。 10）男女共同参画社会やハラスメント 10）平成19年11月に「カルト問題について」講演会を実施し，カルトの実態・全国の

など人権に関する講演会，説明会を 状況等を知ることにより，学生への対応・人権問題等への啓発の機会とした。平成
， 「 」 ，継続開催し，学生，職員の意識改革 20年２月には 講演会 こころの健康を考える－学生への配慮と支援－ を実施し

を徹底する。 発達障害をもつ学生への理解を深め，その対応について考える機会を設けた。３月
には，鳥取大学ハラスメント防止委員会が実施した「キャンパスハラスメントを考
える」と題した講演会に多くの学生が参加するよう，各学部等への掲示，ホ－ムペ
－ジへの掲載，各サ－クルへのメ－ル送信及び学生個人に直接声をかけるなどを行
った。

○経済的支援に関する具体的方策 ○経済的支援に関する具体的方策
【120】 【120-1】

） ， ） ，１）各種奨学金制度及び授業料免除制 １ 奨学金及び授業料免除については １ 各種団体奨学金の募集及び授業料免除申請手続き案内等をホ－ムペ－ジに掲載し
度の充実に努める。 ホームページの活用等による情報提 情報提供を行うとともに，授業料免除申請に係る様式をダウンロ－ド可能とし，授

供の充実及び申請手続きの効率化を 業料免除システムの稼働により学生がＷｅｂ上で免除申請書提出予約及び審査結果
図る。また，授業料免除システムを を確認できるようにしたことで，学生の利便性の向上と事務の効率化を図った。
構築し，申請希望の意思表示，結果
の通知，選考等の効率化を図る。
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【120-2】
４）経済的支援を必要とする学生に対 ４）平成18年度から学業優秀者授業料全額免除（平成18年度各期92名，平成19年度各
する免除に加え，成績優秀な学生を 期93名）を実施した。また，大学院入学者のうち，学業優秀者20名の入学料半額免
対象とした入学料，授業料免除制度 除を実施した。
を継続する。

【120-3】
５）大学院博士課程（博士後期課程） ５）平成18年度から，大学院博士課程（博士後期課程）に新たに入学・進学する特に
学生に対する奨学金制度を継続する 優秀な学生に対する奨学金制度「鳥取大学大学院エンカレッジファンド」を創設し。

て，50万円を２年間給付することとしており，平成19年度は，１年次８名，２年次
10名に各50万円を給付した。

【120-4】
６）経済的支援を必要とする学生に対 ６-1）学生生活支援委員会で検討し，利率，大学の負うリスク等の問題から大学独自
しての授業料奨学融資制度の導入に の融資制度導入は行わないこととして，日本学生支援機構の奨学金のほか，各種奨
ついて，問題点を整理し，引き続き 学金及び国民金融公庫教育ロ－ン等の情報提供の充実を図ることとした。
検討する。 ６-2）医学部では，鳥取県医師養成確保奨学金として鳥取大学医学部在学生枠が設置

され 医学科３年生６名 ４年生５人 ５年生３名の計14名の貸与が決定した 月， ， ， 。（
額10万円の奨学金）

【121】 【121-1】
２）下宿生活学生への各種情報提供等 ２）家庭教師や健全な業種のアルバイ ２）アルバイト求人については，平成18年度に引き続き，求人先業種の制限職種の抵
による生活支援サービスを図る。 ト等の情報を提供するなど，生活支 触の有無や雇用条件等を確認し，健全な求人のみ受付け，アルバイト求人票用コ－

援サービスを充実する。 ナ－掲示板に求人票を掲示し，情報を提供した。
， ， ， （ ）また 家庭教師についても 平成18年度に引き続き 依頼者の希望 指導科目等

した条件と予め学生から提出した「家庭教師登録票」に記載された条件に合った学
生を依頼者に紹介した。
医学部では，アルバイト等の情報提供は，求人登録制度により実施し年間約100

件の情報を提供した。

【122】 【122-1】
３ ティーチング・アシスタント TA ３ 学生の経済的自立を支援するため ３）平成18年２月開催の教育支援委員会において，ティーチング・アシスタント採用） （ ） ） ，
制度 リサーチ・アシスタント RA ティーチング・アシスタント（TA） についての申合せを一部改正し，平成19年度から年度当初にティーチング・アシス， （ ）
制度を活用した学生の経済的自立の 及びリサーチ・アシスタント（RA） タントを採用できるようにした。
支援に努める。 制度を拡充し，一層の充実を図る。

【120-5,122-2】
７ 優秀な学生には日本学術振興会 学 ７-1）平成19年度日本学術振興会特別研究員に40名が新規申請して，特別研究員に５） （
振）特別研究員，産学・地域連携推 名（ＰＤ：１名，ＤＣ２：１名，ＤＣ１：２名，ＤＣ２(21ＣＯＥ)：１名）が採用
進機構プロジェクト研究員への応募 された （ほかに継続者３名）。
を奨励する。 また，産学・地域連携推進機構プロジェクト研究員に，４名（うち２名は継続）

採用された。
７-2）産学・地域連携推進機構プロジェクト（提案型開発研究テーマ）に，３名の大
学院生が採択された。

【112-3，122-3】
８ 学級担任及びチューターの教員が ８）年度計画【112-1】の『計画の進捗状況』欄を参照。） ，
家庭との連絡を密にするなど個別的
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，に学生の経済的状況を的確に把握し

指導助言に役立てる。

○社会人・留学生等に対する配慮 ○社会人・留学生等に対する配慮
【123】 【123-1】
１）留学生に関しては，生活・学習等 １）留学生については，留学生ガイダ １）毎年実施している留学生オリエンテーションを，平成19年度も４月と10月に鳥取
に対する充実した情報提供を随時行 ンス，ホームページを活用した情報 県（国際交流財団）及び鳥取市（国際交流プラザ）と合同で実施した。さらに，鳥
うとともに，各部局と国際交流セン 提供を一層充実させ，国際交流セン 取県警及び鳥取消防署と協力して，交通事故，火災及び地震などに対する安全セミ
ター及び保健管理センターが連携し ター，保健管理センター及び各学部 ナーを実施した。また，留学生オリエンテーションでは，保健管理センターが健康
てきめ細かな支援を行う。 が連携の上 （財）鳥取県国際交流財 指導及び定期健康診断に関する説明を行った。，

団等の協力を得ながら個別ニーズに 国際交流センターのホームページ及び国際交流に関する資料については，定期的
対応したきめ細やかな支援を継続し に見直しを行い，最新情報の提供を行った。
て実施する。 農学部では，イスラム教徒の留学生に対して，礼拝のための部屋を準備した。

【123-2】
２）留学生の学習成績を含めた在籍管 ２）国際交流センターに在籍する予備教育学生については，国際交流センター教員が
理のあり方について，データの蓄積 学習状況の報告・収集及び日常生活の指導を行い，また，オフィスアワーを設け，
に止まらず，その活用の具体的方策 生活指導教員を中心に，学習及び生活上の相談を受けた。
を検討する。

【123-3】
） ，３）健康診断検査項目を充実させると ３ 留学生オリエンテーション等で健康診断の重要性を保健管理センター職員により

ともに，健康診断及び事後処置の二 専門的な立場から指導するなど受診率の向上に努め，平成19年度の受診率は35％で
次検査の受診率の向上を目指した努 あった。また，健康診断に肝機能や腎機能の検査項目を加え検査を充実した。
力を継続する。 さらに，海外派遣対象者には，平成19年７月に渡航時の感染予防などの感染症対

策オリエンテーション（参加者数70名）を実施した。

【123-4】
４）各学部において修得した専門的知 ４）各学部では，学科の就職指導・進路指導担当教員等が，個別のニーズに対応した
識を生かして社会貢献できるよう， きめ細やかな就職・進路指導を行った。また，医学部の医師国家試験において，学
適切な就職・進路指導，各種国家試 業・成績向上を目的として医学科運営会議で設置された学振会が，他の国家試験に
験受験指導等を継続する。 ついては，担当教員が指導する体制を継続して行った。

【123-5】
５）留学生用図書について，購入分野 ５）留学生用図書について，附属図書館と国際交流センターが連携し，留学生用図書
を定め重点的な整備を継続して実施 経費として25万円を措置し，これまでの整備状況を踏まえて購入分野を決定して51
する。 冊を購入し，日本紹介コーナー等に配架して利用促進に努めた。

また，平成19年10月から，鳥取県立図書館環日本海資料室の資料を，３ヶ月単位
で１回100冊を借受して提供した （平成19年10月～３月貸出実績：70名，106冊）。

【124】 【124-1】
２）鳥取県留学生推進協議会等による ６）鳥取県留学生等推進協議会と連携 ６）鳥取県留学生等交流推進協議会（参加機関数：67）において，各事業の実効性を
留学生支援システムの活用を図る。 し，留学生支援システムを活用して 高めるため，鳥取県内３地区（東部・中部・西部）による担当制とし，具体的な支

積極的に支援するとともに，実行性 援事業については各地区担当で検討し，全県的な連携の下で実行することとした。
のある留学生支援を継続して実施す 実施に際しては運営委員会を開催し，鳥取大学，鳥取短期大学，米子工業高等専門
る。 学校を中心に，具体的な支援事業を検討・実行することとした。また，平成20年１

月に開催した総会を受け，事業計画等の情報を会員間で共有，事業の共同実施につ
いて検討するためのメーリングリストを作成し運用を開始した。
また，平成19年11月に鳥取県中部歴史文化探訪ツアー（日帰り24名参加 ，平成）
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20年２月に外国人留学生のための平和学習事業（１泊２日23名参加）を実施した。

【124-2,164-1】
７）大学コンソーシアム山陰を継続し ７）大学コンソーシアム山陰（鳥取大学，鳥取短期大学，島根大学，島根県立女子短
て開催し，各大学における国際交流 期大学，島根県立看護短期大学で平成14年３月設立）の国際交流分野では，平成20
に関する情報交換を行うことにより 年１月に鳥取大学の担当により，語学研修やスキー研修等の共同実施について，鳥
留学生支援を一層充実させる。 取市において協議会を開催した。それに基づき，平成20年２月にスキー研修（１泊

２日10名参加）を大山において共同実施した。

【123-6】
８）社会人大学院生，社会人受講生に ８）各大学院研究科では，社会人大学院生に対して，講義等が受講しやすいように夜
ついては 講義等が受講し易いよう 間開講や集中講義等で教育研究指導を行っている。， ，
土曜日に開講したり，夏期（８・９ 大学院地域学研究科では，６名の社会人院生のために夜間開講，休日開講を実施
月）や冬期（１・２月）に集中講義 し，また，一般選抜で入学後に社会人となった学生に対しても，夜間開講を実施し
を開講したりするなど，柔軟に対応 た。
策を講じて，社会人大学院生，社会 大学院医学系研究科では，年度計画【80-1】の『計画の進捗状況』欄のとおり，
人受講生を増加させる。 社会人大学院生に対する配慮を図った。

【123-7】
） 【 】 『 』 。９）博士課程社会人入学者の学生が自 ９ 年度計画 80-1 の 計画の進捗状況 欄の大学院医学系研究科の取組みを参照

宅学習できるよう，遠隔学習システ
ムとしての共通医学ライブラリーの
充実を図る。

【80-3,123-8】
10）総合メディア基盤センターは，医 10）総合メディア基盤センターの米子サブセンターを中心として，医学系研究科の社
学系研究科の社会人大学院生用及び 会人大学院生用の教育コンテンツを提供するためのコンテンツ作成支援及びサーバ
卒後臨床教育用の教育コンテンツを 管理支援を行った。平成19年度は，著作権処理等の課題問題があるためＤＶＤ等の，
Web提供するためのコンテンツ作成支 メディアで実施することとした。
援及びサーバー管理支援を行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

１）基礎研究や特化した実践的，先端的研究においては世界的な水準を目指す。
中

２）地域の生活，文化，教育，産業，健康・福祉に寄与する高い水準の研究を目指す｡期
目

３）成果を社会へ還元するシステムの構築を図り，積極的に活用する。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○目指すべき研究の方向性 ○目指すべき研究の方向性
【125】 【異分野教員の研究の融合】
１）異分野教員の研究を融合させる研 【125-1】
究プロジェクトを活発化させる。 １）学術研究推進戦略（平成18年11月 １-1）本学の特性を生かした異分野間の共同研究，先端的研究及び地域の社会的ニー

策定）に基づき，医工学連携，医農 ズに即した研究等を積極的に推進するため「鳥取大学における教育・研究プロジェ
学連携など，異分野教員の研究を融 クトに関する取扱要項」を策定し，平成19年度は，学外の者もプロジェクトに参画
合させた部局横断的研究プロジェク できるよう要項を見直すこととした。当該プロジェクトに対し，平成19年度は，学
トを継続する。 長経費から36件22,000千円を支援した。

１-2）文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業「染色体工学技術等による生活習
慣病予防食品評価システムの構築と食品等の開発」では，医・工・農・地域の各学
部，地元企業等の連携により生活習慣病予防に実行ある機能性食品素材を開発し，
生活習慣病予防関連事業を創出する研究を推進した。この事業において，推進会議
（２回 ，共同研究推進員会（５回 ，成果発表会（２回）を行った。） ）

【125-2】
） ， ， ，２）世界的水準に相当するような高い ２-1 乾燥地研究センターを中心として 農学分野に地球環境学分野 社会医学分野

レベルの基礎・応用研究，異分野間 獣医学分野を融合した乾燥地科学研究 文部科学省グローバルＣＯＥプログラム 乾（ 「
の共同研究等を引き続き推進する。 燥地科学拠点の世界展開」平成19年度採択）を推進した。この乾燥地科学研究を世

界に展開するため，国際乾燥地農業研究センター（シリア・アレッポ ，砂漠研究）
所（アメリカ・ネバダ）と連携し，世界的レベルの研究者招へい，海外研究基地の
設置，国際共同研究を実施した。

２-2）医学部では，下記の研究を推進した。
・21世紀ＣＯＥプログラム「染色体工学技術開発の拠点形成」について，これに関
連する高レベルの民間等との共同研究３件が平成19年度新たにスタートした。
・遺伝子の血中値を測定して癌を診断する方法の開発に成功し，継続して研究を行
った。

２-3）工学部では，世界的水準に相当するような高いレベルの基礎・応用研究，異分
， （ ，野間の共同研究 地域社会に貢献する研究等 次世代マルチメディア基盤技術開発

未利用資源有効利用の基盤技術開発，サスティナブルな地域再構築のための政策的
研究，自然エネルギー活用の基盤技術開発）のグループを形成し，参画した。

２-4）農学部では，下記の共同研究等を推進した。
・科学技術振興機構の推進事業「人口急増地域の持続的な流域水政策シナリオ」に
継続参画，また 「砂漠化を抑制する乾燥耐性植物の開発」を継続実施，
・菌類きのこ遺伝資源の未開拓機能の開発利用研究のため 「菌類きのこ遺伝資源，
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評価保存研究部門」を中心に４部門が連携して，特色ある体系的な教育と研究の
推進，菌類きのこ遺伝資源の基礎応用研究に関する国際的拠点形成を目指した研
究推進
・ インターバルタイマー計測タンパク質の発見とその構造解析に関する研究」を「
継続実施

・高病原性鳥インフルエンザをはじめとする鳥類疾病に関する高レベルな研究実施
・天然資源の動物への有効利用をテーマとした産官学連携研究を病院症例を通じて
実施

【125-3】
） （ ， ）３）鳥取地区放射性同位元素等共同利 ３ 現有の老朽化したガンマカウンター 米子地区平成７年 鳥取地区平成８年導入

用施設（ＲＩ施設）は，鳥取地区に に対し，最新のガンマカウンター導入に向けて検討を行った。また，技術教育とし
おけるＲＩを用いた先端的バイオサ て５月の講習会（参加者15名）を実施した。
イエンス・バイオテクノロジーの研
究を重点的に支援するため，研究用
設備の充実を図るとともに，大学院
生及び教員を対象として行った年１
回の技術教育を継続して実施する。

【125-4】
４）子どもの社会能力の獲得過程やそ ４）科学技術振興機構の社会技術研究開発センターとの連携の下に 「日本の子ども，
の神経基盤の解明を目的とした研究 認知・行動発達に影響を与える要因の解明」プロジェクト（コホート研究）の一環
を推進する。 として，親子関係，家族関係，地域社会との関連などから鳥取市の幼児の成長過程

を５年間にわたり追跡調査を行っており，地域教育学科の小児科学，脳神経科学，
心理学，保育学等の教員が平成19年度も引き続き研究を推進した。

【126】 【本学の特性を生かした先端的研究】
２）本学の特性を生かした先端的研究 【126-1】
の促進を図る。 １）乾燥地研究センター（全国共同利 １）乾燥地研究センターは，国内共同研究員（59課題 ，外国人客員教員（６名 ，外） ）

用施設）は，国内外の研究者の参加 国人研究者（１名）及びグローバルＣＯＥプログラム等による招へい研究者，日本
を得て「乾燥地の砂漠化防止と開発 学術振興会拠点大学交流事業等研究プロジェクト参加研究者等との共同研究を積極
利用に関する基礎的研究」を継続し 的に実施し，その成果等を研究論文，共同研究発表会（12月４日）及びセミナー等
て推進する。 を通じて公表した。

【126-2】
２）共同利用研究者による共同研究， ２）年度計画【126-1】の『計画の進捗状況』欄を参照。

。共同研究発表会を継続して実施する

【126-3】
３）鳥由来人獣共通感染症疫学研究セ ３-1）鳥由来人獣共通感染症疫学研究センターは，Ｐ３レベル感染動物実験室を使用
ンターは，人獣共通感染症の撲滅の して高病原性鳥インフルエンザの国内発生に係る感染経路究明研究を実施した。
研究を引き続き推進する。 また，科学技術振興調整費科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進に関する

研究「野鳥由来ウイルスの生態解明とゲノム解析」を継続して実施した。
さらに，文部科学省「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」に参画し，東

京大学医科学研究所（中国拠点 ，長崎大学熱帯医学研究所（ベトナム拠点）とと）
もに，高病原性鳥インフルエンザウイルスの共同研究及び共同調査を実施した。

３-2）平成19年11月には，京都産業大学と「鳥インフルエンザ研究に関する学術交流
協定」を締結し，流行しているベトナムの実態調査，国内の野鳥のウイルス保有状
況の調査，ウイルスを遮断するマスク素材の開発などを共同で推進した。
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【126-4】
４）菌類きのこ遺伝資源研究センター ４）菌類きのこ遺伝資源研究センターは，菌蕈研究所から分譲された菌類遺伝資源株
は，菌類きのこの機能解明等の研究 3,479菌株の液体窒素凍結保存を開始した。
を引き続き推進する。 また，きのこ類遺伝資源の遺伝子データベースの構築に着手するとともに，菌類

きのこ遺伝資源の未開拓機能の開発利用研究の一環として 「きのこ類遺伝資源に，
よる環境浄化技術の開発に関する研究」及び「菌根菌の人工感染技術の開発に関す
る研究」を継続して実施した。

【127】 【地域のニーズに即した研究】
３）地域の社会的ニーズに即した研究 【127-1】
の促進及び普及に努める。 １）産学・地域連携推進機構は，連携 １-1）連携協定を締結している金融機関等と毎月開催する，鳥取大学産学・地域連携

協定を結んでいる金融機関等を活用 推進室連絡会（月２回）や鳥取大学振興協力会交流会（東部地区１回，中部地区２
して，地域の社会的ニーズの把握に 回，西部地区２回 ，ビジネス交流会（東京２回，大阪２回，名古屋１回）等を活）
努め，大学のシーズとのマッチング 用して，地域の社会的ニーズの把握に努めた。
を図り地域社会に貢献できる研究を １-2）産学・地域連携推進機構スタッフが米子地区地域連携部門に常駐し，県西部地
推進する。 区企業のニーズ等の把握や技術相談を行ったり，産官学連携推進室西部連絡会（毎

月１回開催）を開催するなど鳥取県西部地区の企業ニーズをより密接に把握できる
ような体制を整えた。

【127-2】
２）地域貢献支援事業として取り組ん ２-1）平成19年８月に，平成18年度地域貢献支援事業と鳥取県からの受託事業「知の
できた，地域の環境・風土・文化に 財産活用推進事業」の成果報告会を鳥取県立図書館で開催し，米子地区会場へもラ
係る研究成果を地域社会へ積極的に イブ中継を行い，112名の参加があった。
還元する。 また，平成18年度成果報告書を800部作成し,鳥取県内自治体等関係機関へ広く配

布した。
２-2）平成19年度についても，学内特別経費2,200万円を措置し，自治体と連携した
地域貢献支援事業47件を展開するとともに，平成19年度成果報告書を作成し，鳥取
県内関係者・自治体等へ配布を行って地域社会への還元を図った。
） ， ，２-3 平成20年３月には 平成19年度から参画した琴浦町農林水産業活性化研究会と

地域貢献推進事業である琴浦町どんづまり集落活性化支援事業の合同発表会を琴浦
町において開催した。

【127-3】
３）地域学部は 「地域学研究会」を中 ３-1）地域学部地域教育学科では，科学研究費補助金基盤研究Ｂ「地域の教育福祉諸，
心に，空洞化が進行する中心市街地 機関の連携に関する総合的研究－新しい専門性の形成をめざして－」の最終年度の
や過疎高齢化が進行する中山間地の 推進，及び「日本の子ども発達コホート研究」を継続して実施した。
再生などの調査研究を推進する。ま ３-2）地域環境学科では，受託研究『千代川流域圏における自然的・人文的特性に
た 「地域の教育福祉諸機関の連携に 関する総合研究 ・鳥取県との共同シンポジウム・ 地域環境調査実習』などを通， 』 『
関する総合的研究 「日本の子ども じて学科研究プロジェクトを推進した。」，

」， ） ， 「 」発達コホート研究 「メディアと子 ３-3 地域文化学科では 全学プロジェクト 持続的過疎社会形成研究プロジェクト
育て応援事業 「鳥取クリエイティ 及び鳥取県の諸地域で行われている街づくり地域起こしプロジェクト等へ参加し」，
ブプロジェクト 「千代川流域圏の た。また，鳥取地誌研究会は，鳥取県立博物館，鳥取市歴史博物館，鳥取市教育委」，
環境特性」等の学科プロジェクト研 員会との連携のもとに 『稲葉佳景無駄安留記影印本』の注釈作業に着手した。，
究，あるいは各学科教員が主体的に ３-4）地域政策学科では，①鳥取県の「知の財産」活用推進事業「鳥取県における着
関わる研究プロジェクトを推進する 地型観光実践研究」を実施した，②「とっとり地域政策コンソーシアム」の運営を。

共同で担った，③全学的な学際的プロジェクト「持続的過疎社会形成研究」に参画
した。
） ， 「 （ ） ，３-5 芸術文化センターでは ① 地域 鳥取県内 の芸術文化施設の現状と問題点

今後の整備の問題」に関する研究を具体的に推進した，②地域（鳥取県内）の芸術
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文化資源の把握とその活用方法，並びに，芸術文化による鳥取市街地活性化への取
組に関する研究成果を報告した。

【127-4】
４）県公設試験場等と連携して設立し ４-1）産学官連携に積極的に関わる人の交流を活発化し，鳥取地域の発展に寄与する
た「衛生・環境研究会 「地域情報 数多くの新たな活動が生み出されることを目的に，平成16年度に設立した「とっと」，
化研究会 「食品開発と健康に関す りネットワークシステム （ＴＮＳ）の登録研究会は15となり，約550名の研究会参」， 」
る研究会」等の活動の支援を強化し 加者が活動を行った。本学は事務局として，研究会開催の案内をホームページにて
て，地域ニーズに即した研究を推進 紹介し，鳥取地区で開催された研究会では会場の提供，交流会の準備等の支援を行
する。 った。

また，９月に盛岡で開催されたＩＮＳ産学官連携第１回全国大会に参加し，ＴＮ
Ｓの活動状況について発表し，10月に開催した「産官学連携フェスティバル2007」
では，ＴＮＳの紹介コーナーを設け，活動の支援を行った。

４-2）農学部では 「食品開発と健康に関する研究会」に設置された分科会（水産物，
加工分科会，農・畜産物加工分科会，機能性食品開発分科会）に農学部教員が世話
人として参画し，各分科会や第５回食品開発と健康に関する研究会（平成20年3月
開催）に参加した。
また 「動物由来感染症に関する研究会」に獣医学科教員が参画した。，

【127-5】
５ 「持続的過疎社会形成研究の推進」 ５-1）平成19年４月に「持続的過疎社会形成研究プロジェクト」を組織し，様々な課）
について，全学的に取り組み，持続 題に対する実践的な研究（21件）を展開した。
可能な過疎社会形成のための総合的 また，平成20年３月に研究報告会を烏取市において開催し，研究報告，パネルデ
な方法を確立し，研究成果を地域社 ィスカッション等を行い，約100名の参加者があった。
会に還元する。 ５-2）平成19年９月に鳥取県民文化会館において 「鳥取発！都市と地方の共存に向，

けた地域政策の方向性」と題して第１回フォーラムを開催し，約160名の参加者が
あった。
また，工学部が中心となり，過疎社会の経営科学に関する第３回鳥取大学シンポ

ジウムの開催，研究会アンケートの実施等の活動を行った。

【127-6】
６ 「都市エリア産学官連携促進事業」 ６）都市エリア産学官連携促進事業「染色体工学技術等による生活習慣病予防食品評）
について （財）鳥取県産業振興機構 価システムの構築と食品等の開発」を（財）鳥取県産業振興機構や米子・境港市内，
や米子・境港市内の地元企業と連携 の地元企業と本学（医・工・農・地域学部）が連携し，地域の水産資源から生活習
し，新規事業の創出及び研究開発型 慣病予防に実効ある機能性食品素材・食品を開発し，生活習慣病予防関連事業の創
の地域産業の育成を図る。 出を目指して共同研究を推進した。

○大学として重点的に取り組む領域 ○大学として重点的に取り組む領域
【128】 ２１世紀COEプログラムである「染
１）２１世紀COEプログラム該当プロジ 色体工学技術開発の拠点形成」を引
ェクト（乾燥地科学プログラム等） き続き推進するほか，ライフサイエ

ンス，ナノテク，情報通信，環境，
福祉に関する研究領域において，学
部及び大学院が有機的に連携し取り
組める研究課題の創出に努め，次に
掲げる領域・研究の進展を図る。

【128-1】
， 。 ，「染色体工学技術開発の拠点形成」 ヒト型の薬物代謝酵素をもつマウスの作製に成功し これを特許申請した また

多くの遺伝子を搭載することのできる人工染色体の構築に成功した。
ヒトｉＰＳ細胞作製のため，ヒト人工染色体を応用する研究を京都大学（山中教
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授グループ）と着手した。

【128-2】
５）２１世紀COEプログラム「乾燥地科 ５）年度計画【125-2】の『計画の進捗状況』欄を参照。
学プログラム」で確立した乾燥地科
学の世界展開

【129】
２）機能再生医科学の研究推進と実践 「染色体工学技術開発の拠点形成」について，病気の治療に役立つ遺伝子を細胞
化 内に運ぶヒト人工染色体ベクターの開発に成功し，さらにヒト染色体を持つマウス

も開発し，血友病や筋ジストロフィーなどの遺伝子を発現させたこのマウスに，欠
損した遺伝子を同ベクターで組み込んで症状を抑制することに成功した。また，心
筋ペースメーカー細胞作製のための基盤研究に着手した。

【130】 【130-1】
３）次世代マルチメディア基盤技術開 １）言語処理技術，感性工学，高機能 １）言語処理技術に関しては，従来の言語意味解析技術の限界を突破するために，非
発 電子デバイス開発に基づいた次世代 線形言語モデルの提案により新しい言語処理方式を実現した。なお，この成果に対

マルチメディア基盤技術の開発 して文部科学大臣賞・科学技術賞（研究部門）を受賞した。
高機能電子デバイスに関しては，次世代の人とコンピュータのインターフェイス

の役割を果たす新しいハード技術であるフルカラーディスプレイ，光センサーや光
変調器の開発を行った。

【131】 【131-1】
４）未利用資源有効利用の基盤技術開 ２）未利用資源有効利用
発 ①バイオサイエンスの基礎研究に基 ２-①）バイオマスエネルギー及びバイオマス高度利用関連では，平成14～16年度に

づく，キチン・キトサン等の生物 ＮＥＤＯの受託研究「セルロース系バイオマスを原料とする新たなエタノール発酵
資源の有効利用策 技術により燃料用エタノールを製造する技術の開発」を実施し，平成19年度もバイ

オエタノールの生成それらを用いた製品の検討を行った。
また，キチン・キトサン・グルコサミンを活用した医学・医用材料の開発を行っ

た。

②キトサン金属複合体(CCC)による生 ２-②）経済産業省の地域新生コンソーシアム研究開発事業「キトサン金属複合体を
物材料劣化防除法の開発 基礎とした環境適合型総合防汚剤の開発 （平成17～18年度）において，試験的に」

製造したＣＣＣ塗布処理木材等の海洋性有害物質類（フジツボ等の付着生物類）に
対する耐久性を実証した。平成19年度は，キトサン銅系木材保存剤（ＣＣＣ）の改
良とＣＣＣ処理木材の商品化に向けて準備した。

③「イカ加工廃棄からのコンドロイ ２-③）これまでは廃棄されていたソデイカの皮やヒレには関節痛に効果のあるコン
チン硫酸抽出」に関する研究 ドロイチン硫酸が含まれていることをつきとめ，これを効率的に抽出する技術を開

発した。特に，皮のコンドロイチン硫酸は硫酸化度が高く，制癌剤としても有望で
あり，コンドロイチン硫酸の製造は，地域に密着した持続的に発展可能な産業創成
の核となるといえる。

【132】 【132-1】
５）サステイナブルな地域再構築のた ３）サスティナブルな地域再構築 ３-①）サスティナブルな地域再構築のため，次の課題についての研究や事業を展開
めの政策的研究 ①農業・森林・水産資源の保全・開 した。

発及び自然との共生・調和を通じ ・ 作業計画・管理支援システム」を近中四農研センターとの共同研究で改良を「
た，地域循環型農林水産業の構築 加え，一般に利用可能な形で公開した。

・地域貢献支援事業「豊かな風土と地域の活性化に向けて-琴浦町どんづまり集
落活性化支援事業-」を実施した。
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・ 地域用水の水質変動に関する研究」を実施した。「

②農業水利システムの多目的利用， ３-② 「大井手用水地区における地域用水機能に関する研究」を平成19年度も継続し）
生活交通計画づくりなど，中山間 て実施し，地域用水の景観的機能と認知度の関わりについて調査分析した結果を，
地活性化のための過疎経営に関す 大井手土地改良区ほかへ報告・提言した。
る研究

③地域政策・教育・文化・環境の調
査研究による持続的発展策の追求 ３-③）年度計画【127-3】の『計画の進捗状況』欄を参照。

【133】 【133-1】
６）自然エネルギー活用の基盤技術開 ４）自然エネルギー有効利用のための ４）工学部では，発電用風車の最適な制御を念頭において，ステップ状の風速増加に
発 基盤技術開発とシステム開発 対する直線翼鉛直軸風車のトルク及び出力の過渡応答特性について風洞実験を実施

し，回転数一定及び負荷トルク一定の二つの条件に分けて解析を行い，風速変化が
起きた後の風車の実効トルクの変化過程を明らかにした。

○成果の社会への還元に関する具体的 ○成果の社会への還元に関する具体的
方策 方策
【134】 【134-1】
１）研究成果の概要を広く公表する。 １）研究者の研究業績をまとめ，ホー １-1）研究者総覧をホームページに掲載し，引き続き公表した。また，平成19年度に

ムページ等で積極的に公表する。 は，産学・地域連携推進機構スタッフが各教員と面談し，研究者の研究内容やシー
ズ情報等を収集しており，今後シーズ情報等をとりまとめた上，これらの情報を研
究者総覧等で積極的に公開することとした。

１-2）本学の研究成果を広く社会へ還元するため，学内外への研究成果発表を積極的
に行った。主な発表として，21世紀ＣＯＥプログラム「染色体工学技術開発の拠点
形成」中間報告会（平成19年11月 ，乾燥地研究センター平成19年度共同研究発表）
会（平成19年12月 ，都市エリア産学官連携促進事業成果普及講演会（平成19年12）
月 ，農学部附属施設研究成果合同報告会「鳥インフルエンザ研究とキノコ研究の）
最前線 （平成20年２月 ，鳥取大学持続的過疎社会形成研究プロジェクト研究報告」 ）
会（平成20年３月）を行った。

１-3）本学の研究成果を活用し，社会に貢献することを目指す鳥取大学発ベンチャー
企業に対する支援策を，産学・地域連携推進機構の下にワーキンググループを設置
して検討を行った。

１-4）地域学部では，研究成果の概要を広く公表した。具体的には，学部として「地
域学論集」を年３回発刊するほか，講演会・研究会・討論会等の開催，産官学連携
フェスティバルへの参加，調査報告会の開催，報告書等の関係機関への配布，さら
にこれらの成果を学部・学科 ホームページ等でも公開した。
工学部では，研究業績をまとめてホームページ等で積極的に公表した。また，シ

ーズ集を広報委員会で作成した。
農学部では，広報委員会が中心となって学部ホームページの管理を行い 「先生，

たちのページ一覧」を作成してトップページからリンクさせ，全教員の研究内容等
の情報を積極的に公表した。

【134-2】
６）鳥取大学の研究成果を社会に還元 ６）附属図書館と総合メディア基盤センターが協力してリポジトリシステムを試験的
するため学術成果リポジトリシステ に構築し，鳥取大学図書館報，大学教育総合センター紀要掲載論文などのコンテン
ムを構築し，内容の充実を図る。 ツを登録した。さらに，平成18年度に設置した機関リポジトリＷＧにおいて，研究

成果リポジトリの設置要項，登録するコンテンツの種類，今後の運営方針等につい
て検討した。
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【134-3】
７ 地域学部研究紀要－地域学論集－ ７ 「地域学部研究紀要－地域学論集－」の第３巻１～３号を刊行し，教員の研究成）「 」 ）
の第３巻１～３号を刊行し，教員の 果をホームページで公開した。また，地域環境（歴史・考古）に関する公開シンポ
研究成果を公表する。地域環境（歴 ジウムを鳥取県教育委員会との共催により，平成19年６月に開催し200名の参加者
史・考古）に関する公開シンポジウ があった。さらに 「2007地域学セミナー」の報告書を発行し，自治体等に広く配，
ムを，鳥取県教育委員会との共催に 布した。

。「 」より開催する 2007地域学セミナー
報告書を発行する。

【135】 【135-1,136-1】
） ， 。２）知的財産権取得を通じ研究成果の ３）特許流通フェア，産官学連携推進 ３-1 出願済みの知的財産権の有効活用を目的に 以下の取組みを積極的に実施した

普及を図る。 会議等への本学シーズの出展や権利 ① 本学シーズを各種イベント（新技術説明会：２回，イノベーション・ジャパン
活用によるビジネス支援，技術移転 2007・大学見本市，産官学連携フェスティバル2007など）に積極的に出展し，知
支援などの活動を通じて，研究成果 的財産権活用に向けたＰＲ活動等を実施した。
の還元を図る。 ② 知的財産権活用に関する活動の一環として，学内外の有識者から成るプロジェ

クトチームを編成して，本学出願済案件を評価・検討し，その活用を積極的に推
進するための評価と絞込みを実施した。
また，活用に係わる各種相談も適宜実施した。
○権利取得と活用：延べ61件（内訳：共同出願契約：延べ21回，実施許諾契約
：延べ６回，秘密保持契約：延べ13回，共同研究契約：延べ11回，拒絶査定
不服審判等その他の相談：延10回）

○ライセンス推進支援：延べ15件
○大学発ベンチャー推進支援：延べ２件

３-2）農林水産省が主催する「アグリビジネス創出フェア」に，平成16年度から引き
続き平成19年度も出展した 「アグリビジネス創出フェア2007（平成19年11月，東。
京国際フォーラム 」において，①人工授粉が不要でしかも高糖度の日本梨新品種）
の育種のパネル展示及び試食，②附属菌類きのこ遺伝資源研究センターの紹介，き
のこ類遺伝資源の多様性，センター所有のきのこ類遺伝資源の概要，きのこ類遺伝
資源の活用例などのパネル展示及びきのこ類乾燥標本の実物展示を行った。

【136】 【136-2】
３）社会との連携の場を通じて，研究 ２）本学と鳥取県が共催する産学官連 ２-1）鳥取県等との連携により 「産官学連携フェスティバル2007 （10/24）を「さ， 」
成果の還元に努める。 携フェスティバルや（財）中国技術 がそう！みつけよう！事業化の種！」をテーマに開催し，パネルディスカッション

「 」 ， （ ）振興センターと共催する中国地域研 地域資源を活用した産官学連携 と大学 関係機関等から152件のシーズ 研究
究開発交流会 in Tottori等におい 発表を行い，約300人が参加した。
て，鳥取大学教員と企業関係者が交 また，鳥取県内各地域の商工会議所が開催している「シックスクラブ 「中部元」，
流する機会を提供する。 気クラブ 「ほんまちクラブ」と連携して交流会を開催し，企業関係者等との交流」，

を深めた。
２-2）東京，大阪，名古屋でビジネス交流会を開催するとともに，第６回産学官連携
推進会議（京都6/16，17 ，ＣＩＣ新技術説明会（東京７/27 ，しんきん合同ビジ） ）
ネス交流会（岡山9/12 ，イノベーションジャパン（東京9/12～14 ，ＪＳＴ新技術） ）
説明会（東京12/７）において，シーズ等研究成果を発表し，企業関係者等との交
流を行った。

【136-3】
４）鳥取県公設研究機関等と共同で行 ４）経済産業省の「平成17年度中小企業地域新生コンソーシアム研究開発事業」に18
う船舶防汚方法の開発，海浜保全用 年度継続分が認められ，鳥取県商工労働部産業技術センター等と共同で環境適合型
土木資材の開発を促進する。 総合防汚剤を開発し，平成19年度も引き続き実用化に向けた取組を行った。

【136-4】
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５）鳥取県地域情報化研究会や食品開 ５）年度計画【127-4】の『計画の進捗状況』欄の４-1）のとおり，とっとりネット
発と健康に関する研究会等で構成す ワークシステム（ＴＮＳ）の構築に努め，研究者・技術者の交流を活発に行い，登
る「とっとりネットワークシステム 録研究会の増加に繋がった （平成18年度12研究会，平成19年度15研究会）。
（TNS 」の構築に努め，研究者・技）
術者の交流を活発化し，新しい共同
研究を創出する。

○研究の水準・成果の検証に関する具 ○研究の水準・成果の検証に関する具
体的方策 体的方策
【137】 【137-1】 １-1）乾燥地研究センターでは，年２回学外委員５名，工学部長，農学部長，連合農
１）以下のような項目等を参考にしな １）外部有識者による点検と評価を継 学研究科長からなる運営委員会を開催し，本センターが取り組んでいる研究内容と
がら，具体的，客観的に評価する。 続実施する。 その方向性，全国共同利用施設としての機能，運営に関する事項について評価，点
①学会誌掲載論文数及びインパクト 検を受けており，平成19年度も２回（４月，12月）開催し，点検等を行った。
・ファクター等 また，７月には海外の３機関，国内の有識者からなる国際外部評価を開催し，評

②学会賞受賞 価を受けた。
③国内外招待講演 １-2）平成19年９月に開催された地域系大学・学部等連携協議会において，協議会に

， ， ，④知的財産権取得の有無 参加する北海道教育大学函館校 山形大学地域教育文化学部 宇都宮大学国際学部
， ，⑤知的財産権使用による収益 岐阜大学地域科学部及び本学地域学部が 相互に外部評価を実施することを提案し

⑥地域貢献度の評価 具体的内容については今後検討していくこととした。

【137-2】
２）著書，論文のインパクト・ファク ２-1）平成18年度の自己点検・評価「研究活動」において，各学部等の教員の著書，
ターだけでなく，学会における受賞 論文等のインパクト・ファクターだけでなく，学会における受賞歴等による研究水
歴等による研究水準の検証並びに一 準並びに一般市民を対象とした講演会等の実績，社会・経済・文化的な貢献につい
般市民を対象とした講演会などの企 ても検証して，自己点検・評価を行い，平成19年度には報告書として取りまとめ広
画実績及び特別講演，教育講演，シ く配布するとともに，ホームページで公開した。
ンポジストとして招待講演を行った ２-2）地域学部では 「地域学セミナー （鳥取県立図書館共催）において，参加者か， 」
経験等研究成果の社会的意義を評価 らのアンケートにより内容に関する評価を聴取し，地域学の社会的ニーズ等の検証
できるような仕組みについて検討す に役立てた。
る。 農学部では，全教員を対象に業績調査を実施し（著書数，論文数，特許，学会発

表，社会貢献等 ，その結果を教員人事や業績手当・査定昇給等のインセンティブ）
付与に活用した。
連合農学研究科では，平成18年度の各教員の成果（著書，学術論文，招待講演，

研究助成金及び特許等）を取りまとめた年報を発行した。
乾燥地研究センターでは，年報「ANNUAL REPORT」を毎年作成し，各関係諸機関

等へ配布・公表した。

【137-3】
３）地域系大学・学部等連携協議会に ３）年度計画【137-1】の『計画の進捗状況』欄の１-2）を参照。
おいて，参加大学（北海道教育大学

， ，函館校 山形大学教育地域文化学部
宇都宮大学国際学部，岐阜大学地域
科学部及び本学部）相互間で外部評

。価を実施する方策の検討を提案する
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

１）研究の実施体制は，研究の重要性，緊急性，外部資金導入実績等に応じ弾力的に運営できる体制とする。
中

２）環境の整備に関しては，共同利用スペースの確保，設備の充実など必要な整備を行うものとする。期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○適切な研究者等の配置に関する具体 ○適切な研究者等の配置に関する具体
的方策 的方策
【138】 【138-1,139-1】

） ， ， ，１）研究担当の理事のもと，異分野教 １）農学部附属菌類きのこ遺伝資源研 １ 菌類きのこ遺伝資源研究センターは 平成18年度に専任教員３名 兼任教員３名
員の研究を融合させる研究プロジェ 究センターは，平成１８年度に「菌 客員教員２名の研究実施体制が整った。さらに，平成19年３月に建物の改修により
クトを立ち上げる。この場合におい 類きのこ遺伝資源評価保存研究部門 菌類きのこ遺伝資源研究センター棟が完成し，遺伝資源の液体窒素凍結保存が可能」

，（ ） ，（ ）て，プロジェクトの名称を付し，対 の設置によりスタートさせた「菌類 となり １ 遺伝資源としての菌類きのこ類菌株の収集と分類に関する研究 ２
外的に使用することを認める。 きのこ遺伝資源を活用した新機能開 菌類きのこ遺伝資源株の管理保存に関する研究，及び（３）ゲノム情報に基づく系

発事業」を推進するとともに，既設 統分類学的研究を中心に推進している。
の３研究部門（環境生態学，分子遺 平成20年度には，農学部の教員定員を運用し，客員教員２名を専任教員として採
伝学 機能開発研究部門 と連携し 用することを決定し，さらに研究実施体制の充実を図ることとした。， ） ，
菌類きのこに関する高レベルで特色 また，年度計画【126-4】の『計画の進捗状況』欄を参照。

。のある体系的な研究をさらに進める

【139】 【138-2,139-2】
２）研究に重点を置いた教員の配置が ２）農学部附属鳥由来人獣共通感染症 ２）鳥由来人獣共通感染症疫学研究センターは，他大学・研究機関と連携し，国内侵
可能となる体制をとる。 疫学研究センターは，他大学・研究 入経路の推定，出現予測及び監視体制確立研究の３つを主軸とした研究開発プロジ

機関と連携し 国内侵入経路の推定 ェクトを推進した。①国内の野鳥の生態・生息状況調査並びに鳥インフルエンザウ， ，
出現予測及び監視体制確立研究の３ イルス保有状況調査継続実施（環境省委託，山階鳥類研究所との共同研究実施，韓
つを主軸とした研究開発プロジェク 国国立動物検疫科学研究所との共同調査実施予定 ，②鳥インフルエンザウイルス）
トを推進する。 の病原性・感受性研究実施（農林水産省委託，動物衛生研究所との共同研究 ，③）

鳥インフルエンザウイルス感染経路究明研究継続実施（農林水産省委託）
また，年度計画【126-3】の『計画の進捗状況』欄を参照。

【139-3】
３）教育研究分野を越えた研究ユニッ ３-1）農学部では，平成18年度に設置した研究プロジェクト「植物分子育種 「リサ」，
トの編成方法や支援方法を引き続き イクル農学」の２件に加え，平成19年度に研究プロジェクト「基礎獣医学」を設置
検討する。 し，異分野間の教員の交流，共同研究，先端的研究及び地域のニーズに即した研究

を推進した。
また，新任教員の研究講演会及び懇親会を定期的に実施し，教員相互の意見交換

の場を設けた（平成19年度は６月，平成20年１月の２回実施 。）
３-2）乾燥地研究センターでは，平成18年４月に策定した「研究推進戦略」に基づい
て，乾燥地研究の基盤となる多様な研究を育成するため，学内外との連携をさらに
促進するため，戦略企画会議を設置し検討を行った。
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【140】 【140-1】
３）特定プロジェクトにおいては，ポ ４）研究実施体制の充実のため，ポス ４）乾燥地研究センターでは，研究実施体制の充実を図るため，ポストドクター11名
ストドクター，RAや研究支援スタッ トドクター，RA，外国人客員研究員 及びＲＡ16名の採用と，外国人客員研究者６名，外国人研究者１名を受け入れた。
フの活用を可能とする体制を作る。 枠等の拡充を図るとともに，教員， 教員，外国人客員研究者の選考に当たっては，選考委員会委員として，学外から２

研究者の選考方法を工夫することな 名，農学部から１名の委員が参加し，適切な研究者の配置に努めた。
どにより，組織の強化を継続する。 また，連合農学研究科では，ＲＡを１２名（鳥取４名，島根４名，山口４名）採

用した。

○研究資金の配分システムに関する具 ○研究資金の配分システムに関する具
体的方策 体的方策
【141】 【141-1】
１）研究においては，学内的にも競争 １）学内の競争的資金である教育・研 １）学内の競争的資金として教育・研究改善推進費（学長経費）を設け，論文の掲載
的資金の運用を図る。 究改善推進費 学長経費 の配分は 状況，学会等の主催・参加状況，科学研究費補助金の申請状況を勘案して，採択・（ ） ，

取扱要項に基づき，外部資金（科学 不採択の判断基準に反映させた。
研究費補助金等）の申請状況等を勘 また，教育研究活動活性化経費に学長経費を加えた経費を科学研究費補助金の申
案して配分する。 請・採択状況を基礎として，各学部等にインセ ンティブを付与した学内配分を新

たに実施した。

○研究に必要な設備等の活用・整備に ○研究に必要な設備等の活用・整備に
関する具体的方策 関する具体的方策
【142】 【142-1】
１）大型設備等は，全国共同利用施設 １ 「鳥取大学おける設備整備に関する １-1 「鳥取大学における設備整備に関するマスタープラン」に基づき，大型設備等） ）
及び学内共同教育研究施設を通して マスタープラン 平成18年11月策定 の整備については，原則として，全国共同利用施設及び学内共同利用施設に設置し」（ ）

， ，の要求及び設置を原則とし，広く有 に基づき，大型設備等の整備につい て有効活用するとともに 生命機能研究支援センター機器分析分野が中心となって
効活用を図る。 ては原則として，全国共同利用施設 学内の現有大型機器の集中化と利用システムの合理化，効率化を進めた。

及び学内共同教育研究施設に設置し １-2) 生命機能研究支援センターが中心となって，設備マスタープランに関するアン，
広く有効活用するとともに，生命機 ケート調査等を行い学内の設備整備の意見のとりまとめを行うとともに，農学部の
能研究支援センター 機器分析分野 質量分析器を生命機能研究支援センター機器分析分野に移管，医学部のバイオ・イ（ ，
遺伝子探索分野）が中心となり学内 メージングアナライザー及び医学部附属病院の超遠心機を生命機能研究支援センタ
の現有大型機器の集中化と利用シス ー放射線応用科学分野に移管し，学内共同利用体制を整えた。
テムの合理化，効率化を進める。 １-3）学長経費や間接経費等により，既存の共同利用機器である，遺伝子探索分野の

共焦点レーザー顕微鏡，リアルタイムＰＣＲ，自動細胞分離解析装置や危機分析分
野の核磁気共鳴装置，有機元素分析装置，動物資源開発分野の飼育ゲージなどをリ
ユースし，バージョンアップや改善を行い，機器の効率的な利用と管理運用に努め
た。

１-4）化学系研究設備有効活用ネットワークに参加し，研究設備の全国的な共同利用
に貢献した。

【142-2】
２）DNAシークエンサー，DNAチップ解 ２-1）技術の進歩に伴いＤＮＡチップ解析は学外の会社への委託とし，生命機能研究
析装置，WAVE解析装置，リアルタイ 支援センター遺伝子探索分野が学内のサンプルを取りまとめることにより，できる
ムPCR解析装置，TOF-MASS，元素分析 だけ安価に解析できるようにした結果，平成19年度のＤＮＡチップ解析件数は66件
装置，NMR，共焦点レーザー顕微鏡な と平成18年度より増加した。

） ，どの大型設備を利用した解析支援活 ２-2 リアルタイムＰＣＲ解析支援とＷＡＶＥ解析支援のサンプル数は増加しており
動を引き続き行う。 リアルタイムＰＣＲ解析支援は25000， 解析支援は3500検体を越えた。ＤＮWAVE

Ａシークエンスの支援は，半年で１万件程度と例年どおりの高い利用率であり，元
素分析，ＴＯＦ－ＭＡＳＳ，共焦点レーザー顕微鏡などの支援は，例年どおりの利
用状況であった。

２-3）鳥取地区の シークエンスサンプルを機器分析分野で受付，米子地区に輸DNA
送し遺伝子探索分野で集中して解析できるシステムを構築し，効率化を図った。
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【142-3】
３）再生医療の研究に貢献するセルソ ３）生命機能研究支援センター遺伝子探索分野では，セルソーター専属の技術職員を
ーターを導入し，共同利用システム 配置・養成し，高度なソーティングに対応できる体制を整えた。その結果，体制の
を構築する。 充実とともに利用者が増加し，医学部や農学部をはじめ９教室，年間153回（うち

58回が高度）のソーティングを行った。

【142-4】
４）生命機能研究支援センターの支援 ４-1）生命機能研究支援センター（機器分析分野）の支援により，産学・地域連携推
により，産学・地域連携推進機構に 進機構におけるプロジェクト研究，公募型研究開発テーマの推進及び大型機器等の
おけるプロジェクト研究の推進及び 管理・運営を行った。
機器の管理・運営を行う。 ４-2）生命機能研究支援センター機器分析分野と遺伝子探索分野では，産学・地域連

携推進機構に設置しているＴＯＦ－ＭＡＳＳ，ＤＮＡシークエンサー等の大型機器
の管理・運営を一元的に行い，学内共同利用の推進を図った。

【142-5】
５）農学部建物の全面改築に伴って研 ５）農学部建物の全面改修に伴ない，研究室等のスペース配分の見直し，無機分析機
究室等のスペース配分の全面的見直 器室・有機分析機器室等の共通機器室を設置し，平成18年度には「共通機器室使用
しを行い，スペースを大幅に共有化 要項」を定めて機器の共同利用を図っており，平成19年度からは共通機器室使用に
するなど 引き続き有効活用を図る かかる課金基準（課金システム）を整備し，さらに有効活用を図った。， 。

○知的財産の創出，取得，管理及び活 ○知的財産の創出，取得，管理及び活
用に関する具体的方策 用に関する具体的方策
【143】 【143-1】

） ， ， 。１）知的財産本部（仮称）の設置を目 １）知的財産管理システムの本格運用 １ 知的財産の創出 取得 管理及び活用に関する具体的方策を次のとおり実施した
指し一括管理を行う。 による知的財産の創出，取得，管理 ① 有用な知的財産を創出するため，専任教員が知財専門ＡＤや客員教授以外の

及び活用に関する一括管理体制の整 弁理士と連携して特許相談会を延114回実施した。この相談会と客員教授による
備・充実を図る。 定例特許相談会の実施により，発明届出件数は49件，特許出願件数は61件の実

績を得た。
② 平成19年度の特許の登録件数は４件で，これにより本学が保有する特許件数は
17件となった。
③ 知的財産の一括管理体制整備を図るため，知的財産管理データベースソフトで
ある「ＴＬ王」を利用したデータ入力作業の見直しによる特許事務管理業務の効
率化を実施した。
④ 教職員が知財の創出・取得の動向を効率良く把握するため，知的財産権と学術
論文との両方を一度に調査できる「特許・文献情報統合検索システム（JSTPatM
・JDreamⅡ 」や，キーワード等から高速検索エンジンによるテキスト検索が可）
能な「JP-NETシステム」の利用を開始した。これら特許情報検索の必要性等を部
門広報誌に掲載するとともに，システムの説明会開催等で積極的に学内周知を図
った。
⑤ 知的財産の活用管理充実の一環として，インターネット特許解析情報サービス
「パテントアトラス」を利用し，知財価値評価の検討を行った。また，全国版「開
放特許用例集２００７」への掲載や，他機関が構築している研究シーズのデータ
ベースへの掲載等を行い，活用に向けた本学研究シーズのＰＲ活動を行った。

【143-2】
２ ノウハウ取扱規則 商標取扱規則 ２）商標取扱規則については，学内の意見をとりまとめ，常置委員会で審議し，広報） ， ，
実施許諾取扱規則を制定し，学内の 委員会と調整した後，平成20年度の早い時期に制定することとした。また，ノウハウ
知的財産保護を強化する。 取扱規則，実施許諾取扱規則については，学内から出された意見等を集約し，問題

点を整理した上で，常置委員会で検討することとした。
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○研究活動の評価及び評価結果を質の ○研究活動の評価及び評価結果を質の
向上につなげるための具体的方策 向上につなげるための具体的方策
【144】 【144-1】
１）顕彰制度を設ける。 １）教員の研究活動の結果に基づく給 １-1）理事及び各部局長が，教員の個人業績評価システム等により教員の研究活動を

与面でのインセンティブ付与につい 評価し推薦した教員について，鳥取大学長表彰選考会で審議し，研究功績賞を授与
て検討する。 している。当該被表彰者については，査定昇給に反映させているが，平成18年度給

与制度改正による現給保障期間中であることから，給与面でのインセンティブが実
質化しないため，当分の間，研究費配分においてインセンティブを付与することと
した。
また，学内の競争的資金として教育・研究改善推進費（学長経費）を設け，論文

の掲載状況，学会等の主催・参加状況，科学研究費補助金の申請状況を勘案して，
採択・不採択の判断基準に反映させた。

１-2）教員の個人業績評価システム等により，業績手当の成績優秀者選考の参考とし
ているほか，地域学部や農学部では研究活動を学部独自の基準により，業績手当や
昇給の選考に利用した。

【145】 【145-1】
２）機関帰属特許などの発明者・研究 ２）外部資金獲得について，獲得活動 ２）産学・地域連携推進機構外部資金獲得支援室と学術研究推進専門委員会が連携し
室への正当な還元のためのルールを に対する評価と研究内容やレベルに て，外部資金獲得に向けた支援策の検討を行い，研究者のシーズと各種外部資金の
制定し，実施する。 合わせた適切な外部資金の紹介・資 マッチングを行うため，産学・地域連携推進機構スタッフが教員と面談し，研究情

料作成の支援を目的とする個人研究 報の収集を行って研究者総覧に活用するとともに，メール配信している各種外部資
業績（外部資金獲得・申請）システ 金の公募情報の周知を，データーベースを構築して行うよう準備を進めた。
ムを構築する。 また，科学研究費補助金について，申請予定者への助言支援制度を構築した。

○全国共同研究，学内共同研究等に関 ○全国共同研究，学内共同研究等に関
する具体的方策 する具体的方策
【146】 【146-1】
１）学内共同研究に関しては，鳥取大 【学内共同研究】
学共同研究推進機構の１５研究領域 １）産学・地域連携推進機構は，各研 １）全国地域共同研究センター長等会議，中四国地域共同研究センター長会議に参加
で積極的な取組みを行うと共に，共 究領域で積極的な取組みを行うとと し，共同研究の推進，大型外部資金の獲得のための施策などの立案について意見交
同研究，受託研究，異分野間の共同 もに，共同研究，受託研究，学内の 換を行うとともに，異分野にまたがる研究会を立ち上げ共同研究の推進を図った。
研究を積極的に推進することを大学 異分野間の共同研究を積極的に推進 また，産学・地域連携推進機構の専任教員，コーディネーターなどが，学内の共
として支援する。 する。 同研究のコーディネートを積極的に行った。

平成19年度は，共同研究168件（前年度160件 ，受託研究96件（前年度98件 ，地） ）
域貢献受託事業16件（前年度15件）等を受入れ研究を推進した。

【125-1，125-2，146-2】
【学内共同研究】
２）Ⅱ-(1)-①（Ⅰ-2-(1)）の「目指す ２）年度計画【125-1】及び【125-2】の『計画の進捗状況』欄を参照。
べき研究の方向性」に記載したとお
り，異分野教員の研究を融合させる
研究プロジェクトを活発化させるた
め，医学部，工学部，農学部等の連
携を引き続き強化する。

【146-3】
【学内共同研究】
７ 地域学部 生涯教育総合センター ７）地域学部，生涯教育総合センター及び附属学校部は，連携して次の共同研究等を） ， ，
附属学校園は，共同研究を引き続き 引き続き実施した。
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推進する。 ①地域学部及び生涯教育総合センター教員が，附属学校部の研究プロジェクトにお

いて教育課程や教材開発等の共同研究を引き続き実施した。研究の成果は，毎年
度紀要としてまとめている。
②地域学部及び生涯教育総合センター教員が，教育研究スーパーバイザー，教育相
談員として助言指導を行った。
③附属学校部の教員とともに立ち上げた特別支援教育に関する研究会を継続的に実
施し，その活動状況を「附属学校・園における特別支援教育の実践的研究」とし
て取りまとめた。

【147】 【147-1】
２）全国共同研究に関しては，乾燥地 【全国共同研究等】 １）平成18年４月に「研究推進戦略」を策定し，戦略に盛り込まれた内容を実現して
科学プログラム（２１世紀COEプログ １）乾燥地研究センターの研究プロジ いくため，実行状況の監視・管理する場として戦略企画会議を設置し，より具体的
ラム ，中国内陸部の砂漠化防止と開 ェクト立案委員会は，競争的資金に な内容と時期を盛り込んだ工程表の作成，組織の見直し及び人事・採用方針等を検）
発利用に関する基礎的研究（日本学 係る情報や乾燥地関連プロジェクト 討した。また，戦略企画会議の下にワーキンググループを設置し，新たな研究プロ
術振興会拠点大学交流事業 ，乾燥地 情報を収集するとともに，研究プロ ジェクトの立案を行った。）
農業の生態系に及ぼす地球温暖化の ジェクトの企画・立案を行い，各種
影響に関する研究（総合地球環境学 競争的資金のの確保に努める。
研究所との共同研究）を中心とした

，より効率的な研究体制の構築を図り
国際共同研究の推進や海外研究教育 【147-2】
基地の設置を通じて，乾燥地科学分 【全国共同研究等】
野の研究を推進するため乾燥地研究 ２）乾燥地科学分野の研究を推進する ２）世界の乾燥地科学をリードする拠点となることを目指し，海外研究教育基地とす
センター（全国共同利用施設）を活 ため，プロジェクト研究を中心とし る国際乾燥地農業研究センター（ＩＣＡＲＤＡ ，中国科学院水土保持研究所等と）
用する。 た効率的な研究体制の構築を図り， の連携を強め，現地研究の質的向上や海外研修内容の充実を図った。ＩＣＡＲＤＡ

国際共同研究の推進や国際乾燥地域 では，ポストドクター等若手研究者の国際機関での研修を主に実施し，中国科学院
農業研究センター（ICARDA ，中国科 水土保持研究所では，乾燥地フィールドでの現地調査，中国側との共同研究を主に）
学院水土保持研究所等海外研究教育 実施した。
基地の活用を図る。

【148】 【148-1】
３）情報通信技術・情報メディアに関 【学内共同研究】
連した研究に対する基盤整備を行う ３）情報通信・情報メディアに関連し ３）情報通信・情報メディアに関連した研究に対する基盤整備を行うため，総合メデ

， ， ，ため総合メディア基盤センターを積 た研究に対する基盤整備を行うため ィア基盤センターでは 研究用ネットワークのスイッチのリプレイス・管理を行い
極的に活用する。 総合メディア基盤センターを活用し 学内のサーバ，ネットワークの一元的管理体制の一つとしてＷｅｂ及びメールのホ，

学内のサーバ，ネットワークの一元 スティングサービスを継続して行った。
的管理体制を推進する。また，電子 また，２年後のリプレイスに向け総合メディア基盤センター運営委員会にワーキ
計算機システムの更新に備えて検討 ンググループを設置して検討を開始し，複数のベンダーに対し提案を求め各ベンダ
を開始する。 ーからの説明会を実施した。

【149】 【149-1】
４）ライフサイエンス，環境科学，ナ 【学内共同研究】
ノテクノロジー・材料など高度化・ ４）生命機能研究支援センターは，２ ４）生命機能研究支援センター遺伝子探索分野及び動物資源開発分野では，21世紀Ｃ
学際化した先端的研究を統括して， １世紀COEプログラム（染色体工学技 ＯＥプログラム「染色体工学技術開発の拠点形成」を支援，ヒト染色体を保持する
共同研究を積極的に推進するため生 術開発 ，鳥由来人獣共通感染症疫学 独自のマウスの開発に貢献した。）
命機能研究支援センターを活用する 研究，菌類きのこ遺伝資源の開発研 さらに，遺伝子探索分野及び機器分析分野では，ＤＮＡシークエンス支援活動，。

究など，各分野の研究支援活動を充 リアルタイムＰＣＲ解析，ＴＯＦ－ＭＡＳＳなどの解析の支援により，鳥由来人獣
， 。 ，実させるとともに，遺伝子・再生医 共通感染症疫学研究 菌類きのこ遺伝資源の開発研究などの研究に貢献した また

療に対応した支援活動を活発にし， 遺伝子探索分野では，医学部附属病院のみならず全国の医療機関からの依頼により
生命機能研究支援センターの利用率 遺伝性神経疾患を中心に，37件の遺伝子診断を行い日本の高度医療に貢献した。
を向上させる。
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【149-2】
【学内共同研究】 ５）生命機能研究支援センター動物資源開発分野では，遺伝子探索分野とも連携し，
５）共同研究を推進するために，遺伝 独自の遺伝子改変マウス作成システムを構築し，学内で利用するほかに学外にも提
子解析，プロテオーム解析，動物実 供し，外部資金を獲得できる体制とした。
験などの技術をより向上させる。

【146-4,147-3,149-3】
【学内共同研究】
６ 米子地区の遺伝子再生医療研究会 ６-1）平成19年11月に，鳥取県並びに岡山大学などの外部講師を招き未利用資源開発） ，
鳥取地区の未利用資源開発研究会を 研究会を開催し，環境などの研究推進を支援した。
充実させ，トランスレーショナルリ また，遺伝子再生医療研究会と協力して，成育医療センターから外部講師を招き
サーチ，環境，ナノテクノロジー， 再生医療や遺伝子医療に関連する研究会を平成20年３月に開催した。生命機能研究

， ，乾燥地研究などの研究推進を支援す 支援センター遺伝子探索分野では ヒトＥＳ細胞研究のための専用実験室を整備し
る。 再生医療研究の推進に貢献した。

【146-5,149-4】
【学内共同研究】
８）ＲＩ施設の利用率の向上を図るた ８-1）法令に基づく教育訓練のほかに，放射線安全管理を啓発するための特別講演を
め，教員，大学院生を対象に教育訓 平成20年３月に，技術講習会を鳥取地区で平成19年５月，米子地区で平成19年12月
練，技術教育を実施し，また，利用 に実施した。
者の安全確保の視点から放射線測定 ８-2）放射線応用科学分野が，全学統一の「電離放射線健康診断個人票」を作成し，
器等を充実させるなど，作業環境測 学内すべての放射線業務従事者（エックス線業務従事者）の各種データを平成18年
定及び被ばく管理を十分行い，より 度から一括管理・運用を行い，放射線安全管理を一元化した。
安心・安全で利用しやすい施設とす また，予算節減（年間700万円以上）の観点から作業環境測定を外注せず，生命
る。 機能研究支援センター放射線応用科学分野が実施し，鳥取大学全事業所の放射線物

質濃度を毎月測定・評価した。
８-3）米子地区（新規５回，継続10回）と鳥取地区（新規４回，継続３回）の法定教
育訓練を，春期と秋期に分けて行い，技術教育としてイメージングアナライザーの
講習会を開催した。
また，安全確保のために汚染検査に用いるハンドフットクロスモニタ，現有の老

朽化したガンマカウンター（米子地区平成７年，鳥取地区平成8年導入）に対し，
最新のガンマカウンター導入に向けて検討を行った。さらに，個人線量は，ルクセ
ルバッジにより外部被ばくを毎月測定するとともに，作業環境測定を行い，得られ
た空気中放射性物質の濃度と放射線業務従事者の管理区域立入り時間から計算する
ことで，内部被爆の管理を行った。

○学部・研究科・附置研究所等の研究 ○学部・研究科・附置研究所等の研究
実施体制等に関する特記事項 実施体制等に関する特記事項
【150】 【150-1】
１）工学部では，地震予知のための新 １）工学部では，地震予知のための新 １ 工学部では 土木工学科を中心として 地震予知のための新たな観測研究計画 第） ， ， （
たな観測研究計画（第２次）に基づ たな観測研究計画（第２次）に基づ ２次）に基づき 「西南日本弧の地震特性と深部構造の関連及び海洋プレートの形，
き，地震発生にいたる地殻活動解析 き 「西南日本弧の地震特性と深部構 状と脱水反応による流体分布の解明に関する地震予知研究」を行った。，
のための観測研究を他大学・研究機 造の関連及び海洋プレートの形状と
関と連携して行う。 脱水反応による流体分布の解明に関

する地震予知研究」を他大学・研究
機関と連携し行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他目標

① 社会との連携，国際交流等に関する目標

１）教育研究を通して地域社会との連携・協力を推進するための目標
①地域共同研究センターを核として産官学連携の拡大に努め，共同研究，受託研究の増大を図る。中
②地域貢献推進室を窓口にして地域社会のニーズをくみ上げ地方自治体との連携・協力関係を強化する。
③社会貢献委員会を窓口にして地域における社会貢献を推進する。
④ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを核として，大学発ベンチャーの創出を図る。期

２）教育研究を通して国際交流・協力を推進するための目標
①学術交流協定締結校と語学教育，異文化教育を行う教員の相互交換を行い，相互の学生の教育を行う。目
②学術交流協定締結校と共同研究，シンポジウム等を企画し実施する。
③学生の相互交流を促進する。
④これらを実施するための資金の確保に努める。標
⑤国際協力に積極的に参加する。
⑥国際協力に積極的に参加する教員の評価を的確に行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○地域社会等との連携・協力，社会サ ○地域社会等との連携・協力，社会サ
ービス等に係る具体的方策 ービス等に係る具体的方策
【151】 【127-2,151-1】
１）地域貢献推進室を窓口とし，年度 【地域社会との連携】 １-1）平成19年4月から地域連携担当理事を配置するとともに，産官学連携推進機構
毎にPlan・Do・Check・Action PDCA １）新たに地域連携担当理事を配置す を改組し，ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー，知的財産センター，地域共同研（ ）
管理を行う。 るとともに，改組した産学・地域連 究センターを統合した組織として産学・地域連携推進機構を立ち上げ，地域貢献部

携推進機構を窓口とし，年度毎にPla 門及び米子地区地域連携部門を設置し，地域貢献の組織的・総合的な取組を強化し
n・Do・Check・Action（PDCA）サイ た。産学・地域連携推進機構連絡会を毎月１回開催し，産学官連携の推進と充実を

， （ ） ，クルに基づく管理を行うなど，全学 図るとともに Plan・Do・Check・Action ＰＤＣＡ 管理を徹底することにより
的な推進体制を強化する。 自治体と連携した地域貢献支援事業や大学開放事業など全学的な取組みを展開し

た。
また，新たに日南町，琴浦町から職員を受け入れ，地域のニーズにあった事業展

開を積極的に行った。
１-2）鳥取県と本学の意見交換会，県内四市との連絡協議会等を開催し，地域活性化
に係る諸課題について，積極的な意見交換を行った。

【152】 【地域社会との連携】
２）社会貢献委員会は地域住民のニー 【152-1】
ズに応えた，公開講座，各種研修会 ２）地域の需要及び住民の関心がある ２-1）鳥取大学公開講座として14講座を実施し，例えば，梨栽培技術については「梨
への講師派遣，理科ばなれ，ものづ 事項（梨栽培技術，アグリテクノ， 栽培生理講座」を梨栽培の基本となる樹体生理のや果実発育，成熟，新品種の特性
くり対策への協力等幅広い活動を企 人獣共通感染症を含む公衆衛生上の など，梨栽培の知識と技術の向上に役立てることを目的に，農学部が４回（６月，
画，支援する。 問題である鳥インフルエンザ等）に ７月，11月，12月 ，ナシ生産者及び就農希望者を対象に公開講座を実施した。）

関する講演会，シンポジウム，公開 ２-2)大学独自の戦略的経費（地域貢献事業費）で，自治体と連携した事業47件を採
講座等を開催するとともに，講師派 択して自治体への支援活動を実施した。
遣等を通じ，住民への教育活動，自 また，平成18年度に引き続き日南町と連携した地域活性化教育研究事業を実施す
治体への支援活動を実施する。 るとともに，平成19年度は新たに，琴浦町農林水産業活性化研究会に参画，鳥取県

等と連携しながら持続的過疎社会形成研究プログラムの推進，日本海水産資源研究
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会の立ち上げに取り組んだ。

２-3）平成19年７月に，経済団体・行政機関・大学・民間企業が連携し，鳥取県西部
と中海圏域の観光・交流産業を担う人材育成を目指す「大山・日野川・中海学会協
会」を設立し，会長には鳥取大学長が就任し，地域間の連携を推進し地域の活性化
を図ることとした。

２-4）各学部等においても以下の公開講座等を実施した。
①広く一般市民を対象に医学部における知の財産の活用の一環として毎年開催して

， 「 」いる公開講座を 平成19年度は現代社会を象徴する メタボリックシンドローム
にスポットを当て「人ごとじゃないだけん～生活習慣病にならないため～」と題
して企画・実施した （176名受講 （医学部）。 ）
②平成19年10月に第９回全国和牛共進会に併せて開催された「平成19年度とっとり
大地と海のフェスタ」への「木を知ろう，木を測ろう 「小麦からチャパティを」，
作ってみよう 「きのこをもっと知ろう」のブース出展した （農学部）」， 。

③第９回全国和牛共進会の一連企画として，鳥取県との共催による講演・実演会に
参画し 「家畜排せつ物の堆肥化と臭気対策」を実施した （農学部附属フィール， 。
ドサイエンスセンター）
④公開講演会「ペットフードの現状と展望 （農学部附属動物病院）の実施や，第」
１回ホンモロコシンポジウムの共催
⑤日・中・韓合同国際シンポジウム「ＷＴＯ体制下の農産物貿易の新局面」を平成
20年１月に開催した （大学院連合農学研究科）。

【152-2】
３）鳥取大学が日南町と共同設置した ３ 「鳥取大学・日南町地域活性化教育研究センター」を活用して，地域・医・工・）
「鳥取大学・日南町地域活性化教育 農学部の４学部の教員や学生が，農林業，環境，保健，医療，交通サービス，芸術
研究センター」を活用して，過疎高 文化等幅広い分野での教育研究活動を行った。また，平成19年度は「日南町教育の
齢化が進行する日南町における農林 あり方会議」に関係教員が参画するなど，教育分野での連携を開始した。
業の振興，自然環境の保全，都市の 平成19年度の活動としては，例えば，日南町花口地区のビオトープ整備，大倉山
交流と住民の定住に関する研究を推 学校及び花見山学校の登山指導や農山村交流などのフィールド実践教育の実施，町
進するとともに，実践教育・実践教 内バスシステムに関する社会実験の実施，平成19年度次世代へつなぐとっとりの食
育のフィールドとして引き続き有効 普及推進事業による農学部学生37名の田植え参加，民泊・山菜などの地域資源の調
活用を図る。 査や実践教育のフィールドとして活用などを実施した。

平成20年３月には「平成19年度鳥取大学・日南町連携事業成果報告会」を日南町
で開催し，約80名の参加があった。また，平成19年度の活動状況，成果等をまとめ
た「平成19年度日南町，鳥取大学のあゆみ」を作成し，関係先への配布を行い取組
の成果を還元した。

【152-3】
４）棚田ボランティア等を通して農家 ４）地域貢献支援事業の一環として「森・棚田等維持保全活動支援」を継続実施し，
と学生との交流の場を設けるなど， 森・棚田保全ボランティアを行い，地元農家と学生の交流の場を設けるとともに，
生涯学習の機会を提供する。 農山村社会の実態を理解する場として事業を実施した （平成19年度：４カ所，５。

回実施，91名参加）
また，農学部の環境共生科学実習の一部として，棚田への用水補給に必要な農業

用水路の整備「プロジェクト京ケ原」へボランティアで参加した。農学部生物資源
環境学科（フードシステム科学コース）では，琴浦町三本木地区「やまびこサーク
ル」との交流事業を通じた農場実習として，同地区での田植え・稲刈りを実施する
ことにより，地域の活性化，琴浦町農業の課題について検討を行った。

【152-4】
５）中学生，高校生，一般を対象とし ５-1）平成19年度鳥取大学公開講座として，14の講座を開講し「文書作成，表計算な
た技術講習会などの市民講座を開催 どの統合ソフトを使ったパソコン教室」や「木炭やパステルによる素描実習」など
する。 の技術講習をはじめ，地域住民のニーズに応えた生涯学習を積極的に開催した。
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また 「出張おもしろ科学実験室 「ものづくり教室」及び「ウィンターサイエ， 」，

ンスキャンプ（体験しよう！風力発電の技術 」など理科ばなれ対策の取組みも積）
極的に行った。この実績が認められ工学部の丹松技術専門職員が，平成20年度科学
技術分野の文部科学大臣表彰を授賞した。
その他にも，サイエンス・アカデミーや地域学セミナーなどを継続して開催した

り，ヒューマン・コミュニケーションセミナーを平成19年12月に開催した。
５-2）平成19年８月に生命機能研究支援センター遺伝子探索分野が中心となり，米子
東高等学校の探求的学習の指導を行った。６月には遺伝子探索分野が八頭高等学校
の体験学習の一部を受け持った。また，放射線応用科学分野では，国府中学校への
出前授業を行った 機器分析分野では サイエンスパートナーシッププログラム Ｓ。 ， （
ＰＰ）に貢献した。平成20年2月には米子地区において遺伝子，放射線，動物の市

「 」 （ ） ， 。民講座 遺伝子・バイオを体験しよう を開催 ２回 し 52名の参加者があった
５-3）農学部では，鳥取県立高校と大学教員の交流事業により，５名の教員が鳥取県
立高校での講義を実施したり，倉吉西高校「鳥取大学体験・研究事業」での模擬授
業等の実施（平成19年7月 ，鳥取中央育英高校「１年次生学校訪問」による模擬講）
義の実施（平成19年10月 ，鳥取城北高校「鳥取大学一日体験」での模擬講義・実）
験の実施（平成19年11月）を行った。

【152-5】
） ，６）地域生涯学習の課題を明らかにす ６-1 地域生涯学習の課題について産学・地域連携推進機構を中心に議論の場を設け

るため，教育関連諸諸機関と連携し 生涯学習の課題の一つである住民への広報強化を図るため，公開講座，サイエンス
， 。た調査研究を行い，その成果を公開 アカデミー 駅南教室など大学が行う生涯学習事業の共通パンフレットを作成した

） 「 」 ，講座等により地域住民へ還元する。 ６-2 鳥取県教育委員会と連携した 地域生涯学習総合支援に向けた調査 を実施し
その調査結果を報告書として取りまとめた。また，地域学部では 「地域の教育福，
祉諸機関の連携に関する総合的研究－新しい専門性の形成をめざして－」と題した
科学研究費補助金を獲得し調査研究した。

【152-6】
７）鳥取市役所駅南庁舎に設置した鳥 ７）平成18年４月に鳥取市役所駅南庁舎に開設した「鳥取サテライトオフィス」にお
取サテライトオフィスを 地域貢献 いて，広報ルームと研究・事業等の打ち合わせや技術相談の場所として活用すると， ，
産官学連携の推進，社会人教育，生 ともに，鳥取市立図書館と連携して「駅南サテライト教室 （12回開催，参加者396」
涯学習等の活動拠点として活用に努 名）や茶花教室（参加者121名）などを開講した。
める。

【152-7】
８）NPO法人など地域住民との連携によ ８）芸術文化センターでは 「コミュニティーダンス・ワークショップ 「声楽演奏， 」，
り，鳥取市街地活性化への取組を継 会 「ピアノと歌のコンサート 「コミュニティーアート講座 「コーラス萌の会」， 」， 」，
続し発展させる。芸術文化センター ファミリーコンサート 「歌劇『春香 「アートフォーラム『白磁の世界 「ふ」， 』」， 』」，
では，講演系のアートフォーラム， え・古今東西 「場と人の関係をデザインする」などを積極的に開催し，地域の芸」，
上演系のアルテフェスタを開催し， 術文化の発展を支援した。
地域の芸術文化の向上を支援する。

【152-8】
９）鳥取県立図書館，鳥取環境大学， ９）平成19年度も鳥取県内の図書館との連携を強化し，サービス提供内容の充実に努
鳥取短期大学，米子工業高等専門学 めた。鳥取県大学図書館等協議会では，ホームページのリニューアル，相互マニュ
校及び県内４市及び町の公共図書館 アルＷｅｂ版の作成，鳥取県内ネットワークによる相互貸借を実現させた。公共図
における県内図書館ネットワークを 書館とは，平成18年度に続き「地域の図書館レベルアップ貢献事業」を実施し，外
利用してサービス提供内容の充実に 部講師による講演会や研修会を開催した。看護協会及び鳥取県立図書館職員に対す

， 。努め，県全体の地域の図書館レベル る情報検索講習会では 本学附属図書館職員が講師となり情報検索の指導を行った
アップを図る。 医学部分館（医学図書館）では，総合メディア基盤センター米子サブセンターと
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協力し 「誰でも作れるホームページ講習会」を開催した。，

【児童・生徒への教育支援】
【152-9】 １）地域貢献支援事業の一環として，農学部附属フィールドサイエンスセンターが中

， 「 」（ ），１）児童・生徒に対する啓発的な「森 心となり 夏休みに岡山県真庭市の小学生を対象に 真庭市森林教室 ２泊３日
に学ぶ」等の学習機会の提供を促進 伯耆町の小学生を対象に「伯耆町森林教室 （２泊３日 ，三朝町の小学生を対象に」 ）
する。 「三朝町森林教室 （１泊２日）を実施した。さらに，平成19年度は冬季における」

積雪環境での樹木の冬越しの仕方や森林の様子を観察するため，岡山県真庭市の小
学生を対象に「冬山教室 in 蒜山」を平成20年２月に実施した。
また，鳥取県外の中学校・高校から「林業体験実習 （大阪狭山中学校：６月，」

門真第７中学校：６月，清心女子高校：７月）を受け入れた。本学附属学校園の児
童生徒への教育支援として 「麦畑に学ぶ 「サツマイモ苗植え付け 「サツマイ， 」， 」，
モ収穫」等を実施した。

【152-10】
） ， ，２）｢子供たちのための楽しいものづく ２ 子どもたちが基礎技術や最先端の科学技術に触れることで ものづくりへの興味

り技術学講座｣，｢子どもたちのため 関心，豊かな心を育むことを目的に，小学生・中学生を対象として 「子どもたち，
の最先端の技術学講座｣ 「夏休み工 のための楽しい技術学講座 （７月，９月，10月の３回 「子どもたちのための最， 」 ），
作教室」を継続して実施する。 先端の技術学講座 （７月，９月，10月の３回 「夏休み工作教室 （８月 「因幡」 ）， 」 ），

の手づくりまつり （６月）等を実施した。」
また，社会貢献及び小・中学生の理科離れを防止するため，日南町で開催された

「2007にちなんふるさと里まつり」に参加し，顕微鏡等の機器持込みによる科学実
験を行った。

【152-11】
３）本学と関係教育機関と共同で設置 ３）小・中学生及びその保護者を対象に，平成19年10月に開催された「とっとりこど
した｢わかとり科学技術育成会｣で， も科学まつり」の実行委員会に参画し，企画・実施を支援するとともに，教員及び
「鳥取こども科学まつり」を引き続 学生がボランティア参加する等，同まつりを支援した。
き支援する。

【152-12】
４）中学生職場体験学習を継続して行 ４）医学部では，平成17年度から毎年度継続して米子市内の中学生及び高校生を対象
う。 として実施しており，平成19年度は中学生７名，高校生１名の計８名を受け入れ，

看護体験・学生講義を体験学習した。
また，附属図書館では，中央館で平成19年度も中学生６名（附属中学校，湖東中
） ， （ ）学校 を受入れ職場体験学習を実施するとともに 附属特別支援学校生徒 高等部

の現場実習を実施した。医学部分館（医学図書館）では，医学部における職場体験
学習の一環として，中学生６名（湊山中学校，後藤ケ丘中学校）を受入れ職場体験
学習を実施した。

【153】 【地域教育への支援】
３）鳥取県との教育職員の相互派遣に 【152-13,153-1】
関する協定を継続して，全学共通科 １）地域の教育力の向上を図るため， １-1）鳥取県教育センター長期研修生17名を受け入れ，延べ27の講義を実施した。ま
目の一部の授業を高校教諭が担当す 引き続き現職教員，公務員，保育士 た，現職教員の10年経験者研修のコーディネートを行い，延べ20件の講習を実施し
るとともに，高等学校の体験学習等 へのスキル向上研修等を開催すると たり，中堅保育士研修を夏季休暇中に実施した。現職教員のほか，一般市民を対象
の授業を大学教員が行うことにより ともに，鳥取県との教育職員の相互 として含めた学習機会の提供として，公開講座「子どもの声を聴く （10/6，13）」
高等学校との連携の推進を図る。 派遣に関する協定を継続して実施す や鳥取大学開放推進事業「あそびのまなび舎 （12/2，8，9，15）を実施した。」

ることにより大学教育を充実させる １-2）平成18年度に再締結した鳥取大学と鳥取県教育委員会との連携協力に関する協。
定書に基づき，平成19年度から延べ39名の学生が烏取県内小・中・高・特別支援学
校，社会教育施設で学習補助，学校行事への支援などの教育ボランティア活動を行
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った。

【152-14,153-2】
２）総合メディア基盤センターと学生 ２）平成19年度は鳥取県と岡山県で情報ハイウェイが相互接続され，両県の情報ハイ
部は協力し，鳥取情報ハイウエイを ウェイを活用した高等学校等への遠隔講義体制がさらに整えられたことから，鳥取
活用した高等学校等への遠隔講義体 県と協力しながら，今後も，総合メディア基盤センターと学生部が協力して，各部
制の更なる強化策を検討する。 局の活用を推進することとしている。

【152-15,153-3】
３）県内東部地区の高校図書室への図 ３）平成19年度から高等学校への図書貸出サービスを鳥取県内全地区に拡大し，東部
書貸出サービスを，県内全地区に拡 地区以外の中部・西部地区にある高等学校への貸出も行った （東部地区以外の貸。
大する。 出統計：７校，15冊）また，医学部分館（医学図書館）も図書貸出サービスを開始

した。

【152-16,153-4】
４）地域の生涯学習に貢献するため， ４）鳥取県内の高等教育機関，鳥取県教育委員会と連携・協力して，平成19年度から
教育関係ボランティア活動を推進す 「学生教育ボランティア推進事業」を開始し，延べ39名の学生が学校・図書館・公
る。 民館などで子どもたちと一緒に様々な体験をした。

また，その他個別の学生教育ボランティアの募集依頼に対して，ボランティア活
動を希望する学生のメーリングリストを作成し，ボランティア要請を行った。

【154】 【大学教育の充実】
４）全学共通科目の高年次実践科目に 【154-1】
地元自治体首長，地元企業の社長等 １）全学共通科目等に地元企業の社長 １-1）全学共通科目の教養特別講義Ⅰ「職業と人間」及び主題科目「国際ビジネス・
を講師に迎え多角的な教育を行う。 等を講師に迎えるなど，多角的な教 スタートアップ講座」を開設して，鳥取県内外から企業の社長等多様な講師を迎え

育を実施する。 て実施した。
また，全学共通科目の主題科目に鳥取銀行講座を「マーケティング論」のテーマ

で開設して鳥取銀行職員を講師に迎えて実施するとともに，全学共通科目の高年次
実践科目に「資本市場の役割と証券投資」のテーマで野村証券職員を講師に迎えて
実施した。

１-2）本学客員教授でもある片山前鳥取県知事による公開講義「自治体経営論序説」
を開催し，本学学部生，大学院生のほか地域の住民も受講した。10月からは地域学
部専門科目「自治体経営論」として実施した。

【155】 【155-1】
５）インターンシップについては，鳥 ２）鳥取県等とのインターンシップの ２）従来からある鳥取県・鳥取市・米子市との協定及び経営者協会インターンシップ
取県，鳥取市及び米子市と締結して 協定を継続するとともに，学生のニ 等に申込み，学生部と各学部が連携して派遣先を確保するとともに，平成19年７月
いる協定を継続する。また，日経連 ーズを把握し派遣先の確保に努める から新たに倉吉市及び境港市とも協定を締結し，鳥取県内４市全てと協定を締結し。
インターンシップ等を通じて学生の た （主に８月から９月にかけて鳥取県10名，鳥取市４名，米子市１名，倉吉市１。
派遣先を確保する。 名を含めて75名派遣）

また，就職支援課へ相談に来た学生の具体的な要望を聞き，直接受入先を開拓す
るなど個別の対応も行った（JAいなば鳥取(農協観光)１名 。）

【155-2】
３）インターンシップへの参加を促す ３）ビジネスマナー等の事前研修会（７月12日，参加者55名）及び参加者による事後
ため，学生に対する講演会を実施す 報告会（12月12日，参加者44名）を実施した（鳥取県経営者協会と共催 。）
る。 学生には，インターンシップの重要性・必要性及び申込方法や受入先等を，ホー

ムページや各学部の掲示を通して周知し，参加者の増加に努めた。

【155-3】
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４）インターンシップの一環として， ４-1）特許技術の習得を目指す学生・大学院生（社会人学生を含む）を対象に，次の
附属図書館へ司書を目指す学生等， インターンシップや知的財産授業を実施した。
産学・地域連携推進機構へ高度特許 ① 学内外公募により知財インターンシップ応募した学生２名に対して，ⅰ）先行
技術者を目指す学生の受け入れを引 技術調査演習等の事前演習，ⅱ）パテントコンテスト（文部科学省等主催）への
き続き実施する。また産学・地域連 応募，ⅲ）特許事務所における明細書（翻訳文）作成等を実施した。
携推進機構においては，高度特許技 ② 鳥取県委託事業「産学連携製造中核人材育成事業 （液晶ディスプレイ関連産」
術者を目指す県内学生及び社会人の 業における中核人材育成【プロダクトイノベーション課程 ）の実証講義として】
受け入れを検討する。 「イノベーションと知的財産」の講義を開催した。

③「知的財産スペシャリスト」として養成する目的で，(独)新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）主催の｢産業技術フェローシップ事業｣で派遣された職員
の受け入れを継続実施した。

４-2）附属図書館では，司書を目指す学生の受入準備を行ったが，平成19年度は希望
者がなかった。なお，今後もインターンシップの学生受入は継続していくこととし
ている。

○産学官連携の推進に関する具体的方 ○産学官連携の推進に関する具体的方
策 策
【156】 【産学・地域連携推進機構】
１）地域共同研究センターを窓口に関 研究支援体制を一層充実・強化し，
係諸団体との連携を強め，実質的な 産官学を中心とした地域連携をより機
活動を行う。 動的かつ弾力的に展開するため，産官

学連携推進機構を研究推進部門，知的
財産管理運用部門，地域貢献部門，米
子地区地域連携部門から構成される産
学・地域連携推進機構に改組した。
【156-1】

） ，１）産学・地域連携推進機構運営委員 １-1 共同研究やプロジェクト形成の可能性に関する各教員の情報を把握するために
会において，広範研究領域での共同 教員の面談を実施した （年度計画【134-1】及び【145-1】の『計画の進捗状況』。
研究体制，プロジェクト研究体制に 欄を参照 ）。
ついて検討する。 １-2）とっとりネットワークシステムを活用し，研究者同士が交流することにより，

。（ 【 】 『 』プロジェクト研究体制の整備を支援した 年度計画 127-4 の 計画の進捗状況
欄を参照 ）。

【157】 【157-1】
２）コーディネーター機能の充実を図 ２ 共同研究受け入れの体制を整備し ２）研究・技術シーズを発表し，共同研究等の推進を図るため，鳥取県 （財）鳥取） ， ，
り，共同研究，受託研究の件数の増 共同研究の推進（目標：２００件以 県産業振興機構等と連携し 「鳥取大学ビジネス交流会 （東京リエゾンオフィス：， 」
加を図る。 上）を図る。 ２回，大阪オフィス：２回，名古屋会場：１回）や 「鳥取大学・イブニングセミ，

ナー（鳥インフルエンザは怖くない （東京リエゾンオフィス：１回）を開催し！）」
たほか 「ＣＩＣ新技術説明会 「ＪＳＴ新技術説明会（鳥取・島根発新技術説明， 」，
会 「イノベーション・ジャパン2007・大学見本市」等において，技術説明を行）」，
。 ， （ ）， （ ），った 平成19年度は 共同研究168件 前年度160件 受託研究96件 前年度98件

地域貢献受託事業15件（前年度15件 ，奨学寄附金（前年度659件）を受け入れ研究）
を推進した。
また，鳥取大学振興協力会と連携して，萌芽的研究シーズの開発等支援経費を措

置して12件（13社）の共同研究を実施した。

【36-2，157-2】
３）大型プロジェクト獲得のため，産 ３）平成19年度に産学・地域連携推進機構内に設置した｢外部資金獲得支援室｣におい
学・地域連携推進機構内に外部資金 て，競争的資金や各種助成金が獲得しやすいように，各種公募型プロジェクト等の
獲得支援室を設置し，外部資金導入 情報を全教員に提供して申請を促進するとともに，産官学連携コーディネータが鳥
の増大を図る。 取県内東部・西部地区の企業等とのコーディネートを行い，共同研究等の外部資金
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の増大に努めた。さらに，年度計画【134-1】の『計画の進捗状況』のとおり，教
員の研究やシーズ等に関する詳細な情報を把握収集し，データベース化を図り，産
官学連携による共同研究等を推進した。
また，農学部では，平成18年度に引き続き，学内外の研究者との連携の強化，大

型プロジェクトへの参加・獲得に向けて，学外の第一線の研究者を本学に招聘して
「先端研究者招聘セミナー」を実施した。

【157-3】
10）米子地区地域連携部門へ新たに専 10）平成19年４月に産学・地域連携推進機構の改組を行うとともに，米子地区地域連
任コーディネーターを配置するなど 携部門に専任のコーディネーターを配置し，米子地区の体制を充実した。これによ，

， ， 。米子地区での活動を強化する。 り 米子地区における産学連携 地域貢献等の迅速で細やかな対応が可能となった

【156-2,157-4】
15）東京リエゾンオフィス，大阪オフ 15）年度計画【157-1】の『計画の進捗状況』を参照。
ィス，駅南サテライトオフィス等を
活用し，県外企業とのビジネス交流
会を鳥取県事務所 （財）鳥取県産業，
振興機構，中国経済連合会と共催す
るとともに，産官学連携の推進PRに
努め共同研究，受託研究の件数の増
加を図る。

【157-5】
） （ ， ） ，16）連携協定を締結した金融機関，自 16 産学・地域連携推進室連絡会 東部地区：月２回 西部地区：月１回 を開催し

治体及び銀行から受け入れた派遣職 鳥取県内自治体及び金融機関等，学外との連携を深め情報交換を行い，地域との連
員を活用してコーディネーター機能 携を図った。
の充実を図り，産官学連携を強化す また，鳥取県，銀行等から人事交流で受け入れた派遣職員が，自治体及び産業界
る。 とのコーディネートに努めた。

【158】 【158-1,159-1,161-1】 �
３）地域共同研究センター，ベンチャ ４）各部局間の連携を強化するととも
ー・ビジネス・ラボラトリーを窓口 に，研究成果，教育成果等を関係機 ４-1）産学・地域連携推進室連絡会や，鳥取県産官学コーディネーター連絡推進会議

， ， ， ， ，として 産業界からのニーズの受信 関との連絡会等を通じて，地域社会 等を活用して 鳥取県内の自治体及び金融機関等 学外との連携を深めるとともに
技術化可能情報の発信を行う。 に対し積極的にPRを行う。 情報の共有化を図った。

４-2）鳥取県 （財）鳥取県産業振興機構や鳥取大学振興協力会等と連携し，各学部，
等のシーズ発表等を行った （年度計画【157-1】及び【160-1】の『計画の進捗状。
況』欄を参照 ）。

【158-2】
５）総合メディア基盤センターは，鳥 ５）医学部と県内の病院を鳥取情報ハイウエイで結び医療の支援を行った。鳥取情報
取情報ハイウエイを介して，地域に ハイウエイを介した医療関係及び地域連携に向けた遠隔技術協力として，平成19年
向けた遠隔技術協力のための具体策 度は看護部と県立中央病院において遠隔会議を２回開催し，鳥取県厚生病院とは遠
を検討の上実施するとともに，ネッ 隔病理診断システムを用い実施した。
トワークを利用した多地点公開講座 また，毎月開催しているサイエンスアカデミーにおいて，日野町図書館及び琴浦
開催等を支援する。 町図書館へライブ中継を行った。

【158-3,163-1】
６）教育研究に関する進展の動向や， ６）ＭＯＴイノベーションスクールは，平成16年度に開講して，これまでに社会人・
社会のニーズ等に対応したMOT教育推 大学院生合わせて延べ376名が受講した。平成19年度も引き続き本スクールを開講
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進のために，MOTイノベーションスク し，社会人受講生が実務上の課題・テーマを持ち込み，講師陣と受講生が共同で課
ールを引き続き開講する。スクール 題解決を行うＰＢＬ方式で行った。
では，社会人やMOTに関心のある大学 こうした取組みを通じて，地域企業との産学連携を深め，地域経済活性化に貢献
院生を中心に受け入れて，実践的な した。
技術課題解決型のワークショップを
展開する。

【158-4】
８）科学技術相談室の専門・相談分野 ８）相談員の専門分野・相談分野を表示した冊子「科学技術相談員一覧」を平成19年
の冊子を更新し，技術化情報を発信 ７月に更新し，ビジネス交流会等に配布するなどして，平成19年度技術情報を発信
する。 した。

【158-5】
９）産業界からのニーズの受信窓口と ９）技術相談や共同研究の打ち合わせのための技術相談室を設け，産官学組織の紹介
して，産学・地域連携推進機構に外 パネルを掲げたり研究成果を展示するための展示スペースを設けた。
部から気軽に相談できるように配慮 鳥取大学駅南サテライトオフィスに産官学連携コーディネーターが毎週１回常駐
するとともに，産官学組織の紹介や し，科学技術相談を行う体制を整え，地域との連携に努めた。
研究シーズのPR等の体制を充実し，
地域との連携を深める。

【159】 【156-1】を参照 年度計画【156-1】の『計画の進捗状況』欄を参照。
４）共同研究推進機構を活用し，広範
な研究領域に係わる問題解決に当た
る。

【160】 【160-1】
５）鳥取大学振興協力会及びとっとり 11）鳥取大学振興協力会と協力し，産 11-1 鳥取大学振興協力会と協力して 鳥取大学振興協力会交流会を東部地区１回 ８） ， （
乾地研倶楽部等と協力して，定期的 学交流事業（講演会，交流会，研究 月 ，中部地区２回（４月，９月 ，西部地区２回（４月，７月）開催し，教員によ） ）
に講演会，交流会を開催する。 開発検討会等）を東部・中部・西部 る研究発表等の講演，地域企業との意見交換等を通じて，地元産業界との交流を推

で実施するとともに，教員による企 進したり，県外視察（広島県内：10月）を実施した。
業訪問，県内行政機関との連携によ また，鳥取県内地区別企業による本学訪問（西部地区：８月，中部地区：９月）
り，地域社会からの要請の把握に努 や，出前技術相談会（西部地区：９月，中部地区：平成20年1月）を実施した。
める。 11-2）教員やコーディネータによる企業訪問（167社訪問）を積極的に実施し，地域

社会や企業からの要望把握に努めた。
11-3）平成19年５月に，烏取県内の農林業団体，農林水産試験研究機関，鳥取大学農
学部等の関係者が一堂に会して，試験研究課題についての意見交換会を行い，農林
業の更なる振興・発展に資することを目的として，鳥取県農林水産部と鳥取大学農
学部の共催により，鳥取県農林水産業産学官技術会議を新たに設置するとともに，
第１回会議を開催した。

【乾燥地研究センター】
【160-2】
１）乾燥地研究センターの支援組織で １）とっとり乾地研倶楽部との交流会を平成19年７月に実施した。また，とっとり乾
ある「とっとり乾地研倶楽部」と協 地研倶楽部の協力を得ながら，一般公開（８月，10月 ，ミニ砂漠博物館（展示室）
力し，講演会や交流会を開催する。 休日公開）を実施した。
また，一般公開，見学者の受け入

れ等を一層推進する。

【161】 【161-2,162-3】
６）研究領域の教員と関連自治体，企 17）県内高等教育機関，経済団体，行 17）前回（平成18年度）の会議から金融機関が所有する資源を活用し，産業振興及び
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「 」 。業との関係者と意見交換を行う。 政機関等で構成する産官学連携企画 地域との連携の強化をより推進するため 産学金官連携企画推進会議 と改称した

推進会議の活動を活性化する。 平成19年度の会議を4月に開催し，前回の20機関53名を上回る22機関61名が参加し
て，各機関における産学金官連携による研究プロジェクトの取組状況の報告，各機
関が行う新事業へ他機関が連携・協力する可能性などについて検討・意見交換を行
い，より効果的・効率的に事業が実施するために，各機関の事業を一覧表に纏め，
情報の共有，一元化を図る取組みを行った。

【162】 【162-1,163-2】
７）県の産学官連携推進室と十分な連 ７）都市エリア事業等の大型プロジェ ７）鳥取県との産学官による連携の下で，知的財産活動を以下の通り実施した。
携を持つ。 クトの効率的推進のため，鳥取県・ ① 都市エリア事業では鳥取県等と連携し，６件の特許を出願した。また，公的機

企業との連携による知的財産戦略を 関の開催する「チャレンジ応援資金目利き委員会 「知的財産マネジメント委員」，
推進する。また，文部科学省，特許 会 「知的財産実務者会議 「産官学連携企画推進会議 「鳥取市活性化戦略委」， 」， 」，
庁，中国経済産業局及び鳥取県商工 員会」等の会議に出席・討議，またはパネリストとして発表した。
労働部等の知的財産関連行政機関や ② 知的財産セミナーとして，産官学関連の専門員・教職員を対象とした「微生物
他大学の知的財産部門等との連携に 寄託説明会 「知的財産セミナー 「利益相反セミナー 「ＪＰ－ＮＥＴシステ」， 」， 」，
よる各種知的財産セミナーや講習会 ム説明会」を主催した。また，鳥取県主催の知的財産セミナーにも積極的に参加，
客員教授による特許相談会等を実施 した。
する。 ③ 平成19年度から特許相談会を米子地区でも隔月開催を実施（定例化）したこと

から，医学部からの相談が増加し，客員教授２名による特許相談件数の実績は延
58件であった。

【162-2】
14）鳥取県下の研究・行政機関等との 14-1）鳥取県下の研究機関等と連携して，主に以下のような研究プロジェクトを実施
連携により，地域独自の生産技術や した。
環境保全に関わる研究プロジェクト ○鳥取県の平成19年度高等教育機関「知の財産」活用推進事業
を継続して実施する。 ①過疎地域における情報インフラ整備の最適戦略に関する研究（工学部）

②鳥取県における着地型観光実践研究（地域学部）
③鳥取県における高齢者の介護予防事業の標準化と評価基準の構築（医学部）
④キノコを利用したゼロエミッション型アルコール類生産システムの開発（工学
部）

⑤鳥取県と韓国江原道の過疎地の実態と政策に関する基礎的研究（工学部）
○平成18年度産学連携製造中核人材育成事業（経済産業省の公募事業）
①液晶ディスプレイ関連産業における中核人材育成（H18～H19 （工学部））

○地域新生コンソーシアム研究開発事業（経済産業省の公募事業）
（ ）①ＭＥＭＳ技術を用いたモバイル用超小型2軸ジャイロセンサの開発 H18～H19

（工学部）
②光硬化型キトサン誘導体を基材とした生体接着製剤の開発（農学部）

○平成18年度都市エリア産学官連携促進事業（文部科学省の公募事業）
①鳥取県米子・境港エリア：ライフサイエンス「染色体工学技術等による生活習
慣病予防食品評価システムの構築と食品等の開発 （H18～H20 （医学部，工学」 ）
部，農学部）

○国土交通省中国地方整備局の受託研究
①殿ダム貯水池内及びダム下流河川の水質予測評価（工学部）
②鳥取港における長期的戦略に関する研究（工学部）

14-2）上記以外に，自治体と以下のような共同研究・受託研究を実施した。
○主な共同研究
①日本海での赤潮増殖要因の検索，連続培養実験（鳥取県，農学部）
②韓国との赤潮情報ネットワークの改良および流動モデルへの応用（鳥取県，工
学部）
③鳥取平野及び大山周辺地域における地下水の収支及び動態についての研究（鳥
取県，工学部）
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④鳥取市における漁港・漁村の今後のあり方に関する研究（鳥取市，工学部）

○主な受託研究
（ ， ）①非滅菌環境下の半連続培養による実生ごみからのL-乳酸製造 鳥取県 工学部

②廃瓦を用いたコンクリートの製造システムの確立及びそのコンクリート構造物
への適用に関する研究（鳥取県，工学部）

③次世代梨新品種の育成に関する研究（鳥取県，農学部）
（ ，④共生菌の活用による希少植物種の増殖技術開発並びに保全施策の提言 鳥取県

農学部）
⑤メタボリック症候群の予防に関する地域基盤研究（境港市，医学部）

14-3）鳥取県地域産業活性化協議会の構成員として，鳥取県地域産業活性化基本計画
の策定に参画し，地域産業の活性化に向けた取組みを支援した。
また，同基本計画に基づいて，工学部に附属電子ディスプレイ研究センター（寄

附研究部門）を平成20年４月から設置して，ブレークスルーとなる研究や人材育成
を行うこととした。

14-4）鳥取県・烏取市とともに，地元へ進出等を行う企業（４社）との間に，共同研
究や人材育成等に関する協定を締結し，産官学連携を積極的に推進した。

14-5）その他に，自治体と連携した地域貢献支援事業47件を実施した （年度計画。
【127-2】の『計画の進捗状況』欄を参照 ）。

【163】 【163-3】
８）地域の需要等に応じ，公開セミナ 12）サイエンス・アカデミー（公開セ 12）平成７年から開始した「サイエンス・アカデミー」は，鳥取県立図書館の連携協
ー，高度技術研修等を開催する。 ミナー）を継続して実施する。 力を得て，平成20年３月には第236回目を開催した（参加者数延べ6,354名 。平成1）

9年度は「鳥取と環境シリーズ」をテーマに20回開催し，本学の研究成果や時節の
話題等を解りやすく解説した。主会場の鳥取県立図書館と日野町，琴浦町とのライ
ブ中継や，日南町ではビデオテープによるケーブルテレビ放送を実施した。

【163-4】
13）著名な研究者・技術者を産学・地 13）産業科学特別講義Ⅱ（客員教授セミナー）を前期に８回開講した。取りあげたテ
域連携推進機構の客員教授に迎え， ーマは，①知財保護制度，②地球環境問題の科学的考察（１ ，③地球環境保全と）
企業での研究開発や知的所有権など 植物工場，④ある特許の一生，⑤科学と環境問題，⑥地球環境問題の科学的考察
の現在的課題について，現場での諸 （２ ，⑦求められる研究者，⑧ナノテクノロジー～鉄より10倍強く，10倍軽いカ）
問題をとりあげる産業科学特別講義 ーボンナノチューブ・ナノコイルと高機能半導体素子の故障解析～であり，大学院
（客員教授セミナー）を実施する。 工学研究科博士前期課程の約110名が受講した。

○地域の公私立大学等との連携・支援 ○地域の公私立大学等との連携・支援
に関する具体的方策 に関する具体的方策
【164】 【164-2】

） （ ， ， ，１）大学コンソーシアム山陰の組織の １）大学コンソーシアム山陰の今後の １-1 平成20年１月に大学コンソーシアム山陰 鳥取大学 鳥取短期大学 島根大学
活動を活発化する。 在り方を検討するとともに，事業の 島根県立女子短期大学，島根県立看護短期大学で平成14年３月設立）の国際交流関

見直しを図ることにより組織の活動 係会議を開催し，語学研修，スキー研修等の留学生支援事業の協力体制について協
を活発化する。 議し，平成20年２月にスキー研修を実施した。

また，平成18年度の島根大学の春季アメリカ研修（アーカンソー大学）に続き，
（ ） 。平成19年度は鳥取大学の夏期カナダ研修 ウォータールー大学 を共同で実施した

夏期カナダ研修は，８月４日～８月26日に英語研修プログラム等を実施し，鳥取大
学12名，島根大学５名の学生が参加した。

１-2）島根大学医学部，広島大学医学部及び鳥取大学医学部の三大学による 「がん，
プロフェッショナル養成プランコンソーシアム」が選定され，コーディネーター会
議等で運営方針等を検討した。
また，新たなコンソーシアム事業として，複数の大学病院が緊密に連携・協力し

て，それぞれの得意分野の相互補完を図り，循環しながら質の高い専門医や臨床研
究者を養成するための「大学病院連携型高度医療人養成事業」を進めている。
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【164-3】
２）鳥取県大学図書館等協議会幹事館 ２-1）鳥取県大学図書館等協議会の開催時期を平成19年度から年度初めに変更し，年
として一層の連携を強化し，地域に 度計画等を十分に審議できる体制にするとともに，公共図書館等のオブザーバ参加
おける大学図書館として地域の核と を実施し，連携強化を図った。平成19年度は，ホームページのリニューアル，相互
なるサービスの充実に努める また マニュアルＷｅｂ版の作成，鳥取県内ネットワークによる相互貸借等を検討し実現。 ，
中国四国地区国立大学図書館協会副 した。
理事館として人材養成及びキャリア ２-2）本学附属図書館は，中国四国地区国立大学図書館協会副理事館として地区内の
アップを図るため，地区内の一層の 連携強化に努め，平成19年度は本学附属図書館が事業委員会委員長館として事業を
連携強化に努め，事業委員会委員長 展開し，地区ホームページの立ち上げや国立情報学研究所との共催による地区講習
館として地区図書館職員の活性化と 会を開催した。平成19年度の地区講習会として，鳥取大学を会場に本学職員が講師
コミュニティーづくりを目指し，事 となり 「目録システム講習会（雑誌コース 」を開催し，中四国地区の業務担当者， ）
業を積極的に推進する。さらに，情 16名が受講した。
報・システム研究機関国立情報学研
究所との共催により，目録システム
講習会（雑誌コース）を開催する。

【164-4】
３）地域の私立大学，高等専門学校教 ３-1）連合農学研究科では，平成19年度に鳥取県園芸試験場３名，鳥取県農業試験場
員及び公設試験研究機関研究員の博 ３名，鳥取県衛生環境研究所１名，鳥取県産業技術センター１名，鳥取県警科学捜
士学位取得を積極的に支援する。 査研究所１名，計９名の社会人学生が在籍した。うち，鳥取県園芸試験場の１名が

10月に学位を取得した。
３-2）工学研究科及び工学部では，地域の公設試験研究機関研究員の博士学位取得及
び卒業生１万人以上に対するリカレント教育と位置づけて博士学位取得を積極的に
支援した。支援施策の一つとして，工学部電気電子工学科では関西地区の同窓会を

， 。 ， ，開催し 大学・学部・学科の現状を説明した また 公設試験研究機関研究員では
鳥取県衛生研究所の研究員が，平成19年度学位を取得した。

３-3）医学系研究科では，文部科学省の平成19年度「社会人の学び直しニーズ対応教
育推進プログラム」に採択され，現役職業人を受け入れ，地域医療の高度医療教育
に積極的に取り組んだ。

○留学生交流その他諸外国の大学等と ○留学生交流その他諸外国の大学等と
の教育研究上の交流に関する具体的 の教育研究上の交流に関する具体的
方策 方策

） ， 「 」，【165】 【165-1,174-1】 １ 平成19年度は 新たに大学間協定として モンゴル科学アカデミー生物学研究所
「 」 ， 「 」，１）学術交流協定締結校から語学教員 【学術交流協定締結校との交流】 モンゴル気象水研究所 と 部局間協定として フィンランド国立技術研究所

を受入れ，語学教育の充実を図る。 １）学術交流協定締結校との交流活動 「チュラロンコン大学工学部 「バーモント大学医学部」と学術交流協定を締結す」，
の現状を見直し，より一層の活性化 るとともに，複数の大学と協定の更新を行った。
を図るとともに，他のアジア圏との また，日本学生支援機構が開催する日本留学フェア（台湾にて７月開催）へ参加
交流協定締結についても検討する。 し，台湾を始めとするアジア圏との交流協定締結を視野に入れた活動を行った。

地域学部では，中国東北農業大学から研究者を２名受け入れた。
医学部では，鳥取県と姉妹都市関係のあるアメリカ・バーモント大学医学部と学

生交流等（鳥取大学医学部学生2名派遣，バーモント大学医学部学生2名受け入れ）
を実施し，交流協定締結を実現した。
農学部では，忠南大学・江原大学・九州大学・鳥取大学の４大学持ち回りによる

日韓合同国際シンポジウムを平成19年11月に鳥取大学農学部主催で開催し，平成20
年度以降もシンポジウムを開催することを確認する覚書を締結した。また，平成19
年度の国連大学ＭＳプログラムに２名の農学研究科大学院生が採用され，協定を締
結している中国科学院寒区旱区環境工学研究所にて研究指導を受けた。
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【165-2,174-2】
【学術交流協定締結校との交流】
２）釜慶大学校（学術交流協定校）と ２）年度計画【73-2】の『計画の進捗状況』欄を参照。
のダブル・ディグリー（Double Degr
ee：2つの学位）取得留学制度に関す
る覚書に基づき，学部学生の派遣，
留学生の受入れを引き続き行う。

【165-3,174-3】
【学術交流協定締結校との交流】
３）学術交流協定締結校から受け入れ ３）平成18年度に大学教育総合センターと協議し，語学教育の充実を図るため，身分
る語学教員の身分・期間・授業内容 ・期間・授業内容等基本的な指針を明確にし，学術交流協定校を中心に国内外に公
等基本的な指針を明確にし，継続し 募を行い，平成19年度から１名（中国語）を採用して，語学教育の充実を図った。
て語学教育の充実を図る。

【165-4,167-1,174-4】
【学術交流協定締結校との交流】 ４）学術交流協定校等であるカナダ・ウォータールー大学（12名 ，韓国・春川教育）
４）Nottingham大学（イギリス ，Gre 大学校（６名 ，フランス・グルノーブル第三スタンダール大学（３名 ，中国・内） ） ）
noble大学（フランス ，Waterloo大 蒙古師範大学（８名 ，中国・東北農業大学（15名）及びアメリカ・アーカンソー） ）
学（カナダ ，江原大学校，春川教育 大学（３名）に語学研修への派遣を行い，本学の国際交流基金から参加者に対する）
大学（韓国 ，東北農業大学・内蒙古 援助（１人当たり１～３万円）をした。）
師範大学（中国）での夏期語学・文
化研修について，一層充実させるよ
う検討し引き続き実施する。

【165-5】
【学術交流協定締結校との交流】
５）インターネット，留学ガイダンス ５）留学予備教育コース（平成19年度に「語学強化コース」と改称）を継続して実施
及び留学相談会を通じて学生に学術 し，学生の英語，スペイン語，中国語及び韓国語の語学力を向上させるとともに，
交流協定校の情報を提供することに 留学希望者には個別に留学指導を行った。
より，交流への参加呼びかけ，留学 また，各学術交流協定校等への語学研修参加者に対する援助（１人当たり１～３
希望者を増加させるとともに，留学 万円）を国際交流基金から行うなど，学生の国際交流活動の一層の充実を図った。

。 ， ，予備教育等を継続して実施する。 各学部においても学術交流協定校との交流活動を行った 例えば 地域学部では
短期 研修に韓国・春川教育大学校：６名，中国・内蒙古師範大学：７名，フラン

， ，ス・グルノーブル第三大学語学研究所：１名 カナダ・ウォータールー大学：２名
中国・東北農業大学：２名が参加した。

【166】 【164-5,166-1】
２）学術交流協定締結校への語学研修 【学術交流協定締結校との交流】
を大学として企画し，学生の参画を ６ 大学コンソーシアム山陰において ６）年度計画【164-2】の『計画の進捗状況』を参照。） ，
促すとともに大学コンソーシアム山 語学研修をテーマにした情報交換会
陰においても各大学の企画する語学 を行うとともに，相互の協力体制を
研修に構成大学の学生が参加できる 構築し，学生の参加について検討す
措置をとる。 る。

【167】
３ 学部学生の短期留学の支援を行う 【165-4 【165-5】を参照 ３）年度計画の【165-4 【165-5】の『計画の進捗状況』欄を参照。） 。 】， 】，

また，学術交流協定締結校への短期留学（交換留学）には，国際交流基金から支
援金として15万円の援助を行った。
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【168】 【168-1】
４）乾燥地研究センターや農学部にあ 【その他の大学・研究機関との交流】

） ， 。 ， ，っては，乾燥地域に拠点（海外研究 １）乾燥地研究センターにおける，外 １ 外国人研究者１名 留学生13名を受け入れた また 乾燥地研究センター教職員
（ ， ， ， ）教育基地）を形成し職員の派遣，大 国人研究者，留学生の一層の受け入 学生等を延べ105名 教員42名 ポストドクター３名 学生42名 技術職員等12名

学院生の海外研修・実習を必修とす れを推進するとともに，教員のみな を海外へ派遣し，交流を活発に行った。
る体制を整える。 らず，ポストドクター，大学院生，

技術職員等の海外派遣数を増加させ
る。

【168-2,169-1】
【その他の大学・研究機関との交流】
２）メキシコ合衆国北西部生物学研究 ２）平成19年度には，メキシコ合衆国北西部生物学研究センター（ＣＩＢＮＯＲ）及
センターに開設した「鳥取大学教育 び南バハ・カリフォルニア州立自治大学（ＵＡＢＣＳ）に，９月から３ヶ月間，学
・研究拠点」において，乾燥地農学 生20名，教員16名，実習補助員として大学院生６名を派遣し，海外実践教育カリキ
開発に関する教育・研究並びに「大 ュラムを実施した。その中で，派遣した教員により，ＣＩＢＮＯＲにおける教育と
学国際戦略本部強化事業 「大学教 共同研究について調査･協議をした。」，
育の国際化推進プログラム（戦略的 また，事務職員のスキルアップを図るため，国際交流課職員 名を３ヶ月，国際1
国際連携支援 」を継続して展開する 交流課及び研究協力課職員各１名を各１ヶ月半派遣し，このカリキュラム実施に係）
とともに，職員を派遣し，スキルア る業務を遂行した。
ップを図る。

【168-3】
【その他の大学・研究機関との交流】
３）エジプト・アラブ共和国国立水研 ３）平成19年度国際戦略推進本部強化支援事業により，エジプト・アラブ共和国の国
究センターを中心とした外国人研究 立水研究センターに関係教員を派遣し，本学の海外教育・研究拠点を設置した。平
者の受け入れを行うとともに，日本 成19年12月には，同センターの副所長等２名を招聘し，今後の拠点活用及び国際共
人研究者の海外派遣を検討する。 同研究等の実施に向けて協議するため，国際シンポジウムを開催した。さらに，平

成20年１月には，研究者８名，技術職員１名を約１ヶ月派遣し，共同研究等の具体
的な協議を行った。また，同センターから研究生として１名を受入れた。

【168-4】
【その他の大学・研究機関との交流】
４）優秀な留学生を受け入れ，特別コ ４）平成19年度から開始した大学院農学研究科（修士課程）の「留学生のための乾燥
ースで修士・博士一貫教育を引き続 地農学特別プログラム」に，１名（国費）の留学生を受け入れた。また，連合農学
き行う。 研究科（博士課程）の「留学生特別コース」及び「特別プログラム」に10月入学者

として，14名（国費11名，私費３名）の留学生を受け入れた。農学研究科留学生に
は，博士課程への進学を考慮した研究指導を行った。

【168-5】
【その他の大学・研究機関との交流】
５）帰国した留学生及びJICA研修生を ５-1）平成19年度には，国際交流センター長が８名の帰国中国人留学生と「帰国中国
通じて，乾燥地農業に関する研究情 人留学生会（仮称 」の設立について，北京において意見交換を行った。）
報の国際的ネットワーク化を一層充 ５-2）平成11年度から継続実施しているＪＩＣＡ集団研修コースの情報公開を更に推
実する。 進するために，ホームページの日本語版と英語版のリニューアルを行い，過去の研

修員が現在実施している研修内容及び研修員作成レポート等をホームページによ
り，随時確認できるようにしている。平成19年は，７月に９ヵ国，10名の研修員を
受入れ，11月９日に閉講式を行った。

， ， 「 」なお 平成20年は 現在実施しているコース 乾燥地水資源の開発と環境評価Ⅱ
の最終年となるため，本コースの改編継続に向け，内容刷新の検討を行った。
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【169】 発展途上国との共同研究，プロジェクト事業を平成19年は次のとおり実施した。
５）現在，実施している発展途上国を ① 平成19年７月から11月にかけてＪＩＣＡの委託事業として乾燥地，半乾燥地に属
対象としたプロジェクトを継続的に する発展途上国の灌漑水資源開発に携わる研究者・技術者を対象とした集団研修
実施するとともに，新たなプロジェ 「乾燥地水資源の開発と環境評価Ⅱ」を実施し，タイ，中国など９カ国10名の研修
クトの開発を目指す。 者を受け入れた。

② グローバルＣＯＥプログラム「乾燥地科学拠点の世界展開」において，中国農業
科学院農業環境及可持続発展研究所及び中国新疆農業大学と作物の塩害に関する共
同研究を実施した。

③ 農学部では，メキシコ北西部生物学研究センター（ＣＩＢＮＯＲ）と塩生植物に
よる塩類土壌修復に関する共同研究を実施した。また，平成19年度からエジプトＮ
ＷＲＣとナイル川流域の農業用水利用の効率化を進めるための共同研究を開始し
た。

④ 平成20年度地球規模課題対応国際科学技術協力事業（JICA-JST事業）に対応する
ため 「気候変動の適応又は緩和に資する研究 （モンゴル 「地球規模の環境課題， 」 ），

」（ ） ， 。の解決に資する研究 メキシコ について 各々プロジェクトの準備に着手した

【170】 【170-1】
６）学術交流協定締結校との研究連携 【学術交流協定締結校との交流】
を促進するため，シンポジウム開催 ７）学術交流協定締結校との研究者交 ７）平成19年度は，学術交流協定締結校との研究者交流・共同研究・シンポジウム開
等への資金援助枠を明示する。 流・共同研究・シンポジウム開催等 催等の交流事業12件（中国・東北農業大学との風力エネルギー利用技術に関する国

を行うための資金を確保し，交流を 際共同研究など）に対して大学独自の資金である国際交流基金から開催等の資金を
促進する。 援助し，協定校との交流を促進した。

【170-2,173-1】
【その他の国際交流推進策】

） ， （ ） （ ）２）外国の研究者や教員の招聘費用に ２ 平成19年度は 学術交流協定校 中国・東北農業大学など からの研究者 ３名
ついて，学内国際交流基金による支 の招聘について，大学独自の資金である国際交流基金から支援した。
援を引き続き行う。

【170-3】
【その他の国際交流推進策】
３）職員へ提供する交流情報を充実す ３）職員の国際交流活動を支援するため，大学独自の経費である国際交流基金，学長
るとともに，引き続き援助資金の有 経費「教育・研究改善推進費 （国際交流の推進 ，競争的外部資金等を利用して実」 ）
効活用を図る。 施するとともに，語学教育などについてホームページ及び公募等により情報を提供

した。
， ， ， ，また 事務職員のスキルアップを図るため メキシコ・ラパス 中国・ウルムチ

エジプト・カイロの海外教育・研究拠点へ４名の職員を３週間から１ヶ月半派遣し
たほか，夏期カナダ英語研修の学生引率（２名）や海外先進教育実践支援によるア
メリカ・カナダの大学への研修派遣（３名）として職員を１～２週間派遣した。平

， ，成20年３月には これら派遣職員から得られた成果を広く学内へ報告するとともに
他の職員の研修の機会とするため，報告会を開催した。

【171】 【170-4,171-1】
７）外国の研究者や教員の招聘が容易 【その他の国際交流推進策】

） ，となる基盤を整備する。 ５）国際交流会館等の規則の見直しを ５ 平成18年度に条件によっては１年以上の入居を認めるなどの規則の見直しを行い
継続するとともに，外国人留学生・ 平成19年度から運用を開始して国際交流会館の利便性を高めた。
研究者用に学内の施設の有効利用を また，外国人宿舎を平成18年度に改修し，外国人研究者用として平成19年度から
図りながら，学外の施設の利用につ 使用を開始した。
いても検討する。
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【172】
８）２１世紀COEプログラムに係わる領 ８）平成18年度までは21世紀ＣＯＥプログラム「乾燥地科学プログラム ，平成19年」
域では，外国人研究者の招聘を計画 度からはグローバルＣＯＥプログラム「乾燥地科学拠点の世界展開により，外国人
に従って行う。 研究者を招聘し，研究会，セミナーを開催した。

【173】 【170-5,173-2】
９）職員や大学院生の海外派遣は，資 【その他の国際交流推進策】
金の許される範囲で引き続き行う。 ４）引き続き職員や大学院生の海外派 ４）年度計画【168-2,169-1】及び【170-3】の『計画の進捗状況』欄を参照。

遣を行う。

【174】 【174-5】
10）学術交流協定締結校との連携は， 【その他の国際交流推進策】
これまで以上に一層の活性化を図る １）平成１６年度に実施した地域学に １）平成19年10月に鳥取県と連携し，第１回「北東アジア地域大学教授協議会」を開。

関する国際会議の成果を生かし，継 催し，同地域内の大学等が共同して環境問題など共通の課題について協議した。こ
続して北東アジア圏との研究交流の の協議会において，本学は鳥取県内の大学の幹事校として中核的役割を果たした。
充実を図る。また，平成１８年度に
開催された第１１回「北東アジア地

」域国際交流・協力地方政府サミット
における合意にもとづき，鳥取市で
開催される第１回「北東アジア地域
大学教授協議会」への地域の幹事大

， 。学として 積極的に参加・協力する

【174-6】
【その他の国際交流推進策】
６）諸外国の研究教育機関との個人交 ６）平成19年度は，中国・北京で本学出身の同窓会の結成に向けて活動を開始した。
流ネットワークの把握など学部現有
のポテンシャルを明らかにし，多面
的な交流を推進するとともに中軸的
交流システムづくりを継続する。

【175】
11）知的支援による国際交流について 11）知的支援については，主に職員の語学能力の向上に力を入れ，教職員のための英

。 ， 【 】 【 】も積極的に推進する方向で努力する 語能力向上研修を８～９月に実施し さらに年度計画 168-2,169-1 及び 170-3
のとおり，職員の海外研修を積極的に行った。
また，年度計画【168-5】及び【174-6】のとおり，研究情報のネットワーク化を

進めた。

○教育研究活動に関連した国際貢献に ○教育研究活動に関連した国際貢献に
関する具体的方策 関する具体的方策
【176】 【176-1】
１）日本学術振興会拠点大学方式学術 １）乾燥地研究センターと中国科学院 １）第７回目となる日本学術振興会拠点大学交流事業2007年度中国内陸部の砂漠化防
交流事業として，乾燥地研究センタ 水利部水土保持研究所との国際共同 止及び開発利用に関する日中合同セミナーを中国科学院水土保持研究所で開催（９
ーと中国科学院水利部水土保持研究 研究及び両機関を拠点大学とする日 月24，25日）し，研究成果報告を行うとともに，日中参加者による全体討議，来年
所を拠点大学とする共同研究をより 本学術振興会拠点大学方式学術交流 度以降の研究内容等を検討した。
一層押し進める。 事業を引き続き推進する。

【177】 【177-1】
２）独立行政法人国際協力機構・集団 ２ 農学部における JICA集団研修 乾 ２-1）ＪＩＣＡ集団研修については，年度計画【168-5】の５-2）の『計画の進捗状） ， 「
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研修コースとして，乾燥地，半乾燥 燥地水資源の開発と環境評価」をよ 況』欄を参照。農業技術教育基地設置については，ＪＩＣＡメキシコ事務所，メキ
地に属する開発途上国の灌漑用水資 り一層充実させるとともに，特別コ シコ北西部生物学研究センター（ＣＩＢＮＯＲ）と密接な連携をとりながら検討を

。 。源開発に携わる研究者・技術者を対 ースによる研修生の帰国後のアフタ 重ねた 平成20年度も農業技術教育基地設置の実現に向けて引き続き検討を進める
象に基礎知識と応用技術の研修を積 ーケアを行う。また，砂漠化の進む
極的に行う。 中南米地域の乾燥地科学指導者育成

のため 「農業技術教育基地」を設置，
することを検討する。

【176-2,177-2】
） ， ，３）乾燥地・半乾燥地を有する諸外国 ３-1 農学部では 拠点大学交流事業やグローバルＣＯＥプログラムをはじめとして

を対象として研究・技術協力を積極 教員24名を中国，メキシコ，モンゴル，シリア，エジプト等へ，総合地球環境学研
的に推進する。 究所からの依頼により 「民族／国家の交錯と生業変化を軸とした環境史の解明―，

中央ユーラシア半乾燥域の変遷」の研究分担者として教員２名をカザフスタン共和
国へ，国連大学ＭＳプログラムにより中国科学院寒区 区環境工学研究所に派遣さ旱
れている２名の学生の研究指導のため，２名の指導教員を中国へ派遣した。また，
「アラル海流域における水資源と環境の管理」に関するオープンセミナーを実施し
た。
） ， 。３-2 乾燥地研究センターでは 以下のとおり共同研究や専門家の派遣等を実施した

①トルコ科学技術研究機構と総合地球環境学研究所との研究プロジェクト「乾燥地
域の農業生産システムに及ぼす地球温暖化の影響」
②スーダン農業研究機構と神戸大学との研究プロジェクト「日本学術振興会アジア
・アフリカ学術基盤形成事業」
③国際協力機構（JICA）の依頼に基づく，外国人受託研修員の受入（集団研修「乾
燥地水資源の開発と環境評価Ⅱ （10名 ）や専門家派遣（ブラジル・東北部半乾」 ）
燥地（カアチンガ）における荒廃地域の再植生技術開発プロジェクト，エジプト
砂漠開拓地（ムバラクスキーム）農民農業生産技術向上プロジェクト）並びに研
修講師（かんがい排水プロジェクトの持続的管理コース，かんがい排水・農村開
発コース，モンゴル国別研修「干ばつ／ゾド早期警戒システム ）を実施」
④緑資源機構（アフガニスタン国参加型農業農村復興支援対策調査委員会 ，地球）
・人間環境フォーラム（北東アジアにおける砂漠化・干ばつ対策検討委員会）等
に協力

【176-3,177-3】
） ， ， ， ，４）日本人研究者，学生の海外派遣を ４ 工学部では 電気電子工学科 社会開発システム工学科 生物応用工学科などで

推進する。 大学院生や学生を国際会議や国際セミナーに参加させて海外派遣を行った。
また，農学部では，年度計画【176-2,177-2】の『計画の進捗状況』欄の３-1）

の教員の派遣に併せて，研究・調査補助等のため，11名の学生を中国・メキシコ・
カザフスタン等へ積極的に派遣した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標

② 附属病院に関する目標

１）患者中心医療の充実を図る。
中

２）病院長のリーダーシップ及び支援体制を強化し，高い視野から機動的な病院の管理運営を遂行できる体制を整備する。
期

３）卒前・卒後の医師及びコメディカル（医療従事者）の教育の充実を図る。
目

４）トランスレーショナル・リサーチ（基礎研究の臨床応用）を展開するとともに高度先進医療の研究開発を推進する。
標

判断理由（計画の実施状況等）
進捗 ｳｪｲﾄ

中期計画 平成19年度計画
状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

（平成16～18年度の実施状況概略）○医療サービスの向上や経営の効率化
に関する具体的方策 患者プライバシー保護及びアメニ 外来診察等における患者プライバ

【178】 Ⅲ ティ向上のため，次のように充実を シー保護を充実させるため，引き続
１）患者のプライバシー保護，アメニ 図った。 き環境改善を行う。
ティ充実の推進を図る。 ・平成19年１月から附属病院敷地内

の全面禁煙を周知し，４月から全
面禁煙を実施した。
・61室ある特別室の設備（テレビ，
インターネット，冷蔵庫）を充実
するとともに，１室増やした。
・プライバシー保護の観点から，入
院患者名簿を撤去し，窓口案内方
式とした。
・外来診察室の中待合い患者の少数
化により，プライバシー保護の充
実を図った。
・手術を受ける患者家族及びＩＣＵ
入院の患者家族のための待合室１
室，控え室４室を新設した。

（平成19年度の実施状況）○医療サービスの向上や経営の効率化
に関する具体的方策

【178-1】 【178-1】
１）外来診察室における患者プライバ １）平成20年１月から，患者様のプ
シー保護を充実させる。 ライバシー保護のため，各外来診

療科での患者様の呼び出しを個人
名から番号呼び出しに変更を行っ
た。
２）平成19年４月から，附属病院敷
地内を全面禁煙とした。
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【178-2】 【178-2】
17）入院患者の相談窓口を設置し，入 17）平成19年4月に医療福祉支援セ
院事務処理の効率化を図る。 ンター内に看護師による相談窓口

を設置し，患者様及び家族に対し
入院オリエンテーション及びクリ
ティカルパス（診療計画）説明を
開始した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【179】
２）病院長のリーダーシップを支援す Ⅳ 附属病院の具体的改善目標，医療 次期中期目標期間に向けて，第１
る部門の充実を図るとともに，病院 の質の向上，地域における役割を踏 期を超える病院を作るための病院経
業務に特化した事務組織を設置し， まえた医療機能の向上を目的に，日 営に関するマスタープランとその中
経営の効率化を推進する。 本医療評価機構による認定を受けた。期計画（実施計画）を作成する。

民間の経営コンサルタント会社に 外部有識者による運営諮問会議を
経営分析を委託し，今後の経営戦略 活用し，効率的な病院経営を行う。
をたて，増収策の検討を行う体制を 月例報告の評価加点表，診療実績
整備した。 等の伸び率及び診療科別改善ポイン
病院長のリーダーシップがより発 トシートを基礎としたインセンティ

揮できるよう病院執行部体制を見直 ブ経費を配分することにより，病院
し，副病院長２名体制から３名体制 経営における貢献を各診療科の予算
とするとともに，病院執行部会議， に反映させる。
外部有識者による病院運営諮問会議 各診療科別病床数について，病床
を新たに設置する等，機能的な組織 稼働率及び病床回転数により見直し

， 。改革を行った。 を行い 病床の効率的な運用を図る
優秀な医療従事者を確保するため， 医薬品，医療用消耗品の集約化を

特定任期付職員制度を導入し助教， 推進し，在庫削減等，固定経費の節
医療技術職員 看護職員を採用した 減を図る。， 。
（平成18年度66名） 医療業務従事者の安定的な確保を

図るため，特定任期付職員を採用す
る。

【179-1】 ＩＣＵ病床の増床を図る。（平成19年度の実施状況）
２）経営企画課を新設し，効率的な病 【179-1】
院経営を図る。 ２）平成19年４月に病院の運営企画

及び経営分析を行う経営企画課を
新設し，効率的な病院運営を図る
ことができる体制とした。

【179-2】 【179-2】
３）次期中期計画に向けて，病院経営 ３）副病院長及び経営企画課で，病
に関するマスタープランを作成す 院経営に関するマスタープランの
る。 作成に着手し，平成20年度中に時

期中期目標期間に向けて，第１期
を越える病院をとするための病院
経営に関するマスタープランとそ
の実施計画（中期計画）を作成す
る。

【179-3】 【179-3】
４）外部有識者による運営諮問会議を ４）平成19年12月に，外部有識者10



- 152 -

鳥取大学
活用し，効率的な病院経営を行う。 名の参加による運営諮問会議を開

催した。運営諮問会議及び地域か
ら設置要望のあった「セカンドオ
ピニオン外来」について，平成20
年度に設置することを決定した。
（平成20年6月開設）

【179-4】 【179-4】
５）月例報告の評価加点表，診療実績 ５）各診療科の病院経営改善に関す
等の伸び率及び診療科別改善ポイン る貢献度を評価することを目的と
トシートを基礎としたインセンティ した診療科別改善ポイントシート
ブ経費を配分することにより，病院 （新入院患者数，平均在院日数，
経営における貢献を予算に反映させ 手術件数，入院診療費用請求額，
る。 入院診療単価，医師１人当たり請

求額，退院サマリー作成率，クリ
ティカルパス適用件数ほか計23項
目にそれぞれ目標値，達成度合い
に応じたポイントを設定）を作成
し，各月毎にポイントを算定，年
間の合計ポイントに応じて，診療
科の判断で自由に使えるインセン
ティブ経費として33,457千円を配
分し，経営努力に対する意欲向上
につなげた。
なお，各項目の目標値について

は，経営改善推進チーム（タスク
フォース；メンバーは病院長，副

， ， ，病院長 診療科医師 放射線技師
看護師，事務職員）で原案を作成
し，各診療科にヒアリングを行い
適正に定めた。

【179-5】 【179-5】
６）各科別病床数について，病床稼働 ６ 効率的な病床の運用を行うため,）
率及び病床回転数により見直しを行 各科別病床数の見直しを平成19年
い，病床の効率的な運用を図る。 ９月と平成20年２月に，各科別の

延べ患者数及び１日あたりの新入
院患者数等の実績を勘案して行っ
た （平成19年４月,平成20年４月。
に病床の再配分を実施）

【179-6】 【179-6】
７）医薬品の在庫管理，消費管理，購 ７）薬品ＳＰＤはプロポーザルを実
買管理を一元的に効率化するSPDシ 施し検討を行ったが，費用対効果

， ，ステムを導入するとともに，在庫削 が見込めなかったため 延期とし
減等，固定経費の節減を図る。 材料ＳＰＤの契約期間が満了する

２年後に再度検討することとした。
材料ＳＰＤの対象品目を1,000

品目から1,600品目に拡大し，在
庫削減を図った。
（棚卸資産の推移：平成16年度末



- 153 -

鳥取大学
322百万円，平成17年度末 268百
万円，平成18年度末 255百万円，
平成19年度末 191百万円）
病院経費削減推進会議において，
平成19年度の削減計画として，節
水及び節電等の具体的方策を実行
した （節水による節減額 6,689。
， ）千円 節電による節減額 345千円
また，共用自動車１台を平成19

年12月に廃車した。

【179-7】 【179-7】
８）医療業務従事者の安定的な確保を ８-1）特定任期付職員として教授１
図るため，特定任期付職員を採用す 名，講師１名，助教10名，看護師
る。 115名，社会福祉士１名，診療放

射線技師２名，理学療法士１名，
臨床工学技士１名，計132名を増
員した。
８-2）女性医師・看護師など女性職
員の就業・育児の両立支援と人材
の確保及び安定雇用を図るための
環境整備として，平成19年10月か
ら現行の保育所を拡大し，24時間
保育が可能な保育所（定員60名）
を新営した。
８-3）看護師確保のため，中国地方
の主要な看護師養成教育機関（18
機関，延べ８日間）へ説明に出向
くとともに，夏休み期間中に体験
実習をも含めた就職説明会を開催
した。さらに，鳥取県主催の就職
ガイダンス（２回）に参加し採用
公募を実施した。また，看護師募
集のＰＲビデオも作成し，ケーブ
ルテレビに３ヶ月間ＣＭとして放
映するとともに，就職ガイダンス
会場等で広報した。看護師採用試
験は，本院以外に鳥取県と共催し
て大阪会場でも実施した。このこ
とにより，優秀な看護職員を必要
数だけ採用できた。
８-4）平成19年４月から看護部に継
続学習支援室を設置し，専任看護
師長を配置した。また，各部署に
継続学習担当副師長及びプリセプ
ターを配置し，新たに出前学習等

17の研修を実施した結果，平成
年に厚生労働省が定めた「新人看

」 。護職員研修到達目標 を達成した
さらに，新人看護職員へのメンタ
ルケア及び就労環境の改善により，
離職率が5.2 で全国平均（約9.2%
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）を下まわった。%

８-5）本院採用内定者のうち，平成
20年の新卒者を対象に看護師国家
試験の全員合格，内定辞退の防止
及び本院への帰属意識を高揚する
ことを目的として 「国試対策セ，
ミナー」を２回（平成19年12月，
平成20年２月）実施した （合格。
率100％を達成した ）。

【179-8】 【179-8】
９）ICU稼働率の向上，ICU病床の増床 ９）平成20年４月から医師６名，看
を図る。 護師35名を増員し，現在稼働中の

ＩＣＵ６床に加えてＨＣＵ病棟の
うち12床をＩＣＵ病床に機能を変
更して，増床することとした。

【179-9】 【179-9】
10）増設した手術室を活用し，手術件 10）平成19年７月から増室した手術
数の増加を図る。 室３室の運用を開始し,手術件数

を平成18年度5,047件から平成19
年度5,287件に増加させた （前年。
度比240件増）

（平成16～18年度の実施状況概略）【180】
３）地域医療の核となる救命救急セン Ⅳ 第３次救急医療機関としての機能 平成20・21年度においても地域医
ターの設置・充実を図る。 を一層拡充することにより，鳥取県 療機関と連携をとり，救命救急セン

西部を中心とした救急医療体制の強 ターの効率的運用を図るとともに，
化に貢献するとともに，救急医療に 救命救急センター外来部門の改修計
関する臨床教育を拡充させるため， 画を引き続き検討する。
救命救急センターを設置した。 ドクターヘリ配備について検討す
救命救急センターの外来部門は， る。

依然として多数来院する第１次救急 総合周産期母子医療センターを核
患者への対応，また，脳卒中，心臓 として，地域周産期医療ネットワー
病の急患に対するシステムの構築に クを構築するとともに，産科医及び

。 ，ついて，今後検討していくこととし 小児科医の人材育成に努める また
「 」 ，た。 がんセンター の施設整備を行い
機能の充実を図る。
「生活習慣病予防センター 「脳」，

【180-1】 とこころの医療センター 「遺伝子（平成19年度の実施状況） 」，
11）地域医療機関と連携をとり，救命 【180-1】 再生医療センター」の設置について
救急センターの効率的運用を図る。 11）救急患者数は平成19年度には約 地域の患者動向を踏まえつつ，引き

13,000名となり，その内，第１次 続き検討する。
救急患者が約87％を占めており，
第３次救急患者の医療に支障をき
たしているため，米子市と連携し
て地域住民へ救命救急センターの
役割と現状について，広報（10月
・12月）を行い啓発を図った。
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【180-2】 【180-2】
12）救命救急センター外来部門の改修 12）救命救急センター外来部門の改
計画を検討する。 修について，平面計画の作成に着

手した。

【180-3】 【180-3】
13）総合周産期母子医療センターを核 13）鳥取県と連携し，平成20年度の
として，地域周産期医療ネットワー 県の事業である，患者紹介及び情
クを構築するとともに，産科医及び 報の共有を行う，総合的な周産期
小児科医の人材育成に努める。 医療体制を整備するための，周産

期医療情報ネットワークシステム
（本院を核として鳥取県立中央病
院及び厚生病院を結ぶ）の整備の
準備を進めた。

【180-4】 【180-4】
14 がんセンター 構想を推進し 都 14）平成19年4月に，がんの診断及）「 」 ，「
道府県がん診療連携拠点病院」の指 び手術・化学療法・放射線治療の
定を目指す。 みならず緩和ケアを含めた専門医

が総括的に治療を実施するがんセ
ンターを設置し，その運営の中核
となる専任の教授1名，講師1名を
配置した。
また，平成20年2月8日付で厚生

労働省から「都道府県がん診療連
携拠点病院」としての指定を受け
た。この指定を踏まえ，がん登録
をさらに充実し，患者様及び患者
家族のための「がんサロン（さく
らサロン 」を癒しの場として開）
設することとした。
（平成20年５月開設）

【180-5】 【180-5】
15 「生活習慣病予防センター 「脳 15）病院長特別補佐等を中心に，地） 」，
とこころの医療センター 「遺伝子 域の患者動向を踏まえつつ，各セ」，
再生医療センター」の設置について ンターの在り方及び配置について
検討する。 の検討を開始した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【181】
４）病診・病病連携の推進，完全予約 Ⅲ 他の医療機関からのＦＡＸによる 平成20・21年度も引き続き，患者
制の推進を図る。 外来診察予約を本格稼働するため， サービスの向上のため，他の医療機

ＷＧを設置しＦＡＸ予約制の検討を 関からのＦＡＸによる外来診察予約
行い，紹介患者連絡票の紹介目的を 制を実施する。
明確化するよう改訂を図った。
医療福祉支援センターの受付予約

窓口を改装し，患者サービスの向上
及び診療の効率化を図った。
入院・退院受付業務を取り込んだ

運用とするため，医療福祉支援セン
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ターを改装すると共に，ＤＶ（ドメ
ステック・バイオレンス）等に対応
するため，新たにＰＳＷ１名と事務
補佐員１名を配置し，医療福祉支援
センター機能の拡充を図った。

（平成19年度の実施状況）【181-1】
16）他の医療機関からのFAXによる外 【181-1】
来診察予約制の推進を図る。 16 平成19年度のＦＡＸ予約件数は,）

4,195件（平成16年度 1,480件，
平成17年度 2,122件，平成18年
度 3,162件）一日平均約17件で
紹介患者の約４割を占め，着実に
増加している。地域の医療機関と
の連携により患者サービスの向上
を図った。
平成19年4月から，ＰＥＴ-ＣＴ
検査のＦＡＸ予約（77件/年）の
受付を開始し，順調に増加してい
る。

【181-2】 【181-2】
18）予約システムを見直し，外来患者 18）ＦＡＸ予約システムでの受付に
の待ち時間を短縮する。 より，患者様の来院前にカルテを

作成する「紹介手順書」の見直し
を行い，外来待ち時間の短縮を図
り，患者様及び紹介医から好評を
得た。

（平成16～18年度の実施状況概略）【182】
５）医療品質向上の推進を図る。 Ⅳ 治験管理センターの施設及び必要 質の高い医療を提供するため，ク

備品を整備・拡充し，治験コーディ リティカル・パスの作成を増やし，
ネータを増員するなど体制の強化を 適用率の向上を図る。
図った。また，電子カルテによるモ 質の高い医療を切れ目なく提供す
ニターの利便性の向上に努め，処方 るため，地域連携パスを拡大充実す
及び注射オーダーで治験のセット入 る。
力を可能とするなど，効率的運用を 治療成績公表について，具体的方
図った。 針を策定し，実行する。
クオリティー審査専門委員会を拡 医療安全管理部の機能を充実し，

充し，各医療現場から日々報告され 医療安全と医療の質の向上に努め
るインシデント等に関する報告書に る。
ついて判定を行い，医療安全管理部
を中心としてその発生原因を究明し，
防止対策を医療現場にフィードバッ
クするとともに，研修会等を通じて
医療の質の向上に努めた。
病病連携・病診連携を推進するた

め，医療福祉支援センターを中心に
近隣のリハビリテーション病院との
地域連携パスを作成し，運用を開始
した。また，地域の医療連携の質と
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量を高めるため，本院が中心となっ
て鳥取県及び医師会の共催を得てシ
ンポジウムを開催（参加者163名）
し，医療従事者間で連携の重要性を
確認した。

（平成19年度の実施状況）【182-1】
19）クリティカル・パスの作成を増や 【182-1】
し，適用率の向上を図る。 19）クリティカル・パス委員会を毎

月開催するとともに，平成19年12
月にはクリティカル・パス大会（参
加職員102名）を開催し，クリテ
ィカル・パスの導入・啓発を行い，
適用率の向上を図った。
平成18年度 適用件数2,528件
平成19年度 適用件数3,384件

【182-2】 【182-2】
20）地域連携パスを拡大充実する。 20）平成19年１月から本院と地域の

４医療機関との間で 「大腿骨頸，
部骨折地域連携クリティカル・パ
ス」の運用を開始した。
（平成19年度適用件数 6件）

【182-3】 【182-3】
21）治療成績公表について，具体的方 21）平成19年10月にがんの治療成績
針を策定し，実行する。 について，附属病院のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに

掲載し公表した。

【182-4】 【182-4】
22）医療安全管理部の機能を充実し， 22）平成19年４月に，医薬品安全管
医療安全と医療の質の向上に努め 理責任者１名を新たに配置して，
る。 医薬品に関する事故を防止するた

め 「医薬品の安全使用のための，
業務手順書」の作成等を行った。
また，医療機器安全管理責任者

１名を新たに配置して，医療機器
を正しく安全に使用するための研
修会を平成19年度に18回開催し，
医療安全の周知徹底と質の向上に
努めた。
平成19年11月に，参加者には訓

練のシナリオを知らせない形での
大事故を想定した災害訓練（トリ
アージ訓練）を医師・看護師・職
員及び学生，約300名が参加して
実施した。参加者の誰もが必要性
を痛感するなど大変有意義なもの
となった。なお，本訓練の内容に
ついては，地域の反響も大きく，
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ＮＨＫ等の報道番組で取り上げら
れるなど，高い評価を得た。

（平成16～18年度の実施状況概略）○良質な医療人養成の具体的方策
【183】 Ⅲ 良質な医療人の育成に早期に応え 全人的医療人養成プログラムの充
１）卒前の臨床教育，卒後初期臨床研 るため，卒後臨床研修センターの機 実を図る。
修並びに専門医研修に連続性を持た 能の充実を図った。 ＦＤを活性化し，特にクリニカル
せ，臨床教育・実習の充実を図る。 ①鳥取大学関連管理型病院協議会構 クラークシップの充実を図る。

成員に鳥取県医師会を追加し，ま 卒後３年目以降の専門医養成のた
た，鳥取県病院局と鳥取県健康福 めのプログラムを充実させる。
祉部医務薬事課の職員をオブザー 卒後初期臨床研修医のマッチング
バーとして追加した。 率を向上させる。
②卒後臨床研修センターに，専任事
務職員１名と非常勤職員２名を配
置した。
③卒後臨床研修センター会議におい
て，学生並びに研修医代表に出席
してもらい，研修プログラム・評
価，処遇等の諸問題について意見
交換を行った。
④卒後臨床研修センター内に健康管
理室並びに進路等相談室を設置し
た。
⑤本院の専門医研修について鳥取大
学関連管理型病院協議会所属の病
院と協議するため，ＷＧを設置し
た。
⑥卒後臨床研修プログラムの作成及
び協力型病院等との調整を担当す
る准教授を卒後臨床研修センター
に配置した。
⑦本院及び関連病院の指導医の資質
向上のため，臨床研修の指導医講
習会を本院の主催で開催した １。（
回/年）

（平成19年度の実施状況）○良質な医療人養成の具体的方策
【183-1】 【183-1】
１）全人的医療人養成プログラムの具 １）ヒューマンコミュニケーション
現化を図る。 を中心とした，人間性向上教育を

充実させるカリキュラムを作成し，
地域医療を担う豊かな人間性を備
えた，全人的医療を実践できる優
れた医療人を養成する教育を実施
した。この教育の実施により，学
生はコミュニケーション能力を習
， ，得し 自己成長したと感じており

今後の学習に大変有意義な効果を
もたらしている。
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【183-2】 【183-2】
２）ＦＤを活性化し，特にクリニカル ２）ＦＤワークショップで「効果的
クラークシップの充実を図る。 なクリニカル・クラークシップ」

をテーマとして取り上げた。その
内容を各実習科にフィードバック
し，今後の実習改善に役立てられ
るようにした。
今後もＦＤにおいてクリニカル

・クラークシップに関するワーク
ショップを行い，様々な角度から
クリニカル・クラークシップにつ
いて，引き続き検討を行う。

【183-3】 【183-3】
３）卒後３年目以降の専門医養成のた ３）診療科再編を受けて，プログラ
めのプログラムを充実させる。 ムを細分化し，専門医コース・選

択ローテート及び総合医コースの
内容を魅力あるものとした。

【183-4】 【183-4】
４）卒後初期臨床研修医のマッチング ４）卒後臨床研修センターを中心に
率を向上させる。 マッチング率を向上させるため，

在学時からきめ細やかな対応に努
めてきた。また，平成19年５月か
ら各診療科の治療方針及び活動状
況等を掲載した「センター便り」
を４刊発行し，学生に配布した。
初期臨床研修医に基本的診療知

識と技能を修得させるため，救命
救急医療研修（ ～ 回／年）及3 5
び各種セミナー（ ～ 回／週）1 2
を開催するとともに，海外講師を
招聘（ 回／年）して症例検討会1
等を実施した。また，指導医講習
会（ 回／年）を開催し，指導医2
の能力向上を図った。このことに
より，平成20年度のマッチング数
の増加に繋がった。
（ ）H19年度16名 → H20年度25名
「優秀指導医賞」を新たに設け

て，特に優秀と認められた指導医
を表彰し，研修医教育の充実及び
指導方法の一層の向上を図った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【184】
２）コメディカルの実務実習を積極的 Ⅳ コメディカルの実務実習を積極的 コメディカルの実務実習を積極的
に受け入れるとともに受入体制を一 に受け入れるために，教育研究推進 に受け入れるとともに，受入体制を
層整備する。 部を新設し，教育担当副病院長を中 充実を図る。

心として看護部，薬剤部及び各診療
施設部への実務実習受入れ体制を強
化し，鳥取県西部広域行政管理組合
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の救命救急士の実習，鳥取県の准看
護師臨地実習，調剤薬局の薬剤師研
修などを積極的に受け入れた。

（平成19年度の実施状況）【184-1】
５）コメディカルの実務実習を積極的 【184-1】
に受け入れるとともに，受入体制を ５）本院及び他病院の潜在看護師の
充実させる。 復職支援のために，新たに基礎コ

ース，ブラッシュアップコース，
発展コースを設けた「いつきても
いいよスクール」を開設し，７名
を受け入れた。うち，３名が復職
した。本制度は，鳥取県からも大
いに期待されている。
近隣の医療系教育機関から資格

取得のための実習として，薬剤師
実習生10名，視能訓練士実習生９
名，作業療法士・理学療法士実習
生10名を含む48名を受託実習生と
して積極的に受け入れた。また，
近隣の医療機関等から研修生とし
て，救命救急士18名，薬剤師５名
を受け入れ，地域医療従事者の教
育・研修を行う中心的医療機関と
しての責務を果たしている。

（平成16～18年度の実施状況概略）【185】
３）患者中心の総合的な実践研修シス Ⅳ 附属病院の各部門が独自に企画・ 医の倫理，患者の権利の尊重，個
テムの構築を図る。 実行していた職員研修を，附属病院 人情報，情報セキュリティなどの教

として統括，実践するため教育研修 育研修を継続して実施し，職員の資
委員会を設置した。 質向上を図る。
患者満足度調査のアンケート結果 薬剤師等コメディカル職員の研修

に基づき 人権研修会 接遇研修会 教育を充実し専門資格取得を推進す， ， ，
などを開催し，患者サービス等の向 る。
上に努めた。 看護師の研修教育を計画的に実施

し，専門性の高い看護を提供する専
門・認定看護師資格の取得を推進す
る。

【185-1】 ボランティア医学部生により，職（平成19年度の実施状況）
６）医の倫理，患者の権利の尊重，プ 【185-1】 員の接遇マナーの評価を行い，研修
ライバシー，情報の扱いなどの教育 ６）医療従事者等の資質向上を図る 内容等を見直し，接遇マナー研修内
研修を充実させる。 ため，全職員を対象として，患者 容の充実を図る。

満足度調査のアンケート結果に基
づく，以下のような各種研修会を
開催し患者サービス等の向上に努
めた。
①ホスピタリティ向上研修会を前
期５回，後期５回実施し，118

名が参加した。
②平成19年６月に個人情報研修会
「個人情報保護の重要性－漏洩
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事故の防止に向けて－」を実施
し，410名が参加した。
③平成19年８月・９月開催の大学
全体の情報セキュリティ研修会
に132名が参加した。
④「医療安全管理研修 （５回開」
催1,459名が参加）及び「感染
対策研修 （３回開催409名が参」
加）については，受講票を配布
， 。し 医療安全への自覚を促した
また，ポケット版「医療事故防
止のためのマニュアル」を全職
員に配布し，常時携行すること
とした。

【185-2】 【185-2】
７）看護師，薬剤師等コメディカル職 ７）コメディカル職員の研修経費を
員の研修教育を充実し専門資格取得 平成18年度予算額100万円から平
を推進する。 成19年度500万円に増額し，積極

的に資質向上及び能力向上の研修
に参加，実施できる体制とした。
平成19年度新たに「皮膚・排泄

ケア認定看護師 ・ 感染管理認定」「
看護師」及び院内認定資格を取得
した30名の看護師により専門性の
高い看護を提供した。
「がん薬物療法認定薬剤師」な

ど８件の認定・専門資格を６名の
， ，薬剤師が取得し 医療の質的向上

医薬品の適正使用及び安全管理に
貢献している。

【185-3】 【185-3】
８）医療事務専門職員の研修教育を充 ８）全職種を対象として 「保険診，
実し，専門資格取得を推進する。 療に関する説明会」を医療サービ

ス課職員を講師として３回開催し
た （参加者 143名）。
学外研修（診療報酬セミナー，

労災診療費算定実務研修会，医業
経営セミナー，大学病院医事関連
業務情報交換会，ＤＰＣ講演会）
に積極的に参加し，知識の習得を
図るとともに，院内での報告会を
開催し，病院内への情報発信を行
った。

（平成16～18年度の実施状況概略）○研究成果の診療への反映や先端的医
療の導入のための具体的方策 遺伝子・再生医療センターの設置 先端的医療の導入のため，他大
【186】 Ⅲ に向けて，平成18年４月から遺伝子 学等との共同研究及び学内外の基礎
１）先端医療技術開発への学内外の基 診療科において遺伝カウンセリング 医学者などとのトランスレーショナ

（ ）礎医学者や他学系研究者の参加を推 の診療が開始できる体制とした。 ル・リサーチ 基礎研究の臨床応用
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進する。 を推進する。

（平成19年度の実施状況）○研究成果の診療への反映や先端的医
療の導入のための具体的方策 【186-1】

【186-1】 １）遺伝病であるゴーシェ病で欠損
１）先端医療技術開発への学内外の基 する酵素を活性化する新たな化合
礎医学者などの参加を推進し，トラ 物を他大学との共同研究で見出し，
ンスレーショナル・リサーチの推進 平成19年３月の鳥取大学発明審査
を図る。 委員会で認可され，国内２施設・

スペイン２施設との共同で，特許
出願申請を準備した。
研究医療費(13,433千円）を先

進医療の申請・取得を進める経費
として，各科に配分した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【187】
２）学内組織との連携により，トラン Ⅲ 基礎研究と臨床医学との融合を図 先端医療の技術開発とそれを担う
スレーショナル・リサーチの推進を りながら研究を推進し，臨床の場で 人材の養成を図るため，トランスレ
図る。 実践できる新しい機能再生医療の開 ーショナル・リサーチ（基礎研究の

発とそれを担う人材の養成を図るた 臨床応用）を学内組織と連携して推
め 「自己骨髄・末梢血細胞移植に 進する 。，
よる重症下肢虚血性疾患に対する血
管再生治療」を臨床展開した。

（平成19年度の実施状況）
【187-1】

自己骨髄・末梢血細胞移植や遺
伝子カウンセリングを実施した。
また，平成19年11月１日に，先

進医療「超音波骨折治療法」の承
認を受け診療を開始した。
肥大型心筋症診断のトランスレ

ーション：本院を受診している肥
大型心筋症患者を対象に，患者様
が心不全を発症する原因となる新
種の遺伝子変異を発見し，発症の
メカニズムを解明した （本学医。
学系研究科機能再生医科学専攻の
大学院生が日本循環器学会から「第
六回国際留学生若手研究者賞」の
優秀賞を受賞した ）。
血管再生医療のトランスレーシ

ョン：本院を受診している閉塞性
動脈硬化症患者を対象に，骨髄幹
細胞移植を用いた治療を行ってい
るが，加齢に伴い治療効果が減弱
するため，その原因を解明する研
究を行っている。

（平成16～18年度の実施状況概略）○適切な医療従事者等の配置に関する
具体的方策 がん疾患等に対するより安全で機 睡眠センターの設置について，地
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【188】 Ⅳ 能的な治療体制を確立するため，医 域の患者動向を踏まえつつ，センタ
１ 臓器・機能別診療体制を充実させ 学部附属病院に外来化学療法室を設 ーの在り方及び配置について引き続） ，
関連病院と機能的に連動する診療体 置した。また，将来の睡眠センター き検討する。
制を確立する。 設置を見据えた睡眠時無呼吸外来を 専門性の高い看護を提供するた

設置，術後の静脈血栓塞栓症の予防 め，専門看護師を積極的に養成し，
を主な目的とした静脈血栓塞栓症外 看護職員の資質向上を図る。
来を設置した。
新たに胸部外科，血液内科を設置

し，臓器・機能診療体制の整備及び
特定機能病院としての充実を図った。
また，美容治療の確立・定着を図

るため皮膚科に美容外来を設置した。

（平成19年度の実施状況）○適切な医療従事者等の配置に関する
具体的方策 【188-1】

【188-1】 １）平成19年５月に診療内容の実態
１）診療科長制度を導入し，臓器機能 に合わせ，患者様にとって分かり
別診療体制の見直しと充実を図る。 やすい名称にするため，従来のナ

ンバー科（第一・二・三内科，第
一・二外科）を循環器内科，内分
泌代謝内科，消化器内科，腎臓内
科，呼吸器内科，膠原病内科，消
化器外科，小児外科，心臓血管外
， ， ，科 胸部外科 乳腺内分泌外科に
耳鼻咽喉科を耳鼻咽喉科及び頭頚
部外科に，放射線科を放射線科及
び放射線治療科に，麻酔科を麻酔
科及びいたみ緩和ケア科に，精神
科神経科を精神科に，血液内科を
血液腫瘍科に，脳神経内科を神経
内科に変更するとともに，その分
野の専門医を診療科長にする新た
な診療科長制度を導入した。

【188-2】 【188-2】
２）睡眠センターの設置を検討する。 ２）副病院長を中心に，睡眠センタ

ーの在り方について検討し，平成
20年５月に睡眠障害及び睡眠時無
呼吸症候群の診断に不可欠な睡眠
検査室（終夜ポリグラフ検査）の
増設等の体制を整備充実すること
とした。

【188-3】 【188-3】
３）胸部外科，血液内科等，新たに設 ３）血液内科に准教授１名，助教１
置された診療科の充実を図る。 名を配置し，充実を図った。

【188-4】 【188-4】
４ 看護師配置基準７対１を導入する ４）平成19年６月から良質な医療・） 。

看護を提供するため，看護師80名
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を増員し看護師配置基準７対１を
実施した。

【188-5】 【188-5】
５）病棟外来一元化の看護管理体制を ５）専門看護師を特定の所属から離
見直し，充実を図る。 し，横断的な指導・教育・相談活

動にあたる体制とした。
平成20年６月に糖尿病看護認定

看護師を中心にした「フットケア
外来」を新規に開設することとし
た。

【188-6】 【188-6】
６）専門看護師を積極的に養成し，適 ６）平成19年７月「皮膚・排泄ケア
正配置を図る。 認定看護師」と「感染管理認定看

護師」資格を各１名が取得し，各
部門で実践・指導・教育などの活
動により，褥瘡新規発生率削減目
標（目標値1.6％，実績0.9％）及
びＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色
ブドウ球菌）新規検出患者数の削
減目標値（目標値35.5％，実績
29.1％）を達成した。現在，平成
20年度の認定看護師資格取得のた
め２名を研修させている。

（平成16～18年度の実施状況概略）【189】
２）関連病院群との間で診療機能の分 Ⅳ 平成16年度，医療福祉支援センタ 地域医療機関と連携した診療機能
担を図り，高度先端医療を大学指導 ーの看護師を１名から２名体制（兼 の分化について引き続き検討する。
型で推進し，教育，診療，マンパワ 任の副師長を配置）とし機能の充実 地域医療機関との連携による医療
ーの効率化を図る。 を図った。また，常勤のメディカル 体制の構築事業を推進する。

ソーシャルワーカーを配置し，関連 鳥取県及び鳥取県医師会と連携し
病院との連携強化を図った。 て教育実習を継続実施し，教育実習
平成17年度，看護師（副師長）を 内容の充実を図る。

兼任から専任とし，スタッフの充実
を図った。
地域住民の立場に立った医療，保

健，福祉の向上を図ることを目的と
した「鳥取県西部地区医療連携協議
会」を鳥取県西部福祉保健局及び西
部医師会とで設立し，シンポジウム
を開催するなど地域の医療連携ネッ
トワークの充実に努めた。
他の医療機関からのＦＡＸによる

外来診察予約を本格稼働するため，
ＷＧを設置しＦＡＸ予約制の推進を
図った。
鳥取県福祉保健部・病院局と地域

医療の現状及び活動状況などの情報
を共有して地域医療の充実を図るた
， 。め 情報交換会を定期的に開催した
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（平成19年度の実施状況）【189-1】
７）地域医療機関と連携した診療機能 【189-1】
の分化について検討する。 平成19年３月から日南病院とＣＴ

画像の遠隔読影を実施した （遠隔。
読影件数 ７件）
平成20年１月から鳥取県立厚生病

院とバーチャルスライドシステムの
ネットワークを構築し，術中迅速組
織診断及び生検組織診断の遠隔病理
診断を実施した （術中迅速組織診。
断５件，生検組織診断65件）

【189-2】 【189-2】
８）地域医療機関との連携による医療 ８）平成19年１月から本院と地域の
体制の構築事業を推進する。 ４医療機関との間で 「大腿骨頸，

部骨折地域連携クリティカル・パ
ス」の運用を開始した （平成19。
年度適用件数 ６件）
患者様のニーズにあった医療及

び適切な情報の提供を行い，地域
の医療連携を行うため，鳥取県西
部地区医療連携協議会において，
地域連携パスの開発，促進を図っ
ている （平成20年度：脳卒中連。
携パスを作成中）

【189-3】 【189-3】
９ 鳥取県及び鳥取県医師会と連携し ９）平成19年４月に「鳥取県臨床研） ，
地域医療を支える医師確保対策を推 修指定病院協議会」が設置され，
進する。 鳥取県の医療の維持向上のため，

臨床研修医の確保及び研修の充実
に必要な事業の実施について検討
を行った （協議会連絡会４回開。
催）
鳥取県内の東部・中部・西部の

各保健医療圏毎に「持続可能な医
療提供体制のあり方検討会」が平
成19年11月以降開催され，医師確
保事業の実施状況及び各医療圏に
おける医療資源の状況等について，
検討を行った。
本院が主体となり，鳥取県西部

福祉保健局及び鳥取県西部医師会
とで共同運営している「鳥取県西
部地区医療連携協議会において，
“がん医療を支える鳥取県西部地
区の医療連携”をテーマとしたシ
ンポジウムを開催，鳥取県西部圏
域の医療，保健，福祉に携わる関
係機関・団体等から約100名の参
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加があり，実りあるシンポジウム
となった。
平成19年8月より，鳥取県福祉

保健部・病院局と地域医療の現状
及び活動状況などの情報を共有し
て地域医療の充実を図るため，情
報交換会を定期的に開催している。
また，米子市とも情報交換会を

開催し，地域連携を積極的に進め
ている。
地域固有の課題に対応するため，
鳥取県福祉保険部・病院局との意
見交換会及び米子市との連絡会を
開催するとともに，日常的に実務
担当者が相互に行き来をし，情報
を共有するなど連携強化に努めて
いる。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標

③ 附属学校に関する目標

１）附属４学校園は，それぞれの設置目的に沿って，児童，生徒，幼児の教育（保育）を行うと共に大学・学部と連携しながら，教育の理論及び実践に関す
る研究並びに実証を行い，併せて学生の教育実習等の臨床現場となる。中
また，地域・附属学校園相互の連携を深めて，地域教育の向上及び教員の資質向上を図る。期

目
標

判断理由（計画の実施状況等）
進捗 ｳｪｲﾄ

中期計画 平成19年度計画
状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

（平成16～18年度の実施状況概略）○大学・学部との連携・協力の強化に
関する具体的方策 附属小・中学校では，地域学部教 プロジェクトの組織化・系統化等

【190】 Ⅳ 員を共同研究者として，小・中一貫 の企画を行う。
１）大学・学部との交流を密にし，大 の教育課程の研究を行った。 大学･学部と附属学校の連携･協力
学教員と附属教員が共同でプロジェ 地域学部，医学部，保健管理セン をより一層進める方策を引き続き検
クトを企画し，教育に関する研究を ター教員による中学生への授業を実 討，実施していく。
推進する。 施した。 特別支援学校高等部の現場実習の

附属小学校の｢総合的な学習｣にお 場を，本学の他の部署にも拡大し，
いて農学部教員と学生の指導を受け，将来的には障害者雇用に繋がるシス
その連携の成果を地域社会に発信し テムの確立を目指す。
た。
附属学校教員が，大学の講義の一

部を，また，大学教員が附属学校の
授業の一部を担当するなど，大学と
の交流・連携を活発に進めた。
学部学生及び留学生に対して授業

公開を実施した。
附属幼稚園で取り組む「幼児期の

子どもの遊びにおける『学び』の系
統性の検討」の研究について，地域
学部の教員の助言指導を継続的に受
け，研究の推進を図った。
附属小・中学校教員が，地域学部

の教員との共同研究及び教材の共同
開発等を行い，その成果を研究発表
大会で発表すると共に 「研究のま，

」 ， 。とめ を作成し 関係者へ配付した

（平成19年度の実施状況）○大学・学部との連携・協力の強化に
関する具体的方策 【190-1】

【190-1】 学部との連携，大学教員と附属学
１）新たな大学・学部との連携方法， 校教員との共同授業等について以下
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大学教員と附属教員の共同プロジェ のとおり実施し，大学・学部との連
クトの企画等について具体的な内容 携・協力を強化した。
の検討を開始したところであるが， １-1）附属小･中学校では，小中一
更に協力関係を強化するため共同研 貫教育研究として５つの研究プロ
究委員会等の立ち上げを検討する。 ジェクトを設置し，大学教員と附

属小・中学校教員とが，いずれか
の研究プロジェクトに属して研究
を行った。夏季休業中に研究プロ
ジェクト毎に情報交換を行い，大
学教員の講演を８月６日及び21日
に実施した。
また，地域学部教員を共同研究

者として 「学びを創り楽しむ授，
業の創造～小中９年間の連続した
学びを問い直す～」の共同研究を
行い，その研究成果を11月22日に
研究発表大会で発表するとともに，
年度末には「研究のまとめ」を作
成し，関係者に配布した。
１-2）附属中学校では，地域学部，
医学部，保健管理センター等の教
員６名による，３年生を対象とし
た講義「私と健康」を12月13日に
実施した。
また，２年生全員を対象に，理

事及び職員10名の指導のもと「総
合的な学習」において 「ミニ門，
松」づくりの実習を12月13日に実
施した。
１-3）附属特別支援学校の教員２名
が，非常勤講師として大学におい
て「看護体験 「授業づくり」の」，
授業を行った。
１-4）附属特別支援学校では，大学
教員３名が専攻科で授業を行った｡
また，４名が教育研究スーパーバ
イザーとして教育相談業務に係わ
った。
附属４校園特別支援教育・子ど

もを語る会には大学教員２名がス
ーパーバイザーとして，助言指導
を行った。
また，大学教員と共同で教材を

開発し，児童生徒の体育や自立活
動に活用した｡(特別支援学校小学
部と工学部）
１-5）附属特別支援学校では，障害
者の自立支援を目的に，大学附属
図書館，農学部附属フィールドサ
イエンスセンターにおいて，高等
部現場実習を10月29～11月9日に
実施した。
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上記のように小中一貫教育研究

のプロジェクトを設置し，共同研
究をさらに充実し，また，大学・
学部との連携を特別支援学校にも
拡大して共同研究を充実させた。

（平成16～18年度の実施状況概略）【191】
２ 各学部学生の教育実習の受入れと Ⅲ 教育実習の充実を図るため，全学 教育実習を実施する上での諸問題） ，
教育実習カリキュラムの充実を図る 的な教育実習委員会を立ち上げ，受 について，引き続き協議を行い，教。

入方法・指導のあり方等について検 育実習の充実を図る。
討し，生涯教育総合センター等と連
携しながら，教育実習の改善を図っ
た。
また，教員養成に関するＷＧ委員

会において，教育実習の枠組みを作
成するとともに全学体制での役割・
分担案を作成した。

（平成19年度の実施状況）【191-1】
２）教育職員免許状取得希望学生の教 【191-1】
育実習の充実について，全学的な教 ２）大学教員を交えた教育実習委員
育実習委員会において検討し実施す 会において，受入方法・指導のあ
る。 り方，評価方法，実習生の状況や

実施上の問題点について検討し，
特に教育実習への心構え,学習指
導案の書き方等について,よりき
め細かい改善を図った。

【191-2】 【191-2】
３）生涯教育総合センターと連携し， 教員養成を全学的に推進する生涯
教育実習の充実を図る。 教育総合センター等と連携し，以下

のとおり教育実習の充実を図った。
３-1）附属小学校では，前期の実習
で児童観察の方法や実習への心構
えを指導し，後期の実習で指導案
の書き方や学習指導を中心に指導
した。
また，地域学部学生に対して前

期の実習後 「教育実習の基礎」，
， 。を講義し 後期の実習に活かした

さらに，実習期間中に教科だけ
でなく，道徳や図書館教育の講義
を実施したり，実習生に関わる大
学教員が随時し，助言指導を行っ
た。
３-2）附属中学校では，一部教科の
実習生増加により，不足がちにな
る実践の機会を補うため，市内の
公立中学校５校に応用実習の協力
を依頼し，指導の充実を図った。
３-3）附属特別支援学校では，実習
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生の自己評価表を作成し，実習期
間の中間と終了時に記入させるこ
とにより，自己意識を高め，実習
を有意義なものとなるよう役立て
た。
また 「実習の心得」を教員が，

共通理解し，基礎的な事項も丁寧
に指導した。
実習生の研究授業の指導助言者

として，大学教員６名により授業
方法の指導をした。
３-4）附属幼稚園では，観察・部分
実習，共同保育・１人保育等，幼
児理解や保育者の援助のあり方の
理解，保育指導案の立案・実地保
育の経験を通して，幼児教育につ
いての理解を図った。特に，主免
実習については，テーマ別協議会
を設定し，各自研究テーマをもっ
て実習に当たるよう指導した。
また，免許取得を目指す学生の

受入れを行い，実習カリキュラム
について，教育実習主任を中心に
全教員で検討を加え，指導を行っ
た。

（平成16～18年度の実施状況概略）○学校運営の改善に関する具体的方策
【192】 Ⅲ 附属学校部長を中心とした附属学 学校運営の改善に資する具体的方
１）各種委員会の充実を図り，教育・ 校運営委員会の充実を図るとともに，策について，各種委員会等において
研究の企画，立案の向上に努める。 校園長会・副校園長会を定期的に開 引き続き検討し，改善を図る。

催して共通理解・認識を深め，附属 また，附属特別支援学校の高等部
学校部の円滑な運営を図った また 専攻科について，引き続き教育方法。 ，
各附属学校園とも運営委員会等にお の充実，改善を図る。
いて重要事項の企画・立案を行い学
校運営の充実を図るとともに，効率
的な校務分掌・組織の見直しを図っ
た。研究においても，会議のもちか
たを工夫することにより，研究体制
の充実を図った。
附属小学校では，安全部・実習部

・研究部の３部を中心に運営し，こ
れらの部で企画・検討後，全職員へ

， ，提案し 検討・実践・修正等を行い
特に，重要事項や行事等は事前に運
営委員会で検討し，全職員に提案す
ることにより，職員会の進行や運営
方法の改善を図った。また，校長・
副校長・副教頭の連絡会を月・木曜
日に定期的に行い，課題を把握して
運営等に活かすよう努めた。
附属中学校では，各分掌等での起

案事項を運営委員会で事前に検討し，
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職員会に提案することにより，効率
的な職員会の運営に努めた。
附属特別支援学校では，学部会・

分掌部会・主事会・企画委員会・職
員会の開催を定例化し，学部会等で
起案したものを「企画委員会 （校」
長・副校長・教頭・学部主事・教務
主任・分掌部長で構成）で事前に検
討することにより 「職員会議」で，
の時間の効率化を図った。また，学
校運営の中枢を「主事会 （校長・」
副校長・教頭・学部主事・教務主任
で構成)とし,定期的に学校全体の運
営について協議した。
附属幼稚園では，外部委員を含む

学校評議員会を開催し，創意ある幼
稚園運営・教育をめざして積極的な
意見交換を行い，改善を図った。

（平成19年度の実施状況）○学校運営の改善に関する具体的方策
【192-1】 【192-1】
１）各種委員会の充実を図り，教育・ １-1）附属学校部長を中心とした附
研究の企画 立案能力の向上を図る 属学校運営委員会の充実を図ると， 。

ともに，校園長会・副校園長会を
定期的に開催し，共通理解・認識
を深め，附属学校部の円滑な運営
を行った。
１-2）附属小学校では，教育相談と
特別支援教育を統合し,関連性を
持たせながら教育活動を行った。
１-3）附属中学校では，校内運営委
員会等において，重要事項の企画
・運営の検討を行い，生徒指導な
ど学校運営の充実を図った。
１-4）附属特別支援学校では，教員
による学校評価を前期・後期の年
２回実施し，学校運営の改善を図
った。
また，保護者による学校評価を

平成20年１月に実施し検討した結
果及び改善した内容を学校便りと
して保護者に配布した。
１-5）附属幼稚園では，附属幼稚園
教員による「教育反省」を学期末
に実施し，行事の見直しや教育課
程の適正な実施などの改善を図っ
た。
また，保護者による学校評価を

12月に実施し，その内容を年２回
開催している学校評議員会におい
て評価し，園運営に活かすととも
に，結果について保護者に報告し
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た。

【192-2】 【192-2】
３）附属特別支援学校高等部に設置し ３-1）附属特別支援学校高等部専攻
た専攻科の教育を充実させる。 科の教育実践について，啓発パン

フレット・専攻科便り等の機会を
捉えて県内外に情報を発信し，専
攻科理解・啓発に関する充実を図
った。
３-2）専攻科部会を定例化して開催
し，教育の充実について検討を重
ね，日々の指導に生かした。
また，研究授業・研究会で専攻

科教育について検討を行ったり，
専攻科の公開授業・体験入学を実
施した。
３-3）教育計画・指導計画・指導内
容・指導方法・行事計画等の教育
課程を作成し，学習目標や内容な
どの充実を図った。
３-4）大学教員及び栄養教諭による
授業を実施し，幅広い授業を展開
した。
３-5）公立学校の保護者・教員を対
象に，専攻科教育説明会を公立学
校で10月17日に開催した。
３-6）教科担任制を意識した教育課
程とし，多くの教員の関わりを持
つ授業を実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【193】
２）少子化，公立学校等との関連を考 Ⅳ 各附属学校園ともそれぞれ継続し 引き続き，一貫教育の在り方や附
慮して，附属学校園の在り方（適正 て附属学校園の在り方について検討 属学校園の学級数，学級定員数等の
規模等）について検討する。 を行った。 適正規模について検討を重ね，その

また，平成18年度には，障害児教 検討状況・結果を全学の会議等にお
育の充実を図るため，附属養護学校 いて報告する予定である。
(現:特別支援学校)高等部に専攻科
を設置した。
平成18年度に開催した中国地区附

属学校副校園長会における各附属学
， ，校園での課題 全国附属学校の状況

鳥取県の生徒数の動向等を参考にし
ながら，幼小中一貫教育や入試・連
絡入学等の在り方について検討を行
った。
附属幼稚園では，３歳児からの教

育の重要性や社会的なニーズを考慮
して，３歳児の教育研究に関する具
体的な検討を行った。

（平成19年度の実施状況）【193-1】
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２）少子化，公立学校との関連を考慮 【193-1】

） ，して，各附属学校園の学級数・学級 ２-1 学級定員の適正規模について
定員等の適正規模について，具体的 職員会議や幼少連携についての意
な検討を継続して行う。 見交換会で検討を行った。

また，特別支援学校の在り方や
将来構想について，主事会で検討
した。今後も継続して検討するこ
ととしている．
２-2）年度計画【20-15】の『平成
19年度の実施状況』欄のとおり，
附属学校園の将来構想を検討し，
報告書にまとめた。

（平成16～18年度の実施状況概略）○附属学校の目標を達成するための入
学者選抜の改善に関する具体的方策 各附属学校園ともそれぞれ継続し 少子化により志願者数が減少して

【194】 Ⅲ て検討を行い，募集方法，選抜基準 いる附属幼稚園の教育課程につい
１）各附属学校の入試委員会及び専門 等の見直しを図った。 て，幼小連携を含め引き続き検討す
委員会の充実を図り，適切な入学試 附属小学校では，入学志願者・保 る。
験を行う。 護者を対象にオープンスクール・入

学説明会等を開催するとともに，転
入学希望者の要望に応じ，転入学選
考要領を作成して受入れの改善を図
った。また，来年度入学選考に係る
入試委員会・全体検討会の開催計画
を立て，前年の反省をもとに，選考
試験内容，選考基準を見直し，改善
を図った。入試後には選考過程につ
いての評価を行い，次年度に向けて
課題を明確にした。
附属幼稚園では，３歳児入園希望

者が定員を大きく上回ることから，
現在の２年保育を３年保育とした場
合の教育効果を比較しながら検討を
進めた。

（平成19年度の実施状況）○附属学校の目標を達成するための入
学者選抜の改善に関する具体的方策 【194-1】

【194-1】 １-1）附属小学校の入試問題につい
１）少子化により志願者数が減少傾向 て，学力検査内容や評価方法等の
にあることに伴い，入学試験の内容 内容の見直しを図った。
・方法等についての検討を継続して １-2）附属中学校の入試内容・方法
行う。 について継続して検討を行い，特

に，連絡入学や入学辞退に対する
対応について検討を行った。
１-3）附属特別支援学校では，入試
にあたり，入学前の教育相談や，
体験入学を複数回実施し，在学生
との体験により，志願者に本校教
育についての理解を得た上で入試
を実施するとともに，入学選考の
不合格者の進路について意向支援
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を行った。
また，各教員が所属する研究団

体や公開研究会等で，教職員，保
護者関係諸機関に対して本校教育
の理解・啓発を行った。
１-4）附属幼稚園では，入園選考委
員会（園長,副園長,教務主任）で
選考基準，方法等の検討を行い，
全教職員の共通理解の上で，選考
内容を改善して選考を実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）○公立学校との人事交流に対応した体
系的な職員研修に関する具体的方策 平成16年度に締結した「附属学校 平成20・21年度の人事交流におい

， ，【195】 Ⅲ 教員の人事交流に関する鳥取県教育 ても 職員の希望を取り入れながら
１）公立学校（県教育委員会）との人 委員会との協定」に基づき，公立学 教員の資質向上・活性化に向け，鳥
事交流を行い活性化を図る。 校教員との人事交流を毎年度行った。取県教育委員会との協議を行う。

（平成19年度の実施状況）○公立学校との人事交流に対応した体
系的な職員研修に関する具体的方策 【195-1】

【195-1】 １）平成16年度に締結した「附属学
１）鳥取県教育委員会との人事交流協 校教員の人事交流に関する鳥取県
定に基づき，公立学校教員との人事 教育委員会との協定」に基づき，
交流を行う。 人事交流を行った。平成19年度は

10名の人事交流を行い，平成20年
度の人事交流においても，職員の
希望を取り入れながら，教員の資
質向上・活性化に向け，鳥取県教
育委員会との協議を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【196】
２）研究会，研修会等に積極的に参加 Ⅳ 附属小学校では，各地域の中核と 平成20・21年度も引き続き，附属
し，資質の向上を図る。 なる校長・教頭等の育成を目的とし 学校園が主催する研究会，研修会を

た研修，人権教育についての現地研 実施するとともに，鳥取県教育委員
修，子どもの体力低下・運動嫌い防 会等が主催する研修会に積極的に参
止のための指導者の養成を目的とし 加し，資質の向上を図る。
た研修等の鳥取県外視察研修，県内
の研修等に積極的に参加した。
附属中学校では，公立学校と相互

に研修や研究会等に積極的に参加で
きる体制を整え，鳥取県外視察研修
や他県附属の研究大会に積極的に参
加することにより，教員の資質向上
を図った。
附属特別支援学校では，県内外の

研修に積極的に参加した。また，課
「 」 ，題等を 自己目標 として明文化し

学期毎に見直すことで積極的な自己
研鑽を行った。
附属幼稚園では， 幼児教育推進

のために，社会の変化等に伴う新た
な課題に対応できる専門性（資質・
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能力）を求めて積極的に研究会・研
修会に参加し，参加後は，職員研修
会の中で研修報告し，職員相互の見
識を高めた。

（平成19年度の実施状況）【196-1】
２）積極的に研究会，研修会に参加し 【196-1】
て，教員の資質向上を図る。 ２-1）附属小学校では，小中一貫の

教育研究という土台を強固にする
ため，他大学附属小学校の研究会
など各種研修会に積極的に参加し
た。
２-2）附属中学校では，公立学校と
相互に研修や研究会等に積極的に
参加できる体制を整え，鳥取県外
視察研修や他県附属学校の研究大
会に積極的に参加する等教員の資
質向上を図った。
２-3）附属特別支援学校では，鳥取
県教育委員会主催の免許法認定講
習会に参加し，免許取得率を100
％にしたほか，全職員対象の校内
研修（毎年開催する研修及びテー
マをその都度決めて開催する研修，
11回 ，担任全員による研究授業）
・研究会（年４回 ，全職員研究）
会，学部毎研究会（月２回）を実
施した。
また，課題等を『自己目標』と

して明文化し，年３回管理職との
面談を行い具体的な目標及び方策
を見直すことで積極的な自己研鑽
を行った。
２-4）附属特別支援学校では，公開
研究会で本校研究を県内外へ理解
啓発と発信を行うとともに，12名
が県外研修へ，延べ102名が県内
研修へそれぞれ参加した｡
） ， ，２-5 附属幼稚園では 全職員研修
附属４校園全職員研修，鳥取県・
鳥取市が実施する研修会へ積極的
に参加し，資質向上を図った。
上記のように教員が，研究会や

研修会に参加しやすい体制を整え，
鳥取県教育委員会主催など県内は
もとより県外の研究・研修会に積
極的に参加した。また，管理職に
よる面談を行い資質向上に努め成
果を得た。

（平成16～18年度の実施状況概略）○地域貢献に関する具体的方策
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【197】 Ⅳ 附属学校園の行事・様子，研究大 平成20・21年度においても引き続
１）公立学校等への研究成果の公開， 会の案内等をホームぺージに掲載し，き教育研究大会，公開研究会等を通
情報提供を積極的に行う。 情報提供を積極的に行うとともに， じて，研究成果を積極的に公開して

学校だより，入学選考要項等の印刷 いくとともに，ホームページ等を活
， 。物を，大学・保護者・県教委・公立 用して 情報発信を行う予定である

学校等に配付した。
附属小・中学校では，教育研究大

会により，授業公開・分科会・シン
ポジウム等を行い，研究成果をホー
ムページで公開した。
附属特別支援学校では，毎年公開

研究会を開催し，研究紀要を作成し
た。
附属幼稚園では 平成18年度に 中， 「

国地区国公立幼稚園連盟教育研究大
会（鳥取大会 」及び「鳥取県国公）
立幼稚園教育研究大会」の会場園と
して，公開保育の場を提供した。ま
た，平成18年度から鳥取大学地域貢
献支援事業として「親子ぴょんぴょ
んサークル （月１回行う２歳～未」
就学児と保護者の会）を実施し，地
域の子育て支援センターとして，幼
児教育の重要性を発信した。

（平成19年度の実施状況）○地域貢献に関する具体的方策
【197-1】 【197-1】
１）研究成果の公開，情報提供をホー １-1）附属小・中学校では，大学と

， ，ムページ・広報誌等を活用して積極 の連携を図りながら 授業研究会
的に行う。 合同研修等を行い，教育研究大会

「学びを創り楽しむ授業の創造」
を11月22日に開催し，授業公開・
分科会・シンポジウム等を行い，
研究成果を公表するとともに 研，「
究のまとめ」を作成のうえ関係機
関等への配布とホームページに公
開した。
１-2）附属特別支援学校では，公開
研究会「自分づくりを基盤とした
教育内容の創造」を12月８日に開
催し，全学級の授業公開・分科会
・講演会を行い，研究成果を公表
した （参加者約140名）。
また，各種の教育相談，ふよう

教室（就学前の幼児，小学４年生
以下の児童とその保護者・関係者
を対象に行う感覚運動あそび・か
らだづくりの指導）の開催につい
てホームページに掲載し，地域か
らの相談等を受けた。
１-3）附属幼稚園では，附属幼稚園
の教育内容及び方法に関する文部
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科学省教育研究開発校指定初年度
の公開研究会を10月26日に開催し，
研究成果を公表した （参加者69。
名）

【197-2】 【197-2】
２）附属学校部ホームページの充実を ２）附属学校各学校園の学校案内，
図る。 入学選考要項，教育研究大会等に

ついて，随時ホームページへ掲載
し内容の充実を図るとともに，附
属学校部全体を紹介したホームペ
ージの充実を図り，情報発信を積
極的に行った。

【197-3】 【197-3】
５ 授業研究会及び協議会を開催する ５）年度計画【197-1】の「計画の） 。

実施状況等」欄を参照。

【197-4】 【197-4】
６）公立学校教員とのピュア・レビュ ６-1）附属小学校では，公立学校へ
ーを実施する。 の指導助言を道徳３回，特別活動

１回，算数２回 国語１回，計７，
回行った。
６-2）附属特別支援学校では，公立
学校との交流を図り，障害児教育
への理解と啓発を図った （湖山。
小・湖山西小・附小・附幼・白兎
養・鳥養）
また，幼児・児童（小学４年生

以下）とその保護者・関係者を対
象に『ふよう教室』を実施し，感
覚運動あそび及びからだづくりの
指導を行った。(年間９回)
６-3）公立学校に対して，特別支援
教育に関する指導助言を行った。
（９校実施）
６-4）鳥取県東部地区特別支援教育
研究会(県東部地区小･中･特別支
援学校)及び鳥取県特別支援教育
研究会の幹事校として，研究会の
運営に参画した。
６-5）鳥取県教育委員会委託の事業
『障害児の社会参加と自立・就学
啓発推進大会』の主幹校として，
運営に参画した。
６-6）鳥取市教育委員会事業就学指
導委員会の委員として参加した。
また，鳥取県立特別支援学校長

会・教頭会，市小学校校長会に所
属し指導力向上の方策等を協議し
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た。
６-7）幼児･児童・生徒・保護者・
教員を対象とした教育相談を実施
（延べ72名）した。
上記のように附属学校は，地域

の拠点校としての自覚の元，教育
研究を充実させ，公立学校へ指導
助言を行い，鳥取県の教育をリー
ドした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【198】
２）県教育センター研修者への臨床的 Ⅲ 鳥取県教育センターが主催する初 平成20・21年度においても引き続
研究の場の提供を行う。 任者研修，教科リーダー研修，特別 き鳥取県教育センターが主催する初

支援教育初任者研修等の公立学校教 任者研修等に，積極的に臨床的研究
員の資質向上研修に，本学附属学校 の場を提供する。
を臨床的研究の場として提供すると
ともに，同センター講師として研究
成果を提供した。
また，附属幼稚園では，園内研究

会・公開研究会を開催し，県内公・
私立幼稚園及び保育園に研究成果等
を提供した。

（平成19年度の実施状況）【198-1】
３）鳥取県教育センター研修者へ，臨 【198-1】
床的研究の場を提供する。 ３-1）附属小・中学校では，鳥取県

教育センター主催の初任者研修，
教科リーダー研修等の資質向上研
修に授業を公開し，臨床的研究の
場を提供するとともに，面接指導
を行った。
３-2）附属特別支援学校では，鳥取
県教育センター主催の特別支援教
育初任者研修の場として，授業体
験，指導助言等を実施するととも
に，特別支援教育10年経験者研修
へも本校教諭が指導助言者として
参加した。

【198-2】 【198-2】
４）地域の高校生等に，インターンシ ４）平成18年度にインターンシップ
ップ体験の場を積極的に提供する。 体験の場として，附属幼稚園で鳥

（ ）取県立湖陵高等学校２年生 ３名
を受け入れたのに続き，平成19年
度も受け入れ準備をしたが希望者
がいなかった。
平成20年度以降も引き続き，イ

ンターンシップ体験の場を提供し
ていくこととしている。
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（平成16～18年度の実施状況概略）○各附属学校園相互の連携を深める具

体的方策 小中一貫での教育課程の研究を継 平成19年度に文部科学省の研究指
【199】 Ⅲ 続して行いつつ，幼小の連携につい 定（平成19～21年度）を受け進めて
１）幼，小，中一貫したカリキュラム て検討を行った。 いる研究「運動的な要素を含む遊び
の開発を行う。 附属小・中学校では，小中９年間 の中の学びとそれを誘発する環境を

の一貫教育のもと 「学ぶ意欲を高 探る」を引き続き実施する。，
め，実践的な行動力を持った児童・
生徒の育成」をテーマに共同研究を
行い，研究成果を研究発表大会で発
表した。

（平成19年度の実施状況）○各附属学校園相互の連携を深める具
体的方策 【199-1】

【199-1】 １）平成19年度，附属幼稚園の教育
１）幼，小，中一貫したカリキュラム 内容及び方法に関する文部科学省
の開発を継続して検討する。 の開発学校として指定を受け，幼

小中一貫教育の教育実践研究に取
り組んだ。
また 附属小・中学校では 学， ，「
ぶ意欲を高め，実践的な行動力を
持った児童・生徒の育成」をテー
マに共同研究を推進し，大学との
連携を図りながら，小中合同授業
研究会（２回 ，教科別部会等を）
重ね，研究成果を11月22日に開催
した教育研究大会で発表した。

【199-2,200-2】 【199-2,200-2】
３）各附属学校園の教員の相互乗り入 ３）附属学校教員の相互乗り入れに
れによる授業導入の検討を行う。 よる授業等を以下のとおり実施し，

連携を深めた。
・附属特別支援学校高等部専攻科
で，附属小学校栄養教諭による
食育指導（年２回）
・附属特別支援学校で，司書教諭

（ ）による読み聞かせの会 計４回
・附属特別支援学校教員による附
属幼稚園・小・中学校での特別
支援教育研修会開催
・附属特別支援学校教員の幼稚園
児の指導助言者派遣

【199-3,200-3】 【199-3,200-3】
４）合同研修会を実施する。 ４）附属学校４校園で合同研究会・

研修会を以下のとおり実施した。
・４校園の全職員を対象に「特別
支援教育研修会」を8月21日に
実施
・特別支援教育の先進校を12月に
視察
・４校園「特別支援教育子どもを
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語る会」を年５回実施（うち４
回は４校園の事例研究会を実施）

（平成16～18年度の実施状況概略）【200】
２）異年次交流（各学校園交流）の推 各附属学校園の相互交流を以下の
進を図る。 Ⅲ とおり毎年度行い，連携を深めると 平成20・21年度においても引き続

ともに，これらの行事等を通じて保 き各附属学校園の交流会等を実施す
護者も含めた交流を推進した。 る。
・附属小学校１年生と附属幼稚園（年
長児）との交流会，附属特別支援
学校児童と附属幼稚園（年長児）

， （ ）との交流会 附属幼稚園 年長児
及び附属小学校２年生と附属特別
支援学校（小学部）との交流会を
ぞれぞれ実施
・附属小学校と中学校では，ファミ
リー活動として，合同の給食やレ
クリエーションを実施
・附属特別支援学校の「ふれあいピ
ック 「ふれあい祭」に附属小・」
中学生有志が参加
・附属中学校２年生が，職場体験学
習として附属幼稚園園児と交流
・附属小学校では，砂の学校，運動
会，きょうだい掃除（月２回 ，）
弁当の日（月１回 ，ふれあい遠）
足等により，校内外での異学年交
流を実施

（平成19年度の実施状況）【200-1】
２）異年次交流（各学校園交流）を継 【200-1】
続して実施する。 ２）各学校園の相互交流を行い，行

事等を通じて保護者も含めた交流
を実施した。
・附属小学校では，遊びを取り入
れた生活科の授業の一環で１年
生と附属幼稚園年長児との交流
を４回，２年生と特別支援学校
小学部との交流を２回実施した。
・附属中学校では，生徒会執行部
・福祉委員会の生徒が，附属特
別支援学校「ふれあい祭」に参
加し 「ふれあい祭」では,特別，
支援学校の学習発表を見たりイ
ベントコーナーで一緒にゲーム
をして交流を深めた。
・附属幼稚園では，附属小学校の
大型遊具で遊んだり，ミニ運動
会の交流以外に年長組と附属特
別支援学校小学部との段ボール
で作った巨大迷路やミニプラネ
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タリウムで楽しく交流を行った。
・附属特別支援学校では，小学部
と附属小学校２年生，附属幼稚
園年長組との交流以外に，附属
幼稚園・附属小・中学校の有志
と「ふれあいピック 「ふれあ」
い祭」を通じて交流を深めた。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上に関する特記事項

般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況」欄に記したように，平成○教育研究等の質の向上の状況
18年度に引き続き「人間力」を根底においた教養豊かな人材の育成を目指して
「鳥取大学の教育グランドデザイン」を作成し，それに沿って授業科目の見直① 教育研究の高度化，個性豊かな大学づくりを目指した，教育研究面におけ
しやシラバスの変更を行い，教育改革の歩みを進めた。る特色ある取組
また，文部科学省戦略的国際連携支援事業「持続性ある生存環境に向けての

国際人養成－沙漠化防止海外実践カリキュラム－ （平成17～19年度）では，海＜教育に関する事項＞ 」
，外教育・研究拠点であるメキシコ合衆国北西部生物学研究センター(CIBNOR)に

全学から募集・選抜した学生20名を平成19年９月から３ヶ月間派遣し，沙漠化○ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況
が進行しつつある現地において，フィールドワークと英語による講義を中心と

本学の理念「知と実践の融合」に沿って，各学部・研究科が定めた教育の目 した実践教育カリキュラムを，また，特別教育として英語とスペイン語の語学
的，目標，養成しようとする人材像等の達成を目指して，教育改善のための全 教育を実施し，国際的に活躍できる人材養成を展開した。なお，この文部科学
学の組織的取組を継続した。 省からの支援は平成19年度で終了することから，平成20年度以降は大学独自の
平成18年度に策定した「教育グランドデザイン」に基づき，人間力を根底に 事業として継続的に実施することとした。

置いた教育を具現化するため，全学共通科目の主題科目に，実践力，コミュニ
○ 他大学等での教育内容，教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提ケーション力等の養成を目的とした「新製品開発プロジェクト 「地域再考プ」，
供の状況ロジェクト 「名作戯曲の独創的読解」の授業を新たに開設した。」，

， ，○ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況 本学の教育活動を充実するため 国内外における他大学の先進的な教育内容
教育方法等の取組みについて情報収集し，その結果を大学構成員に還元する活

本学では，指導方法の改善を通じて教育の成果を高めるために，平成13年度 動を継続して実施している。
より全授業科目について学生による授業評価アンケートを実施し，その結果を 平成19年度は，文部科学省「海外先進教育実践支援事業」を活用して，10月
報告書に取りまとめると同時に，個々の教員にフィードバックして授業改善に に米国のセントマイケルズカレッジに教員を派遣し，米国のリベラルアーツ・
役立てている。平成19年度もこの活動を継続し，加えて，教育支援委員会・教 カレッジに関する調査を平成18年度に引き続き実施し，報告書としてまとめる
授方法改善専門委員会において，教員の授業改善への意識改革のための手段と とともに，学内の会議等で報告し本学の教育及び学生支援に活用した。
して，学生による授業評価アンケートの他に，授業科目担当教員が同内容の自 また，愛媛大学から講師を招聘してＦＤの組織的な取組みについて全学的な
己評価アンケートを実施した。 勉強会を開催するとともに，大学教育学会等の講演会及び愛媛大学・山口大学
本学の大学教育の水準を向上させること等を目的に，卒業生約6,000人を対象 ・神戸大学に教職員を派遣して情報収集を行い，得られた内容を教育担当理事
に，鳥取大学の教育力に関するアンケートを実施した。このアンケートの分析 を始め副学長，学部の教務担当副学部長の勉強会等で報告した。

「 」 ，結果は，平成19年11月に実施した「教育力に関するＦＤ講演会」などの研修会 教授方法改善委員会の下に設置した 学生・教職員授業企画ＷＧ において
。で活用した。 教職員のみではなく学生の視点からの教育改善を提起するシステムを構築した

平成19年度は，学生の企画により他大学の教育システムを学生が調査し，本学
， 。○ 学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況 との違い等を学生が分析し 平成19年３月に学生と教職員の懇談会で報告した

○ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための平成15年度から全学部にグレード・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）制度を
組織的取組状況導入し，引き続き，そのＧＰＡ制度の基準を「全学共通科目履修案内（平成19

年度 」に掲載し公表した。また，その制度を活用し，きめ細やかな学習指導を）
行うとともに，優秀学生育成奨学金受給者の選考及び学生表彰規則による成績 学生に対する学習支援活動として，早期合格による高等学校でのモチベーシ
優秀者の選考や，成績不振者の指導を実施した。 ョン低下を防ぐため，入学センターが中心となってＡＯ入試及び推薦入学Ⅰの
また，シラバスに教育内容や授業計画の記載に加えて，平成17年度から成績 合格者に対し入学前教育合宿イベントを実施し，大学教育総合センターの協力

評価方法及び基準を掲載し，Ｗｅｂ上で閲覧できるようにし，さらに，平成18 の下，ＴＯＥＩＣテストの内容を中心とした「対面授業」を行った。また，合
年度から担当教員の研究室，連絡方法，オフィスアワーの時刻と場所，養成人 格者の学力を把握するため「プレースメントテスト」を実施し，この結果を基
材像に即した到達目標等の項目等を追加した。 に，不得意科目の強化や学習習慣の持続を目的として，自宅等でＰＣを利用し

て学ぶ「e-Learning」システムを平成19年度より導入した。
また，平成18年度に引き続き，新入学生と教職員及び先輩学生が朝食をとも○ 法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況

にしながら学生生活について語ることにより，これからの学生生活の動機付け
本学の教育活動を充実し，その個性・特色を一層明確にするため，上記「一 及び自覚を促すことを目的に「新入生ふれあい朝食会」を実施し，併せて，履

修相談コーナーを設けて助言指導も行った。
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○ 若手教員，女性教員等に対する支援のための組織的取組状況学習意欲の向上と経済的負担軽減を目的にして，平成18年度に引き続き学士
課程の学業成績優秀者に対する授業料免除，大学院入学者のうち成績優秀者20
名の入学料半額免除を実施した。また，大学院博士課程（博士後期課程）への 学長のリーダーシップの下に 教育・研究改善推進費 学長経費 の中に 若， （ ） 「
入学促進のねらいから 成績優秀者に対する奨学金 エンカレッジ・ファンド 手研究者の育成」の研究費を設け，本学独自に若手教員の教育研究活動を支援， （ ）

。 ， 。として10名に対して各50万円を給付することとし，平成19年度は１年次８名， してきている 平成19年度は 50件に対して1,370万円の研究活動費を助成した
２年次10名に各50万円を給付した。 また，改正された男女雇用機会均等法の趣旨を踏まえ，男女共同参画推進体

制整備について検討を開始した。
○ キャリア教育，就職支援の充実のための組織的取組状況

○ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
キャリア教育の充実のために，１・２年次を対象とした主題科目「キャリア

デザイン入門 ，３年次を対象とした同「キャリアデザイン実践」を継続して開 平成18年度に「鳥取大学における学術研究推進戦略」を策定して，目指すべ」
講した。 き研究の方向性等を示すとともに 「鳥取大学おける設備整備に関するマスター，
また，就職支援体制の整備充実を図るため，平成19年４月から就職支援担当 プラン」を作成して，研究推進の基盤となる設備整備について，基本方針と方

学長補佐を，７月から就職支援課に就職支援室長を配置するとともに，専門の 向性を明確にした。その方針に沿って，研究活動を推進するとともに，大型設
相談員を週２回配置し相談対応を行うなど就職支援活動を強化した。学生の就 備等の整備については，原則として，全国共同利用施設及び学内共同利用施設
職活動を支援する目的で，各種ガイダンス，企業説明会，公務員講座の開設を に設置して有効活用するとともに，生命機能研究支援センターが中心となり，
模擬面接等を実施した。本学独自の取組みとして，平成18年度に引き続き鳥取 学内の現有大型機器の集中化と利用システムの合理化，効率化を進めた。
・大阪間への就職活動用の借り上げバスの運行や交通費の一部を補助したり， 学長のリーダーシップを発揮し，教員定員の全学的な活用を行うため，平成
鳥取県内企業見学会を開催し地元企業を学生に紹介した。 19年度は27名の学長管理定員を確保し，学内共同教育研究施設等に配置して，

全学的な教育研究活動の活性化を図った。
○ 課外活動の支援等，学生の厚生補導のための組織的取組状況

○ 研究支援体制の充実のための組織的取組状況
平成18年度に策定した「鳥取大学の教育グランドデザイン」では，課外活動

を教養教育の一環と認識して教育活動の場として活用することを宣言し，課外 本学の教育研究活動を支援する学内共同教育研究施設については，教育研究
活動の支援を強化した。 の進展や地域のニーズ等を踏まえ見直しを行っている。平成19年度には，研究
サークル活動に関しては，部室の充実を図るためサークル棟を増設し，同時 活動に関係する学内共同教育研究施設の見直しとして，次のような取組みを行

に大学会館の耐震改修に併せてベーカリーカフェ，オープンデッキの設置など った。①研究支援体制の充実・強化及び地域連携をより機動的・弾力的に展開
の整備を図った。また，体育館及び武道場を改修し，照明器具，トイレ，温水 できるよう産官学連携推進機構を改組し，ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ
シャワー等の設備を充実し，特に武道場は多目的に使用できるトレーニングル ー，知的財産センター，地域共同研究センターを統合した産学・地域連携推進
ームを設置し，課外活動施設の機能の充実を図った。各サークルの代表が参加 機構を平成19年４月に設置した。②放射線，実験動物等を使用する施設の安全
する「サークルリーダー研修会」を開催し，課外活動に対する意見や要望を把 管理・責任体制の強化を目的に，鳥取地区及び米子地区に設置されているこれ
握し，今後の課外活動の支援・充実に反映させることとした。 らの施設を一元管理するため，鳥取地区放射性同位元素等共同利用施設，農学
健康問題の対応に関しては，心の相談件数が増加していることから，平成20 部動物実験施設を生命機能研究支援センターに平成20年４月から統合すること

年４月から保健管理センターの非常勤カウンセラーを雇用時間増（鳥取地区） とした。
及び新たに１名雇用（米子地区）し，健康相談体制の充実を図ることとした。 また，全国共同利用施設である乾燥地研究センターでは，平成19年度から保

， （ ） ，健・医学部門を新設するとともに 助教２名 うち学長管理定数１名 の配置
研究支援専門職１名の増員により組織整備を行った。＜研究に関する事項＞

○ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況 ＜社会との連携，国際交流等に関する事項＞

， ，学内の資源配分を効率的に行い，全学的な観点から予算の有効利用を図る目 ○ 大学等と社会の相互発展を目指し 大学等の特性を活かした社会との連携
地域活性化・地域貢献や地域医療等，社会への貢献のための組織的取組状況的で，平成17年度から中央経費化によって戦略的経費を確保し，その中に施設

維持管理費，学術図書資料費，情報関連経費等を盛り込んで，大学独自の戦略
的な取り組みを進めている。平成19年度においては，施設維持管理費：326,700 平成19年4月から地域連携担当理事を配置するとともに，産学・地域連携推進
千円，学術図書資料費：128,160千円，情報関連経費：50,000千円であった。 機構への改組による地域貢献部門及び米子地区地域連携部門を設置して，地域
また，学内の競争的資金として教育・研究改善推進費（学長経費）を設け， との連携事業をより一層推進し，地域貢献の組織的・総合的な取組みを強化し

論文の掲載状況，学会等の主催・参加状況，科学研究費補助金の申請状況を勘 た。
案して，採択・不採択の判断基準に反映させた。 文部科学省・地域貢献特別支援事業（平成14～16年度）の終了した平成17年
さらに，教育研究活動活性化経費に学長経費を加えた経費を，科学研究費補 度以降は，大学独自の事業として学長経費による地域貢献支援事業を継続して

助金の申請・採択状況を基礎として，各学部等にインセンティブを付与した学 おり，平成19年度は47事業を積極的に展開した。その他，平成18年度に引き続
内配分を新たに実施した。
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き日南町と連携した地域活性化教育研究事業を実施するとともに，平成19年度 ・学生による授業アンケート及び教員による授業自己評価アンケートの実施
は新たに琴浦町農林水産業活性化研究会への参画，鳥取県等と連携しながら持 とＦＤ研修会の開催による教育方法の改善
続的過疎社会形成研究プロジェクトの推進，日本海水産資源研究会の立ち上げ ・医師確保のため医学部医学科の推薦入学Ⅱに地域枠を設置（鳥取県から奨
などに取り組んだ。 学金貸与）及び緊急医師確保対策に基づく特別養成枠の設置着手
また，文部科学省・がんプロフェッショナル養成プランに「銀の道で結ぶが ・ＡＯ入試及び推薦入学Ⅰの合格者に入学前合宿イベントで，TOEICテストを

ん医療人養成コンソーシアム」が平成19年度に採択され，本学と島根大学，広 中心とした対面授業を実施，また，ＰＣを利用して学ぶe-learningシステ
島大学の共同事業として，地域全体でがん医療人の養成を開始した。 ム導入
鳥取県や経済団体と協力し 県内企業への就職促進と人材確保を図るため 鳥 ・戦略的国際連携支援事業「持続性ある生存環境に向けての国際人養成－沙， ，「
取県の産業・企業紹介フェア」を平成19年９月に初めて開催し，製造業や金融 漠化防止海外実践カリキュラム」による国際的に活躍できる人材養成
機関など県内19社，本学の学生及び鳥取環境大学の学生約70名が参加した。 ・共通教育棟，体育館，武道館，サークル棟などの教育・学習環境施設の整
附属図書館では，鳥取県内全ての市立図書館及び１町立図書館との連携に加 備・充実

え，平成19年度から新たに県内全域の高校図書室への貸出を実施し，利用者サ ・学術交流協定校との交換留学制度やＤＤＰ制度の運用
ービスを開始した。 ・附属図書館に「人間力」に関するコーナーを新設

○ 産官学連携，知的財産戦略のための体制の整備・推進状況 ③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あ
るいは，変更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況

産学・地域連携推進機構が中心となり，産官学連携コーディネータによる技
術相談の体制整備（４名から８名に増員）を行うとともに，地元企業の本学訪 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。
問受入，出前技術相談会の開催等の共同研究樹立に向けた活動を行い，また，

（ ）東京・大阪・名古屋・鳥取での鳥取大学ビジネス交流会開催，鳥取大学振興協 ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている あるいは生じるおそれがある
場合には，その状況，理由（外的要因を含む）力会交流会等と連携しシーズ発表会開催等による本学の研究成果等の紹介，そ

の他の多彩な活動を展開して産官学連携の充実に努めた。その結果，平成19年
度新たに経済産業省・地域新生コンソーシアム研究開発事業，同・地域資源活 本学では，平成19年度においてこのような状況は生じていない。
用型研究開発事業等の採択を受け，そのほか多数の共同研究・受託研究に結び
ついた。

○ 国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組状況 ○附置研究所・研究施設の「全国共同利用」について

①独創的・先端的な学術研究を推進する全国共同利用がどのように行われて法人移行時に研究・国際協力部を設置して，国際交流センター等と連携し国
いるか。際交流に重点的に取り組んできており 交流事業を着実に発展させてきている， 。

平成19年度は，学術交流協定を外国の大学・研究機関等との間で大学間協定
○ 共同利用・共同研究・研究会等の目的と提供状況として２件，部局間協定として３件締結するとともに，複数の大学等との協定

。 ， ， ，を更新した 学術交流協定締結機関との間で 研究者相互派遣 学生相互派遣
国際会議の開催等の活動を積極的に行い 韓国・韓国釜慶大学からはＤＤＰ 複 本学唯一の全国共同利用施設である乾燥地研究センターは 「乾燥地における， （ ，
数学位取得）学生を受け入れた。 砂漠化防止及び開発利用に関する基礎的研究を行い，この分野の研究に従事す
また，平成16年度に実施した地域学に関する国際会議の成果を生かし，継続 る国立大学教員等の利用に供すること」を目的とし，乾燥地に関わる全国の研

して北東アジア圏との研究交流を図るため，平成19年10月に韓国，中国，ロシ 究者を結集して，国内基礎研究や海外現地研究を行い，その成果を鳥取大学乾
ア，モンゴル，日本（鳥取県）の参加大学による「北東アジア地域大学教授協 燥地研究センター共同研究発表会・公開セミナー等を通じて広く国内外に発信
議会」を結成し，平成19年10月に第１回協議会を鳥取で開催するなど活動を開 するとともに，若手研究者の育成に努めている。
始した。

○ 施設・設備・学術資料・データベース・ソフトウェア等の整備・提供状況文部科学省・大学国際戦略本部強化事業では，12月に国際シンポジウムを開
催して，海外４拠点と本学の代表者が，各拠点を活用した国際連携活動に関す
る具体的な提案や活用方策，国際共同研究等に関して発表等を行った。 施設・設備については，公募要項等で主要な施設・設備の情報を提供すると

ともに，共同研究実施にあたっては，研究計画に沿って施設・設備を提供して
いる。また，乾燥地関連文献リスト，黄土高原論文に関する情報をホームペー② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，教育研究活動を円
ジで提供している。滑に進めるための工夫

○ 共同研究・研究会の実施状況（件数，参加人数等）教育研究活動の円滑な推進に関して，平成19年度に本学で特色ある活動を行
った代表的な例として，次のような事項を摘出できる。

， ， 。・人間力を根底においた教育を具現化する，実践力，コミュニケーション力 共同研究は毎年公募し 計画研究 特別研究及び自由研究で構成されている
等の養成を図る全学共通科目「新製品開発プロジェクト 「地域再考プロ 計画研究は，センター各分野の中心的研究課題，特別研究は，乾燥地研究セン」，
ジェクト」等の授業開設 ターが，現在特に重点を置いている研究課題で，自由研究は，本センターの施
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設等を利用し，情報の交換・収集を主とするもの，又は，上記研究課題にとら 目指すべき研究方向，オリジナリティーの高さ，若手研究者の活動状況等の観
われない広範なものや，乾燥地科学の新たな芽となるような研究テーマを取り 点から，運営委員会（外部有識者５名ほかで構成）を中心とした評価を毎年実
上げている。 施し，その結果を運営に活かしている。平成19年度に実施した乾燥地研究セン
・共同研究実施件数 59件 ター国際外部評価においては 「全般的に見て，乾燥地研究センターの活動は満，
・鳥取大学乾燥地研究センター共同研究発表会（12月実施）参加人数107名（本 足すべき状態にあることに合意した 」との評価を受けた。また，平成14～18年。
学以外の参加者数57名） 度に実施した「乾燥地科学プログラム」について，21世紀ＣＯＥプログラム委
・鳥取大学乾燥地研究センター共同研究発表会以外に，中国科学院水土保持研 員会における事後評価結果は 「設定された目的は十分達成され，期待以上の成，
究所との日中合同セミナー（９月 ，国内外の研究者による公開セミナー（14 果があった 」と評価された。） 。
回 ，国外客員公開セミナー（12回）を実施した。）

○ 新たな学術動向や研究者コミュニティの要請に対応するための取り組み状
○ 共同利用の状況（施設・設備・学術資料等の利用人数，設備稼働状況，デ 況
ータベースアクセス件数等）

研究者コミュニティーの意見も参考とした，施設・設備整備マスタープラン
共同利用研究により利用できる設備につては，ホームページに掲載し，随時 を作成し，共同利用研究の充実を計画している。

閲覧できるようにしている。また，本センター設備の利用は，共同研究での利
○ 大学全体として全国共同利用を推進するための取り組み状況用を優先して，使用できるよう取り扱っている。大型設備の利用状況は，別添

１のとおりであり，稼働率は，メンテナンスにより使用できない時間を除いた
総稼働時間数あたりの利用状況である。 中期計画「全国共同研究に関しては，乾燥地科学プログラム（21世紀ＣＯＥ

プログラム ，中国内陸部の砂漠化防止と開発利用に関する基礎的研究（日本学）
術振興会拠点大学交流事業 ，乾燥地農業の生態系に及ぼす地球温暖化の影響に）
関する研究（総合地球環境学研究所との共同研究）を中心としたより効率的な②全国共同利用の運営・支援体制がどのように整備され，機能しているか。
研究体制の構築を図り，国際共同研究の推進や海外研究教育基地の設置を通じ
て，乾燥地科学分野の研究を推進するため乾燥地研究センター（全国共同利用○ 運営体制の整備・実施状況
施設）を活用する 」に盛り込んだ全国共同利用施設としての乾燥地研究センタ。

乾燥地研究センター教授会及び共同研究委員会が企画・運営を担当し，学外 ーに対する全学的支援方針に基づき，共同利用研究にかかる経費（大学支援分
委員５名，工学部長，農学部長，連合農学研究科長からなる，運営委員会が研 5,000千円）を支援するとともに，平成19年度には，助教２名（学長管理定数１
究内容と方向性の点検，評価を行っている。 名）の配置，事務職員１名の増員，平成18年度には，事務長を配置し，事務組

織を強化している。平成19年度には，農学分野に地球環境学分野，社会医学分
野，獣医学分野を融合した乾燥地科学研究（グローバルＣＯＥプログラム「乾○ 利用者の支援体制の整備・実施状況（共同利用の技術的支援等）
燥地科学拠点の世界展開」等）を推進するため，研究部門の改組を行い，新た

共同研究の実施にあたっては，共同利用研究員と対応教員・技術部が協力し に保健・医学部門を設置し，特任准教授の配置，医学部・農学部教員が兼務教
て研究計画に沿った共通機器の使用計画の作成，事前準備・点検を行い，実験 員として参画している。また，既存の部門においても，地域学部・工学部・農
研究が円滑に行える体制を整えている。 学部教員が兼務教員として参画して，本センターの研究・共同利用活動に関わ

っている。併せて，本学の主要な会議には，本センター長が構成員となってお
り，それらの会議の場で，組織改組，グローバルＣＯＥプログラムの進捗状況○ 利用者の利便性の向上等を目的とした取り組み状況 手続き 宿泊施設等（ ， ）
など，必要に応じて研究活動の報告，検討を行っている。

共同研究の募集にあたっては，ホームページを活用している。また，共同研
究員室（パソコン，机，電話等設置）の提供，実験等により遅くなる場合や，

， 。帯同学生等には宿泊施設（セミナーハウス）の提供を行っている。 ③全国共同利用を活かした人材養成について どのような取組を行っているか

（ ， ）○ ユーザーである研究者や研究者コミュニティの意見の把握・反映のための ○ 大学における教育の実施状況 協力講座の実施状況 学生受け入れ人数等
取り組み状況

乾燥地研究センター教員のうち農学研究科（修士課程）に教授５名，准教授
， ， （ ） ， ，研究者コミュニティーの意見の把握・反映についての取組みとして，12月に ６名 講師１名 連合大学院農学研究科 博士課程 に教授５名 助教授６名

開催した鳥取大学乾燥地研究センター共同研究発表会において「共同研究のあ 講師１名が教育活動を行っている。学部学生８名，大学院生（修士18名，博士
り方に関する意見交換会」を実施し，意見の把握に努めている。 19名 ，留学生13名が在籍している。）

○ 自己点検・評価や第三者による評価の実施状況及びそれらの結果に基づく ○ ポスト・ドクターや社会人の受け入れ，リサーチ・アシスタントの採用の
改善のための取り組み状況 状況

大学で定めた事項に対する自己点検・評価を実施するとともに，センターが ポストドクター１２名，研究生２名，リサーチ・アシスタント１６名を採用
し，共同研究や本センターが実施している研究プロジェクトに参画させたり，
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内外の研究者による講演・セミナーを通して，研究への意欲，研究成果への展 ＦＩＣＵ6床 」を設置し，総合周産期母子医療センターとして平成18年7月に）
望に大きな刺激を与える場を提供し，人材の育成を行っている。 開設した。

④大学等の研究者に対する情報提供について，どのような取り組みを行ってい ③ 大学病院に関連する制度改正等の動向やその影響，或いは各々の地域にお
るか。 ける大学病院の位置づけや期待される役割など，病院の置かれている状況や

条件を踏まえた，運営や教育研究診療活動を円滑に進めるための様々な工夫
○ 利用方法，利用状況，研究成果に関する情報発信の状況 や努力の状況

共同利用研究の申し込み，成果報告には，ホームページを利用し随時受付の １）独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づき，
できる体制をとっている。共同利用研究のホームページには，施設紹介，大型 医学部附属病院における個人情報の保護及びその適正な管理運営に関し，平
研究機器の構成内訳，前年度の採択課題一覧などを掲載し，閲覧できる体制を 成17年度に必要な基本的事項を定めた。
整えている。また，共同利用研究の研究概要を年報に掲載し，研究機関等へ送
付するとともに，共同利用研究による論文が発表されている。 ２）地域医療の充実及び高度先進医療導入に沿って，がんの診断精度を向上さ

せ，早期発見に威力のある陽電子放射断層撮影装置（PET-CT）を平成19年３
月に設置した。また，平成19年度に「がんセンター」の設置を決定した。さ
らに，平成20年度には，がん治療の充実を図るべく，最新放射線治療装置の
導入することを決めた。○附属病院について

３）平成18年度に，病病連携・病診連携を推進するため，医療福祉支援センタ１．特記事項
ーを中心に近隣のリハビリテーション病院との地域連携パスを作成し，運用
を開始した。また，地域の医療連携の質と量を高めるため，本院が中心とな（１）平成16～18年度事業
って鳥取県及び医師会の共催を得てシンポジウムを開催（参加者163名）し，① 一般の病院とは異なる大学病院固有の意義・役割を含め，教育研究診療の
医療従事者間で連携の重要性を確認した。質向上や個性の伸長，地域医療や社会貢献の強化，運営の活性化等を目指し

た特色ある取組
， ） ，④ その他 大学病院を取り巻く諸事情(当該大学固有の問題 への対応状況等

当該項目に関する平成１６～１８年度事業の状況１）卒後臨床研修プログラムの作成及び協力型病院等との調整を担当する専任
の助教授を中心に，研究能力を備えた人間性豊かな臨床医の養成及び臨床各
分野におけるリーダーを養成するため，平成18年度に初期臨床研修終了後の １）平成16年から，民間の経営コンサルタント会社による本院の経営分析結果
専門医研修プログラムを整備した。 を踏まえつつ，病院長を筆頭とした「病院経営改善推進チーム(タスクフォー

スチーム)」による戦略的な具体策の取組みを行っているところであり，附属
２）基礎研究と臨床医学との融合を図りながら研究を推進し，臨床の場で実践 病院の理念である「健康の喜びの共有」が浸透しつつある。その結果，今日
できる新しい機能再生医療の開発とそれを担う人材の養成を図った。 の平均在院日数の短縮に伴う診療単価の増及び適正在庫管理に伴う支出の抑
具体的には「自己骨髄・末梢血細胞移植による重症下肢虚血性疾患に対す 制などによる病院収入増に繋がったと言える。

る血管再生治療」を附属病院で臨床展開し，医療の進歩に努めた。
２）病院経営改善推進チーム（タスクフォース）において，病院全体及び診療

３）鳥取県福祉保健部・病院局と地域医療の現状及び活動状況などの情報を共 科別の目標値を策定し，各月の診療実績の分析及び診療報酬改定の影響の分
有して地域医療の充実を図るため，情報交換会を定期的に開催している。 析を行い，対策（平均在院日数・短縮の具体的方策等）案を策定し，院内へ
その中から，救命救急センター及び総合周産期母子医療センターの実現に繋 フィードバックしている。
がった。

３）外部有識者による運営諮問会議を毎年開催し，諮問のあった第1次救急患者
の受入体制として，米子市急患診療所を病院敷地内に設置することについて② 特に，社会的・地域的なニーズや重要かつ喫緊の政策課題等への対応とし
検討を開始した。また，がん患者に対して外科治療から緩和ケアまでの総合て顕著な取組
的な治療を行う「がんセンター」の設置要望があり，平成19年4月に設置する

１）平成16年度に，鳥取県及び近隣の市町村との連携により救命救急センター こととした。併せて，患者様への「暖かさ」を失わない対応を求める意見が
を設置した。更に胸部外科，外来化学療法室，睡眠時無呼吸外来，静脈血栓塞栓 あり，全職員を対象に「ホスピタリティー向上研修会」を開催し，職員の資
症外来等の専門外来の設置によって，臓器・機能別の診療体制を充実させた。 質の向上を図った。
このことは，県西部を中心とした地域医療に大いに貢献するとともに，附属病

（２）平成１９年度事業院の収益性の改善に繋がった。

① 一般の病院とは異なる大学病院固有の意義・役割を含め，教育研究診療の２）地域医療の拠点施設としての役割を発揮する目的に沿って，県内の総合周
質向上や個性の伸長，地域医療や社会貢献の強化，運営の活性化等を目指し産期医療体制の充実を図るため，鳥取県からの協力要請を受けて，附属病院
た特色ある取組に妊婦と胎児の高度専門的医療を提供するための 母体・胎児集中治療室 Ｍ「 （
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１）卒後臨床研修プログラムの作成及び協力型病院等との調整を担当する専任 ４）平成19年6月から良質な医療・看護を提供するため，看護師80名を増員し看
の准教授を中心に，研究能力を備えた人間性豊かな臨床医の養成及び臨床各 護師配置基準７対１を実現した。
分野におけるリーダーを養成するため，卒後初期臨床研修終了後の専門医研

， ） ，修プログラムを改訂した 「優秀指導医賞」を新たに設けて，特に優秀と認め。 ④ その他 大学病院を取り巻く諸事情(当該大学固有の問題 への対応状況等
当該項目に関する事業の状況られた指導医を表彰し，研修医教育の充実及び指導方法の一層の向上を図っ

た。
１）病院長が，各診療科毎の診療実績をもとにして，個別にヒアリングを実施

２）本院及び他病院の潜在看護師の復職支援のために，新たに基礎コース，ブ し，診療内容の見直しを促すなどの指導を行い，平均在院日数を15.64日まで
ラッシュアップコース，発展コースを設けた「いつきてもいいよスクール」 短縮し，入院単価を55,342円まで増やすなど，経営改善に努めた。
を開設し，7名を受け入れた。うち，3名が復職した。なお，本制度は鳥取県
からも大いに期待されている。 ２）各診療科の病院経営改善に関する貢献度を評価することを目的とした診療

科別改善ポイントシート（新入院患者数，平均在院日数，手術件数，入院診
， ， ， ，３）鳥取県との情報交換会に加え，米子市との情報交換会を開催し，よりきめ 療費用請求額 入院診療単価 医師１人当たり請求額 退院サマリー作成率

細かな地域連携を積極的に進めている。 クリティカルパス適用件数ほか計23項目にそれぞれ目標値，達成度合いに応
じたポイントを設定）を作成し，各月毎にポイントを算定，年間の合計ポイ
ントに応じて，診療科の判断で自由に使えるインセンティブ経費として② 特に，社会的・地域的なニーズや重要かつ喫緊の政策課題等への対応とし
33,457千円を配分し，経営努力に対する意欲向上につなげた。て顕著な取組

１）平成19年4月に，がん診断，外科・薬剤・放射線治療から最終的な緩和ケア
２．共通事項に係る取組状況まで，それぞれの専門医が総括的な治療を実施するがんセンターを設置し，

その運営の中核となる専任の教授1名，助教1名を配置した。
（１）質の高い医療人育成や臨床研究の推進等，教育研究機能の向上のために必また，平成20年2月8日付で厚生労働省から「都道府県がん診療連携拠点病

要な取組が行われているか （教育・研究面の観点）院」としての指定を受けた。この指定を踏まえ，がん登録を開始するととも 。
に，患者様及び患者家族が自由に使用できる「がんサロン（さくらサロン 」）

【平成16～18事業年度】を癒しの場として平成20年5月に開設することとした。さらに，平成20年度に
は，がん治療の充実を図るべく，最新放射線治療装置の導入を決定した。

１）医学部附属病院の理念「健康の喜びの共有」に基づき，医療の実践，医学
の教育・研究推進，地域の人々の健康を基本方針に掲げて積極的な取組みを③ 大学病院に関連する制度改正等の動向やその影響，或いは各々の地域にお
行った。ける大学病院の位置づけや期待される役割など，病院の置かれている状況や
２）卒前，初期，後期研修における教育の一貫性を図るため，医学部附属病院条件を踏まえた，運営や教育研究診療活動を円滑に進めるための様々な工夫
卒後臨床研修センターを総合医学教育センターに統合整理した。や努力の状況

１）女性医師・看護師など女性職員の就業・育児の両立支援と人材の確保及び 】【平成19事業年度
安定雇用を図るための環境整備として，平成19年10月から現行の保育所を拡

○ 教育や臨床研究推進のための組織体制（支援環境）の整備状況大し，24時間保育が可能な保育所（定員60名）を新たに新営した結果，育児
を理由とした女性職員の離職人数が減少した。更に，本院の就業支援が一般
に認知され，女性就職志望者の増加に繋がった。 １）教育研究推進部において，教育担当副病院長を中心として看護部・薬剤部

及び各診療施設への実務実習の受入れ体制を強化するための取組み（受託実
２）平成19年4月から看護部に継続学習支援部を設置し，出前学習等による研修 習生48名：薬剤師実習生10名，視能訓練士実習生9名，作業療法士・理学療法

， ， ）を実施した結果「基礎看護技術についての到達目標」を達成した。また，新 士実習生10名等を受入 病院研修生23名：救命救急士18名 薬剤師5名を受入
採用者への研修等の支援により習熟度もあがり 離職率が5.2%で全国平均 約 を継続して実施し，地域における人材育成の拠点病院として高い評価を受け， （
9.2%）を下まわった。 ている。

○ 教育や研究の質を向上するための取組状況（教育研修プログラムの整備実３）医療従事者等の資質向上を図るため，全職員を対象として，患者満足度調
施状況，高度先端医療の研究・開発状況等）査のアンケート結果に基づく，ホスピタリティ向上研修会（118名参加 ，個）

人情報研修会（410名参加 ，情報セキュリティ研修会（132名参加）等を実施）
し 患者ｻｰﾋﾞｽに努めた また 医療安全管理研修 5回開催1,459名が参加 １）遺伝子・再生医療センターの設置に向けて，遺伝子診療科において遺伝カ， 。 ，「 」（ ）
及び「感染対策研修 （3回開催409名が参加）については，受講票を配布し， ウンセリングの診療を継続実施している。」
医療安全への自覚を促している。また，ポケット版「医療事故防止のための ２）基礎研究と臨床医学との融合を図りながら研究を推進し，臨床の場で実践
マニュアル」を全職員に配布し，常時携行することとした。 できる新しい機能再生医療の開発とそれを担う人材の養成を図るため 「自己，
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骨髄・末梢血細胞移植による重症下肢虚血性疾患に対する血管再生治療」を 13）外来・中央診療棟４階に手術を受ける患者家族，ＩＣＵ並びにＨＣＵに入
附属病院で臨床展開している。 院した患者家族のために，待合室１室と控室４室を新設した。
３）平成19年11月1日に，先進医療「超音波骨折治療法」の承認を受け診療を開 14）外来診察室の中待合い患者を少数にするなどプライバシー保護に配慮する
始した。なお，先進医療の申請・取得を進める経費として研究医療費(13,433 措置を行った。
千円）を各科に配分した。

【平成19事業年度】
（ ） 。（ ）２ 質の高い医療の提供のために必要な取組が行われているか 診療面の観点

○ 医療提供体制の整備状況（医療従事者の確保状況含む）
【平成16～18事業年度】

１） 特定任期付職員制度により教授1名，講師1名，助教10名，看護師115名
１）平成16年10月に受審した日本医療機能評価機構による機能評価は，順調 （看護師配置基準７対１の看護要員80名を含む ，社会福祉士1名，診療放射）
に認定された。その内容は附属病院の運営と地域における役割，患者の権利 線技師2名，理学療法士1名，臨床工学技士1名，計132名の優秀な医療業務従
と安全の確保，療養環境と患者サービス，診療の質の確保，看護の適切な提 事者を増員し，高度医療の提供体制を充実した。
供，病院運営管理の合理性など細部に渡っており，病院長のリーダーシップ ２）癌の治療成績について附属病院ホームページに掲載し公表した。
のもと 多くの職員が長期間に渡る準備があったから認定されたものであり ３）平成19年5月に診療内容の実態に合わせ，患者様にとって分かりやすい名称， ，
改めて附属病院の見直しをする良い機会となった。 にするため，従来のナンバー科（第一・二・三内科，第一・二外科）を循環

， ， ， ， ， ，２）平成17年度に, 屈折矯正手術が可能である眼科用エキシマレ－ザ－治療診 器内科 内分泌代謝内科 消化器内科 腎臓内科 呼吸器内科 膠原病内科
断システムを導入した。 消化器外科，小児外科，心臓血管外科，胸部外科，乳腺内分泌外科に，耳鼻

３）平成17年度に，医師，看護師，薬剤師等と連携し，患者の食事及び栄養管 咽喉科を耳鼻咽喉科及び頭頚部外科に，放射線科を放射線科及び放射線治療
理，栄養指導を円滑かつ適正に実施し，患者の健康増進及び生活の質の向上 科に，麻酔科を麻酔科及びいたみ緩和ケア科に，精神科神経科を精神科に，
を図るため，栄養管理部を設置した。 血液内科を血液腫瘍科に，脳神経内科を神経内科に変更するとともに，その
４）平成17年度に，癌治療に由来する様々な疼痛の緩和を望む患者様に，その 分野の専門医を診療科長にする新たな診療科長制度を導入した。
要望に見合う医療を提供するため，癌看護専門看護師を中心とした緩和ケア

○ 医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況チ－ムを設置した。
５）平成17年度に，安全で最良の患者アウトカムを実現するためのツ－ルとし
て有効であるクリティカル・パスの導入を推進するため，委員会を設置する １）平成19年4月医療安全管理部に新たに医薬品安全管理責任者1名配置して，

，「 」とともに，実施セミナ－等を開催した。 医薬品に関する事故を防止するため 医薬品の安全使用のための業務手順書
６）平成18年４月より優秀な医療業務従事者を確保するため，特定任期付職員 の作成等を行った。また，医療機器安全管理責任者1名も新たに配置して，医
として採用している。 療機器を正しく安全に使用するための研修会を平成19年度に18回開催すると

， ， ， ， ， ， 「 」，「 」，医師：３人 看護部：38人 薬剤部：８人 放射線部：７人 リハ部：４人 ともに 19年度の重点目標として 患者間違いの防止 マニュアルの遵守
検査部：１人，視能技：２人，高次集部：１人，栄養部：１人，医サ課：１ 「転倒・転落事故の防止」を掲げ，医療安全の周知徹底と医療の質の向上に
人 計66人（平成19年３月現在） 努めた。
７）平成19年度から，良質な医療・看護を提供する目的で看護師配置基準７： ２）平成19年11月に，参加者には訓練のシナリオを知らせない形での大事故を
１看護を実現するため看護師確保を積極的に行った 平成19年６月より開始 想定した災害訓練（トリアージ訓練）を医師・看護師・職員及び学生，約300。（ ）
８）診療科再編については，検討ワーキンググループを立ち上げ，診療科長制 名が参加して実施した。参加者の誰もが必要性を痛感するなど大変有意義な
度を含めた臓器別・機能別診療体制について見直し，平成19年５月から，診 ものとなった。なお，本訓練の内容については，地域の反響も大きくＮＨＫ
療科を機能的，かつ，実態に合わせた診療体制に整備することとした。 等の報道番組で取り上げられるなど，高い評価を得た。
また，社会的に要請のある，がん，脳とこころの医療，生活習慣病予防な

○ 患者サービスの改善・充実に向けた取組状況どの診療体制整備に着手した。
９）診療の充実をめざして，手術室を３室増室した。また，現在稼働中のＩＣ
Ｕ６床に加えてＨＣＵ病棟の一部の12床をＩＣＵとするＩＣＵ増床計画を策 １）平成20年1月から，患者様のプライバシー保護のため，各外来診療科での患
定した。 者様の呼び出しを個人名から番号呼び出しに変更を行った。
10）鳥取県における周産期医療体制の充実を図るため，鳥取県からの要請に応 ２）平成19年4月から，PET-CT検査のFAX予約（77件/年）の受付を開始し，順調
えて病棟３階を改築し，妊婦と胎児の高度専門的医療を提供するための「母 に増加している。また，FAX予約システムでの受付により，患者様の来院前に
体・胎児集中治療室（ＭＦＩＣＵ６床 」を設置し，平成18年７月から総合周 カルテを作成する「紹介手順書」の見直しを行い，外来待ち時間の短縮を図）
産期母子医療センターとして運用を開始した。 り，患者様及び紹介医から好評を得ている。
11）高解像度により診断精度の優れた，電子カルテと連動する内視鏡診療・管 また，平成19年8～10月にＦＡＸ予約をした患者様を対象に満足度のアンケ
理総合システムを平成18年12月に導入した。 ート調査(330名）を行い指摘のあった点について該当部署にフィードバック
12）新規に，がんの早期発見に威力のある陽電子放射断層撮影装置（PET-CT） し改善に努めた。
を平成19年３月に導入した。
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） ，３）クリティカル・パス委員会を毎月開催するとともに，平成19年12月にはク ９ 医療福祉支援センターに入院・退院受付業務を取り込んだ運用とするため
リティカル・パス大会（参加職員102名）を開催し，クリティカル・パスの導 建物改装するとともに，新たに心理療法士１人と事務補佐員１人を配置しド
入・啓発を行い，適用率の向上を図った。 メステック・バイオレンス（DV）対応等，医療福祉支援センター機能の拡充
平成18年度 適用件数2,528件，平成19年度 適用件数3,384件 を図った。

10）地域の医療機関と連携パスの推進及びＩＴを活用したネットワークの構築
を計画し連携の充実を図ることとしている。○ がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況

【平成19事業年度】１）がんセンターを平成19年4月に設置し，がん登録及びがん治療成績等の情報
提供等を行うとともに，地域がん診療連携拠点病院との連携による「地域が

○ 管理運営体制の整備状況ん医療推進フォーラム」等での研修及び啓発活動を行った。
また，平成20年2月8日付で厚生労働省から「都道府県がん診療連携拠点病

院」としての指定を受けた。この指定を踏まえ，患者様及び患者家族が自由 １）平成19年4月に病院の運営企画及び経営分析を行う経営企画課を新設し，効
に使用できる「がんサロン（さくらサロン 」を癒しの場として平成20年5月 率的な病院運営を図れる体制とした。）
に開設することとした。さらに，平成20年度には，がん治療の充実を図るべ

○ 外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況く，最新放射線治療装置の導入を決定した。
２）鳥取県と連携し，平成20年度の県の事業である，患者紹介及び情報の共有
を行う，総合的な周産期医療体制を整備するための，周産期医療情報ネット １）平成19年12月外部有識者10名の参加による運営諮問会議を開催した。運営
ワークシステム（本院を核として鳥取県立中央病院及び厚生病院を結ぶ）の 諮問会議及び地域から設置要望のあった「セカンドオピニオン外来」につい
整備の予算化を進めている。 て，平成20年度に設置することを決定した。
３）地域固有の課題に対応するため，鳥取県福祉保健部・病院局との意見交換 ２）救急患者数は平成19年度には約13,000名となり，その内，第1次救急患者が
会及び米子市との連絡会を開催するとともに，日常的に実務担当者が相互に 約87 を占めており，第3次救急患者の医療に支障をきたしているため，米子%
行き来をし，情報を共有するなど連携強化に努めている。 市と連携して地域住民へ救命救急センターの役割と現状について，広報（10

月・12月）を行い啓発を図った。
） ，（３）継続的・安定的な病院運営のために必要な取組が行われているか （運営面。 ３ 平成16年度に日本医療機能評価の認定を受けた際の改善要望事項について
病院機能検証・改善ワーキングを設置し長期的に改善に取り組んでおり，平の観点）
成18年度から３年計画で全職員を対象とした「ホスピタリティ向上研修」を
開始し，平成19年度も118名が参加して「心の優しさ 「おもてなし」につい【平成16～18事業年度】 」，
て研修を受けた。

１）平成17年度から，各科別病床数について，病床稼働率及び病床回転数によ
○ 経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況り見直しを行い，病床の効率的な運用を図ることとした。

２）経営改善のねらいから，執行部体制を見直し，副病院長を２人体制から３
人体制にすると共に，病院執行部会議及び病院運営諮問会議を新たに設置す １）経営企画課において，各大学が厚生労働省に提出した平成19年7月～12月分

， ， ， ，るなど，より機能的な組織の改革を行っている。 ＤＰＣデータを収集 分析し 疾病別の平均在院日数 1日あたりの入院単価
３ 平成16年度に日本医療機能評価の認定を受けた際の改善要望事項について 症例数を比較したベンチマークを行い，各診療科別の疾患別のデータ等によ） ，
病院機能検証・改善ワーキングを設置し長期的に改善に取り組んでおり，平 り，診療改善のきめ細かな指導を行い，経営の改善に努めた。
成18年度から３年計画で全職員を対象とした「ホスピタリティ向上研修」を

○ 収支の改善状況（収入増やコスト削減の取組状況開始した。
４）各診療別に改善ポイントシートを作成し，実施，検証を行った。
５）平成17年度から，月例報告の評価加点表，診療実績等の伸び率及び診療科 １）材料SPDの対象品目を1000品目から1600品目に拡大し，在庫削減を図った。
別改善ポイントシートを基礎としたインセンティブ経費を配分し(約50,000千 （棚卸資産の推移：平成16年度末 322百万円，平成17年度末 268百万円，
円 ，病院経営における貢献を予算に反映させている。 平成18年度末 255百万円，平成19年度末 191百万円））
６）病院長が，各診療科個別にヒアリングを実施し，平均在院日数の短縮によ ２）病院経費削減推進WGにおいて，19年度の削減計画として，節水及び節電等
る診療単価増，病床数の見直しなどの病院運営と経営改善を着実に進めた。 の具体的方策を実行した。
７）医療材料については，在庫管理・消費管理・購買管理を一元化したＳＰＤ （節水による節減額 6,689千円，節電による節減額 345千円）
システムの稼働を開始し，固定経費の節減を図っている （平成18年度 また，共用自動車1台を平成19年12月に廃車した。。
125,314千円削減） ３）平成19年7月から診療の充実のため増室した手術室3室の運用を開始し,手術
８）新たに平成18年９月より，病院経費削減推進ＷＧにて，節電・節水・会議 件数を平成18年度 5,047件から平成19年度5,287件に増加させた。
資料のペーパーレス化を取り組むこととした。具体的には，廊下及び部屋等 ４）平成20年4月から実施することとして，医師6名，看護師35名を増員し現在
の電源スイッチに節電シールを貼付し 議事録をホームページに掲載した 平 稼働中のICU６床に加えてHCU病棟の一部の12床をICU病床とすることとした。， 。（
成18年度345千円削減）



- 190 -

鳥取大学

○ 地域連携強化に向けた取組状況

１）平成19年3月から地域貢献を目的として，日南病院とCT画像の遠隔読影を実
施した （遠隔読影 7件）。
２）平成20年1月から鳥取県立厚生病院とバーチャルスライドシステムのネット
ワークを構築し，術中迅速組織診断及び生検組織診断の遠隔病理診断を実施
した （術中迅速組織診断 5件，生検組織診断 65件）。
３）平成19年1月から本院と地域の4医療機関との間で「大腿骨頸部骨折地域連
携クリティカル・パス」の運用を開始した （平成19年度適用件数 6件）。
４）患者様のニーズにあった医療及び適切な情報の提供を行い，地域の医療連
携を行うため，鳥取県西部地区医療連携協議会において，地域連携パスの開
発，促進を図っている （平成20年度脳卒中連携パスを作成中）。

○附属学校について

【平成16～18事業年度】

○ 附属学校の機能の充実についての状況

１）平成18年度に特別支援教育の充実を図るため，特別支援学校に設置した高
等部専攻科(入学定員３名，収容定員６名)の教育課程を確立した。併せて教
育体制の充実を図った。
２）学生に対する教育実習の臨床現場として附属学校を提供するとともに，学
生等の卒論・修論に対しても研究資料を提供するなど協力をした。
３）小・中一貫教育課程の研究を地域学部教員との共同研究を継続実施してい
る。

【平成19事業年度】

○附属学校の機能の充実についての状況

１）学生に対する教育実習の臨床現場として附属学校を提供するとともに，学
生等の卒論・修論に対しても研究資料を提供するなど協力を継続している。
２）小・中一貫教育課程の研究を地域学部教員との共同で実施するなど，継続
して学部教員との共同研究を実施している。
） ， 「 」 ，３ 附属幼稚園においては 文部科学省による 教育研究開発校 に採択され
平成19～21年度の３年間にわたり，研究を進めていくこととしている。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む ，収支計画及び資金計画。）

※財務諸表及び決算報告書参照

Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

： ３４億円 ： ３１億円 平成19年度の短期借入金はありません。１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額

運営費交付金の ：運営費交付金の受２ 想定される理由： ２ 想定される理由
受入遅延及び事故の発生等により緊急 入遅延及び事故の発生等により緊急に
に必要となる対策費として借り入れす 必要となる対策費として借り入れする
ることも想定される。 ことも想定される。

Ⅴ 重 要 財 産 を 譲 渡 し ， 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

） （ ） ，１ 附属病院施設・設備の整備に必要と １）附属病院施設・設備の整備に必要と １ 附属病院施設・設備の整備に必要となる経費 667百万円 の長期借入に伴い
なる経費の長期借入れに伴い，本学病 なる経費の長期借入れに伴い，本学病 次の本学附属病院の敷地について担保に供した。
院の敷地及び建物について，担保に供 院の敷地及び建物について，担保に供 ・米子市西町36番1 地積 28,675㎡
する。 する。 ・米子市久米町98番1 地積 21,929㎡

Ⅵ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 決算において剰余金が発生した場合 １）決算において剰余金が発生した場合 １）平成19年12月28日付けで文部科学大臣の承認を得た平成18事業年度の剰余金
は，教育研究の質の向上及び組織運営 は，教育研究の質の向上及び組織運営 は７億５千３百万円であり，経営協議会，役員会で審議の上，２億６百万円は
の改善に充てる。 の改善に充てる。 全学経費として，５億４千７百万円は経費節減及び自己収入の増加に努めた部

局に還元し，教育研究の充実を図った。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設･設備 予定額 財 源 施設･設備 予定額 財 源 施設･設備 決定額 財 源
の内容 (百万円) の内容 (百万円) の内容 (百万円)

・ 医病）基幹 総額 ６６９ 施設整備費補助金 ・ 三浦）研究 総額 施設整備費補助金 ・ 三浦）研究 総額 施設整備費補助金（ （ （
（ ） （ ， ） （ ， ）・環境整備 ３４６ 棟改修（環境 ３，０８ ２ ３６６ 棟改修（環境 ３，０９３ ２ ３７４

船舶建造費補助金 ・生物資源） ５ 船舶建造費補助金 ・生物資源） 船舶建造費補助金
（ ） （ ） （ ）・小規模改修 ０ ０ ０

長期借入金 ・ 三浦他）講 長期借入金 ・ 三浦他）講 長期借入金（ （
（ ） （ ） （ ）・高度医療大型 ３２３ 義等改修 ６６７ 義等改修 ６６７

設備 国立大学財務・経 国立大学財務・経 国立大学財務・経
営センター施設費 ・ 医病）基幹 営センター施設費 ・ 医病）基幹 営センター施設費（ （

・災害復旧工事 交付金 ・環境整備 交付金 ・環境整備 交付金
（ ） （ ） （ ）０ ５２ ５２

・小規模改修 ・小規模改修

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達 （注１）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実
成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施 施状況等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合
設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備 い等を勘案した施設・整備の改修等が追記されるこ
の改修等が追加されることもある。 ともあり得る。
（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度
同額として試算している。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造

費補助金，国立大学財務・経営センター施設費交付
金，長期借入金については，事業の進展等により所
要額の変動が予想されるため，具体的な額について
は，各事業年度の予算編成過程等において決定され
る。

また，小規模改修として附属小・中学校証明改修，第１体育館内部改修 （米○ 計画の実施状況等 ，
＊ 平成18年度補正事業により，農学部校舎（Ⅲ期 ，共通教育棟，大学会館， 子）附属図書館空調設備改修を実施した。）
武道場，特別支援学校体育館の耐震及び機能改修工事を実施した。 平成19年４月４日に発生した落雷による災害復旧を平成19年度施設整備費補助
加えて基幹・環境整備として三浦団地，附属幼稚園，白浜（二）団地の公共 金で復旧した。

下水道への接続工事を実施した。
平成19年度事業では （医病）基幹環境整備として，第二中央診療棟及び看 ＊ 施設整備費補助金については，平成19年度当初予定していなかった災害復旧費，

護師宿舎の耐震改修と，中央診療棟手術室の空調機の更新を実施した。 が措置されたことにより，予算金額に比して決算金額が８百万円多額となった。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１）教員人事の流動性・多様化を高めるため，任期制 １）常勤職員数（任期付職員を除く） １）常勤職員数（任期付職員を除く）
と公募制を更に進める。 １，５９７人 １，５０８
２）教員総数に占める外国人教員及び女性教員の比率 人
を上げる。
３）各学部所属教員の高度な専門性を活かした教育・ ２）任期付職員数 ４０人 ２）任期付職員数 ２８２人

， 。研究について 相互に連携・協力を積極的に進める
４）定年退職した職員及び産業・経済界から優れた人 ３）人件費総額見込み（退職手当は除く） ３）人件費総額見込み（退職手当は除く）
材を積極的に活用する。 １５，４４８百万円 １５，１９５百万円
５）事務職員の専門性等の向上のため，新たに経営企
画，労務管理，知的財産，産学連携業務等に関する ４）人事の計画は，Ⅱ－３「職員の人事の適正化 ４）Ⅰ-(1)-③［Ⅱ－３ 「職員の人事の適正化に関する目］
研修の実施及び他大学，民間等との人事交流を積極 に関する目標を達成するための措置」の「柔軟 標を達成するための措置」の「柔軟で多様な人事制度の
的に行う。 で多様な人事制度の構築に関する具体的方策 構築に関する具体的方策 「任期制・公募制の導入など」， 」，

６）技術職員の専門性の高い技術を全学的に有効活用 「任期制・公募制の導入など教員の流動性向上 教員の流動性向上 に関する具体的方策 「外国人・女」，
するため組織を見直し，集約化を図る。また，地元 に関する具体的方策 「外国人・女性等の教員 性等の教員採用の促進に関する具体的方策 「中長期的」， 」，
大学として産業界へ貢献の観点から派遣について検 採用の促進に関する具体的方策 「中長期的な な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体」，
討する。 観点に立った適切な人員（人件費）管理に関す 的方策」に記載したとおり。
７）事務処理規程を見直し，手続きの簡素化を図り， る具体的方策」に記載のとおり。
併せて電子決裁システムを導入する。
８）給与事務簡素化のため，給与規程等の見直しを行 ５）技術職員組織の見直しについて引き続き検討 ５）工学部では，従来各学科・研究室に所属していた技術
うとともに，管理職手当，超過勤務手当，大学院手 する。 職員を見直し，独立した技術部の組織を平成19年４月か
当等の諸手当を見直し，経費の削減を図る。 ら設置した。

６）人事関係事務の簡素化を図る。 ６）米子地区の有期契約職員の雇用手続きについて，権限
を委任し，米子地区専決とすることにより，事務の簡素
化を図った。

７）給与事務簡素化をより一層進めるための方策 ７）単身赴任手当について，人事委員会で支給の実態と課
を検討する。 題を分析し検討を行った。今後，当該手当の在り方につ

いて引き続き検討することとした。

８）図書館職員の専門性向上のための研修計画， ８）附属図書館では，年度計画により学外での各種研修会
並びに 業務に必要な知識を習得させる研修 O へ積極的に参加させ，図書館職員としての必要な最新の， （
JT）による教育目標を策定し，質の高い図書館 情報・知識を習得させるように努めた。平成19年度はＮ
員の養成に努める。 ＩＩとの共催により地域目録講習会（雑誌コース）を開

催し，本学職員が講師を勤めた。地元開催であり図書館
非常勤職員も参加し，職員のスキルアップを図った。

９）情報セキュリティ研修会を引き続き開催する ９）全職員を対象とした「情報セキュリティ職員研修」を
など，職員のITリテラシー向上に努め，内部人 ４回，フォローアップのための研修会を２回開催した。
材の全体的なレベルアップを図る。 また，学外に公開されているサーバ22台に対するセキ

ュリティチェックを行うとともに，管理者及び部局セキ
ュリティ担当者を対象とした研修会を２回開催した。
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○ 別表１（学部の学科，研究科の専攻等の
）定員未充足の状況について

（収容数：平成19年５月１日現在の在籍者数）

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） （％）

地域学部 地域政策学科 ２００ ２１６ １０８．０
地域教育学科 ２００ ２２０ １１０．０
地域文化学科 １８０ １９２ １０６．７
地域環境学科 １８０ １８８ １０４．４

小 計 ７６０ ８１６ １０７．４

教育地域科学部 学校教育課程 － １８ －
（※１） 人間文化課程 － ８ －

地域政策課程 － ７ －
地域科学課程 － ６ －

小 計 － ３９ －

医 学 部 医学科 ４７０ ４８８ １０３．８
生命科学科 １６０ １６１ １００．６
保健学科 ５１０ ５２３ １０２．５

小 計 １，１４０ １，１７２ １０２．８

工 学 部 機械工学科 ２６０ ３２４ １２４．６
知能情報工学科 ２４０ ２８１ １１７．１
電気電子工学科 ２６０ ３０１ １１５．８
物質工学科 ２４０ ２７４ １１４．２
生物応用工学科 １６０ １８６ １１６．３
土木工学科 ２４０ ２７１ １１２．９
社会開発システム工学科 ２４０ ２９５ １２２．９
応用数理工学科 １６０ １９４ １２１．３

小 計 １，８００ ２，１２６ １１８．１

農 学 部 生物資源環境学科 ８００ ８９４ １１１．８
獣医学科 ２１０ ２３４ １１１．４

小 計 １，０１０ １，１２８ １１１．７

学士課程合計 ４，７１０ ５，２８１ １１２．１

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
地域学研究科 地域創造専攻 １５ １７ １１３．３

地域教育専攻 １３ ８６．７（修士課程） １５

小 計 ３０ ３０ １００．０

教育学研究科 学校教育専攻 ６ ４ ６６．７
障害児教育専攻 ３ ６ ２００．０（修士課程）
教科教育専攻 ３３ ２４ ７２．７

小 計 ４２ ３ ８１．０4

医学系研究科 生命科学専攻 ２０ ３３ １６５．０
機能再生医科学専攻 ２２ ３６ １６３．６（博士前期課程）
保健学専攻 ４０ ５８ １４５．０（修士課程）

小 計 ８２ １２７ １５４．９

工学研究科 機械工学専攻 ４２ ５１ １２１．４
知能情報工学専攻 ４８ ５１ １０６．３（博士前期課程）
電気電子工学専攻 ４２ ８０ １９０．５
物質工学専攻 ３６ ５１ １４１．７
生物応用工学専攻 ２４ ３３ １３７．５
土木工学専攻 ４２ ３８ ９０．５
社会開発ｼｽﾃﾑ工学専攻 ３６ ４４ １２２．２
応用数理工学専攻 ３６ ３０ ８３．３

小 計 ３０６ ３７８ １２３．５

農学研究科 生物生産科学専攻 ５２ ７５ １４４．２
農林環境科学専攻 ５４ ５６ １０３．７（修士課程）
農業経営情報科学専攻 １６ １１ ６８．８

小 計 １２２ １４２ １１６．４

修士課程合計 ５８２ ７１１ １２２．２

医学系研究科 医学専攻 ２１２ １３１ ６１．８
生理系専攻 － ４ －（博士課程）
病理系専攻 － １ －
社会医学系専攻 － ２ －
内科系専攻） － ３ －
外科系専攻 － １３ －
生命科学専攻 １５ ７ ４６．７（博士後期課程）
機能再生医科学専攻 ２１ ３０ １４２．９

小 計 ２４８ １９１ ７７．０

工学研究科 情報生産工学専攻 ３９ ３１ ７９．５
物質生産工学専攻 ９ ９ １００．０（博士後期課程）
社会開発工学専攻 １５ ９ ６０．０
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小 計 ６３ ４９ ７７．８

連合農学研究科 生物生産科学専攻 １８ ３９ ２１６．７
生物環境科学専攻 ２１ ７２ ３４２．９（博士課程）
生物資源科学専攻 １２ ３６ ３００．０

小 計 ５１ １４７ ２８８．２

博士課程合計 ３６２ ３８７ １０６．９

合 計 ５，６５４ ６，３７９ １１２．８

１：教育地域科学部は地域学部に改組（平成 年４月）のため募集停止。※ 16

附 属 学 校 等 収容定員 収容数 定員充足率

附属小学校 ４８０ ４４３ ９２．３

附属中学校 ４８０ ４６４ ９６．７

附属特別支援学校（ ） ６０ ６０ １００．０高等部専攻科含む

附属幼稚園 １６０ １０６ ６６．３

○ 計画の実施状況等

＊ 地域学研究科地域教育専攻及び教育学研究科学校教育専攻，教科教育専攻
の学生収容数が収容定員を10％以上下回っている理由は，近年大都市圏を中
心として団塊世代教員の大量退職に伴う大量採用が続いているため，大学院
への進学者が少なくなっていると考えられる。本学学部学生に対して大学院
に進学するよう啓発するとともに，社会人学生の募集に努力しているところ
である。

＊ 工学研究科応用数理工学専攻の学生収容数が収容定員を10％以上下回って
いる理由は，卒業者数に占める就職者数の割合が高いことがあげられる。定
員を充足するためには他大学，社会人等からの受験生確保を検討するととも
に，本学部卒業者の大学院進学を呼びかけているところである。

＊ 農学研究科農業経営情報科学専攻の学生収容数が収容定員を10％以上下回
っている理由は，景気の回復により就職希望者が増加するとともに，他大学
大学院への進学を希望する者が増えたためである。これらの問題を解決する
ため，学部学生へ本専攻の教育研究の魅力のＰＲに努めるほか，将来の資格
取得・就職に役立つよう授業内容の見直しと平成21年度の農学研究科の改組
を検討している。

＊ 医学系研究科医学専攻の学生収容数が収容定員を10％以上下回っている主
な理由は，卒後臨床研修制度導入以降に研修医として大学に残る学生が減少
したこと，及び臨床系を志す医学科卒業生は，学位取得より専門医資格を取

。 ， ，得する傾向が高まっているためである このため 充足率向上の対応として
①入学試験を３次募集まで行う，②10月入学の実施，③医学系研究科に専攻
や分野の枠を超えた７つの新教育コースを導入，④がんプロフェショナル養
成プランコメディカル研修コースを導入等の自立するに必要な研究能力を持
った研究者あるいは優れた研究能力と豊かな学識を備えた臨床医・医療人の

育成への取り組みを図った。この結果，平成20年５月の収容数は，145名に
向上した。

＊ 医学系研究科生命科学専攻（博士後期課程）の学生収容数が収容定員を10
％以上下回っている主な理由は，博士前期課程修了者が都市部の部局化され
た大学院博士後期課程への進学志向が強いこと，また，平成18年度からの薬
学教育６年制に伴い，遺伝子検査関連企業，ゲノム創薬関係企業の求人が増
大し博士前期課程修了者が就職したことが主な要因である。このため，充足

， ，率向上の対応として 博士前期課程から博士後期課程への飛び級制度の充実
及びティーチングアシスタント・リサーチアシスタント制度，エンカレッジ
ファンドの活用など経済的支援の充実を図った。なお，博士前期課程では

， ， 。165 の充足率であり 生命科学科専攻全体としての充足率は 114 である% %

＊ 工学研究科情報生産工学専攻，社会開発工学専攻の学生収容数が収容定員
を10％以上下回っている理由は，一部には昨今の就職事情の好調さがあげら
れる。企業側としては，即戦力としての大学院博士前期課程修了生を希望す
るものが多く，特定の業種を除き，博士後期課程修了生へのニーズはそれほ
ど多くない。各教員が手分けして，企業等に出向き社会人入学生の獲得に向
け，努力しているところである。

鳥取大学
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１６年度）

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

地域学部 190 204 2 0 0 2 1 0 0 201 105.8%

医学部 1,140 1,182 1 1 0 0 14 55 48 1,119 98.2%

工学部 1,800 1,925 15 0 11 4 45 231 197 1,668 92.7%

農学部 1,010 1,097 4 0 0 4 18 29 26 1,049 103.9%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

医学系研究科 314 313 11 8 0 3 9 23 21 272 86.6%

工学研究科 370 404 13 6 0 7 16 15 14 361 97.6%

農学研究科 122 147 22 17 0 5 7 8 7 111 91.0%

連合農学研究科 49 156 74 38 0 36 6 47 41 35 71.4%

○計画の実施状況等
　　定員超過率が１３０％以上の学部，研究科はありません。

超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等
数（Ｆ）
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鳥取大学

○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１７年度）

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

地域学部 380 406 4 0 0 4 2 0 0 400 105.3%

医学部 1,140 1,173 1 1 0 0 19 42 35 1,118 98.1%

工学部 1,800 2,119 17 0 0 17 49 229 200 1,853 102.9%

農学部 1,010 1,110 5 0 0 5 19 43 41 1,045 103.5%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

医学系研究科 335 319 13 9 0 5 12 20 19 274 81.8%

工学研究科 369 400 12 8 0 4 12 20 14 362 98.1%

農学研究科 122 152 18 13 0 10 2 12 12 115 94.3%

連合農学研究科 51 156 63 47 0 16 7 43 33 53 103.9%

○計画の実施状況等
　　定員超過率が１３０％以上の学部，研究科はありません。

超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等
数（Ｆ）
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１８年度）

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

地域学部 570 617 5 0 0 0 4 0 0 613 107.5%

医学部 1,140 1,186 1 1 0 0 23 49 40 1,122 98.4%

工学部 1,800 2,115 16 0 15 1 44 215 184 1,871 103.9%

農学部 1,010 1,126 4 0 0 4 17 46 41 1,064 105.3%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

医学系研究科 330 314 14 10 0 4 15 27 23 262 79.4%

工学研究科 369 428 13 8 0 5 12 19 17 386 104.6%

農学研究科 122 127 20 12 0 8 2 8 6 99 81.1%

連合農学研究科 51 147 69 50 0 19 8 36 30 40 78.4%

○計画の実施状況等
　　定員超過率が１３０％以上の学部，研究科はありません。

超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等
数（Ｆ）
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鳥取大学

○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１９年度）

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

地域学部 760 816 8 1 0 7 9 0 0 799 105.1%

医学部 1,140 1,172 1 1 0 0 24 33 28 1,119 98.2%

工学部 1,800 2,126 14 0 6 8 43 210 185 1,884 104.7%

農学部 1,010 1,128 3 0 0 0 15 49 44 1,069 105.8%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

地域学研究科 30 30 9 0 0 9 1 0 0 20 66.7%

医学系研究科 330 295 14 9 0 5 12 12 12 257 77.9%

工学研究科 369 427 15 11 1 3 16 27 22 374 101.4%

農学研究科 122 142 20 11 0 9 7 7 7 108 88.5%

連合農学研究科 51 147 71 46 0 24 10 38 34 33 64.7%

○計画の実施状況等
　　定員超過率が１３０％以上の学部，研究科はありません。

超過率算定
の対象となる
在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数
（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数
（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

学部・研究科等名
収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

大学間交流
協定等に基
づく留学生等
数（Ｆ）
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